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(注）１．文中における数値は、単位未満の端数が四捨五入によっているため、合計において合致しない場合があります。

ただし、剰余金の処理、企業会計の考え方で作成されている貸借対照表については、単位未満の端数は切り捨て

て処理している場合があります。 

２．文中における各予算の各数値は、特に説明のない限り、当初予算額です。 
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第第ⅠⅠ編編  特特別別会会計計総総論論  
 

 



  

 

１１．．国国のの会会計計制制度度のの仕仕組組みみ  ～～一一般般会会計計とと特特別別会会計計～～  

（（11））予予算算単単一一のの原原則則とと区区分分経経理理  

国の会計は、毎会計年度における国の施策を網羅して通観できるよう、単一の会計（一般会

計）で一体として経理することが、財政の健全性を確保する見地からは望ましいものとされて

います。これを予算単一の原則（単一会計主義）と言います。 

しかしながら、国の行政の活動が広範になり複雑化してくると、場合によっては、単一の会

計では国の各個の事業の状況や資金の運営実績等が不明確となり、その事業や資金の運営に係

る適切な経理が難しくなりかねません。このような場合には、一般会計とは別に会計を設置し

（特別会計）、特定の歳入と特定の歳出を一般会計と区分して経理することにより、特定の事業

や資金運用の状況を明確化することが望ましいと考えられます。 

以上の趣旨から、我が国の会計は、「財政法」（昭 22 法 34）の規定において、一般会計の他

に、特定の歳入・特定の歳出をもって一般会計とは経理を別にする特別会計を設置することと

しています。 

＜参照条文＞ 財政法 

第 13 条第 1 項 国の会計を分つて一般会計及び特別会計とする。 

 

（注）1 つの特別会計の中でも、さらに区分して経理する方が適切な場合には、それらを「勘定」として区分して

います。 

 

（（22））特特別別会会計計のの設設置置要要件件  

特別会計の具体的な設置要件について、財政法第 13 条第２項は、次の場合に限って可能と

しています。すなわち、国が 

① 特定の事業を行う場合 

② 特定の資金を保有してその運用を行う場合 

③ その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要があ

る場合 

に限って、法律で定めることで、特別会計の設置を認めています。 

＜参照条文＞ 財政法 

第 13 条第 2 項 国が特定の事業を行う場合、特定の資金を保有してその運用を行う場合その他特定の歳入を以て

特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に限り、法律を以て、特別会計を設置する

ものとする。 

  

1111

第Ⅰ編　特別会計総論

1



 

 

（（33））特特別別会会計計のの設設置置、、管管理理及及びび経経理理のの基基本本理理念念 

特別会計の設置、管理及び経理については、我が国の財政の効率化及び透明化の取組を不断

に図るため、「特別会計に関する法律」（平 19 法 23。以下「特別会計法」といいます。）第 1

条の 2 において、基本理念として以下の事項が規定されています。 

① 経済社会情勢の変化に的確に対応しつつ、最も効果的・効率的に事務・事業を実施。 

② 区分経理の必要性を不断に見直し、存続の必要性がない場合は一般会計へ統合するととも

に、特別会計の歳出の財源となる租税収入についても一般会計の歳入へ計上し、国全体の財

政状況の総覧性を確保。 

③ 特別会計における区分経理が必要な場合においても、経理の区分の在り方について不断に

見直し。 

④ 必要以上の資産を保有しないよう、剰余金の適切な処理等の措置。 

⑤ 財務に関する情報を広く国民に公開。 

 

令和 7 年度においては、経過的なものも含めて 14 の特別会計が設置されています。 

図図 11--11  特特別別会会計計（（令令和和 77 年年度度））  

 

 

 

 

 

 

 

（注） ＜ ＞は勘定数、（ ）は所管府省を表す。

・交付税及び譲与税配付金特別会計
（内閣府、総務省及び財務省）

・地震再保険特別会計
（財務省）

・国債整理基金特別会計
（財務省）

・外国為替資金特別会計
（財務省）

・財政投融資特別会計〈３〉
（財務省及び国土交通省）

・エネルギー対策特別会計〈４〉
（内閣府、文部科学省、経済産業省及び

・労働保険特別会計〈３〉
（厚生労働省）

・年金特別会計〈５〉
（厚生労働省）

・子ども・子育て支援特別会計〈２〉

（内閣府及び厚生労働省）

・食料安定供給特別会計〈７〉
（農林水産省）

・国有林野事業債務管理特別会計
（農林水産省）

・特許特別会計
（経済産業省）

・自動車安全特別会計〈３〉
（国土交通省）

・東日本大震災復興特別会計

（国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、
デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、
財務省、 文部科学省、厚生労働省、農林水産
省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防
衛省）

※経過特会

環境省）
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■■  特特別別会会計計制制度度のの創創設設以以来来のの経経緯緯 

我が国の特別会計制度は、明治 23 年の第 1 回帝国議会開会を前に、明治 22 年の「会計

法」の制定により、発足しました（それ以前の明治初期には、一般会計の前身である「常用

部」のほか、特別会計の前身である「別途会計」が設置されていました。最初の「別途会計」

は、明治 2 年、造幣局が設置されたのが最初です）。 

＜参照条文＞ 旧会計法 

第 39 条 特別ノ須要ニ因リ本法ニ準拠シ難キモノアルトキハ特別会計ヲ設置スルコトヲ得 

2 特別会計ヲ設置スルハ法律ヲ以テ定ムヘシ 

 

明治 23 年度予算においては、33 個の特別会計が設置されました。その後、戦前財政にお

いては、特別会計の増加傾向が見られ、そのピークの明治 39 年には、60 個の特別会計があ

りました。その大きな部分を占めたのは各帝国大学や師範学校などの高等教育機関に関するも

のであり、その数は、明治 39 年で 34 特別会計を数えていましたが、明治 40 年に、それら

は「東京帝国大学」、「京都帝国大学」及び「直轄諸学校及び帝国図書館」の 3 特別会計にま

とめられています。その後、戦争の激化に伴い、再び特別会計の数は増加しました。 

戦後、新たに「財政法」が制定され、特別会計は一旦整理されました。その後、我が国の財

政需要の拡大と行政の多様化等に伴ってその総数は次第に増加していきましたが、昭和 40 年

代半ば以降、特別会計の設置は抑制的に行われ、その総数は減少しています。なお、昭和 50

年代以降に設置された新たな特別会計としては、昭和 59 年度の特許特別会計、60 年度の登

記特別会計、平成 24 年度の東日本大震災復興特別会計、令和７年度の子ども・子育て支援特

別会計の計４つになります。 

＜参照条文＞ 財政法 

第 13 条第 1 項 国の会計を分つて一般会計及び特別会計とする。 

第 13 条第 2 項 国が特定の事業を行う場合、特定の資金を保有してその運用を行う場合その他特定の歳入を

以て特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に限り、法律を以て、特別会計を

設置するものとする。  

図図 11--22  特特別別会会計計のの数数のの推推移移  
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■■  諸諸外外国国のの会会計計制制度度  

それぞれの国ごとに予算制度が異なるため単純な比較はできませんが、諸外国において

も、特別会計のように基本的な会計と区分して経理される会計など、何らかの形で収支を

分ける制度が見られます。 

 

 アアメメリリカカ 

○ 連邦政府予算（統合予算）は、一般的目的のために資金を経理する「連邦資

金」と、社会保険等の特定のプログラムを遂行する多数の「信託資金」に区分。 

 

 イイギギリリスス 

○ 租税収入等を財源として経常的支出をまかなう「統合国庫資金」と財政資金

等の貸付け、国債発行・償還機能を有する「国家貸付資金」を中心に構成。そ

のほか「国民保険基金」等が別に存在。 

 

 ドドイイツツ  

○ すべての収入及び支出は、連邦予算に計上するのが原則。 

○ ただし、他の連邦財産と区別され管理運営される連邦特別財産が存在。 

 

 フフラランンスス 

○ わが国の一般会計に相当する「一般会計」のほか、特定の歳入をもって特定

の歳出に直接充当させる「付属予算」及び「特別勘定」が存在。 

 

（注）財政制度等審議会特別会計小委員会 平成１７年１０月１８日の資料を基に作成。 
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22．．特特別別会会計計とと一一般般会会計計のの相相違違点点  

（（11））予予算算編編成成・・国国会会審審議議等等ににおおけけるる扱扱いいににつついいてて  

我が国の憲法は、財政処理の一般原則として「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基

いて、これを行使しなければならない。」（第 83 条）と規定するのみで一般会計と特別会計を

分けていないほか、内閣の予算作成・提出権、予算の国会議決（第 86 条）や決算の検査（第

90 条）などの規定においても、一般会計と特別会計は、特段区別されていません。 

 財政法も、一般会計と特別会計を並列的に規定しており（第 13 条第 1 項）、法律で異なる定

めを設ける場合以外は、特別会計も一般会計と同様の扱いをすることとされています。 

こうしたことから、特別会計も一般会計と同様、予算の編成に当たっては、各省庁の概算要

求を受けて財務省が査定を行うとともに、一般会計とあわせて国会に提出し、審議、議決を経

て予算として成立することになります。 

また、予算の執行、決算提出、会計検査院の検査などについても、基本的に一般会計と同様

の手続きを経ることとされています。 

つまり、特別会計は、予算編成上の扱いや国会審議における扱いにおいて、一般会計との間

に基本的に違いはありません。 

 

（（22））一一般般会会計計ととはは異異ななるる財財務務会会計計処処理理  

ただし、特別会計の事務・事業の性格に応じて、一般の歳入歳出とは異なる財務会計処理が

必要な場合があり、財政法上も、法律で異なる定めを設ける場合は、特別の財務会計処理を行

うことができることとされています。 

＜参照条文＞ 財政法 

第 45 条 各特別会計において必要がある場合には、この法律の規定と異なる定めをなすことができる。 

一般会計と異なる特別会計の主な財務会計処理として、以下が挙げられます。 

 

①①  歳歳入入歳歳出出規規定定  

一般会計はその歳入歳出の範囲が限定されないのに対し、特別会計は、一般会計から区分

して経理するという性格上、歳入歳出が一定の範囲に限定されることとなります。そこで、

特別会計法には、それぞれの特別会計の区分経理の対象となる歳入歳出を具体的に定める規

定が設けられています。例えば、食料安定供給特別会計の食糧管理勘定は、主要食糧及び輸

入飼料の売渡代金を主な歳入、主要食糧及び輸入飼料の買入代金や食糧管理費を主な歳出と

することが特別会計法に定められています（特別会計法第 127 条第 2 項）。また、一般会計

からの繰入れについては、無条件に認めてしまうと、特別会計を一般会計から区分して経理

するという本来の趣旨に合わなくなることから、予め、一般会計からの繰入れの対象となる

べき経費が、特別会計法の各特別会計の章において定められています。 
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②②  借借入入金金のの借借入入れれ等等とと公公債債のの発発行行  

特別会計は、 

・ 不測の保険事故等により一時的に保険給付の財源に不足を生ずる場合 

・ 国債の償還に充てるため借換債を発行する場合 

など、歳入歳出の状況によっては会計外からの資金調達が必要な場合が考えられます。 

 

事業の性質上、借入金の借入れ等や公債の発行が必要な特別会計については、特別会計法

の各特別会計の章において借入金等の対象となるべき経費を規定し、その限度額については

予算をもって国会で議決を経なければならないとされています。 

 

図図 11--33  令令和和 77 年年度度当当初初予予算算ににおおいいてて借借入入金金のの借借入入れれ等等やや公公債債のの発発行行をを計計上上ししてていいるる特特別別会会計計  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③③  剰剰余余金金のの処処理理  

国の決算においては、歳入額から歳出額を引いた差額を剰余金（歳入歳出差額、歳計剰余

金）と呼びます。この剰余金は、国の会計上生じる歳入歳出の差額であって、使途の自由な

余ったお金というわけではありません。一般会計及び特別会計の決算において剰余金が生じ

た場合には、財政法や特別会計法で規定された一定のルールの下、適正に処理することとさ

れています。 

 

一般会計については、その歳入歳出の範囲が特定されていないため、歳入歳出の差額であ

る剰余金は、財政法において、翌年度に繰り越して使用する金額や地方交付税等の精算に充

てる金額を除いた額のうち、2 分の 1 以上の金額を翌々年度までに公債等の償還のための財

源に充てることを規定しています。 

 

＜参照条文＞ 財政法 

第 6 条 各会計年度において歳入歳出の決算上剰余を生じた場合においては、当該剰余金のうち、二分の一を下ら

ない金額は、他の法律によるものの外、これを剰余金を生じた年度の翌翌年度までに、公債又は借入金の償還財

源に充てなければならない。  

2 前項の剰余金の計算については、政令でこれを定める。 

 

  

借入金の借入れ等 公債の発行 

・交付税及び譲与税配付金 

・エネルギー対策 

・年金 

・食料安定供給 

・国有林野事業債務管理 

・自動車安全 

・国債整理基金 

・財政投融資 

・エネルギー対策 

・子ども・子育て支援 

・東日本大震災復興 

 

（注） 借入金の借入れ等については、証券の発行によるものも含まれます。 
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（財政法第 6 条第 2 項に基づく政令のうち、主なもの） 

＜参照条文＞ 予算決算及び会計令（昭 22 勅 165） 

（剰余金の計算） 

第 19 条 財政法第六条に規定する剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から次の各号に掲げる額の合

算額を控除してこれを計算する。 

一 翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額 

二 当該年度における所得税及び法人税の収入額のそれぞれ百分の三十三・一、酒税の収入額の百分の五十並び

に消費税の収入額の百分の十九・五に相当する金額の合算額が当該年度における所得税及び法人税の収入見

込額のそれぞれ百分の三十三・一、酒税の収入見込額の百分の五十並びに消費税の収入見込額の百分の十九・

五に相当する金額の合算額として予算に定められた額を超えるときは、当該超過額 

一方、特別会計については、その歳入歳出の範囲が特定されているため、歳入歳出の差額

である剰余金は、原則として、国債償還や年金給付など、当該特別会計・勘定の翌年度以降

の特定の歳出に充当されるものであることから、特別会計法において、一般会計への繰入れ

を一律に義務付けることはされていません。 

 

ただし、一般会計の財源として活用可能な剰余金については、できる限り活用するとの趣

旨から、特別会計法において、剰余金が生じた場合には、積立金等に積み立てるものを除き

その全部又は一部を、一般会計に繰り入れることができる旨の共通ルールを定めています。 

 

＜参照条文＞ 特別会計法 

（剰余金の処理） 

第 8 条 各特別会計における毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金から次章に

定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残

余があるときは、これを当該特別会計の翌年度の歳入に繰り入れるものとする。 

2 前項の規定にかかわらず、同項の翌年度の歳入に繰り入れるものとされる金額の全部又は一部に相当する金額

は、予算で定めるところにより、一般会計の歳入に繰り入れることができる。 

（注）交付税及び譲与税配付金特別会計、国債整理基金特別会計、財政投融資特別会計財政融資資金勘定、東日本

大震災復興特別会計については、一般会計繰入れに関する規定は適用しないこととされています。 

 

④④  積積立立金金等等  

特別会計には、年金や地震再保険など各年度の保険料等の収入額と給付費等の支出額にミ

スマッチが生じる事業を経理し、このミスマッチを年度を越えて調整する必要があるものが

あります。こうした場合、一会計年度内に支出せず、剰余金のうち必要な金額を積立金とし

て積み立て、一般の現金と区分して保有、運用される「特別の資金」を保有することが、円

滑かつ効率的な財政運営に資する場合があります（その名称が積立金、国債整理基金、雇用

安定資金等様々であることから、以下では、「積立金等」と呼びます）。 

＜参照条文＞ 財政法 

第 44 条 国は、法律を以て定める場合に限り、特別の資金を保有することができる。 

（注）一般会計においても、より効率的な財政運営が可能となる場合には、特別会計と同様、法律に規定した上で、

「特別の資金」を保有することが認められています（一般会計に設置された「特別の資金」としては、例えば、

国税の収納金について、過誤納金の還付金等を払い戻した実額で整理収納することとするための国税収納金整

理資金（「国税収納金整理資金に関する法律」（昭 29 法 36））等が挙げられます）。 
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⑤⑤  支支払払元元受受高高制制度度  

支払元受高とは、支出に当たり、その支払の財源に供し得る現金の残高のことで、各特別

会計においては、特別会計ごとの支払元受高を超えて支出することはできないことが規定さ

れています。 
 

＜参照条文＞ 特別会計に関する法律施行令（平 19 政 124） 

（支払元受高） 

第 13 条 各特別会計（国債整理基金特別会計を除く。）においては、当該年度の収納済歳入額、法第十五条第一項

の規定による一時借入金、融通証券の発行による収入金及び繰替金、同条第三項の規定による繰替金並びに同条

第五項の規定による繰替金をもって支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過することがで

きない。 

このため、各特別会計は、支払に供する現金に不足が生じる場合も、一般会計及び他の特

別会計からの資金の融通を受けずに、自己の負担において一時借入金の借入れ等を行うこと

で、支払に必要な現金を調達しなければならず、特別の歳入と特別の歳出を区分して経理す

るとの特別会計制度の趣旨を、資金繰りの面からも補完する仕組みとなっています。 

 

⑥⑥  そそのの他他（（一一時時借借入入金金等等、、弾弾力力条条項項ななどど））  

特別会計には上掲のほか、 

・ 一時的な資金不足に対応するための一時借入金等の制度 

・ 特別会計の事業量の増加等に応じて経費を増額する必要がある場合に、収入の増加を確

保することができる範囲内で支出の増加を認める弾力条項制度 

などがそれぞれの特別会計の性質に応じて設けられています。 
  

第Ⅰ編　特別会計総論

8



  

 

３３．．特特定定財財源源ににつついいてて  

((１１))  特特定定財財源源ととはは何何かか  

特定財源とは、一般に、特定の歳出に充てることとされている特定の歳入を指します。具体

的には、法定の租税や課徴金、利用料等が挙げられる一方で、返済義務のある公債等の発行収

入や国有財産の売却等の一時的な収入、国の会計間の繰り入れは、これに当たらないと考えら

れています。明確な定義があるわけではありませんが、特定財源には、いわゆる目的税を含め

次のような種類があります。 

図図 11--44  特特定定財財源源のの種種類類（（令令和和 77 年年度度当当初初予予算算））  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((２２))  特特定定財財源源とと特特別別会会計計ととのの関関係係  

特定財源と特別会計は別個の概念ですが、特定の歳入をもって特定の歳出に充てることによ

り、安定的な財源を確保することを目的として設置された特別会計もあります。 

例えば、エネルギー対策特別会計においては、電源開発促進税及び石油石炭税を、一般会計

経由で必要額を特別会計に繰り入れ、電源開発促進税は電源立地対策、電源利用対策及び原子

力安全規制対策、石油石炭税は燃料安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策の財源と

して使用しています。 

 

特定財源は、①受益者や原因者に直接負担を求めることに合理性がある、②一定の歳出につ

き安定的な財源を確保できる、などの意義がある一方、①財政が硬直化するおそれがある、②

歳入超過の場合に資源が浪費されたり余剰が生じたりするおそれがある、などの弊害もあるこ

とから、特別会計のあり方を考える際には、この特定財源にも十分に留意する必要があります。 

   なお、平成 25 年 11 月 15 日に成立した「特別会計に関する法律等の一部を改正する等の

法律」（平 25 法 76。以下「特会改革法」といいます。）第 1 条の 2 において、特別会計の設

置、管理及び経理の基本理念として、「租税収入が特別会計の歳出の財源とされる場合におい

ても、当該租税収入が一般会計の歳入とされた上で当該特別会計が必要とする金額が一般会計

から繰り入れられることにより、国全体の財政状況を一般会計において総覧することが可能と

されること」と規定されています。 

①① 税税法法でで使使途途がが特特定定さされれてていいるるもものの（（いいわわゆゆるる目目的的税税等等））
・ 電源開発促進税 ・ 消費税
・ 森林環境税

②② 譲譲与与税税法法でで使使途途がが特特定定さされれてていいるるもものの
・ 航空機燃料税（地方譲与分）

③③ 特特別別会会計計法法等等でで使使途途がが特特定定さされれてていいるるもものの
・ 石油石炭税 ・ 航空機燃料税（地方譲与分を除く）
・ 自動車重量税（一部） ・ 牛肉等関税
・ 復興特別所得税 ・ 交通反則者納金
・ 日本中央競馬会納付金 ・ 電波利用料
・ 国際観光旅客税 等
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１１．．歳歳入入歳歳出出予予算算（（令令和和７７年年度度当当初初予予算算）） 

（（11））歳歳出出予予算算 

①①  歳歳出出総総額額  

各特別会計の歳出予算額を単純に合計したものを、（特別会計）歳出総額といいます。  

令和７年度当初予算における歳出総額は、429.5 兆円（対前年度▲6.６兆円）であ

り、下図のとおり、国債整理基金特別会計 222.1 兆円、年金特別会計 100.3 兆円、交

付税及び譲与税配付金特別会計 50.7 兆円、財政投融資特別会計 22.5 兆円で大半を占

めています。  

図図 22--11  特特別別会会計計歳歳出出総総額額のの推推移移  

 

②②  歳歳出出純純計計額額  

上記の歳出総額の中には、会計間相互の重複計上額等が相当額含まれています。  

これは、企業でいえば、倉庫から工場への材料の移出や工場同士の間での製品の移出

入といった内部取引に当たるものです。例えば、国債整理基金特別会計は、国全体の債

務の整理状況を明確化する観点から、債務を一括管理するため、一般会計の国債の他、

他の特別会計の借入金等の償還も行っており、各特別会計から償還財源を国債整理基金

特別会計に繰り入れた上で、国債整理基金特別会計から償還を行っています。つまり、

繰入元の特別会計の歳出（国債整理基金特別会計への繰入れ）だけでなく、国債整理基

金特別会計の歳出（国債整理支出）としても計上され、単純に合計すると、倍の歳出が

あるように見えるのです。  

特別会計歳出総額からこうした会計間相互の重複計上額や借換償還額を除いたもの

を、（特別会計）歳出純計額といいます。令和 7 年度当初予算における歳出純計額は 

204.１兆円（対前年度▲3.８兆円）となります。  
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（注）総額・純計などの考え方については、Ｐ26 からの第 4 章「国の財政規模の見方」もご参照下さい。 

歳出純計額の内訳は、①国債償還費等 85.9 兆円（対前年度▲3.8 兆円）、②社会保

障給付費 78.9 兆円（対前年度＋0.5 兆円）、③地方交付税交付金等 21.6 兆円（対前年

度▲0.6 兆円）、④財政融資資金への繰入れ 10.0 兆円（対前年度増減なし）⑤復興経

費 0.6 兆円（対前年度＋0.0 兆円）、及び⑥その他 7.2 兆円（対前年度＋0.1 兆円。（3）

で後述。）となっています。 

 

図図 22--22  特特別別会会計計のの歳歳出出規規模模ににつついいてて（（令令和和７７年年度度当当初初予予算算））  

  

 

（（２２））歳歳入入予予算算 

①①  歳歳入入総総額額  

歳入総額は、令和 7 年度当初予算で 434.4 兆円（対前年度▲６.2 兆円）であり、主

要な経費別に見てみると、次のとおりです。  

・公債金及び借入金 189.4 兆円（対前年度▲1.6 兆円）  

（国債整理基金特別会計借換債 136.2 兆円、交付税及び譲与税配付金特別会計借入

金 25.5 兆円、財政投融資特別会計 10.0 兆円等） 

・一般会計より受入 64. 4 兆円（対前年度＋2.６兆円）  

（国債整理基金特別会計 28.2 兆円、交付税及び譲与税配付金特別会計 18.9 兆円、

年金特別会計 13.3 兆円等） 

・保険料及び再保険料収入 54.7 兆円（対前年度＋2.7 兆円）  

（年金特別会計 50.4 兆円、労働保険特別会計 4.1 兆円等） 

なお、一部の特別会計で歳入予算と歳出予算の額に差があるため、歳入総額と歳出総

額は一致しません。詳細は、第Ⅱ編の各特別会計の『（３）特別会計の現状』をご覧くだ

さい。  

   

令和
７年度

令和
６年度

令和
５年度

令和
４年度

令和
３年度

令和
２年度

…平成
17年度

7.8
〔 7.2 〕

7.7
〔 7.1 〕

8.1
〔 7.4 〕

7.3
〔 6.6 〕

7.4
〔 6.6 〕

7.9
〔 6.2 〕

…17.2

国債償還費等

85.9兆円
(89.7兆円)

地方交付
税交付金

等
21.6兆円

○ 年金や健康保険給付費など、法律に基づく社会保障
給付そのものにかかる費用

○ 財投貸付の原資として、財投債の発行により調達した資金の繰入れ

○ 地方財政対策（うち、震災復興特別交付税 0.1兆円）

純計額 220044..11兆兆円円

社会保障給付費

78.9兆円

○ 国債の償還や利子の支払いに必要な費用

国債の借換え
136.2兆円
（135.5兆円）

歳出純計額から国債償還費、

社会保障給付費等を除いた額の推移

（単位：兆円）

（注）令和２年度～令和７年度の下段は、復興経費を除いた額。

（ ）内は令和６年度当初予算

○ 復興経費 0.6兆円

77..22兆兆円円
((77..11兆兆円円))

(207.9兆円)

特別会計の歳出総額 442299..55兆兆円円
(436.0兆円)

(0.6兆円)

(0.1兆円)

※1 予算の組替えのため、各年度の当初予算成立時点の数値と異なる場合がある。
※2 令和７年度予算は国会修正成立後の計数を記載している。

(78.4兆円)
(22.2兆円)(10.0兆円)

財政融資
資金への
繰入れ

10.0兆円

会計間・勘定間のやりとり

89.2兆円
（92.6兆円）

※一般会計から特別会計への繰入額は6644..44 兆兆円円 （国債整理基金特会28.2兆円、交付税特会18.9兆円、年金特会13.3兆円等）
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②②  歳歳入入純純計計額額  

歳入総額の中には、上記のとおり、一般会計より受け入れた額が 64.4 兆円含まれて

いるように、特別会計歳入総額から会計間相互の重複計上額等を除いたものを、（特別

会計）歳入純計額といい、令和 7 年度当初予算における歳入純計額は 144.7 兆円（対

前年度▲6.3 兆円）となります。 

 

（（３３））歳歳出出純純計計額額ののそそのの他他 77..２２兆兆円円のの内内訳訳 

図 2-3 にある、特別会計の歳出純計額のうち国債償還費等を除いた、その他 7.2 兆円

（対前年度＋0.1 兆円）の内訳を見ると、保険事業（事務取扱費等）の歳出が 2.5 兆円を

占め、続いてエネルギー対策の経費が 1.9 兆円となっており、食料安定供給の経費が 1.0

兆円、その他の特別会計の経費は 1.8 兆円となっています。  

一方、7.２兆円の財源についてみると、各特別会計の固有収入である保険料、負担金及

び手数料等が 6.0 兆円であり、残りの 1.2 兆円は一般会計からの繰入れでまかなわれて

います。ただし、一般会計からの繰入れ 1.2 兆円の中には一般会計経由の特定財源 0.8 兆

円が含まれており、これを除いた純粋な一般会計からの繰入れは 0.4 兆円（対前年度比＋

0.0 兆円）となっています（うち 0.2 兆円は食料安定供給特別会計、0.2 兆円は保険事

業）。  

 

  

図図 22--33  そそのの他他 77..２２兆兆円円のの内内訳訳ににつついいてて（（令令和和７７年年度度当当初初予予算算））  
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各特別会計は、経理する事務及び事業に応じてそれぞれ固有の歳入歳出構造を有してお

り、歳入歳出の差額である剰余金も、特別会計毎にその性格が異なっています。そうした

前提の上で、令和６年度の特別会計の剰余金を単純に合計すると、国債整理基金特別会計

を除き、15.2 兆円となります（国債入札の偶発的な未達に備え、一定の水準を維持する

等のための国債整理基金特別会計の剰余金 3.1 兆円を加えた合計額は 18.3 兆円）。（※剰

余金の処理については、第１章を参照。） 

この剰余金の処理については、特別会計法第８条等の規定に基づき、①積立金への積立

て又は資金への組入れ（6.0 兆円）、②翌年度の特別会計歳入への繰入れ（5.9 兆円）、③

一般会計への繰入れ（3.2 兆円）が行われています。 

主な特別会計及び勘定の剰余金とその処理については以下のとおりです（図 2-4）。 

  外国為替資金特別会計：5.4 兆円 

主な発生要因は、運用収益（保有外貨資産と円建負債（政府短期証券）の金利差）

です。この剰余金は、外国為替資金へ 1.4 兆円を組み入れ、令和７年度特会歳入に

0.8 兆円、令和７年度一般会計歳入に 3.2 兆円を繰り入れます。 

  年金特別会計のうち、年金給付業務に係る３勘定（基礎年金・国民年金・厚生年金）：3.6 兆円 

主な発生要因は、年金給付費が予定を下回ったこと及び保険料収入が予定を上回

ったことです。この剰余金は、令和７年度以降の年金給付等に充てるため、積立金

として積み立てます。 

  エネルギー対策特別会計（エネルギー需給勘定）：1.2 兆円 

主な発生要因は、事業計画の変更等による事業繰越しがあったことです。この剰

余金は、令和７年度に繰り越された補助事業等に充てるため、令和７年度特会歳入

に繰り入れます。 

  交付税及び譲与税配付金特別会計：1.２兆円  

主な発生要因は、地方交付税交付金の支出残額の翌年度繰越等です。この剰余金

は、令和７年度の地方交付税交付金等に充てるため、令和７年度特会歳入に繰り入

れます。 

  労働保険特別会計：1.1 兆円（うち、雇用勘定は 0.７兆円、労災勘定は 0.３兆円） 

・雇用勘定：主な発生要因は、雇用安定等給付金の支給額が予定を下回ったことです。

この剰余金は、令和７年度以降の失業等給付費に充てるため、積立金として積み立

てます。 

・労災勘定：主な発生要因は、翌年度以降へ繰り越して使用する支払備金です。この

剰余金は、令和７年度以降の保険給付費等に充てるため、令和７年度特会歳入に繰

り入れます。 

  

２２．．剰剰余余金金（（令令和和６６年年度度決決算算））  
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図図 22--44  主主なな特特別別会会計計（（勘勘定定））のの剰剰余余金金のの概概要要（（令令和和６６年年度度決決算算）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ その他決算の詳細につきましては、下記の財務省ウェブサイトをご覧ください。 

財務省「令和６年度決算」 

https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/account/fy2024/index.html 

  

主主なな処処理理主主なな発発生生要要因因剰剰余余金金額額特特別別会会計計（（勘勘定定））

・外国為替資金に1.4兆円組入れ、令和７年
度特会歳入に0.8兆円繰入れ、令和７年度一
般会計歳入に3.2兆円繰入れ

・運用収益（保有外貨資産と円建負債（政
府短期証券）の金利差）5.4兆円外国為替資金

4.9兆円年金

・令和７年度以降の年金給付等に充てるため、
積立金として積立て

・年金給付費が予定を下回ったこと

・保険料収入が予定を上回ったこと(3.6兆円)
(基礎年金・国民年金・
厚生年金)

1.3兆円エネルギー対策

・令和７年度に繰り越された補助事業等に充
てるため、令和７年度特会歳入に繰入れ

・事業計画の変更等による事業繰越しが
あったこと(1.2兆円)(エネルギー需給)

・令和７年度の地方交付税交付金等に充てる
ため、令和７年度特会歳入に繰入れ

・地方交付税交付金の支出残額を翌年度に
繰り越したこと1.2兆円交付税及び譲与税配付金

1.1兆円労働保険

・令和７年度以降の失業等給付費に充てるた
め、積立金として積立て

・雇用安定等給付金の支給額が予定を下
回ったこと(0.7兆円)(雇用)

・令和７年度以降の保険給付費等に充てるた
め、令和７年度特会歳入に繰入れ

・翌年度以降へ繰り越して使用する支払備
金(0.3兆円)(労災)

基金残高3.0兆円（国債入札の偶発的な未達に備え、一定の水準を維持）国債整理基金
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  ■■  不不用用  

歳出予算の経費の金額のうち、結果として使用する必要がなくなった額のことを

「不用」といいます。 

歳出予算は、財政民主主義の下、国会が政府に対し歳出の権限（必要な事業につ

いて、一定の見積りに基づく歳出の上限）を付与するものであり、歳出義務を課す

ものではありません。このため、予算成立後の事情の変更等により実際の歳出額が

予算額を下回ることがあります。また、予期し得ない事態の発生に備え予備費を計

上する場合がありますが、そのような事態が生じなければ、実際には支出されず、

予備費は不用として計上されます。このように、事前に予算として議決を受けなけ

ればならない国の財政においては、ある程度の不用が生じることはやむを得ないと

考えられます。 

令和６年度決算において、各特別会計の不用額を合計すると 24.3 兆円となりま

すが、年金特別会計において、基礎年金給付費が予定を下回ったこと等（9.7 兆

円）、国債整理基金特別会計において、各会計が負担する債務償還費等に不用が発

生したこと等（6.8 兆円）、エネルギー対策特別会計において、原子力損害賠償支

援勘定の原子力損害賠償支援証券の償還がなかったこと等（4.7 兆円）により発生

したものが大部分を占めています。 

不用額は、剰余金発生の要因の１つとなります（下図 1）。剰余金の大部分は、

年金給付等、一定の使途に充てることが予定されており、積立金へ積み立てられた

り、当該特別会計の翌年度歳入へ繰り入れられたりしています。他方、剰余金のう

ち、一般会計への繰入れが可能なものについては、特別会計法に基づき、これまで

も活用してきているところです。 

ただし、歳出において不用が発生したとしても、それが全て剰余金（歳入歳出差

額）の発生につながるというものではありません。歳出の不用額と同じだけ歳入も

減少すれば、剰余金は発生しないのです（下図 2）。 

例えば、令和６年度決算において、国債整理基金特別会計では結果として 6.8 兆

円の不用が生じましたが、その一方で各会計から受入等も同額で減少しています。

このように、歳出に不用が生じる一方で歳入が減少する場合、剰余金の上積みは発

生しません。その他の特別会計でも同様に剰余金の発生が抑制されているものがあ

ります。 

なお、不用額は決算時に整理するだけでなく、各年度の補正予算において、その

時点での各事業・経費の執行状況等を勘案し、不用が見込まれる場合には、一般会

計から特別会計への繰入額を修正減少するなど、執行状況を踏まえた効率的な財政

運営を行っています。 

 

 

 

 

  

 
(例：年金特別会計など)

歳入 歳出 歳入 歳出

　　２．歳出と歳入に何らかの関係があり、
　　　歳出に不用が生じる一方で歳入が減少する場合。

 １．歳出の下ぶれ（不用の発生等）、歳入の上ぶれにより、
　 歳入と歳出の差額である剰余金が増加する場合。

翌年度の年金給付等に充てるため、積立金に積立て等

上
ぶ
れ

下
ぶ
れ

(

不
用
等

)

剰
余
金
増
加

決
算
額

予予
算算
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)
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、
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算算
額額
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令和６年度の決算処理後の積立金等の合計は 147.9 兆円となっています。これらの積

立金等は、特別会計法に定められたそれぞれの目的のために保有されています。主なもの

は、以下のとおりです。 

（（１１））年年金金ををははじじめめととすするる保保険険事事業業にに関関すするる特特別別会会計計のの積積立立金金  

（（令令和和６６年年度度決決算算処処理理後後 114433..99 兆兆円円））  

主に保険料を財源とし将来の保険支払い等のために積み立てたものです。 

（（２２））国国債債整整理理基基金金特特別別会会計計のの基基金金残残高高      （（令令和和６６年年度度決決算算処処理理後後 33..00 兆兆円円））  

国債整理基金は、「減債基金」として、普通国債等の償還に充てられるものです。 

国債整理基金残高の水準については、平成 24 年度まで、オペレーショナル・リスク（大

規模災害やシステム障害等により借換債が発行できない事態）等に備え、１週間程度の発

行額をひとつの目安に、約 10 兆円程度（注）の残高を維持してきましたが、平成 25 年

度国債発行計画の策定過程において、オペレーショナル・リスクについては、日本銀行か

らの一時借入による対応を行うことが可能となりました。そして、平成 25 年度において、

基金残高を当該一時借入の対象外である国債入札の偶発的な未達に備えた水準である３

兆円まで圧縮し、圧縮分の約７兆円については国債の償還に充て、借換債の発行を抑制し

ました。 

令和６年度においても、国債整理基金残高として３.0 兆円を維持しております。 

（注）国債の最大発行額１日 9.6 兆円、１週間 9.9 兆円（いずれも平成 23 年９月） 

なお、これらの積立金等については、年金特別会計国民年金勘定・厚生年金勘定は国内

債券等により運用されており、国債整理基金特別会計は国債の保有により運用を行ってい

ます。また、それ以外の特別会計の積立金等については、全て財政融資資金に預託され財

政融資の原資として活用されています。 

図図 22--55  特特別別会会計計のの積積立立金金等等のの内内訳訳（（令令和和６６年年度度決決算算処処理理後後））  

 

 

３３．．積積立立金金等等（（令令和和６６年年度度決決算算処処理理後後））  

国債整理基金特別会計 3.0兆円
（国債入札の偶発的な未達に備え、一定の水準を維持）

その他

0.1兆円

合合計計

114477..99兆兆円円

積積立立金金等等のの合合計計（（注注))：：114477..99兆兆円円（（６６年年度度決決算算処処理理後後）） ここののううちち、、９９割割以以上上がが将将来来のの保保険険支支払払いい等等へへのの備備ええ

財政投融資特別会計 0.9兆円
（将来生じうる損失への備え）

年金 129.7兆円
（国民年金勘定 8.2兆円）
（厚生年金勘定 120.2兆円）

労働保険 10.6兆円
（労災勘定 7.9兆円）
（雇用勘定 2.6兆円） 等

（注）積立金等を有する９特別会計の合計額。

食料安定供給特会
0.1兆円

等

国民年金など保険事業143.9兆円
（将来の保険支払い等への備え）
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特別会計の財務状況に関する透明性を高め、国民に対する説明責任を一層果たしていく観

点から、全特別会計について、企業会計の考え方及び手法を参考とした、資産及び負債の状況

等を開示する財務書類を作成し、会計検査院の検査を経て、国会に提出しています。また、財

務書類を始め、特別会計の財務情報を、インターネット等により開示しています。 

(1) 特別会計の財務書類 

特別会計の財務書類については、財政制度等審議会において取りまとめられた作成基準

に基づき、平成 11 年度決算分から各特別会計の財務書類を各省庁において作成・公表し

ています。平成 14 年度決算分からは、一般会計の財務情報も含めて作成される「省庁別

財務書類」の一環として作成・公表しています。 

平成 19 年 3 月に成立した特別会計法において、特別会計の財務書類について、平成

19 年度決算分から会計検査院の検査を経て国会に提出することとされました。令和５年

度決算分の「特別会計財務書類」については、同法に基づき、令和 7 年 1 月に国会に提

出しました。 

この財務書類は、ストックの情報を開示する貸借対照表、フローの情報を開示する業務

費用計算書などから構成されています。 

（参考）国の財務書類の作成 

国の財政状況に関するストック及びフローの情報の充実を図るため、平成 15 年度決算分より、各省

庁において作成・公表されている省庁別財務書類の計数を基礎として、一般会計、特別会計を合算した

「国の財務書類」を作成・公表しています。令和５年度決算分については、令和７年 1 月に公表したと

ころです（国の財務書類に独立行政法人等を連結した「連結財務書類」は令和７年 3 月に公表）。なお、

平成 23 年度決算分より、「財務書類作成システム」を活用するなどし、作成・公表の早期化を図ってい

ます。 

（参考資料）「令和５年度国の財務書類」 

（ https://www.mof.go.jp/policy/budget/report/public_finance_fact_sheet/fy2023/ 

national/kuninozaimurenketu2023.html ） 

 

(2) インターネット等における情報開示 

各特別会計を所管している省庁においては、財務書類のほか、予算決算に関する情報、

剰余金・積立金等の考え方等、特別会計の財務情報をインターネット等により開示してい

ます。 

また、国の財政状況を分かりやすく伝えるために、国全体のストック（資産・負債）及

びフロー（費用・財源）の状況を一覧表示した「国の財務書類」ダッシュボードを公開し

ています。 

（注）国全体の財政状況の考え方については、P26 からの第 4 章「国の財政規模の見方」もご参照下さい。 

（参考資料）「各省庁が公表している特別会計財務書類、省庁別財務書類及び事業別フルコスト情報等へのリンク」 

（ https://www.mof.go.jp/policy/budget/report/public_finance_fact_sheet/fy2023

/link.html ） 

「『国の財務書類』ダッシュボード」 

（  https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmU4OWYxNDktZjkzYy00MDExLWJh

NjktNDRhNjdiYTM3ZTc1IiwidCI6IjY0YTYzNTIxLWEwZTItNDlhYy1hOTRiLTMzM

Dk2MzQyMjczOCJ9 ） 

  

４４．．特特別別会会計計のの情情報報開開示示  
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■■  特特別別会会計計のの貸貸借借対対照照表表   

 

特別会計の貸借対照表は、企業会計の考え方を活用し、特別会計の資産・負債（ストッ

ク）の状況を開示したものです。 

企業の貸借対照表では、払込資本と留保利益で構成される、出資者たる株主に帰属する

「株主資本」等が「純資産の部」に計上されています。一方、特別会計の貸借対照表で

は、これらの資本取引等の概念がないため、資産合計と負債合計の差額を「資産・負債差

額」として表示しています。 
 

令和 5 年度末における各特別会計のうち、「資産・負債差額」がプラス（資産超過）と

なっている例としては、①負債が他会計に計上されているもの（国債整理基金特別会

計）、②将来のリスクや支出に備えるための積立金等を有するもの（財政投融資特別会計

財政融資資金勘定、労働保険特別会計雇用勘定等）などが挙げられます。 

 

なお、特別会計に計上される資産には、有価証券や貸付金のように、見合いの負債（政

府短期証券や財投債）が存在しており、換金処分して他の財源に充てることができない資

産などが相当程度含まれているため、一部の特別会計に負債を上回る資産があったとして

も、必ずしも保有している資産を処分できるというわけではありません。そうした中で

も、外国為替資金特別会計の決算上の剰余金の一部など、個々の特別会計の制度の趣旨を

踏まえつつ、一般会計の財源として活用可能なものは積極的に活用しています。 

 

特別会計財務書類の資産・負債差額の主な例（令和 5 年度末） 

会計名 
 資産・負債 

 差額 
資産・負債差額の主な発生要因 

外国為替資金特別会計 65.4 兆円 

外国為替資金に組み入れられた金額（28.8 兆円）、資産評価損（▲9.9 兆円）、為替換

算差益（40.8 兆円）です。外国為替資金に組み入れられた金額は為替差損や金利差

損などに備えて留保しているものになります。また、資産評価損は外貨証券等の時価

の変動により生じるものであり、為替換算差益は外国為替等の評価替えに伴って生じ

るものです。 

国債整理基金特別会計 27.9 兆円 
基金残高（3.0 兆円）、前倒債（24.4 兆円）です。基金残高は国債の将来の償還財源と

して備える減債基金の役割を担っているものです。また、前倒債は翌年度の国債償還

のために発行されたものであります。 

財政投融資特別会計 19.6 兆円 

財政融資資金勘定における積立金（0.9 兆円）及び投資勘定における NTT 株式、JT

株式等（18.1 兆円）です。積立金は将来生じうる損失に備えるために積み立てている

ものです。また、NTT 株式等は政府保有義務が課せられているため、保有しているも

のです。 

年金特別会計 10.6 兆円 
基礎年金勘定における積立金（3.9 兆円）です。これは昭和 60 年公的年金制度改正

前に任意加入であった者の保険料の運用利子等であり、将来の基礎年金給付等の

財源に充てられるものです。 

労働保険特別会計 3.1 兆円 
雇用勘定における積立金等（2.4 兆円）です。これは保険料を財源とし、将来雇用情勢

が急激に悪化した場合等に備えて積み立てているものです。 

国有林野事業債務管理特別会計 ▲1.1 兆円 
借入金（1.1 兆円）です。これは旧国有林野事業特別会計の財政融資資金及び民間金

融機関からの借入れの残高であり、同特別会計の廃止に伴い承継したものです。 

東日本大震災復興特別会計 ▲3.5 兆円 
公債（4.9 兆円）です。これは東日本大震災からの復興費用の財源に充てるため、発

行した復興債の残高です。 

エネルギー対策特別会計 ▲6.8 兆円 
原子力損害賠償支援勘定における借入金（8.3 兆円）です。これは原子力損害賠償・

廃炉等支援機構への交付国債の償還財源に充てるため、民間金融機関から借り入

れたものです。 

交付税及び譲与税配付金特別会計 ▲30.5 兆円 
借入金（29.0 兆円）です。これは地方交付税交付金を支弁するため、財政融資資金及

び民間金融機関から借り入れたものです。 

一般会計 ▲755.8 兆円 
財源不足（財源合計－業務費用合計）の累計です。これは、5 年度の財源不足

（▲21.0 兆円）をはじめ、過去の財源不足が累積しているものです。 

 

 （注）国債整理基金特別会計は、負債が他会計に計上されており、資産・負債差額（27.9 兆円）は、国債の償

還のために一般会計から繰り入れられた財源の残高等です。 
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■■  特特別別会会計計ににおおけけるる最最近近のの主主なな動動向向  

令和７年度では、主に以下の制度変更を行っております。 

① 子ども・子育て支援特別会計の創設 

② エネルギー対策特別会計における先端半導体・人工知能関連技術勘定の設置 

①①  子子どどもも・・子子育育てて支支援援特特別別会会計計のの創創設設  

  こども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進めるため、年金特別会計の子

ども・子育て支援勘定及び労働保険特別会計の雇用勘定（育児休業給付関係）が統合さ

れ、子ども・子育て支援特別会計が令和７年度に創設されました。 

子ども・子育て支援特別会計では、[1]子ども・子育て支援勘定、[2]育児休業等給付

勘定に分かれ、それぞれ次の業務に関する経理を行っています。 

[1]子ども・子育て支援勘定 

児童手当法、子ども・子育て支援法に関する収支を経理するもので、子ども・子育て

拠出金、子ども・子育て支援納付金及び国庫負担金を主な財源として、児童手当や子ど

ものための教育・保育給付等の事業を行っています。 

[2]育児休業等給付勘定 

雇用保険法による育児休業等給付に関する収支を経理するもので、雇用保険料、子ど

も・子育て支援納付金及び国庫負担金を主な財源として、育児休業給付金等の給付を行

っています。 

なお、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」（令６法 47）の規定により、

令和６年度から令和 10 年度までの各年度に限り、子ども・子育て支援勘定（令和６年

度においては、年金特別会計の子ども・子育て支援勘定）の負担において、子ども・子

育て支援特例公債を発行できることとされています。 

  

  

  

  

  

  

  

②②  エエネネルルギギーー対対策策特特別別会会計計ににおおけけるる先先端端半半導導体体・・人人工工知知能能関関連連技技術術勘勘定定のの設設置置 

  先端半導体・人工知能関連技術対策に必要な財源に充てるため、エネルギー対策特別

会計において先端半導体・人工知能関連技術勘定を令和７年度より設置しております。 

 「情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律（令

７法 30）」では、財政投融資特別会計の投資勘定、エネルギー対策特別会計のエネルギ

ー需給勘定、及び一般会計（経済産業省が所管する基金からの国庫返納金）から先端半

導体・人工知能関連技術勘定へ繰り入れることができる旨を規定しています。 

（（労労災災勘勘定定））等等

雇雇用用勘勘定定

育育児児休休業業給給付付関関係係

　　労労働働保保険険特特別別会会計計

（（基基礎礎年年金金勘勘定定））等等

子子どどもも・・子子育育てて支支援援勘勘定定

　　年年金金特特別別会会計計

子子どどもも・・子子育育てて支支援援勘勘定定

育育児児休休業業等等給給付付勘勘定定

　　子子どどもも・・子子育育てて支支援援特特別別会会計計

子子どどもも・・子子育育てて支支援援特特別別会会計計ににおおけけるる統統合合（（イイメメーージジ））  
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11．．「「行行政政改改革革のの重重要要方方針針」」及及びび「「行行政政改改革革推推進進法法」」 

本来、特別会計には、第 1 章でも述べたとおり、一般会計と区分経理することにより、特定

の事業や特定の資金の運用の状況を明確化するという意義があります。  

しかし他方で、  

・ 特別会計が多数設置されることは、予算全体の仕組みを複雑で分かりにくくし、財政の一

覧性が阻害されるのではないか  

・ その数が多数に上り国民による監視が不十分となって無駄な支出が行われやすいのではな

いか  

・ 固有の財源により、不要不急の事業が行われているのではないか  

・ 多額の剰余金等が存在し財政資金の効率的な活用が図られていないのではないか  

といった問題点が指摘されてきたことも踏まえ、平成 15 年から平成 17 年にかけて、財政制

度等審議会において議論が行われ、制度の根本に立ち返った特別会計の見直しが検討されまし

た。 

こうした議論を受けて、各特別会計に係る事務・事業の合理化・効率化を図り、国民への説

明責任を十分に果たすとともに、財政健全化への貢献を図るという観点から、全ての特別会計

について、それぞれの設置趣旨にまで遡った徹底的な検討が行われ、そうした検討の結果が、

平成 17 年 12 月 24 日に閣議決定された「行政改革の重要方針」に盛り込まれました。さら

に、この重要方針で定める特別会計改革の着実な実施のため、基本的な改革の方針、推進方策

等を盛り込んだ「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平 18

法 47。平成 18 年 6 月 2 日施行。以下「行政改革推進法」といいます。）が制定されました。  

「行政改革の重要方針」においては、特別会計改革の基本的な方向性として、図 3-1 に示す

方針が掲げられました。  

図図 33--11  「「行行政政改改革革のの重重要要方方針針」」のの概概要要  

  

②② 財財政政健健全全化化へへのの貢貢献献
（（5年年間間でで20兆兆円円程程度度））

・資産・負債、剰余金・積立金等
のスリム化

①① 特特別別会会計計のの統統廃廃合合等等

・個別の特別会計の見直し

・事務・事業の合理化・効率化

・特別会計の設置要件の厳格化

・5年毎に設置の要否を見直し

③③ 国国のの財財政政状状況況のの透透明明化化

・一覧性・総覧性のある資料の充実

・企業会計の考え方に基づく資産・
負債などの会計情報の開示
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①の特別会計の統廃合等について、個々の特別会計の見直しは、事業の必要はあるか、国と

してその事業を行う必要があるか、特別会計として区分経理する必要はあるか、そして、事業

類型が他の特別会計と類似していないか、という方針で進めることとされ、行政改革推進法に

おいて、個々の特別会計の廃止及び統合等が明記されました。また、特別会計がみだりに設立

されることにより弊害が生じかねないことから、事務・事業の合理化・効率化や財政健全化に

資する場合を除き、特別会計の新設を行わないとする規定や、既存の特別会計についても、5 年

ごとにその設置の要否を見直す規定が設けられました。  

②の財政健全化への貢献については、特別会計における資産・負債や剰余金・積立金を精査

しスリム化を徹底するなどして、平成 18 年度から平成 22 年度までの 5 年間において、合計

20 兆円程度を一般会計等に繰り入れることなどにより、財政健全化に寄与する旨の目標が、行

政改革推進法に規定されました。  

（注）上記規定を踏まえて、平成 18 年度から平成 22 年度までに、29.8 兆円を一般会計や国債整理基金特別会

計に繰り入れました。また、その後も引き続き、一般会計等の財源として活用可能なものは活用し、財政健全

化に向けた取り組みを進めています。 

③の国の財政状況の透明化については、一覧性・総覧性をもった形で国の財務状況を説明し

十分な説明責任を果たすため、特別会計の歳入・歳出につき、各省庁別に経費を示す所管別区

分と、社会保障費や公共事業費など施策ごとの経費を示す主要経費別区分を行うとともに、予

算の一覧性を確保するため、純計ベースで示した所管別・主要経費別の書類を予算に添付する

措置等を講じる旨の規定が、行政改革推進法に設けられました。  

  

 

22．．「「特特別別会会計計にに関関すするる法法律律」」にによよるる整整理理・・統統廃廃合合 

 

行政改革推進法においては、同法の施行後 1 年以内を目途として、これまで述べてきた特別

会計改革に係る法制上の措置を講ずるものとされ、これを受け、上記の特別会計改革の内容を

具体的に実施に移すための特別会計法が、平成 19 年 4 月 1 日から施行されました。  

具体的には、従前の個々の特別会計法に定められた財政法の例外規定（借入金規定や剰余金

の繰越し規定等）等を整理し、各特別会計に共通するルールが総則に定められたほか、各特別

会計で経理する事業等が明記されました。また、行政改革推進法の規定を受け、企業会計の慣

行を参考とした資産・負債等の開示の法定化など、特別会計に関する情報開示を進める規定も

設けられました。  

また、特別会計法には、行政改革推進法に定められている特別会計の廃止及び統合が全て盛

り込まれており、これに基づいて特別会計の統廃合が進められた結果、平成 18 年度時点で 31

あった特別会計の数は令和 7 年度までに 14 となりました。（図 3-4 参照。）  
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33．．特特別別会会計計改改革革ににつついいてて 

 
特別会計法に基づき、特別会計の整理・統合が進められている中、平成 21 年 9 月に設置さ

れた行政刷新会議において、平成 22 年秋、特別会計を対象とした事業仕分けが実施され、そ

の後、平成 24 年 1 月 24 日に「特別会計改革の基本方針」が閣議決定されました。そして、

同「基本方針」に基づき、「特別会計に関する法律の一部を改正する法律案」が平成 24 年通常

国会に提出されました。 

しかし、この法案は、衆議院の解散に伴い、平成 24 年 11 月 16 日に廃案となりました。 

平成 25 年 1 月 24 日には「平成 25 年度予算編成の基本方針」が閣議決定され、「特別会

計改革の基本方針」は当面凍結されましたが、特別会計の見直しについては引き続き検討し、

改革に取り組むこととされ、行政改革推進会議等での議論を踏まえ、平成 25 年 6 月 5 日に

「特別会計改革に関するとりまとめ」がまとめられ、制度の見直しは、可能なものから速やか

に法改正を行い、平成 26 年度から順次の実施を目指すべきとされました。さらに、「経済財政

運営と改革の基本方針」（平成 25 年 6 月 14 日閣議決定）では、「平成 26 年度からの順次の

改革実施を目指して、必要な法制上の措置を早期に講ずるものとする」とされました。 

これらを踏まえ、財政の一層の効率化・透明化を図るため、平成 25 年 10 月 25 日に「特

別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律案」を国会に提出し、同年 11 月 15 日に成

立し、平成 26 年 4 月 1 日より施行されました。この改正の概要は以下のとおりです。 

 
○ 基本理念規定の創設 

以下の事項を基本理念として特別会計法に新たに規定することとしました。 

➀ 経済社会情勢の変化に対応して効果的・効率的に事務・事業を実施。 

② 区分経理の必要性を不断に見直し、必要性がない場合は一般会計へ統合するとともに、特

別会計の歳出の財源となる租税収入についても一般会計へ計上し、国全体の財政状況の総覧

性を確保。 

③ 特別会計としての区分経理が必要な場合においても、経理の区分の在り方について不断に

見直し。 

④ 必要以上の資産を保有しないよう、剰余金を適切に処理。 

⑤ 財務に関する情報を広く国民に公開。 
 

○ 特別会計及び勘定の廃止・統合等 

特別会計及びその勘定について、廃止・統合等を行うこととしました。 

① 交付税及び譲与税配付金特別会計の交通安全対策特別交付金勘定を廃止。 

② 年金特別会計の国民年金勘定に、福祉年金勘定を統合。 

③ 食料安定供給特別会計に、農業共済再保険特別会計、漁船再保険及び漁業共済保険特別会

計を統合。また、関連する勘定を統合するとともに、農業経営基盤強化勘定を一般会計化。 

④ 社会資本整備事業特別会計を一般会計化（空港整備勘定は経過勘定として自動車安全特別

会計に統合）。 

⑤ 国債整理基金特別会計の事務費を一般会計へ移管するとともに、前倒債の発行収入金の翌

年度歳入化の規定を整備。 

⑥ 外国為替資金特別会計の積立金を廃止するとともに、金融市場の進展等を踏まえた運用効

率の向上のための規定を整備。 
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① 国が自ら事業を行う必要性の検証

② 区分経理の必要性の検証

③ 経理区分の適正化

④ 剰余金等の活用

□ 特別会計（勘定）の廃止・国以外への移管等（別途検討）
【貿易再保険】
【自動車安全（自動車検査登録勘定）】
【森林保険】

□ 特別会計（勘定）の廃止
【社会資本整備事業 ［→ 空港整備は経過勘定化］】
【食料安定供給 （農業経営基盤強化勘定）】
【交付税及び譲与税配付金 （交通安全対策特別交付金勘定）】

□ 特別会計（勘定）の統合
【食料安定供給＋農業共済再保険＋漁船再保険及び漁業共済保険】
【年金（国民年金勘定＋福祉年金勘定）】

□ 積立金制度の見直し
【外国為替資金特別会計の剰余金等を政府短期証券償還に充てられるようにす

る。】

□ 剰余金の算定の適正化
【国債整理基金特別会計の前倒債発行収入金について、翌年度に歳入化】

行政改革推進会議 「特別会計改革に関するとりまとめ」（平成25年6月5日）

◆ 「特別会計法（平成19年制定）」に基づく会計の統廃合などの改革や剰余金等の活用、歳出の見直しの取組が着実に進展。

◆ 制度本来の趣旨に則り、国の財政の一層の効率化・透明化に向けて、会計・勘定数のスリム化を図るべき。あわせて、特定の歳入

があること等に起因する無駄の排除を引き続き徹底していく。

◆ 可能なものから速やかに法改正を行い、平成26年度から順次の実施を目指すべき。

◆ ４つの方針に沿って改革を実現すべき

（参考）独立行政法人改革を踏まえた、3 特別会計の見直し 

平成 25 年 6 月に行政改革推進会議においてとりまとめられた「特別会計改革に関するとりまとめ」におい

ては、「国が自ら事業を実施している特別会計・勘定については、国が実施主体となることが必要不可欠である

ものを除き、民間又は独立行政法人等に事業を移管した上で廃止するなど見直しを行う」こととされました。そ

の後、行政改革推進会議の下に設置された「独立行政法人改革等に関する分科会」において、事業を担う法人の

在り方と一体で議論がなされた結果、以下の３特会について、事業を独立行政法人へ移管するなどの措置を講ず

べきとされ（「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定））、既に必要な法

改正がなされているところです。 

① 森林保険特別会計 

森林保険特別会計を平成 26 年度末に廃止し、森林保険業務は国立研究開発法人森林研究・整備機構（平

成 29 年度から名称変更）に移管。 

② 自動車安全特別会計自動車検査登録勘定 

同勘定における自動車登録業務のうち、登録のために必要な確認調査に関する事務及び人員を独立行政法

人自動車技術総合機構に移管。 

③ 貿易再保険特別会計 

貿易再保険特別会計を平成 28 年度末に廃止し、同特別会計の資産及び負債を株式会社日本貿易保険（平

成 29 年 4 月より独立行政法人から政府全額出資の特殊会社に移行）に承継。 

 

図図 33--22  特特別別会会計計改改革革ににつついいてて 
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図図 33--44  特特別別会会計計のの統統廃廃合合  

 

 

 

図図 33--33  特特別別会会計計・・勘勘定定一一覧覧（（令令和和７７年年度度））  

 

 

特特別別会会計計・・勘勘定定ににつついいてて（（令令和和７７年年度度））

基礎年金勘定

国民年金勘定

厚生年金勘定 自動車事故対策勘定

⑤⑤　　財財政政投投融融資資特特別別会会計計 健康勘定 自動車検査登録勘定

財政融資資金勘定 業務勘定 空港整備勘定

投資勘定　

特定国有財産整備勘定 子ども・子育て支援勘定

育児休業等給付勘定

エネルギー需給勘定

電源開発促進勘定 農業経営安定勘定

原子力損害賠償支援勘定 食糧管理勘定

先端半導体・人工知能関連技術勘定 農業再保険勘定

⑦⑦　　労労働働保保険険特特別別会会計計 漁船再保険勘定

労災勘定 漁業共済保険勘定

雇用勘定 業務勘定

徴収勘定 国営土地改良事業勘定

⑩⑩　　食食料料安安定定供供給給特特別別会会計計

①①　　交交付付税税及及びび譲譲与与税税配配付付金金特特別別会会計計

②②　　地地震震再再保保険険特特別別会会計計

③③　　国国債債整整理理基基金金特特別別会会計計

⑫⑫　　特特許許特特別別会会計計

⑬⑬　　自自動動車車安安全全特特別別会会計計

⑭⑭　　東東日日本本大大震震災災復復興興特特別別会会計計

⑧⑧　　年年金金特特別別会会計計

⑨⑨　　子子どどもも・・子子育育てて支支援援特特別別会会計計

⑥⑥　　エエネネルルギギーー対対策策特特別別会会計計

④④　　外外国国為為替替資資金金特特別別会会計計

⑪⑪　　国国有有林林野野事事業業債債務務管管理理特特別別会会計計

は経過的な特会・勘定。

図図 33--44  特特別別会会計計のの統統廃廃合合  

図図 33--33  特特別別会会計計・・勘勘定定一一覧覧（（令令和和７７年年度度））  

特特別別会会計計・・勘勘定定ににつついいてて（（令令和和７７年年度度））

基礎年金勘定

国民年金勘定

厚生年金勘定 自動車事故対策勘定

⑤⑤ 財財政政投投融融資資特特別別会会計計 健康勘定 自動車検査登録勘定

財政融資資金勘定 業務勘定 空港整備勘定

投資勘定　

特定国有財産整備勘定 子ども・子育て支援勘定

育児休業等給付勘定

エネルギー需給勘定

電源開発促進勘定 農業経営安定勘定

原子力損害賠償支援勘定 食糧管理勘定

先端半導体・人工知能関連技術勘定 農業再保険勘定

⑦⑦ 労労働働保保険険特特別別会会計計 漁船再保険勘定

労災勘定 漁業共済保険勘定

雇用勘定 業務勘定

徴収勘定 国営土地改良事業勘定

⑩⑩ 食食料料安安定定供供給給特特別別会会計計

①① 交交付付税税及及びび譲譲与与税税配配付付金金特特別別会会計計

②② 地地震震再再保保険険特特別別会会計計

③③ 国国債債整整理理基基金金特特別別会会計計

⑫⑫ 特特許許特特別別会会計計

⑬⑬ 自自動動車車安安全全特特別別会会計計

⑭⑭ 東東日日本本大大震震災災復復興興特特別別会会計計

⑧⑧ 年年金金特特別別会会計計

⑨⑨ 子子どどもも・・子子育育てて支支援援特特別別会会計計

⑥⑥ エエネネルルギギーー対対策策特特別別会会計計

④④ 外外国国為為替替資資金金特特別別会会計計

⑪⑪ 国国有有林林野野事事業業債債務務管管理理特特別別会会計計

は経過的な特会・勘定。
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国国のの財財政政規規模模のの見見方方  
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一一般般会会計計・・特特別別会会計計をを含含めめたた国国全全体体のの財財政政規規模模  

 
（（11））  国国全全体体のの財財政政規規模模のの様様々々なな見見方方  

国の会計には、一般会計と特別会計がありますが、これらの会計は相互に完全に独立してい

るわけではなく、一般会計から特別会計へ財源が繰り入れられているなど、その歳出と歳入の

多くが重複して計上されています。また、各特別会計それぞれの性格や目的は多種多様であり、

その歳出の中にも性格の異なる様々なものがあります。 

 

このため、特別会計を含めた国全体の財政規模を見るうえでは、単純に一般会計と全特別会

計の総額を見るだけでなく、重複計上額及び国債の借換額を除いたり（重複計上額等を除いた

ものを純計額といいます。）、歳入・歳出のそれぞれの性格や目的に応じた整理を行ったうえで、

その規模を捉えることが求められます。 

（（22））  総総額額ベベーーススでで見見たた国国全全体体のの財財政政規規模模  

まず、一般会計と全特別会計を単純に合計した総額ベースで国の財政を見てみましょう。総

額ベースで見た国の財政規模は、令和７年度当初予算では、歳入が 549.6 兆円（対前年度▲

3.6 兆円）、歳出が 544.7 兆円（対前年度▲3.9 兆円）となっています。 

（（33））  純純計計ベベーーススでで見見たた国国全全体体のの財財政政規規模模  

①①  国国全全体体のの財財政政規規模模をを純純計計ベベーーススでで見見るる必必要要性性  

我が国の予算は、予算の全貌を明らかにする観点から、コストの重複計上による部分につ

いても、財政法第 14 条により、その歳入歳出につき各々その総額を予算に計上することと

しています（総計予算主義）。そのため、それらの歳入・歳出を単純に全て積み上げると、

実質的な国の財政規模をはるかに超えた額になってしまいます。 

例えば、一般会計から特別会計へ繰入れを行い、その特別会計で事業を行った場合、当該

事業費に相当する一般会計の歳入額（一般税収等）とともに、その特別会計にも重複して同

額の歳入額（一般会計からの繰入額）が計上されることから、総額ベースでは倍の歳入があ

るように見えます。同様に、歳出についても、特別会計の歳出額（当該事業費）だけでなく

一般会計にも同額の歳出額（特別会計への繰入額）が計上されて倍の歳出があるように見え

ます。 

 

（注１）国民経済計算（ＳＮＡ）による国民所得統計の計算に当たっては、企業の内部取引に当たる部分は重複

計上されないようになっています。その結果算出された令和 5 年度における我が国の経済規模 595.2 兆

円に占める公的需要は、152.9 兆円（政府最終消費支出 122.5 兆円、公的固定資本形成 30.4 兆円等）

となっています。 

（注 2）重複計上部分は、企業でいえば倉庫から工場への材料の移出や工場同士の間での製品の移出入といった

内部取引に当たるものです。 

 

このような会計のやり方は、資金のやり取りの内容の細かい部分まで正確に捉えること

ができますが、単純に加算したのでは見かけ上の規模が実際よりも大きくなってしまい、実

質的な規模を見るには適していません。  
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一般会計＋特別会計
純計 256.6兆円

一般会計＋特別会計
純計 254.9兆円

一般会計 純計
111.9兆円

特別会計 純計
144.7兆円

一般会計 純計
50.8兆円

特別会計 純計
204.1兆円

重複分
重複分

重複分

特別会計 総額
434.4兆円

一般会計 総額
115.2兆円

一般会計 総額
115.2兆円

特別会計 総額
429.5兆円

総額
544.7兆円

総額
549.6兆円

【歳入】 【歳出】

図図 44--11  「「総総額額」」とと「「純純計計」」のの違違いい（（令令和和７７年年度度当当初初予予算算））  

 

したがって、一般会計と特別会計を合わせた実質的な国の財政規模を見ていくには、会計

間取引額がすべてそれぞれの歳入・歳出に計上された額を合計した「総額」ではなく、総額

から会計間の取引として重複計上されているもの等を除いた「純計」で見ていく必要がある

のです（図 4-1 上の矢印の合計の違い）。 

②②  純純計計ベベーーススでで見見たた国国全全体体のの財財政政規規模模  

一般会計と全特別会計の歳入・歳出の総額から、会計間相互の重複計上額及び国債の借換

額を除いた純計ベースで見た国の財政規模は、令和７年度当初予算では、歳入が 256.6 兆

円（対前年度▲4.7 兆円）、歳出が 254.9 兆円（対前年度▲3.8 兆円）となっています。 

図図 44--22  総総額額とと純純計計のの違違いい（（令令和和７７年年度度当当初初予予算算））  

 

1111

第Ⅰ編　特別会計総論

27



 

 
（注 1）総額の歳入歳出差額は、外国為替資金特別会計の運用収入等と利払費等との差 3.4 兆円など各特別会

計の歳入歳出差額の合計です。なお、純計の歳入歳出差額の算出において、一般会計歳入のうち特別会計

からの剰余金受入 3.2 兆円については、歳入の重複分に加えています。 

（注 2）一般会計の歳出純計額 50.8 兆円と比べ、特別会計の歳出純計額は 204.1 兆円と規模が大きくなって

いますが、これは国債整理基金特別会計、年金特別会計等、一般会計からの繰入れとその他の収入とを合

わせて財源とし、歳出を行っている特別会計が多いためです。 

  

③③  一一般般会会計計とと特特別別会会計計のの主主要要なな経経費費別別純純計計  

国全体の財政状況の一覧性を確保するため、一般会計と特別会計の歳出予算を合計した

主要な経費別純計を、平成 20 年度予算から公表することとなりました。これは会計間の入

り繰り等を除く歳出について、政策分野ごとの整理を行ったものであり、国全体の歳出の全

体像を示すものです。 

 

これをみると、一般会計と特別会計の歳出純計額 254.9 兆円のうち、国債の償還・利払

い等に充てられる国債費と社会保障関係費がそれぞれ３割を超え、この２つの経費で全体

の７割以上を占めています。 

 

図図 44--33  一一般般会会計計とと特特別別会会計計のの主主要要なな経経費費別別歳歳入入歳歳出出純純計計額額（（令令和和７７年年度度当当初初予予算算））  

 

  

  

   

純 計
256.6兆円

【 歳 入 】

公債金及借入金

81.9兆円

資金等より受入
13.7兆円

租税及印紙収入

83.6兆円

保険料及
再保険料収入
54.7兆円

その他

16.7兆円

国債費

85.5兆円
社会保障関係費

103.2兆円

公共事業

6.5兆円

文教科振費
5.7兆円

防 衛

8.7兆円

純 計
254.9兆円

地方交付税交付金等

21.5兆円
その他

23.9兆円

うち防衛力強化

資金受入

1.7兆円

【その他の内訳】

諸収入 10.4兆円 国有財産利用収入 0.4兆円

前年度剰余金受入 回収金等収入 0.3兆円

3.3兆円 国有財産処分収入 0.1兆円

納付金 2.1兆円 官業収入 0.1兆円

利子等収入

6.1兆円

【その他の内訳】
その他の事項経費 17.9兆円 経済協力費 0.5兆円

（うち財政投融資特別会計 中小企業対策費 0.2兆円
10.8兆円) 復興加速化・福島再生予備費

食料安定供給関係費 2.0兆円 0.1兆円
エネルギー対策費 2.0兆円 恩給関係費 0.1兆円
予備費 1.3兆円

【 歳 出 】
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((44))  企企業業会会計計ベベーーススでで見見たた国国全全体体のの財財政政規規模模  

国全体のフローの財政規模を企業会計ベース（発生主義）で見た場合、いわゆる企業の財務

活動に相当する国債や借入金の償還などの項目が含まれない財政規模となります。これは、国

の会計が現金の収納・支払をもって歳入・歳出を認識するのに対し、企業会計ベースでは純資

産（資産と負債の差額）の増減（資産評価差額、為替換算差額、公的年金預り金の変動に伴う

増減等を除く。）を財源（収益）・費用と認識するためです。 

歳出面でいえば、負債である国債を償還するために現金を支払った場合、国の会計上は歳出

となりますが、企業会計ベースでは資産たる現金と負債たる国債が同時に減少しているため費

用として認識されません。また、公共事業費を支出した場合も、資産たる現金が減少するもの

の、インフラ等の別の資産が形成されることから、企業会計ベースでは費用として認識せず、

その代わりに過去に整備された公共事業資産の減価償却費を費用として認識します。 

一方、歳入面では、国債・財投債等の発行や借入金の借り入れによって現金を収納した場合、

国の会計上は歳入となりますが、企業会計ベースでは資産と負債が同時に増加することになる

ため財源として認識されません。このように、国の財政規模を企業会計ベースで見た場合、1

年間における国の租税等収入などの財源と行政活動にかかる費用にどの程度の乖離があるの

かを把握することができます。 

こうした企業会計ベースの国全体の財政規模は、「国の財務書類」（一般会計と特別会計の合

算）によると、令和５年度決算分で、費用が 170.4 兆円、財源が 151.3 兆円となっていま

す。 

費用と財源のギャップは、主に国債発行による収入が財源とはならないために生じるもので

あり、財源不足を表すものです。また、費用 170.4 兆円は、令和 5 年度の歳出純計決算額（現

金ベース）248.8 兆円を 78.4 兆円下回っていますが、発生主義でとらえることにより、債

務償還費といったストックの変動と認識される支出などを控除しているためです。 

 

図図 44--44  企企業業会会計計ベベーーススでで見見たた国国全全体体（（一一般般会会計計＋＋特特別別会会計計））のの財財政政規規模模（（令令和和 55 年年度度決決算算分分））  

  

  

租税等収入

77.4 

社会保険料

59.7 

その他

の財源

14.3 

財源不足

19.0 

人

件

費

5.2 

社会保障給付費

52.2 

補助金・交付金等

71.4 

地方交付税

交付金等

22.0 

支払

利息

6.7 

その他

12.9 

企業会計ベースで見た国の歳入：151.3 兆円 

企業会計ベースで見た国の歳出：170.4 兆円 
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（参考）企業会計ベースで見た一般会計の財政規模 

国の一般会計のみに着目して、特別会計とのやり繰りを含めた財政規模を企業会計ベースで見ると、令和５年度

決算分で、費用が 104.4 兆円、財源が 83.4 兆円となっています。すなわち、1 年間の業務費用を財源で賄いきれ

ず、大幅な財源不足となっております。 

 

図図 44--55  企企業業会会計計ベベーーススでで見見たた一一般般会会計計のの財財政政規規模模（（令令和和 55 年年度度決決算算分分））  

 

  

租税等収入

72.1 

その他

の財源

11.3 

財源不足

21.0 

人

件

費

5.0 

補助金・交付金等

48.7 

支払

利息

6.3 

特別会計への繰入

33.4 

その他

11.0 

企業会計ベースで見た一般会計の歳入：83.4 兆円 

企業会計ベースで見た一般会計の歳出：104.4 兆円 
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  ((55))  国国際際比比較較ベベーーススでで見見たた我我がが国国のの財財政政規規模模  

ＯＥＣＤによる各国比較に用いられる国民経済計算（ＳＮＡ）では、一般政府（中央政府、

地方政府、社会保障基金を合わせたもの）の支出には、債務償還費や財政投融資等に係る支出

は含まれていません。また、アメリカ、フランスなどの諸外国でも国債の債務償還費は、予算

に含まれていません。 

そこで、我が国の財政規模を諸外国と比較する際には、会計間の取引額などの重複額を除い

た上で、さらにこれらを除く必要があります。この場合、我が国の財政規模は、230.2 兆円

（令和 5 年度）となります。 

なお、ＯＥＣＤのデータ等による令和 5 年（2023 年）の政府規模（中央政府、地方政府、

社会保障基金を合わせた一般政府総収入・総支出）の各国比較は次のとおりです。 

 

図図 44--66  一一般般政政府府総総支支出出のの国国際際比比較較（（22002233 年年））  

（注）１ 日本は年度、外国は暦年。 

２ 一般政府総支出には、債務償還費及び財政投融資に係る支出は含まれません。 

３ 諸外国は 2023 年実績。 

（出典）日 本：令和５年度国民経済計算年次推計 

諸外国：OECD Data Explorer/National Accounts (2025.８取得データ) 

 

  日日本本  

  

アアメメリリカカ  

  

イイギギリリスス  

  

ドド  イイ  ツツ  

  

フフラランンスス  

  

総収入（実績値）  
219.1 兆 

（円）  

8 兆 7,465 億 

（ドル）  

1 兆 1,142 億 

（ポンド）  

1 兆 9,212 億 

（ユーロ）  

1 兆 4,557 億 

（ユーロ）  

対名目 GDP 比  36.8% 31.6% 41.1%  45.5%  51.5% 

総支出（実績値） 
230.2 兆 
（円） 

10 兆 8,468 億 
（ドル） 

1 兆 2,779 億 
（ポンド） 

2 兆 0,250 億 
（ユーロ） 

１兆 6,074 億 
（ユーロ） 

対名目 GDP 比 38.7% 39.1% 47.1% 48.0% 56.9% 
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第第ⅡⅡ編編  特特別別会会計計各各論論  

  

  

  

  

  

  
 

 



 

１１．． 交交付付税税及及びび譲譲与与税税配配付付金金特特別別会会計計  
  

（（１１））概概要要  

交付税及び譲与税配付金特別会計は、昭和 29 年に国税の一定割合を一定の基準に基づき地方

公共団体に交付する地方交付税及び地方譲与税制度が創設されたことに伴い、一般会計と整理区

分するために設置された特別会計です。 

また、昭和 58 年度より、それまで一般会計にて行われていた交通安全対策特別交付金に関す

る経理も、本特別会計において行われています。 

さらに、平成 25 年 6 月 5 日に示された「特別会計改革に関するとりまとめ」（行政改革推進

会議）を踏まえ、平成 26 年 4 月 1 日に施行された特会改革法により、平成 26 年度予算から

交通安全対策特別交付金勘定を廃止し、反則金収入は一般会計で受け入れ、一般会計から交付税

及び譲与税配付金特別会計に繰り入れることとし、交通安全対策特別交付金に関する経理を同会

計において行っているところです。 

交交付付税税及及びび譲譲与与税税配配付付金金特特別別会会計計のの勘勘定定廃廃止止  

 

 

交交付付税税及及びび譲譲与与税税配配付付金金特特別別会会計計のの仕仕組組みみ  
  

交付税及び譲与税配付金特別会計において、租税収入や一般会計からの繰入れなどを財源

として地方公共団体への地方交付税、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金及び地方譲与

税の配付や交付を経理しています。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

交付税及び譲与税 

配付金特別会計 

一般会計より受入 
地方交付税交付金 

地方特例交付金 

交通反則者納金 

租税 
地方法人税、地方揮発

油税、森林環境税、石

油ガス税、特別法人事

業税、自動車重量税、

航空機燃料税、特別と

ん税 

借入金など 

 

地方公共団体へ 

交付・譲与 

借入金返済など 
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本特別会計は、特定の事業の収支を経理する特別会計とは異なり、地方交付税、地方特例交付

金、交通安全対策特別交付金及び地方譲与税の配付や交付に関する経理を明確にするために設け

られている特別会計です。 

交付税及び譲与税配付金特別会計が経理している内容は以下のとおりです。 

①  地方交付税交付金 

「地方交付税法」（昭 25 法 211）等に基づき、地方団体間の財源の均衡化を図り、地方

行政の計画的な運営を保障するため、国税収入（所得税、法人税、酒税、消費税）の一定割

合及び地方法人税の全額等を原資として、地方団体へ交付するものです。なお、消費税に係

る交付税法定率分の総額は、引上げ分の地方消費税とあわせて、地方単独事業を含む地方の

社会保障給付費の総額と比較し、社会保障財源となっていることを毎年度確認することと

されています。 
また、東日本大震災の復旧・復興事業に係る被災団体の財政負担を考慮するとともに、被

災団体以外の地方団体の負担に影響を及ぼすことがないよう、通常収支とは別枠で「震災復

興特別交付税」を確保し、事業実施状況に合わせて地方団体に交付するものです。 

②  地方特例交付金 

個人住民税における住宅借入金等特別税額控除及び定額減税による減収額を補塡するた

め、地方公共団体に交付するものです。 

（注）新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における固定資産税の課税標準の特例による減収額を補塡するため、

新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金が地方特例交付金として地方公共団体に交付され

ます。 

③  交通安全対策特別交付金 

交通安全対策特別交付金は、昭和 43 年に「道路交通法」（昭 35 法 105）の改正により

創設された交通反則通告制度に基づき納付される反則金収入を原資として、交通事故の発

生を防止することを目的とし、地方公共団体が単独で行なう道路交通安全施設整備の経費

に充てるための財源として交付するものです。 

具体的には、「交通安全対策特別交付金等に関する政令」（昭 58 政 104）で定める、信

号機、道路標識、横断歩道橋等の道路交通安全施設の設置及び管理に関する経費に充てられ

ます。 

④  地方譲与税譲与金 

地方揮発油税、森林環境税、石油ガス税、特別法人事業税、自動車重量税、航空機燃料税

及び特別とん税の収入の全部又は一部を地方公共団体に譲与するものです。 

 

（参考資料）「地方交付税」 

（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouhu.html） 

「税制改正（地方税）」 

（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/ichiran04.html） 

 
 

 
 

（（２２））具具体体的的なな事事業業のの内内容容  
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（（３３））特特別別会会計計のの現現状状  
 

①①   歳歳入入歳歳出出予予算算（（令令和和 77 年年度度当当初初予予算算））  

 

 

 

（注）歳入歳出差額が、9,120 億円あります。これは、前年度からの繰越金（令和 7 年度の地方交付税の財源として活

用するためのもの）・いわば期ズレとしての地方譲与税譲与金の未譲与（各譲与税法等に基づき、当該年度の最後の譲

与後における出納整理期間に係る租税収入は翌年度に譲与）・交通安全対策特別交付金の未交付（道路交通法の規定に

基づき、令和 7 年 2・3 月に収納された交通反則者納金は令和 7 年 9 月に交付）分などがあるためです。 

 

○○歳歳入入総総額額、、歳歳出出総総額額、、（（参参考考））歳歳出出純純計計額額                    （単位：億円） 

歳歳入入総総額額  歳歳出出総総額額  （（参参考考））歳歳出出純純計計額額  

516,313（▲9,424） 507,193（▲11,478） 215,540（▲6,030）

 

○○交交付付税税及及びび譲譲与与税税配配付付金金特特別別会会計計のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容              （単位：億円） 

（歳入）  

内内容容  額額  説説明明  

他会計より受入 191,858（＋10,640）  

  

  

  

一般会計より受入 189,200（＋10,851） 地方交付税交付金（186,792）、地方特例交付金

（1,936）及び交通安全対策特別交付金（471）財

源の受入見込額 

財政投融資特別 

会計より受入 

2,000（▲300） 地方交付税交付金財源の受入見込額 

東日本大震災復興

特別会計より受入 

659（＋89） 地方交付税（東日本大震災に係る復旧・復興事業等

の実施のための震災復興特別交付税）交付金財源の

受入見込額 

租税 51,401（＋4,505） 地方交付税交付金（地方法人税）及び地方譲与税譲

他会計より受入
191,858（+10,640）

〔うち一般会計より受入〕

189,200（+10,851）

〔うち財投特会より受入〕

2,000（▲300）
〔うち復興特会より受入〕

659（+89）

租税
51,401（+4,505）

借入金
255,178(▲25,944）

前年度剰余金受入等
17,876(+1,376)

516,313
（▲9,424）

地方交付税交付金
183,437（+998）

〔うち復興経費〕

684（+73）

地方特例交付金
1,936（▲9,384）

地方譲与税譲与金
29,661（+2,368）

国債整理基金
特別会計へ繰入
291,653(▲5,449）

予備費等
31(▲0)

交通安全対策
特別交付金
475(▲12）

507,193
（▲11,478）

【 歳入 】 【 歳出 】 
（単位：億円） 
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与金財源の受入見込額 

借入金 255,178（▲25,944） 地方交付税交付金を支弁するために必要な額の借入

見込額 

雑収入 0（＋0） 預託金利子収入及び小切手支払未済金収入等見込額 

前年度剰余金受入 17,876（＋1,376） 前年度の決算上の剰余金見込額 

合計 516,313（▲9,424）  

（歳出）  

内内容容  額額  説説明明  

地方交付税交付金 183,437（＋998） 地方交付税法に基づき、地方団体に交付 

地方特例交付金 1,936（▲9,384） 「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する

法律」（平 11 法 17）及び「地方税法」（昭 25 法

226）に基づき、地方公共団体に交付 

交通安全対策特別交

付金 

475（▲12） 道路交通法に基づき、地方公共団体に交付 

地方譲与税譲与金 29,661（＋2,368） 各譲与税法等に基づき、地方公共団体に譲与 

事務取扱費 3（＋0） 地方交付税交付金の算定事務及び地方譲与税譲与金

の譲与事務に必要な事務費 

諸支出金 3（▲0） 過誤納に係る返還金等の払戻し及び通告書送付費用

に相当する額の都道府県への支払い 

国債整理基金特別会

計へ繰入 

291,653（▲5,449） 前年度における借入金の償還、利子及び一時借入金

の利子の支払財源に充てるための繰入れ 

予備費 25（—） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 507,193（▲11,478）  

令令和和６６年年度度決決算算  

（単位：億円、単位未満切捨） 

収収納納済済歳歳入入額額  支支出出済済歳歳出出額額  剰剰余余金金  
翌翌年年度度  

歳歳入入繰繰入入  
積積立立金金積積立立  
資資金金組組入入  

一一般般会会計計へへ  
繰繰入入  

544,341 532,20９ 12,13１ 12,13１ － － 

令和６年度決算における剰余金は、1 兆 2,13１億円です。 

 

 

（剰余金の生じた理由） 

地方交付税交付金の翌年度への繰越額 7,114 億円に加え、いわば期ズレとしての地方譲与税

譲与金の未譲与（各譲与税法等に基づき、当該年度の最後の譲与後における出納整理期間に係る

租税収入は翌年度に譲与）2,324 億円などです。  
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（剰余金の処理の方法）  

特別会計法第 8 条第 1 項の規定により、全額を令和７年度の歳入として受け入れ、地方交付

税法や各譲与税法等により令和７年度の地方交付税交付金や各譲与税譲与金に加算して交付・譲

与することとしています。 

 

③③  資資産産及及びび負負債債（（令令和和５５年年度度特特別別会会計計財財務務書書類類））  

交交付付税税及及びび譲譲与与税税配配付付金金特特別別会会計計貸貸借借対対照照表表（単位：億円、単位未満切捨）  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

主な資産は、「地方交付税法等の一部を改正する法律」（令６法５）第 1 条の規定による改正前の

地方交付税法附則第 4 条の 2 第 3 項の規定に基づき、後年度の地方交付税交付金の総額に加算す

ることとされている一般会計からの未繰入額です。 

主な負債は、地方交付税交付金を支弁する財源に充てるための財政融資資金及び民間金融機関か

らの借入金です。この借入金には、主に地方団体の通常収支の財源不足に充てるために行われた借

入れと、平成 11 年度の恒久的な減税措置により影響を受ける地方交付税の減収分に充てるために

行われた借入れがあり、その残高は、令和５年度末で 28 兆 9,774 億円となっています。（新規借

入は平成 18 年度まで実施） 

資産・負債差額は、主にこの負債に計上されている借入金によって発生したものです。 

 

 
交付税及び譲与税配付金特別会計についての問い合わせ先 

（旧交付税及び譲与税配付金勘定） 

総務省大臣官房会計課予算第二係  電話番号 03-5253-5128 

（旧交通安全対策特別交付金勘定） 

警察庁交通局交通企画課企画調査係 電話番号 03-3581-0141 

≪令和4年度≫ ≪令和5年度≫ ＜ 資 産 の 部 ＞ ＜ 負 債 の 部 ＞ ≪令和5年度≫ ≪令和4年度≫

未払費用 1 -

0 0 有形固定資産 借入金 289,774 296,122

23,678 17,552 資産合計

負債合計 322,615 336,795
負債及び資産・負債差額合計 17,552 23,678

　その他の債務等
　一般会計からの
　繰入に係る未精算額

32,840 40,672

18,459 12,333 現金・預金

5,219 5,219
　その他の債権等
　一般会計からの
　未繰入額

▲313,116 ▲305,062 資産・負債差額
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２２．．地地震震再再保保険険特特別別会会計計 
 

（（１１））概概要要  
 

地震再保険特別会計は、昭和 39 年の新潟地震を契機に、地震等による被災者の生活の安定に

寄与することを目的として、一定額以上の巨額な地震保険責任を国が再保険することを内容とし

た地震保険制度の実施に当たり、その経理の状況を明確にするために昭和 41 年に設置された特

別会計です。 

 

 

（（２２））具具体体的的なな事事業業のの内内容容  
 

地震再保険事業は、民間損害保険会社が引き受けた地震保険の責任の一部を政府が再保険す

るものです。具体的には、民間損害保険会社が引き受けた地震保険の契約は、すべて日本地震

再保険株式会社に再保険され、日本地震再保険株式会社はそれぞれの保険責任割合に応じて自

らが保有する分、民間損害保険会社に再度再保険する分と政府の地震再保険特別会計に再保険

する分に分けて出再（再保険を引き受けてもらうこと）します。 

 

地地震震再再保保険険特特別別会会計計のの仕仕組組みみ（（資資金金のの流流れれ））  

民間損害保険会社が引き受けた地震保険責任を政府が再保険し、再保険料の受入れ、管理・

運用のほか、民間のみでは対応できない巨大地震発生の際には、再保険金の支払いを行いま

す。  

 

（注）保険金の支払いは以下のとおり。
通常頻繁に発生する地震･･･すべて民間保険会社等
巨大地震･･･上記に加え政府と民間がそれぞれ1/2

超巨大地震･･･上記に加え12.0兆円を限度として、
政府が約99.70%、民間が約0.30%

日本地震再保険株式
会社の保有分

約69%

再保険料

再保険金

民

間

損

害

保

険

会

社

日

本

地

震

再

保

険

株

式

会

社

再保険料

剰余金
預託

預託金
利子

政 府

保険契約者

保険料

保険金

約30%

約1%

地震再保険
特 別 会 計

財政投融資
特 別 会 計

＜再々保険＞

約1%

政
府
再
保
険
金

※１

※１

特例配分における割合（官民３：７）
（※２）

※１ リスク配分のため、日本地震再保険株式会社から政府及び民間損害保険会社 
  へ再々保険。 
※２ 民間危険準備金残高の回復を図るため、令和２年４月以降の保険契約分より一

時的に再保険割合を官民３：７とする特例配分を実施しています（P41 参照）。 
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【再保険金の支払】 

制度発足以来、平成7年兵庫県南部地震（阪神淡路大震災）、平成23年東北地方太平洋沖地

震（東日本大震災）、平成28年熊本地震、平成30年大阪府北部を震源とする地震、令和３年

福島県沖を震源とする地震及び令和４年福島県沖を震源とする地震において、日本地震再保険

株式会社の請求に基づき、国が再保険金を支払っています。 

令和６年度までに国が支払った再保険金の累計額は次のとおりです。 

① 東 日 本 大 震 災：約 5,873 億円 

② 熊 本 地 震：約 1,380 億円 

③ 令和３年福島県沖を震源とする地震：約 1,309 億円 

④ 令和４年福島県沖を震源とする地震：約 ,822 億円 

⑤ 大阪府北部を震源とする地震：約 184 億円 

⑥ 阪 神 淡 路 大 震 災：約   62 億円 

 

＜参考＞損害保険会社から契約者へ支払われた地震保険の総支払金額及び証券件数（令和6年度末時点） 

① 東 日 本 大 震 災：約 1 兆 2,897 億円、証券件数：約 83 万件 

② 熊 本 地 震：約   3,913 億円、証券件数：約 22 万件 

③ 令和３年福島県沖を震源とする地震：約     2,514 億円、証券件数：約 25 万件 

④ 令和 4 年福島県沖を震源とする地震：約   2,783 億円、証券件数：約 34 万件 

⑤  大阪府北部を震源とする地震：約   1,252 億円、証券件数：約 16 万件 

⑥ 阪 神 淡 路 大 震 災：約       783 億円、証券件数：約  7 万件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地地震震保保険険制制度度  
 

地震保険制度は、地震災害は巨大損害発生の可能性、発生時期、頻度が予測困難であり大数

の法則が成り立たないこと、超長期でみなければ収支が相償しないこと等により、民間損害

保険会社のみではリスクを引き受けることができないことから、「地震保険に関する法律」

（昭41法73。以下「地震保険法」といいます。）に基づき、国が民間損害保険会社の地震保

険責任を再保険し、巨大地震発生の際には地震保険金支払額が一定の額を超過した場合、そ

の超過した部分について国が民間損害保険会社に再保険金の支払を行う制度です。 

 

（参考資料）「地震保険制度の概要」 

（ http://www.mof.go.jp/policy/financial_system/earthquake_insurance/jisin.htm ） 
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（（３３））特特別別会会計計のの現現状状  
 

①①   歳歳入入歳歳出出予予算算（（令令和和 77 年年度度当当初初予予算算））  
 

  

 

 

○○歳歳入入総総額額、、歳歳出出総総額額、、（（参参考考））歳歳出出純純計計額額               （単位：億円） 

  歳歳入入総総額額    歳歳出出総総額額  （（参参考考））歳歳出出純純計計額額  

1,174（＋41） 1,174（＋41） 1,174（＋41） 

○○歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                              （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

再保険料収入 840（＋15） 令和７年度の地震保険契約の見込件数等を基礎として算

出した、日本地震再保険株式会社からの再保険料収入見

込額（元受純保険料が増加したことによる増） 

雑収入 335（＋26） 財政融資資金への預託金の利子収入見込額等 

合計 1,174（＋41）  
 

（歳出） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

再保険費 1,173（＋41） 地震保険法に基づく日本地震再保険株式会社への支払再

保険金（元受純保険料の増加が見込まれることにより再

保険料収入が増加すること等に伴うもの） 

事務取扱費 1（＋0） 事務取扱いに要する人件費及び事務費 

予備費  0 （－） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 1,174（＋41）  

  

1,174
（+41）

再保険料収入
840（+15）

雑収入
(預託金利子収入等)

335（+26）

事務取扱費等
1（+0）

再保険費
1,173（+41）

1,174
（+41）

【 歳入 】 【 歳出 】 
（単位：億円） 
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民民間間危危険険準準備備金金残残高高のの回回復復をを図図るる方方策策ににつついいてて  
 

官民共同の保険である地震保険制度の安定的な運営のため、令和２年度予算から、

一時的に保険料の配分方法を変更し、近年の地震災害により減少した民間危険準備金

残高の回復を図ることとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）民間危険準備金残高の現状 

【民間危険準備金残高の現状】

○ 保険責任に応じた将来の保険金支払に備え、官民それぞれにおいて準備金を積み立てているが、東日本大震災以

降の地震保険金支払等により、民間の危険準備金残高が激減

【今後の対応】

○ 地震保険制度が安定的に運営されていくためには、早期に民間危険準備金残高の回復を図ることが重要

○ 比較的地震保険金の支払いが多額となる地震が増加していることに鑑み、 喫緊の課題として早急に取り組むべき

【令和２年度地震再保険特別会計予算政府案（再保険料収入）】

○ 配分方法 官民保険責任割合に応じた配分 ⇒ 過過去去のの官官民民のの保保険険金金支支出出割割合合をを基基礎礎ととすするる配配分分（（特特例例配配分分））

○ 配分割合 官民で約８ ： ２ ⇒ 官官民民でで ３３ ：： ７７

○ 特例期間 民間危険準備金残高が１兆円程度に回復するまでの間

【特例期間終了後における調整】

長期的な収支相償を図る観点から、 『官民保険責任割合に応じた配分』 と 『過去の官民の保険金支出割合を基礎

とする配分』 の差額については、特例期間終了後、民間危険準備金残高を維持することに考慮しつつ、政府に多め

に配分する調整を行う。

⺠間危険準備⾦残⾼の回復を図る⽅策について

地震保険制度等研究会における議論のとりまとめ（令和元年８⽉）の主な内容

⺠間危険準備⾦残⾼の回復を図る⽅策
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②②  剰剰余余金金  
 

令令和和６６年年度度決決算算 

（単位：億円、単位未満切捨） 

収収納納済済歳歳入入額額  支支出出済済歳歳出出額額  剰剰余余金金  
翌翌年年度度  

歳歳入入繰繰入入  
積積立立金金積積立立  
資資金金組組入入  

一一般般会会計計へへ  
繰繰入入  

1,136 43 1,092 — 1,092 — 

 

（剰余金が生じた理由） 

再保険料収入等の歳入が再保険費の支払等の歳出を上回ったためです。 

 

（剰余金の処理の方法） 

特別会計法第 34 条第１項の規定により、積立金として積み立てることとしています。 

 

③③  積積立立金金等等  
 

積積立立金金 

①① 積積立立金金のの残残高高                                                  （単位：億円） 

令令和和 77 年年度度末末（（予予定定））  

（（令令和和 77 年年度度当当初初予予算算））  

令令和和 66 年年度度末末  

（（令令和和 66 年年度度決決算算処処理理後後））  

令令和和 55 年年度度末末  

（（令令和和 55 年年度度決決算算処処理理後後））  

20,800 21,893 20,800 
 

②② 積積立立金金のの目目的的  

特別会計法第 34 条第 1 項の規定により、大地震発生時の「再保険金並びに借入金の償還金

及び利子に充てるために必要な金額」を積立金として積み立てることとしています。 

 

③③ 積積立立金金のの水水準準  

予測困難な地震災害の特異性を踏まえると、あらかじめ水準を設定することは困難ですが、

長期的な収支相償の観点から将来の大規模地震発生の際の再保険金支払に備えて、毎年度、歳

入歳出の決算上の剰余金は積立金として着実に積み立てることとしています。 
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【【官官民民保保険険責責任任額額のの構構造造（（再再保保険険ススキキーームム図図））】】  

令和７年 4 月２日以降 

 

④④   資資産産及及びび負負債債（（令令和和 55 年年度度特特別別会会計計財財務務書書類類））  
 

地地震震再再保保険険特特別別会会計計貸貸借借対対照照表表    （単位：億円、単位未満切捨） 

 

（注）責任準備金は、積立金と同様、将来の再保険金を支払うためのものですが、責任準備金は損益計算書（＝発

生主義）における利益の累計額、積立金は歳入歳出差額（＝現金主義）の累計額であるため、責任準備金の額

と積立金の額は一致しません（責任準備金の額＝現金・預金（＝積立金の額）＋未収保険料）。 

主な資産は、現金・預金であり、主な負債は、将来の大規模地震発生の際に支払義務が発生す

る再保険金を支払うための責任準備金です。 

資産・負債差額は、資産の部の「未収収益」（預託金の運用利子に係る令和 5 年度分の未収利

息）及び「無形固定資産」（ソフトウェア）と、負債の部の「未払金」（児童手当）、「賞与引当金」

及び「退職給付引当金」の差額ですが、これは、期間損益の調整が行われるために生じるもので

す。 
 

民間：3,357億円

政府：11兆6,643億円

50％

50％

1,913億円 4,105億円 12.0兆円

3,009億円 348億円

約0.30％

約99.70％

《4年度》 《5年度》 《5年度》

負負  債債  合合  計計 20,961

<< 資資 産産 のの 部部 >> << 負負 債債 のの 部部 >> 《4年度》

0 0

0 0

20,960 19,957

0 0

43

19,957

19,801 20,800

41 44

155 160

0

19,998 21,005

40

21,005 19,998

0

資資  産産  合合  計計 負負債債及及びび資資産産・・負負
債債差差額額合合計計

資 産 ・ 負 債 差 額

未 払 金

賞 与 引 当 金

退職給付引当金

責 任 準 備 金

現 金 ・ 預 金

(財投預託金 )

無 形 固 定 資 産

未 収 保 険 料

未 収 収 益
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⑤⑤  保保険険料料率率のの根根拠拠及及びび保保険険料料率率をを見見直直すす仕仕組組みみのの内内容容等等  
 

地震の発生時期、規模及び頻度の予測は困難であり、かつ、その損害規模が巨大となることも

あります。そのため、地震保険の保険料率は、超長期で収支が相償う仕組みのもと、営利目的を

排除するノーロス・ノープロフィットの原則に基づきできる限り低く設定しており、現状の保有

保険金額をもとに、今後発生しうる全ての地震（文部科学省 地震調査研究推進本部が公表して

いる「確率論的地震動予測地図」の作成に用いられた震源モデル）による損害をシミュレーショ

ンし、1 年あたりの支払保険金を求め算出しています。算出は「損害保険料率算出団体に関する

法律」（昭 23 法 193）第 3 条第 5 項第 2 号の規定に基づき損害保険料率算出機構が実施し、

同機構が金融庁に届出を行います。 

予測困難な地震災害の特異性から、将来の収支を確実に見通して保険料率を定めることは困難

でありますが、損害保険料率算出機構において、リスク算定方法の変更等とあわせて、震源モデ

ルによる収支計算を踏まえた見直しを随時行っています。 

 
 

（（４４））事事務務及及びび事事業業のの効効率率化化・・財財務務にに関関すするる情情報報のの透透明明化化のの取取組組みみ等等    
 

平成 24 年 4 月に関連分野の専門家・有識者等からなる「地震保険制度に関するプロジェクト

チーム」（以下「PT」といいます。）を設置し、制度の見直しについて幅広く検討が行われ、平成

24 年 11 月に報告書が取りまとめられました。 

PT 報告書では地震保険制度に関し、商品性、保険料率の諸課題について提言がなされたこと

から、平成 25 年 11 月から平成 27 年 6 月まで 10 回にわたって、PT フォローアップ会合を

開催し、「損害査定の簡素化」、「マンション付属物の損害査定」、「損害区分の細分化」、「地震保険

料率」等について報告・討議して、「議論のとりまとめ」を公表しました。  

PT フォローアップ会合の「議論のとりまとめ」における提言を踏まえ、平成 27 年 9 月には、

損害の実態に照らした保険金支払割合に近づけつつ、保険金支払割合の格差縮小を図るため、「半

損」としていた損害区分を「大半損」と「小半損」に分割し、損害区分を 3 区分から 4 区分に細

分化するための政令（「地震保険に関する法律施行令」（昭 41 政 164））改正を行い、平成 29

年 1 月に施行しました。 
 
  

 

地震再保険特別会計についての問い合わせ先 

  財務省大臣官房信用機構課 電話番号 03-3581-4111（内線 6318） 
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３３．．国国債債整整理理基基金金特特別別会会計計  
 

（（１１））概概要要  
 

国債整理基金特別会計は、一般会計において発行された公債を中心に、国全体の債務の整理状

況を明らかにすることを目的とし、一般会計及び特別会計からの繰入資金等を財源として公債、

借入金等の償還及び利子等の支払いを行う経理を他の会計と区分するために設置された特別会

計です。 
 

一般会計において発行された公債等は、一般会計から国債整理基金特別会計への繰入資金や、

特別会計法の規定により発行される借換債の発行収入金等を償還財源として本特別会計から償

還が行われるとともに、一般会計からの繰入資金を財源として本特別会計から利払いも行ってい

ます。 

また、他の特別会計の借入金等の償還・利払い等についても本特別会計で一元的に経理してい

ます。 

 

 

 

国国債債整整理理基基金金特特別別会会計計のの仕仕組組みみ  

一般会計及び特別会計からの繰入資金等を財源として、公債、借入金等の償還及び利子等

の支払いを一元的に経理しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国債整理基金
特別会計

一般会計

公債等の償還費・

利子財源の繰入

特別会計

借入金等の償還費・

利子財源の繰入

市 場

公債・借入金等の

償還、利払い

借換債

借入金等に

よる調達

公債の発行等に

よる調達

 

３３．．国国債債整整理理基基金金特特別別会会計計  
 

（（１１））概概要要  
 

国債整理基金特別会計は、一般会計において発行された公債を中心に、国全体の債務の整理状

況を明らかにすることを目的とし、一般会計及び特別会計からの繰入資金等を財源として公債、

借入金等の償還及び利子等の支払いを行う経理を他の会計と区分するために設置された特別会

計です。 
 

一般会計において発行された公債等は、一般会計から国債整理基金特別会計への繰入資金や、

特別会計法の規定により発行される借換債の発行収入金等を償還財源として本特別会計から償

還が行われるとともに、一般会計からの繰入資金を財源として本特別会計から利払いも行ってい

ます。 

また、他の特別会計の借入金等の償還・利払い等についても本特別会計で一元的に経理してい

ます。 

 

 

 

国国債債整整理理基基金金特特別別会会計計のの仕仕組組みみ  

一般会計及び特別会計からの繰入資金等を財源として、公債、借入金等の償還及び利子等

の支払いを一元的に経理しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国債整理基金
特別会計

一般会計

公債等の償還費・

利子財源の繰入

特別会計

借入金等の償還費・

利子財源の繰入

市 場

公債・借入金等の

償還、利払い

借換債

借入金等に

よる調達

公債の発行等に

よる調達
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（（２２））具具体体的的なな事事業業のの内内容容  
 

本特別会計は、一般会計において発行された公債を中心に、国全体の債務状況を明らかにする

ことを目的とした整理区分会計であるとともに、定率繰入等の形で一般会計から資金を繰入れ、

普通国債等の償還財源として備える「減債基金」の役割を担っています。 

また、国債整理基金は、一般会計や他の特別会計からの繰入れや、国債整理基金特別会計に所

属する政府保有株式の売却収入のほか、借換債の発行収入金等、全ての償還財源を受け入れ、蓄

積し、支出する仕組みになっています。 

なお、本特別会計は、減債基金としての役割のほか、国全体の債務の状況を明らかにする役割

を担っており、この観点から、他の特別会計において発行された公債・借入金等の償還も本特別

会計を通じて償還されることとなっています。 

以下では、①～⑤において減債制度を適用する国債の償還財源をその種類ごとに解説し、⑥に

おいて他の特別会計の公債・借入金等の償還財源について解説します。 

 

① 一般会計負担の公債（年金特例公債を除く）の償還財源 
 
（ア）一般会計からの償還財源 

一般会計から国債整理基金へ繰り入れられる償還財源には、次の３つがあります。 

Ａ 定率繰入（前年度期首国債総額の 100 分の 1.6） 

定率繰入は、特別会計法第 42 条第 1 項に基づく繰入れです。具体的には、前年度期首に

おける国債総額（額面金額による残高ベ－ス）の 100 分の 1.6 に相当する金額を、一般会

計から国債整理基金に繰り入れることとされています。ただし、割引国債については、定率

繰入の計算上、発行価格を額面金額とみなすこととされ（特別会計法第 42 条第 3 項）、割

引国債の発行価格と額面金額との差減額（いわゆる償還差益相当額分）については、定率繰

入とは別に、差減額を償還年限で除した金額を毎年度繰り入れることにしています（発行差

減額繰入、特別会計法第 42 条第 4 項）。 

Ｂ 剰余金繰入（一般会計における決算上の剰余金の 2 分の 1 以上） 

一般会計における決算上の剰余金が発生した場合においては、財政法第 6 条第 1 項によ

り、その 2 分の 1 を下らない金額を、発生した年度の翌々年度までに、国債整理基金に繰

り入れることとされています。 

Ｃ 予算繰入（必要に応じて予算で定める額） 

上記の定率繰入等のほか、国債の償還に支障のないよう、特別会計法第 42 条第 5 項によ

り、必要に応じ、予算をもって定める金額を国債整理基金に繰り入れることとされています。 

 

（イ）国債整理基金特別会計に所属する株式に係る売却収入等 

政府が保有する株式のうち国債整理基金特別会計に所属する株式については、その売却収入

や配当金収入を建設国債及び特例国債等の償還財源に充ててきました。 

これまで、昭和 60 年度に NTT・JT 株式が、平成 10 年度に帝都高速度交通営団への出資

持分（平成 16 年 4 月に東京地下鉄株式会社になったことに伴い、営団から株式を無償譲渡。）

が、平成 19 年度に日本郵政株式が、それぞれ国債の償還財源に充てるために、国債整理基金

特別会計に所属することとなりました。なお、NTT 株式は平成 17 年 9 月に、JT 株式（当初

（昭和 60 年度）保有分）は平成 16 年 6 月に、全て売却を完了しそれらの売却収入は国債の

償還財源に充てられています。 

また、現在、国債整理基金特別会計に所属している株式（「東日本大震災からの復興のための

施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平 23 法 117。以下「復興財

源確保法」といいます。）により新たに所属することとなった東京地下鉄株式及び日本郵政株

式を含む。）については、③（ウ）のとおり整理されています。 
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（ウ）運用収入 

国債整理基金は国債を保有し、又は財政融資資金に預託することによって運用することがで

きるとされています。その運用に当たっては、大量の償還・借換えを確実かつ円滑に遂行する

ために、相当程度の流動性を確保する必要があること等への配慮も踏まえつつ、効率的な運用

を図っています。生じた運用益は、国債整理基金特別会計の歳入に計上されます。 

 

（エ）たばこ特別税 

たばこ特別税は、国鉄清算事業団の長期債務及び国有林野事業の累積債務の承継に伴う負担

増に対応するため、「一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置

に関する法律」（平 10 法 137）に基づき創設されました。その税収は直接国債整理基金特別

会計に組み入れられ、一般会計が承継した、国鉄清算事業団の長期債務及び国有林野事業の累

積債務の元利払いに充てられています。 

 

（オ）借換債の発行 

借換債とは、既に発行した国債の償還財源を調達するために発行される国債で、国債整理基

金特別会計において発行され、その発行収入金は、直接、国債整理基金特別会計に組み入れら

れます。 

 

 

減減債債制制度度のの仕仕組組みみ（（注注１１））  

国債の償還財源は全て国債整理基金特別会計に受け入れられ、蓄積され、支出される仕組

みになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注 1）一般会計の負担に属する公債等の減債制度です。 

（注２）国債整理基金特別会計に所属する東京地下鉄株式及び日本郵政株式に係る売却収入等は、復興債の償還財

源に充てられます。 

  

   

一般会計

国債整理基金特別会計

民間部門・公的部門

Ａ 定率繰入
Ｂ 剰余金繰入
Ｃ 予算繰入

（イ）国債整理基金特別会計に所属する株式に係る売却収入等
（ウ）運用収入
（エ）たばこ特別税

（オ）借換債の発行に
よる発行収入金

国債の償還
（ア）
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6600 年年償償還還ルルーールル  

 

国債の償還を行うに当たって、その償還金には国債整理基金から支払われる現金と借換債の

発行による収入金を充てますが、それぞれの割合につき、わが国では 60 年で現金償還し終え

るという「60 年償還ルール」の考え方に基づいて決定しています。これは、戦後の国債発行

に際して、建設国債の見合資産（政府が公共事業などを通じて建設した建築物など）の平均的

な効用発揮期間が概ね 60 年であることから、この期間内に現金償還を終了するという考えに

基づき採用されたものです。また、この考え方から、毎年度の定率繰入の繰入率が、ほぼ 60

分の 1 に相当する 100 分の 1.6 とされています。 

例えば、ある年度に 600 億円の国債を 10 年固定利付国債で発行したとすれば、10 年後

の満期到来時には、10／60＝1／6 に当たる 100 億円を現金償還し、残り 500 億円は借換

債を発行します。この借換債も 10 年固定利付債で発行したとすれば、次の 10 年後には再び

当初発行額 600 億円の 1／6 である 100 億円を現金償還することになります。この時点で

国債残高は 400 億円となります。これを繰り返していくと、当初の発行から 60 年後には国

債は全て現金償還されたことになります。 

なお、下記のように、残高の減少に伴い毎年度の定率繰入額も 10 年ごとに減少するため、

定率繰入だけでは償還額が手当てできません。このため、前述のように、剰余金繰入や予算繰

入、株式に係る売却収入等の財源を補完的に組み合わせて償還することになります。 

しかしながら、現在は、特例国債の発行額（令和 7 年度当初予算：21 兆 8,561 億円）が

定率繰入額（令和 7 年度当初予算：16 兆 8,081 億円）を上回る状況が続いています。 

 

 

＜借換債による国債償還の仕組み「60 年償還ルール」＞ 

 

 

   

建設・特例国債 借　　　　　　　　　　換　　　　　　　　　　債

償還額
公 600
債
発 500
行
額 400
 ・
償 300
還
額 200

600 100
発行

10年後 20年後 30年後 40年後 50年後 60年後
残　高 600 500 400 300 200 100 0

[償還財源に充てるため特別会計の公債金収入に計上]

建
設
・
特
例
国
債

500

400

300

100

200

2～11年後
600×1.6％

×10=96
4

12～21年後
500×1.6％
×10=80

20

22～31年後
400×1.6％
×10=64

36

32～41年後
300×1.6％
×10=48

52

42～51年後
200×1.6％
×10=32

68

52～61年後
100×1.6％
×10=16

84

定率繰入額
計336

計264

10年ごとの
借換債発行額現金

償還

借
換
債

不足額
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② 年金特例公債の償還財源 
 

年金特例公債は、借換債を含め、全体として令和15年度までに償還することとされています。 

償還財源については、消費税法改正法の施行による平成 26 年度以降の消費税の増収分を充て

ることとされており、60 年償還ルールは適用されません。 

 

③ 復興債の償還財源 
 

復興債の償還は、「東日本大震災からの復興の基本方針」（平成 23 年 7 月 29 日）において、

「復旧・復興のための財源については、次の世代に負担を先送りすることなく、今を生きる世代

全体で連帯し負担を分かち合うことを基本とする」こととされました。このため 60 年償還ルー

ルは適用せず、復興財源確保法において、令和 19 年度までに、借換債を含め、全体として償還

を終了させることや復興特別税収等の特定の償還財源を充てることが規定されています。 

復興債の償還は、国債整理基金特別会計において行われることとされており、その財源は次の

とおりです。 

 

（ア）東日本大震災復興特別会計からの償還財源 

復興債の償還に必要な金額は、特別会計法第 229 条第 2 項により、東日本大震災復興特別

会計から国債整理基金特別会計に繰り入れることとされています。 

 

（復興特別税収） 

復旧・復興のための財源に係る税制措置については、所得税額及び法人税額に対する時限

的な付加税として、復興特別所得税及び復興特別法人税が創設されました。 

復興特別所得税については、平成 25 年 1 月から令和 19 年 12 月までの時限的な措置

として、現行の所得税額に対して 2.1％の付加税が創設されました。 

 

（イ）財政投融資特別会計からの償還財源 

平成 24 年度から平成 27 年度までは財政投融資特別会計財政融資資金勘定の積立金から、

平成 28 年度から令和 4 年度までは同会計投資勘定の資産からの収益から、各年度の予算を

もって定める額を復興債の償還財源として国債整理基金特別会計に繰り入れることができる

とされていました。 

 

（ウ）国債整理基金特別会計に所属する株式に係る売却収入 

国債整理基金特別会計に所属する東京地下鉄株式及び日本郵政株式については、令和９年度

までに生じた売却収入を復興債の償還費用の財源に充てることとされています。 

 

（注 1）復興財源確保法の規定により国債整理基金特別会計に所属替された JT 株式については、同法により、政府保

有義務が発行済み株式総数の 2 分の 1 以上から 3 分の 1 超へ引き下げられたことから、政府は、平成 25 年

2～3 月にかけて売却可能部分（6 分の 1）を売却しました（売却収入から手数料を除いたネット売却収入は

9,734 億円）。 

（注 2）東京地下鉄株式については、政府は、令和６年 10 月に約 1.6 億株を売却しました（売払収入から手数料を

除いたネット売却収入は 1,829 億円）。政府は、発行済み株式総数の 26.7％を保有しています（令和 7 年 3

月末現在）。 

（注 3）日本郵政株式について、政府は、平成 27 年 11 月及び同年 12 月に合計約 8.8 億株、平成 29 年 9 月に約

10.6 億株、令和 3 年 6 月及び 10 月に合計約 13.0 億株、令和 5 年 8 月に約 1.0 億株を売却し（売払収入か

ら手数料を除いたネット売却収入は平成 27 年が 1 兆 4,110 億円、平成 29 年が 1 兆 3,985 億円、令和 3

年が 1 兆 867 億円、令和 5 年が 1,057 億円）、売却可能部分を売却しました。政府は、発行済み株式総数の
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36.0％を保有しています（令和 7 年 3 月末現在）。なお、政府は、発行済み株式総数の 3 分の 1 超を保有し

ていなければならないとされています。 

 

（エ）運用収入 

国債整理基金が保有する復興債の償還財源の運用によって生じた運用益は、復興債の償還財

源として国債整理基金特別会計の歳入に計上されます。 

 

（オ）復興借換債の発行 

既に発行した復興債の償還財源を調達するために発行される借換債は、国債整理基金特別会

計において発行され、その発行収入金は、直接、国債整理基金特別会計に組み入れられます。 

 

（カ）決算剰余金 

平成 23 年度から平成 27 年度までの間の各年度、一般会計において生じた決算上の剰余金

は、復興債の償還財源に充当されました。 

○各年度の充当額                              （単位：億円） 

2233 年年度度  2244 年年度度  2255 年年度度  2266 年年度度  2277 年年度度  

9,895 8,446 7,247 7,904 1,272 

 

④ GX 経済移行債の償還財源 
 

脱炭素成長型経済構造移行債（GX 経済移行債）の償還は、「GX 実現に向けた基本方針」（令

和 5 年 2 月 10 日）において、カーボンプライシングの導入の結果として得られる将来の財源

により行われることとされており、カーボンニュートラルの達成目標年度の 2050 年度までに

終える設計となっています。このため、60 年償還ルールは適用せず、「脱炭素成長型経済構造へ

の円滑な移行の推進に関する法律（GX 推進法）」（令 5 法 32）において、借換債を含め、全体

として令和 32 年度までに償還を終了させることや、化石燃料賦課金及び特定事業者負担金を償

還財源に充てることが規定されています。 

GX 経済移行債の償還は、国債整理基金特別会計において行われることとされており、その財

源は次のとおりです。 

 

（ア）エネルギー対策特別会計からの償還財源 

GX 経済移行債の償還に必要な金額は、特別会計法第 92 条の 4 第 1 項により、エネルギ

ー対策特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れることとされています。 
 

（化石燃料賦課金）  

グリーン・トランスフォーメーション（GX）に先行して取り組むインセンティブを事業者

に付与する仕組みの一つとして、カーボンプライシングの一種である化石燃料賦課金を徴収

することとされています。 

令和 10 年度から、化石燃料の輸入事業者等に対して、当該事業者等が輸入等する化石燃

料に由来する二酸化炭素の量に応じて、化石燃料賦課金が課される予定です。 
 

（特定事業者負担金） 

化石燃料賦課金と同様にカーボンプライシングの一種である特定事業者負担金について

も、徴収することとされています。 

令和 15 年度から、発電事業者に対して、有償又は無償で二酸化炭素の排出枠（量）が割
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り当てられ、その量に応じた特定事業者負担金が課される予定です。 

 

（イ）運用収入 

国債整理基金が保有する GX 経済移行債の償還財源の運用によって生じた運用益は、GX 経

済移行債の償還財源として国債整理基金特別会計の歳入に計上されます。 

 

（ウ）GX 経済移行借換債の発行 

既に発行した GX 経済移行債の償還財源を調達するために発行される借換債は、国債整理基

金特別会計において発行され、その発行収入金は、直接、国債整理基金特別会計に組み入れら

れます。 

 

⑤ 子ども・子育て支援特例公債の償還財源 

 

子ども・子育て支援特例公債（子ども特例債）の償還は、負担を将来世代に極力先送りにしな

いようにする観点から、60 年償還ルールは適用せず、「子ども・子育て支援法」（平 24 法 65）

において、借換債を含め、全体として令和 33 年度までに償還を終了させることや、子ども・子

育て支援納付金を償還財源に充てることが規定されています。 

子ども特例債の償還は、国債整理基金特別会計において行われることとされており、その財源

は次のとおりです。 

 

（ア）子ども・子育て支援特別会計からの償還財源 

子ども特例債の償還に必要な金額は、特別会計法第 123 条の 14 第１項により、子ども・子

育て支援特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れることとされています。 

 

＜参照条文＞ 特別会計法 

第 123 条の 14 第１項 子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債

の償還金（借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。）及

び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額（事務取扱費の額に相当する金額を除く。）は、

毎会計年度、子ども・子育て支援勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。 

 

（子ども・子育て支援納付金） 

子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして、子ども・子育て支援納付金を徴

収することとされています。 

令和８年度から、医療保険者に対して、医療保険の保険料とあわせて子ども・子育て支援納付

金が課される予定です。 

 

（イ）借換債の発行 

既に発行した子ども特例債の償還財源を調達するために発行される借換債は、国債整理基金特

別会計において発行され、その発行収入金は、直接、国債整理基金特別会計に組み入れられます。 

⑥ 他の特別会計の公債・借入金等の償還財源 
 

他の特別会計の公債・借入金等の償還に充てる費用として、各年度において必要となる額を各

特別会計から受け入れています。令和 7 年度においては、交付税及び譲与税配付金特別会計や財

政投融資特別会計等から合わせて 56 兆 7,861 億円を受け入れています。 

 

  

第Ⅱ－３ 国債整理基金特別会計

51



 

（（３３））特特別別会会計計のの現現状状  
 

①①   歳歳入入歳歳出出予予算算（（令令和和 77 年年度度当当初初予予算算））  

（単位：億円） 

 

 

 

○○歳歳入入総総額額、、歳歳出出総総額額、、（（参参考考））歳歳出出純純計計額額                  （単位：億円） 

歳歳入入総総額額  歳歳出出総総額額  （（参参考考））歳歳出出純純計計額額  

2,221,185 

（▲30,205） 

2,221,185 

（▲30,205） 

855,376 

（▲38,323） 

○○歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                             （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

他会計より受入 850,199 （▲38,364）  

 

一般会計より受

入（注 1） 

282,171 （+12,088） 一般会計が負担する債務償還費、利子及

割引料、手数料等の支払財源に充てるた

めに必要な額の一般会計からの受入見込

額 

その他特会より

受入（注 2） 

568,028 （▲50,452） 各特別会計が負担する債務償還費、利子

及割引料、手数料等の支払財源に充てる

ために必要な額の他特別会計からの受入

見込額 

東日本大震災復興 

他会計より受入 

270 （+15） 復興債の債務償還費、利子及割引料、手数

料の支払財源に充てるために必要な額の

他特別会計からの受入見込額 

【歳入】 【歳出】

一般会計より受入
282,171
（+12,088）

その他特会より受入
568,028（▲50,452）

2,221,185
（▲30,205)

利子及割引料
127,950（+12,900）

債務償還費
2,051,425
（▲40,915）

公債金収入
1,324,677
（+9,672）

公債金収入（復興）
30,518（▲1,122）

その他
7,944（+1,121）

その他
2,311（+1,036）

債務償還費（復興）
31,631（▲1,709）

東日本大震災復興他会計より受入
270（+15）

2,221,185
（▲30,205)

利子及割引料(復興)
270（+16）

脱炭素成長型経済構造移行推進他会計より受入
541（▲54）

公債金収入（脱炭素）
7,035（▲1,473） 債務償還費（脱炭素）

7,035（▲1,473）
利子及割引料(脱炭素)

563（▲60）
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脱炭素成長型経済構

造移行推進 

他会計より受入 

541 （▲54） 脱炭素成長型経済構造移行債の利子及割

引料、手数料の支払財源に充てるために

必要な額の他特別会計からの受入見込額 

たばこ特別税 1,149 （+6） たばこ特別税収入見込額 

公債金 1,324,677 （+9,672） 借換債の発行収入金の見込額 

復興借換公債金 30,518 （▲1,122） 復興借換債の発行収入金の見込額 

脱炭素成長型経済構

造移行借換公債金 

7,035 （▲1,473） 脱炭素成長型経済構造移行借換債の発行

収入金の見込額 

東日本大震災復興株

式売払収入 

1,029 （▲663） 日本郵政株式の売払収入見込額 

雑収入等 5,766 （+1,777） 国債整理基金による運用収入、借換債に

係る受入経過利子等の見込額 

合計 2,221,185 （▲30,205）  

（注 1）「一般会計より受入」の内訳は、債務償還費 17 兆 6,693 億円、利子及割引料 10 兆 5,230 億円、償還

及発行諸費 248 億円。 

（注 2）「その他特会より受入」の内訳は、交付税及び譲与税配付金特会より 29 兆 1,653 億円、エネルギー対策

特会より 13 兆 6,589 億円、財政投融資特会より 11 兆 1,890 億円等。 

 

  

（歳出） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

国債整理支出 2,181,642 （▲26,974）  

 

 

 

債務償還費 2,051,425 （▲40,915） 公債等償還、借入金償還、政府短期証券償

還 

利子及び割引料 127,950 （+12,900） 公債利子等、借入金利子、政府短期証券利

子 

その他 2,267 （+1,041） 証書等製造費、国債事務取扱手数料等 

復興債整理支出 31,923 （▲1,718）  

 

 

 

債務償還費 31,631 （▲1,709） 復興債償還 

利子及び割引料 270 （+16） 復興債利子、借入金利子 

その他 21 （▲24） 復興債の国債事務取扱手数料等 

脱炭素成長型経済構

造移行債整理支出 

7,620 （▲1,513）  

 

 

 

債務償還費 7,035 （▲1,473） 脱炭素成長型経済構造移行債償還 

利子及び割引料 563 （▲60） 脱炭素成長型経済構造移行債利子 

その他 22 （+20） 脱炭素成長型経済構造移行債の国債事務

取扱手数料等 

合計 2,221,185 （▲30,205）  
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②②  剰剰余余金金  
 

令令和和６６年年度度決決算算                         （単位：億円、単位未満切捨） 

収収納納済済歳歳入入額額  支支出出済済歳歳出出額額  剰剰余余金金  
翌翌年年度度  

歳歳入入繰繰入入  
積積立立金金積積立立  
資資金金組組入入  

一一般般会会計計へへ  
繰繰入入  

2,168,343 2,137,088 31,254 31,254 - - 

令和６年度決算における剰余金は、３兆 1,254 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

国債整理基金特別会計の剰余金の大宗は、「減債基金」としての国債整理基金残高 3 兆 312

億円です。その他に、過去に償還期限・利払期日が到来した国債に係る債務償還費及び国債利

子の支払財源として、一時的に管理している 54４億円などが剰余金に含まれています。 

なお、不用額が 6 兆 8,335 億円生じていますが、そのほぼ全てが各会計が負担する債務償

還費等に不用が発生したことによるものであり、その際、この財源に充てる各会計からの繰入

金等も減少するため、剰余金の発生原因になりません。 

（剰余金の処理の方法） 

翌年度以降の国債償還等に充てるため、特別会計法第 8 条第 1 項の規定により、全額翌年度

の歳入に繰り入れることとしています。 

 

 

③③  積積立立金金等等  
 

国国債債整整理理基基金金  
 

①① 基基金金のの残残高高  （単位：億円） 

令令和和７７年年度度末末（（予予定定））  

（（令令和和 77 年年度度当当初初予予算算））  

令令和和６６年年度度末末  

（（令令和和６６年年度度決決算算処処理理後後））  

令令和和５５年年度度末末  

（（令令和和 55 年年度度決決算算処処理理後後））  

30,041 30,313 30,085 

  

②② 基基金金のの目目的的  

国債整理基金は、普通国債等の償還財源として備える「減債基金」の役割を担っています。 

（注）国債整理基金特別会計は、基金がそのまま特別会計になっているため、基金の残高が特別会計の剰余金（過

去において償還期限・利払期日が到来した支払財源等を除く。）を構成しています。 

 

③③ 基基金金のの水水準準  

国債整理基金は、日本銀行からの一時借入の対象外である国債入札の偶発的な未達等に備え

た水準である 3 兆円の基金残高を維持することとしています。 
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④④  資資産産及及びび負負債債（（令令和和５５年年度度特特別別会会計計財財務務書書類類））  
 
 
 

国国債債整整理理基基金金特特別別会会計計貸貸借借対対照照表表  （単位：億円、単位未満切捨） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイナス金利の影響により、引き続き有価証券（国庫短期証券）及び貸付金（日本銀行との国

債買現先）による運用を行わなかったため、現金・預金が資産の大宗を占めています。 

他会計繰戻未収金 1,485 億円は、無利子貸付事業の財源として一般会計へ繰り入れた金額の

残高及び地方道路整備臨時貸付金の財源として、旧社会資本整備事業特別会計道路整備勘定へ繰

り入れた金額の残高です。 

なお、本特別会計においては、国債の償還のために一般会計から繰り入れられた財源の残高等

を、貸借対照表の資産・負債差額の部で「国債整理基金」として整理しています。 

 

（（４４））事事務務及及びび事事業業のの効効率率化化・・財財務務にに関関すするる情情報報のの透透明明化化のの取取組組みみ等等  

 

平成 24 年度まで、オペレーショナル・リスク（大規模災害やシステム障害等により借換債が

発行できない事態）等に備え、国債整理基金残高は、一週間程度の発行額をひとつの目安に、約

10 兆円程度（注）を維持してきました。 

平成 25 年度国債発行計画の策定過程において、オペレーショナル・リスクについては日本銀

行からの一時借入による対応が可能となったことから、基金残高を当該一時借入の対象外である

国債入札の偶発的な未達等に備えた水準として、過去の利付国債の１回当たりの最大入札額等を

勘案した 3 兆円程度まで圧縮しました。なお、圧縮分については国債の償還に充て、借換債の発

行を抑制しています。 

（注）国債の最大発行額 1 日 9.6 兆円、１週間 9.9 兆円（いずれも平成 23 年 9 月） 

 

国債整理基金特別会計についての問い合わせ先 

財務省理財局国債企画課 電話番号 03-3581-4111（内線 5425） 

《4年度》 《5年度》 << 資資 産産 のの 部部 >> << 負負 債債 のの 部部 >> 《5年度》 《4年度》

184,420 273,526 現 金 ・ 預 金 資 産 ・ 負 債 差 額

国債整理基金 279,144 191,100

4,830 4,132 有 価 証 券

うち受入株式 3,380 3,592

0 0 未 収 収 益

1,849 1,485 他 会 計 繰 戻 未 収 金

0 0 有 形 固 定 資 産

0 0 無 形 固 定 資 産

191,100 279,144 資資　　産産  のの  部部　　合合  計計 負負債債及及びび資資産産・・負負債債差差額額のの部部合合計計 279,144 191,100
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４４．．外外国国為為替替資資金金特特別別会会計計  
 

（（１１））概概要要  
 

外国為替資金特別会計（以下「外為特会」といいます。）は、外国為替相場の安定（為替相場

の急激な変動の際の為替介入など）のために設けられています。昭和 24 年、外貨管理権が GHQ

から我が国に委譲されたことに伴って創設された外国為替特別会計を前身とし、その後、昭和

26 年に外国為替資金特別会計となりました。 

＜参照条文 1＞ 特別会計法（平 19 法 23） 

（目的） 

第 71 条第 1 項 外国為替資金特別会計は、政府の行う外国為替等の売買等を円滑にするために外国為替資金を置

き、その運営に関する経理を明確にすることを目的とする。 

＜参照条文 2＞ 外国為替及び外国貿易法（昭 24 法 228） 

（外国為替相場） 

第 7 条第 3 項 財務大臣は、対外支払手段の売買等所要の措置を講ずることにより、本邦通貨の外国為替相場の安

定に努めるものとする。 

 

 

外外国国為為替替資資金金特特別別会会計計のの仕仕組組みみ（（為為替替介介入入時時のの資資金金のの流流れれ））  

政府が行う為替介入は、円売り・外貨買い介入の場合には、政府短期証券の発行により円

貨を調達し、外国為替市場における為替介入により円貨を売却し、外貨を購入します。 

また、逆に円買い・外貨売り介入の場合には、外貨建て債券の売却等により外貨を調達し、

外国為替市場における為替介入により外貨を売却し、円貨を購入します。為替介入で得た円

貨は政府短期証券の償還に充当されます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円高方向に急激な動きが見られた場合
（円売り外貨買い介入）

円安方向に急激な動きが見られた場合
（外貨売り円買い介入）

外為特会

外国為替市場

国内金融市場

① 円の借入れ
（政府短期証券の発行）

円売り 外貨買い② 為替介入

外為特会

外国為替市場

国内金融市場

② 円の返済
（政府短期証券の償還）

外貨売り 円買い① 為替介入

為替介入時の資金の流れ
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外外貨貨準準備備高高とと為為替替介介入入額額  

 

政政府府短短期期証証券券（（FFBB））残残高高とと為為替替介介入入額額  

 

（参考 1）介入額を公表している平成 3 年度以降、令和６年度末までの円売り外貨買い介入の合計は

80.9 兆円、円買い外貨売り介入の合計は 29.5 兆円です。 

（参考 2）令和６年度末時点における我が国の外貨準備は 1 兆 2,725 億ドルです（日本銀行保有の

外貨準備を含み、外為特会保有の外貨資産のうち外貨準備に計上されない（株）国際協力銀行

（JBIC）に対する貸付（383 億ドル）を除きます）。 
（参考 3）外貨準備高は年度末時点の値です。公表基準変更に伴い、必ずしもデータの連続性はあり

ません。 

（注）政府短期証券残高には、国庫余裕金繰替金残高を含んでいます。 

第Ⅱ－４ 外国為替資金特別会計

57



 

（（２２））具具体体的的なな事事業業のの内内容容  
 

外為特会は、円売り・外貨買い介入に伴って取得した外貨を資産、円を調達するために発行し

た政府短期証券を負債として保有しています。 

また、保有外貨資産の利子収入等を歳入とし、政府短期証券の利払い等を歳出として経理し

ています。歳入と歳出の差額である毎年度の利益（決算上剰余金）は、一部を外為特会の運用資

金である外国為替資金に組み入れ、残りを一般会計や翌年度の外為特会の歳入に繰り入れてい

ます。 

保有外貨資産の運用に当たっては、「外国為替資金特別会計が保有する外貨資産に関する運用

について」（平成 17 年 4 月 4 日公表）に基づいて、以下の方針で運用するほか、IMF や（株）

国際協力銀行（JBIC）への貸付けなども実施しています。 

 

外外国国為為替替資資金金特特別別会会計計がが保保有有すするる外外貨貨資資産産にに関関すするる運運用用ににつついいてて  

（（平平成成 1177 年年 44 月月 44 日日公公表表））（（抄抄）） 

１．運用目的 

外為特会の保有する外貨資産の運用に当たっては、我が国通貨の安定を実現するために必要

な外国為替等の売買等に備え、十分な流動性を確保することを目的とする。 

２．基本原則 

上記運用目的にかんがみ、以下の点を基本原則とする。 

（１） 外為特会保有外貨資産は安全性及び流動性に最大限留意した運用を行うこととし、こ

の制約の範囲内で可能な限り収益性を追求するものとする。 

（２） 金融・為替市場へ撹乱的な影響を及ぼさぬよう最大限配慮しつつ運用を行い、必要に

応じ関係する通貨・金融当局と密接な連絡を取るものとする。 

３．運用対象 

外貨資産については、上記運用目的の観点から必要とされる各通貨ごとに、流動性・償還確

実性が高い国債、政府機関債、国際機関債及び資産担保債券等の債券や、外国中央銀行、信用

力が高く流動性供給能力の高い内外金融機関への預金等によって運用する。 

 

 

外外国国為為替替資資金金特特別別会会計計

毎毎年年度度のの利利益益
（（決決算算上上剰剰余余金金））

〈〈外外貨貨のの運運用用〉〉

債 券
銀行預金等

一一般般会会計計繰繰入入等等

【【歳歳入入】】
外貨の利子収入等

【【歳歳出出】】
政府短期証券

（為券）利払等

〈〈負負債債のの利利払払〉〉

政 府 短 期 証 券

（為券）保有者

へ の 利 払

外外国国為為替替資資金金
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外外貨貨のの運運用用状状況況 

・ 外貨資産は、約 8 割を証券で運用しています（証券 79.2％、預金 11.0％、

SDR 4.7％、金 0.6％、その他 4.5％（202４年 3 月末現在））。 

・ 証券は、国債約 8 割、国債以外の証券約 2 割で運用しています。 

 

 

 

 

 
 

外外国国為為替替資資金金特特別別会会計計がが保保有有すするる外外貨貨資資産産のの活活用用  

○ 国庫金の外国送金に伴う外為特会からの外貨調達 

政府は、国連への分担金・拠出金や在外公館経費等の海外への支払のため、国庫金を外貨

建てで送金しています。 

平成 19 年 4 月より、こうした外国送金の大半を占める主要外貨に関して、日本銀行が国

庫金を外為特会の保有外貨と手数料なしで両替し、民間銀行に両替して調達した外貨を渡し

て送金を依頼することにより、政府が負担する両替手数料分のコスト削減を図っています。 

 

○ アジア諸国との通貨スワップ取極の拡充 

アジア通貨危機を教訓として、急激な資本流出により外貨支払いに支障を来すような危機

的な状況が生じた国に対し、短期の外貨資金を供給することで、危機の連鎖と拡大を防ぐこ

とを目的に平成 12 年 5 月、外貨準備を使って短期的な外貨資金の融通を行う二国間の通貨

スワップ取極のネットワークを作ることが合意されました（チェンマイ・イニシアティブ）。 

その後、平成 22 年 3 月にチェンマイ・イニシアティブのマルチ化契約（CMIM）が発効

するなど、累次の改訂が行われ、直近では、令和 3 年 3 月に IMF プログラムとのリンク無し

に発動できる割合の 40%への引上げ等を含む、CMIM 契約臨時見直しに基づく改訂契約書

が発効しました。 

 

○ JBIC に対する外貨資金の貸付 

JBIC が日本企業へ海外展開支援のために行う外貨貸付に対して、外国為替相場の安定を目

的に外為特会から補完的に JBIC へ外貨資金の貸付を行っています。 

令和 4 年７月、環境、デジタルなどの先端技術や独自の強みを活かした日本企業の海外展

開を後押しすべく、脱炭素化をはじめとする地球環境保全への貢献やサプライチェーン強靱

化、質高インフラ展開及び海外における新たな市場創出を支援する「グローバル投資強化フ

ァシリティ」を開始しました。 

令和７年１０月には、経済・国家安全保障上の重要分野における日本企業の海外展開を支

援する「日本戦略投資ファシリティ」を開始しています。 

（参考）外為特会による JBIC に対する貸付残高 令和６年度末 383 億ドル 

5年度末 4年度末 5年度 4年度

国債 77.2% 74.9% 運用資産利回り 2.37% 2.02%

国債以外の証券 22.8% 25.1%

＜外貨証券の国債・非国債の割合＞ ＜外貨定期預け金及び外貨証券に係る運用資産利回り＞
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外外国国為為替替資資金金特特別別会会計計ににおおけけるる EESSGG 投投資資ににつついいてて（（令令和和 33 年年 1100 月月８８日日公公表表））  
 

ESG 投資については、株式運用のみならず、債券運用においても、機関投資家の

間で関心が急速に高まりつつあり、今後も、その傾向が一段と拡大する見通しであ

る。ESG 要素が、投資先の持続的価値、ひいては中長期的な投資パフォーマンスに

も影響するとの考え方が、市場参加者に浸透してきている。 

 

そのような中、外国為替資金特別会計（以下「外為特会」という。）が保有する外

貨資産についても、その運用に当たって ESG 要素を考慮する重要性が高まってき

ている。 

 

※ ここで言う「ESG 投資」とは、特定の金融商品（ESG 関連銘柄等）への投資のみを意味する訳

ではなく、「ある金融商品への投資にあたって ESG 要素を考慮する投資スタンス」を指す。 

上記の背景を踏まえ、外為特会が保有する外貨資産の運用においても、従来から

の安全性、流動性及び収益性についての基本原則は堅持しつつ、今後、環境

（Environment）のみならず、社会（Social）及びガバナンス（Governance）の

要素を考慮して、投資を行っていくこととする。 

 

具体的には、外部委託等も通じて知見の蓄積を図りながら、リスク管理の強化の

観点から、ESG 要素が資産価値に与える影響を投資対象の分析・選択・管理の各プ

ロセスに組み込み（いわゆる「ESG インテグレーション」）、運用の持続可能性の向

上に努めていく。これにより、今後、ESG 債市場が拡大・発展していく中で、ESG

債への投資が増えていくことも見込まれる。 

 

このような取組を進めることで、外為特会が保有する外貨資産のより持続可能

な運用を実現するとともに、他の主要国の外貨準備当局や民間を含む広い分野で

も同様の取組が加速し、結果として、環境や社会問題の解決につながっていくこ

とを期待する。  
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（（３３））特特別別会会計計のの現現状状  
 

①①   歳歳入入歳歳出出予予算算（（令令和和７７年年度度当当初初予予算算））  

    

 

  

 

 

（注）歳入歳出差額が、3 兆 3,972 億円あります。これは外貨資産の運用収入等（歳入）が政府短期証券の利払

費等（歳出）を上回る見込みであることによるものです。 

○○  歳歳入入総総額額、、歳歳出出総総額額、、（（参参考考））歳歳出出純純計計額額                 （単位：億円） 

歳歳入入総総額額  歳歳出出総総額額  （（参参考考））歳歳出出純純計計額額  

49,430（+4,800） 15,458（+2,286） 7,572（▲708） 

○○  歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                                                          

（歳入）                               （単位：億円） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減理理由由））  

外国為替等売買差益 1,598（+21） 外国為替等の売買に伴う差益の収入見込額 

運用収入 47,831（+4,779） 外国為替資金の運用による収入見込額等（外貨

証券の運用益の増） 

雑収入 0（+０） 雑入の収入見込額等 

合計 49,430（+4,800）  

  （歳出）                                                              （単位：億円） 

 
  
  
  

  

 

 

 

 

 
  
  

  

内内容容  額額  説説明明（（増増減減理理由由））  

事務取扱費 32（+1） ・ 事務取扱いに必要な人件費、事務費等 

諸支出金 4,540（▲709） ・ 償還差額補塡金：4,324 億円 

（額面を超える価格で購入している債券の償還） 

・ 手数料：198 億円 

・ 支払利子：16 億円 

国債整理基金特 

別会計へ繰入 

7,886（+2,994） ・ 政府短期証券の利払費等（外国為替資金証券利子

の支払見込額の増） 

予備費    3,000（－） ・ 政府短期証券の金利上昇等への備え 

合計 15,458（+2,286）  

【【  歳 出  】

（単位：億円） 

【【  歳 入  】 外国為替等売買差益 
   1,598（+21） 
雑収入 

0（+0） 

事務取扱費 
    32（+1） 

融通証券事務取扱費
一般会計へ繰入 

0（+0） 

 

（（３３））特特別別会会計計のの現現状状  
 

①①   歳歳入入歳歳出出予予算算（（令令和和７７年年度度当当初初予予算算））  

    

 

  

 

 

（注）歳入歳出差額が、3 兆 3,972 億円あります。これは外貨資産の運用収入等（歳入）が政府短期証券の利払

費等（歳出）を上回る見込みであることによるものです。 

○○  歳歳入入総総額額、、歳歳出出総総額額、、（（参参考考））歳歳出出純純計計額額                 （単位：億円） 

歳歳入入総総額額  歳歳出出総総額額  （（参参考考））歳歳出出純純計計額額  

49,430（+4,800） 15,458（+2,286） 7,572（▲708） 

○○  歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                                                          

（歳入）                               （単位：億円） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減理理由由））  

外国為替等売買差益 1,598（+21） 外国為替等の売買に伴う差益の収入見込額 

運用収入 47,831（+4,779） 外国為替資金の運用による収入見込額等（外貨

証券の運用益の増） 

雑収入 0（+０） 雑入の収入見込額等 

合計 49,430（+4,800）  

  （歳出）                                                              （単位：億円） 

 
  
  
  

  

 

 

 

 

 
  
  

  

内内容容  額額  説説明明（（増増減減理理由由））  

事務取扱費 32（+1） ・ 事務取扱いに必要な人件費、事務費等 

諸支出金 4,540（▲709） ・ 償還差額補塡金：4,324 億円 

（額面を超える価格で購入している債券の償還） 

・ 手数料：198 億円 

・ 支払利子：16 億円 

国債整理基金特 

別会計へ繰入 

7,886（+2,994） ・ 政府短期証券の利払費等（外国為替資金証券利子

の支払見込額の増） 

予備費    3,000（－） ・ 政府短期証券の金利上昇等への備え 

合計 15,458（+2,286）  

【【  歳 出  】

 

（単位：億円） 

【【  歳 入  】

 

外国為替等売買差益 
   1,598（+21） 
雑収入 

0（+0） 

事務取扱費 
    32（+1） 

融通証券事務取扱費
一般会計へ繰入 

0（+0） 
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令令和和６６年年度度決決算算  

                （単位：億円、単位未満切捨） 

収収納納済済歳歳入入額額  支支出出済済歳歳出出額額  剰剰余余金金  
翌翌年年度度  

歳歳入入繰繰入入  
外外国国為為替替  

資資金金にに組組入入  
一一般般会会計計へへ  

繰繰入入  

57,128 3,525 53,603 7,878 13,717 32,007 

 

（剰余金が生じた理由） 

外貨資産の運用収入等の歳入（5 兆 7,128 億円）が、諸支出金等の歳出（3,525 億円）

を上回ったためです。 

 

（剰余金の処理の方法） 

外為特会の健全な運営を確保するために必要な金額を、外国為替資金に組み入れるものと

しています。他方、一般会計の厳しい財政事情にかんがみ、外為特会の剰余金をできるだけ

一般会計財源として活用すべきとの要請もあります。外国為替資金への組入額と一般会計へ

の繰入額は、この両方の点を勘案して決定しています。 

令和６年度決算における剰余金は、特別会計法第 8 条第 2 項の規定により、３兆 2,007

億円を令和７年度の一般会計の歳入に繰り入れることとしました。 

（注）外為特会は、昭和 57 年度以降、ほぼ毎年一般会計に対し繰入れを実施しており、令和７年度までの過去 5

年間で 12.６兆円を繰り入れています（令和 5 年度中に繰り入れた 1.2 兆円を含む）。 

 

（参考 1）積立金制度の廃止について 

外為特会の積立金は、外貨資産と円建ての政府短期証券の金利差から生じた剰余金を積み立てたものであり、

為替差損のほか、金利差損、内外金利の逆転による収支赤字にも備えるものです。積立金制度においては、特

会が債務超過とならないよう、バランスシートに為替差損と見合う形で積立金を立ててバランスさせるとの考

え方の下、積立金を積み立てていました。 

しかしながら、平成 25 年の特別会計法改正において、政府短期証券残高の増加の抑制を図るため、積立金

制度は廃止され、今後生じる剰余金について、一般会計及び翌年度歳入に繰り入れる額以外は、外為特会の健

全運営を確保するため直接外国為替資金に組み入れることとなりました。 

＜参照条文＞ 特別会計法 

（外国為替資金への組入れ） 

第 80 条 外国為替資金特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、

外国為替相場の変動、市場金利の変動その他の要因を勘案し、同会計の健全な運営を確保するために必要な金額を、外国

為替資金に組み入れるものとする。 

（参考 2）剰余金のうち、外国為替資金へ組み入れる金額の水準 

剰余金のうち、外国為替資金への組入れに必要な金額としては、外国為替相場や市場金利の変動等があって

も、保有外貨資産に発生する評価損を概ね下回らない水準であるところの保有外貨資産の 100 分の 30 が目

安となり、中長期的にはこの水準まで組入累計額が達することが望ましいこととされています。 

組入金額の累計は、令和６年度末で約 30.2 兆円（保有外貨資産の約 22.4％）にとどまっていることから、

毎年度の剰余金の 30％以上を外国為替資金へ組み入れ、組入累計額の保有外貨資産に対する割合を中長期的

な必要水準に向け高めていくことを基本としつつ、外為特会の財務状況や一般会計の財政状況も勘案して一般

会計繰入額を決定することとなっています。 

 

 

 

②②  剰剰余余金金    
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③③  資資産産及及びび負負債債（（令令和和５５年年度度特特別別会会計計財財務務書書類類））  
  

外外国国為為替替資資金金特特別別会会計計貸貸借借対対照照表表 （単位：億円、単位未満切捨） 

 

令和５年度における主な資産は、有価証券（為替介入等により購入した外貨建て債券）や現

金・預金（外貨預け金、円貨預け金）です。 

主な負債は、円貨を調達するために発行した政府短期証券です。 

資産・負債差額は、令和５年度末で 65 兆 4,169 億円であり、これには、外貨資産の評価替

えに伴って生じる外国為替等の評価差損益のほか、外国為替資金に組み入れられた内部留保（旧

積立金相当額）等が含まれます。なお、資産・負債差額は、為替相場の水準等によって変動しま

す。 

 
 

（（44））事事務務及及びび事事業業のの効効率率化化・・財財務務にに関関すするる情情報報のの透透明明化化のの取取組組みみ等等   
 

外為特会の運用状況の情報開示については、近年その拡充に努めたこともあり、他のＧ7 諸

国と比較しても遜色ない水準となっています。具体的には、「外国為替平衡操作の実施状況」や

「外貨準備等の状況」の公表、決算書及び特別会計財務書類による財務状況の開示、外貨建資産

の運用利回りの公表を行っており、さらに平成 20 年 11 月からは、各年度末における保有外

貨証券の満期別構成割合及び国債・非国債の構成割合を公表しています。なお、通貨構成につい

ては、為替市場に影響を与えるおそれがあることから、引き続き非公表としています。 
 
 

外国為替資金特別会計についての問い合わせ先 

財務省国際局為替市場課資金管理室 電話番号 03-3581-4111（内線 2844） 

 

≪ R ４ 年 度 ≫ ≪ R ５ 年 度 ≫ ≪ R ５ 年 度 ≫ ≪ R ４ 年 度 ≫

189,057 237,448 未 払 金 0 0

40,507 42,006 円 貨 預 け 金 仮 受 金 4,824 402

148,550 195,442 外 貨 預 け 金 円 貨 預 り 金 1,123 - 

- 9,798 賞 与 引 当 金 0 0

9,168 11,105

6,080 9,756

76,263 84,606 国際通貨基金通貨代用証券 40,850 40,007

6,357 8,615 特別引出権純累積配分額 83,504 73,477

59,194 60,652 退 職 給 付 引 当 金 1 2

405 54 円 貨 貸 付 金 特 別 決 済 勘 定 借 0 0

58,789 60,597 外 貨 貸 付 金 そ の 他 の 債 務 等 - - 

1,618 536

332 1,360

0 0

0 0 物 品

0 0

54,079 61,533 （うち為替換算差損益） （408,084） （194,805）

1,246,160 1,410,433 有 価 証 券

≪ 資 産 の 部 ≫

特 別 引 出 権 証 券

≪ 負 債 の 部 ≫

現 金 ・ 預 金

金 地 金

特 別 引 出 権

未 収 収 益

仮 払 金

そ の 他 の 債 権 等

貸 付 金

有 形 固 定 資 産

資 産 ・ 負 債 差 額 654,169 445,325
無 形 固 定 資 産

1,241,678 1,202,987

出 資 金

1,648,312 1,895,847 資 産 合 計 負債及び資産・負債差額合計 1,895,847 1,648,312

特 別 引 出 権 拠 出

政 府 短 期 証 券

国 庫 余 裕 金 繰 替 金

934,372 863,098

177,000 226,000

負 債 合 計

第Ⅱ－４ 外国為替資金特別会計

63



 

５５．．財財政政投投融融資資特特別別会会計計  
 

（（１１））概概要要    
 

財政投融資特別会計は、財政融資資金勘定、投資勘定及び特定国有財産整備勘定の 3 勘定に区

分されています。 

これらのうち、財政融資資金勘定及び投資勘定は、財政融資資金の運用並びに産業の開発及び

貿易の振興のために国の財政資金をもって行う投資に関する経理を行っています。特定国有財産

整備勘定は、廃止された特定国有財産整備特別会計における未完了事業の経理を行っています。 

具体的な内容は以下のとおりです。 

 

①  財政融資資金勘定は、財政融資資金の運用に関する経理を行っています。 

 財政融資資金は、財投債や特別会計の積立金等の国の信用により集められた資金を統合管

理し、その資金を確実かつ有利な方法で運用することにより、公共の利益の増進に寄与する

ことを目的として設置されました。 

なお、平成 13 年に、 

・郵貯、年金の預託義務を廃止し、財投債により市場から能動的な資金調達を行うこととし、

厳格な審査により真に必要な事業に貸し付けること 

・市場原理との調和の観点から資産負債管理（ALM）の進展を図ること 

などの抜本的な財政投融資改革が行われ、この際、昭和 26 年に設置された「資金運用部資

金」の名称が現在の「財政融資資金」へと変更されました。 

 

②  投資勘定は、昭和 28 年に設置された産業投資特別会計を前身としており、産業の開発、

貿易の振興を目的とした投資に関する経理を行っています。 

また、投資勘定においては、資金繰りの柔軟性を確保し、安定的・機動的に投資資金を供

給するため、同勘定での財源留保及び借入れ等を可能とする改正法案（特別会計に関する法

律の一部を改正する法律案）を令和７年通常国会（第 217 回）に提出しました。同法案は、

令和７年 5 月 16 日に成立し、令和 8 年 4 月 1 日から施行される予定です。 

 

③  特定国有財産整備勘定は、庁舎等その他の施設の用に供する特定の国有財産（公共用財産

等及び他の特別会計に属するものを除く。）の使用の効率化と配置の適正化を図るために定

められる特定国有財産整備計画の実施による特定の国有財産の取得及び処分に関する経理を

行うために設けられた特定国有財産整備特別会計が平成 21 年度末で廃止されたことに伴

い、同年度末までに策定されていた事業で完了していない事業の経理を行うため、平成 22

年度から当該事業が完了する年度までの間の経過措置として設けられています。なお、事業

完了後の残余財産は一般会計に承継予定です。 
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財財政政投投融融資資特特別別会会計計（（財財政政融融資資資資金金勘勘定定・・投投資資勘勘定定））のの仕仕組組みみ  
  

財政投融資とは、国の投融資活動であり、その資金供給方法は財政融資、産業投資などに分け

られます。 

財政融資とは、財投債（国債）の発行により調達された資金などによって構成されている財政

融資資金を活用し、国の特別会計や地方公共団体、政府関係機関、独立行政法人などに対し、長

期・固定・低利で行われる融資です。財政融資の対象は、政策的必要性が高く、かつ償還確実性

のある事業となります。この財政融資資金の運用に関する経理を財政融資資金勘定で行っていま

す。 

産業投資とは、ＮＴＴ株、ＪＴ株の配当金などを原資として行う、産業の開発及び貿易振興の

ための投資（主として出資）です。政策的必要性が高く、リターンが期待できるものの、リスク

が高く、民間だけでは十分に資金が供給されない事業に対して、投資により資金を供給していま

す。この産業投資に関する経理を投資勘定で行っています。 

財政投融資は中小企業・小規模事業者の資金繰り支援や奨学金の貸与、インフラの海外展開支

援など、様々な分野において活用され、我が国の国民生活や経済成長に貢献しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

償還・
利払い

財投債の
発行

財政融資
資金勘定市場

政策的必要性が高く、かつ、償還
確実性のある事業

ＮＴＴ、ＪＴ等

投資勘定

政策的必要性が高く、リターンが
期待できるものの、リスクが高く民
間だけでは十分に資金が供給さ
れない事業

中小零細
企業

教育

社会福祉

資源探鉱
・開　発

海外インフラ 研究開発

財政融資資金

資金運用収入

財政融資資金
へ繰入

財政融資資金
より受入

回収

貸付

出資・貸付

回収・リターン

配当金等

 

財財政政投投融融資資特特別別会会計計（（財財政政融融資資資資金金勘勘定定・・投投資資勘勘定定））のの仕仕組組みみ  
  

財政投融資とは、国の投融資活動であり、その資金供給方法は財政融資、産業投資などに分け

られます。 

財政融資とは、財投債（国債）の発行により調達された資金などによって構成されている財政

融資資金を活用し、国の特別会計や地方公共団体、政府関係機関、独立行政法人などに対し、長

期・固定・低利で行われる融資です。財政融資の対象は、政策的必要性が高く、かつ償還確実性

のある事業となります。この財政融資資金の運用に関する経理を財政融資資金勘定で行っていま

す。 

産業投資とは、ＮＴＴ株、ＪＴ株の配当金などを原資として行う、産業の開発及び貿易振興の

ための投資（主として出資）です。政策的必要性が高く、リターンが期待できるものの、リスク

が高く、民間だけでは十分に資金が供給されない事業に対して、投資により資金を供給していま

す。この産業投資に関する経理を投資勘定で行っています。 

財政投融資は中小企業・小規模事業者の資金繰り支援や奨学金の貸与、インフラの海外展開支

援など、様々な分野において活用され、我が国の国民生活や経済成長に貢献しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

償還・
利払い

財投債の
発行

財政融資
資金勘定市場

政策的必要性が高く、かつ、償還
確実性のある事業

ＮＴＴ、ＪＴ等

投資勘定

政策的必要性が高く、リターンが
期待できるものの、リスクが高く民
間だけでは十分に資金が供給さ
れない事業

中小零細
企業

教育

社会福祉

資源探鉱
・開　発

海外インフラ 研究開発

財政融資資金

資金運用収入

財政融資資金
へ繰入

財政融資資金
より受入

回収

貸付

出資・貸付

回収・リターン

配当金等
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（（２２））具具体体的的なな事事業業のの内内容容  

財政投融資特別会計は、財政融資資金勘定、投資勘定及び特定国有財産整備勘定に区分され、  

これらのうち、財政融資資金勘定及び投資勘定は、それぞれ以下の事業等に関する経理を行いま

す。 

  

①①  財財政政融融資資資資金金勘勘定定  

当勘定では、財政融資資金の資金運用収入や公債金（財投債）を主な歳入とし、財投債の

償還・利払い（国債整理基金特別会計への繰入れ）や財政融資を行うための財政融資資金へ

の繰入れを主な歳出としています。 

財政融資資金は、財投債などにより資金調達を行い、財投事業を行う機関に対する長期・

固定・低利の貸付けを通じて、社会資本整備、事業者支援、インフラ海外展開支援、教育、

社会福祉関係等様々な分野で経済社会に貢献しています。 

 

（令和７年度の主な財政融資の内容） 

令和 7 年度は、主に以下の取組に対して財政融資を措置しております。 

・（株）日本政策金融公庫（国民一般向け・中小企業者向け）（JFC） 

地域の文化・芸術・スポーツを含む各分野での社会課題解決を目指す中小企業・小規

模事業者への資金繰り支援を中心として、地方創生に向けた様々な取組を引き続き実施

するため、必要な資金を供給 

・（株）日本政策金融公庫（農林水産業者向け）（JFC） 

生産性向上を目的とした設備投資等の資金需要に的確に対応し、農林水産業を展開す

る地域の担い手等への支援、自然災害や社会的・経済的環境変化等の影響を受けた農林

漁業者の経営の維持安定のために、必要な資金を供給 

・（独）国際協力機構（JICA） 

日本の高い技術・ノウハウを活用した質の高いインフラ輸出等の支援を行う「円借款」、

気候変動対策推進・食料安全保障対応・金融包摂促進に資する取組等を支援する「海外

投融資」により、開発途上国の社会経済の安定や、グローバルサウス諸国との連携強化

の促進等に貢献するための資金を供給 

・（独）日本学生支援機構（JASSO） 

主に有利子奨学金の貸与事業に関し、進学意欲がある学生を支援するため、貸与基準を

満たす希望者全員の貸与に必要な資金、令和７年度においては、「授業料後払い制度」の

財源として、必要な資金を供給 

・地方公共団体 

住民生活に密着した社会資本整備や災害復旧等のニーズに対応するため、地方債計画

に基づき、地方公共団体へ財政融資資金を供給 

 

②②  投投資資勘勘定定  

当勘定では、投資先からのリターンを再投資に回す仕組みの下、（株）国際協力銀行からの

国庫納付金や当勘定が保有する NTT 株、JT 株の配当金などを主な歳入とし、産業投資支出

を主な歳出としています。 
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産業投資は、産業の開発及び貿易の振興を目的としており、政策的必要性が高く、リターン

が期待できるものの、リスクが高く民間だけでは十分に資金が供給されない分野に民間資金の

呼び水・補完としてのエクイティ性資金等を供給する産投機関に対する出資及び貸付を行って

います。 

  

（令和７年度の主な産業投資の内容） 

令和７年度は、主に以下の取組を支援しております。 

・（独）エネルギー・金属鉱物資源機構 （JOGMEC） 

経済安全保障やカーボンニュートラルへの円滑な移行の推進等の観点から、我が国へ

の天然ガス、水素等及び金属鉱物資源等の安定的な供給確保等に取り組む企業を支援す

るための資金を供給 

・（株）国際協力銀行（JBIC） 

経済安全保障環境の変化やグローバルサウス諸国との関係強化のニーズ拡大を踏まえ、

重要物資等のサプライチェーン強靱化、日本企業の国際競争力強化、諸外国におけるカー

ボンニュートラルに資する取組等を支援するための資金を供給 

・（株）産業革新投資機構（JIC） 

リスクマネー供給が不足しているディープテックやライフサイエンス分野のスタート

アップ企業等への投資や、⺠間のみでは対応が難しい中⻑期の成⻑投資や業界再編等に

取り組む企業、地方創生の観点から地方のスタートアップ等へリスクマネーを供給 

・（株）日本政策投資銀行（DBJ） 

インフラ事業や製造業を中心に、民間資金だけでは十分な対応が困難な長期資金を供

給するとともに、 

各地域において、地域金融機関との協働や情報発信等により潜在的な資金需要創出を

図るとともに、GX 推進、サプライチェーン強靱化・インフラ高度化、スタートアップ

投資に係るリスクマネー供給を推進するなど、地方創生向けの資金を供給 

 

 

上記の財政融資と産業投資については、政府保証とともに、その予定額を財投機関ごとに取

りまとめた財政投融資計画を、毎年の通常国会において、特別会計予算の添付資料として国会

に提出しています。 

（注）財政投融資計画には、「財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律（長期運用法）」（昭 48

法 7）第 5 条に基づき、財政融資のうち期間 5 年以上のもの、産業投資のうち出資及び期間 5 年以上の貸

付け、政府保証のうち期間 5 年以上のものを計上しています。 

 

（参考）特定国有財産整備勘定 

当勘定では、いわゆるスクラップ・アンド・ビルドの考え方に基づき、当初整備費を借入金等で賄い、施設完

成後、この事業の実施に伴い不用となった財産の処分により借入金等を償還しています。完成後の施設は、一般

会計に無償で引き渡すこととされています。 

特定国有財産整備特別会計が平成 21 年度末をもって廃止されたことに伴い、平成 21 年度までに策定されて

いた事業で未完了であった 185 事業について、経過的に当勘定にて経理を行っており、令和６年度末における未

完了の事業は３事業となっています。 

なお、平成 22 年度以降に新規で計画策定した事業については、一般会計にて経理を行っています。 
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財財政政投投融融資資特特別別会会計計のの財財務務のの健健全全性性確確保保  

 

○ 資産負債管理（ＡＬＭ） 

財政融資資金においては、資金の運用（貸付けなど）と調達（財投債など）の間の期間の

ミスマッチに起因する金利変動リスクが存在しています。このリスクを低減させるため、的

確な資産負債管理（ALM）に努め、貸付金などの資産と財投債などの負債のキャッシュフロ

ーから生じるギャップ（差）の解消に取り組んでいます。 

 

○ 積立金（金利変動準備金） 

財政投融資改革後の ALM によって、財政融資資金の金利変動リスクは次第に減少してき

ましたが、貸付けの大半が均等償還型のキャッシュフローであるのに対し、財投債が限られ

た年限での満期一括償還型のキャッシュフローであることなどから、現在でも一定の金利変

動リスクが存在します。 

そこで、財政投融資特別会計が長期にわたり安定的な活動を行っていくことができるよう、

利益が発生した場合には積立金（金利変動準備金）としてこれを積み立て、将来生じうる損

失に備えることとしています。 
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（（３３））特特別別会会計計のの現現状状  
 

①①  歳歳入入歳歳出出予予算算（（令令和和７７年年度度当当初初予予算算））  

①① 財財政政融融資資資資金金勘勘定定  

 

②② 投投資資勘勘定定  

 

 

 
 

 

 

（単位：億円） 

【 歳入 】               【 歳出 】 

（注）地方公共団体金融機構の納付金 2,０00 億円については、地方の財源不足の補塡に充てるために 2,000

億円を交付税及び譲与税配付金特別会計へ特例的に繰り入れることとしているため、上記の歳入・歳出に

含んでいません。 

 なお、これを含む歳入・歳出の総額はそれぞれ 8,518 億円です。 

【 歳入 】               【 歳出 】 

（単位：億円） 
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③③ 特特定定国国有有財財産産整整備備勘勘定定  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）歳入歳出差額が、364 億円ありますが、これは、特定国有財産整備計画の実施により不用となる跡地等の売

払収入等（歳入）が新施設の整備費等（歳出）を上回る見込みであることによるものです。 

 この歳入歳出差額は、「前年度剰余金受入」として翌年度の歳入に繰り入れ、翌年度の歳出に充てることとし

ています。 

○○歳歳入入総総額額、、歳歳出出総総額額、、（（参参考考））歳歳出出純純計計額額   （単位：億円） 

勘勘定定  歳歳入入総総額額  歳歳出出総総額額  （（参参考考））歳歳出出純純計計額額  

財政融資資金勘定 216,382   

（▲42,587） 

216,382  

（▲42,587） 

103,203 

（＋6） 

投資勘定 8,518  

（＋1,156） 

8,518   

（＋1,156） 

4,803   

（＋46） 

特定国有財産整備勘定 404（▲115） 41（▲42） 41（▲42） 

特別会計合計 
225,304  

（▲41,546） 

224,941  

（▲41,474） 

108,046  

（＋10） 
 

○○財財政政融融資資資資金金勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                   （単位：億円）

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

資金運用収入   9,589  

（＋72） 
財政融資資金の運用による利子収入等見込額 

公債金 100,000  

（－） 

財政融資資金の貸付財源に充てるため発行する財投債の

収入見込額 

財政融資資金より

受入 

105,572  

（▲42,994） 

財投債の償還財源の財政融資資金からの受入見込額（償

還期限を迎える財投債の減少に伴う減） 

積立金より受入 661  

（＋324） 

「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源

の確保に関する特別措置法」附則第 2 条第 1 項の規定に

よる積立金からの受入見込額 

雑収入 560（＋10） 公債に係る経過利子の受入見込額等 

合計 
216,382  

（▲42,58７） 

 

 

 

【 歳入 】 【 歳出 】 （単位：億円） 
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（歳出） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

財政融資資金へ繰入 100,000（－） 公債金の発行収入金の財政融資資金への繰入れ 

事務取扱費 74（＋0） 事務取扱いに要する人件費、事務費等 

諸支出金 4,418  

（＋62） 

他の特別会計の積立金等の預託金に対する利子の支払等 

公債等事務取扱費 

一般会計へ繰入 

0（▲0） 公債（財投債）等の発行及び償還に要する事務取扱費の額

に相当する金額の一般会計への繰入れ 

国債整理基金特別会

計へ繰入 

111,890 

（▲42,649） 

公債（財投債）償還金及び利子等の支払財源に充てるため

の国債整理基金特別会計への繰入れ（償還期限を迎える

財投債の減少等に伴う減） 

予備費 1（－） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 
216,382  

（▲42,587） 

 

 

○○投投資資勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                        （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

償還金収入 195（▲26） 貸付金の償還見込額 

利子収入 4（＋4） 貸付金の利子収入見込額等 

納付金 2,230  

（▲348） 

（株）国際協力銀行及び地方公共団体金融機構等から納付

される納付金の受入見込額 

配当金収入 2,352 

（＋46） 

政府出資金に対する配当金の収入見込額 

出資回収金収入 152  

（▲869） 

「株式会社日本政策投資銀行法」（平 19 法 85）等に基づ

く出資回収金の受入見込額 

雑収入 0（＋0） 国有財産の売払い等による収入見込額 

前年度剰余金受入 3,584  

（＋2,350） 

前年度の決算上の剰余金見込額 

合計 
8,518 

（＋1,156） 
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（歳出） 
 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

産業投資支出 4,799  

（＋52） 

産業の開発及び貿易の振興のために行う投資 

事務取扱費等 3（▲6） 事務取扱いに必要な人件費、事務費等 

一般会計へ繰入 282  

（▲23） 

特別会計法に基づく一般会計への繰入れ 

地方公共団体金融機

構納付金収入 

交付税及び譲与税配

付金特別会計へ繰入 

2,000  

（▲300） 

特別会計法に基づく地方交付税交付金の財源に充てるため

の交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入れ 

先端半導体・人工知能

関連技術対策エネルギ

ー対策特別会計へ繰

入 

1,433  

（皆増） 

「情報処理の促進に関する法律」（昭 45 法 90）に基づく

先端半導体・人工知能関連技術措置に要する費用の財源に

充てるためのエネルギー対策特別会計先端半導体・人工知

能関連技術勘定への繰入れ 

予備費 1（－） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 
8,518  

 （＋1,156） 
 

 

○○特特定定国国有有財財産産整整備備勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                 （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

国有財産売払収入 24  

（▲88） 

「国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法」（昭 32 法

115）第 5 条に規定する特定国有財産整備計画の実施によ

る特定の国有財産の処分収入見込額（大口の処分財産が減

少したことによる減） 

雑収入 0（▲0） 特定の国有財産の一時使用料等の収入見込額等 

前年度剰余金受入 380  

（▲27） 

前年度の決算上の剰余金見込額 

合計 404（▲115）  

 

（歳出） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

特定国有財産整備費 37  

（▲40） 

「国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法」（昭32法

115）第 5 条の規定による特定の国有財産の整備（整備事

業の進捗に伴う減） 

事務取扱費 4（▲2） 事務取扱いに必要な事務費等 

特定国有財産の取得及び処分に必要な手数料等 

合計 41（▲42）  
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②②  剰剰余余金金  

令令和和 66 年年度度決決算算  

（単位：億円、単位未満切捨） 

勘勘定定  収収納納済済歳歳入入額額  支支出出済済歳歳出出額額  剰剰余余金金  
翌翌年年度度  

歳歳入入繰繰入入  
積積立立金金積積立立  
資資金金組組入入  

一一般般会会計計へへ  
繰繰入入  

財政融資資金勘定 229,836 229,611 225 － 225 － 

投資勘定 8,685 4,636 4,049 4,049 － － 

特定国有財産整備勘定 371 76 295 295 － － 

特別会計合計 238,894 234,323 4,570 4,345 225 － 

令和 6 年度決算における剰余金は、財政投融資特別会計全体で 4,570 億円です。 

＜＜財財政政融融資資資資金金勘勘定定＞＞  

財政融資資金勘定の令和６年度決算における剰余金は、225 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

償還期限を迎えた財投債の償還財源として財政融資資金から受け入れた額が、財投債償還額を

上回ったことによるものです。 

（剰余金の処理の方法） 

特別会計法第 58 条第１項の規定により、積立金として積み立てました。 
 

＜＜投投資資勘勘定定＞＞  

投資勘定の令和６年度決算における剰余金は、4,049 億円です。 

（剰余金が生じた理由）  

株式売却収入などの歳入が予定を上回ったことや、産業投資支出が予定を下回ったことなどに

よるものです。 

これは、令和６年度補正予算において見込まれていた歳入における当初予算額からの上振れ等

に伴う歳入歳出差額（2,566 億円）に加え、株式売却収入があったことによる増（203 億円）

や、産業投資支出の不用額（753 億円）及び翌年度繰越額（390 億円）が生じたこと等による

ものです。  

（剰余金の処理の方法）  

特別会計法第 8 条第 1 項の規定により、翌年度の歳入に繰り入れました。 
 

＜＜特特定定国国有有財財産産整整備備勘勘定定＞＞  

特定国有財産整備勘定の令和 6 年度決算における剰余金は、295 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

歳出において事務取扱費を要することが少なかったこと（４億円）等によるものです。 

なお、特定国有財産整備計画は、新施設整備により不用となる跡地の売払収入をもって新施設

を取得することを目的とするものですが、当該計画は複数年度にわたるものであることから、そ

の収支は必ずしも同一年度において均衡するものではありません。各年度予算においては、その

収支に不足が見込まれる場合、これを借入金等により補い、また、超過が見込まれる場合には、

剰余金として翌年度以降の歳出に充てることとしています。 

（剰余金の処理の方法） 

将来の PFI 割賦金の支払いなどに充てるため、特別会計法附則第 67 条第 3 項において読み

替えられた特別会計法第 8 条第 1 項の規定により、翌年度の歳入に繰り入れました。 
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③③  積積立立金金等等    
 

金金利利変変動動準準備備金金（（財財政政融融資資資資金金勘勘定定））  

①① 金金利利変変動動準準備備金金のの残残高高                                                （単位：億円） 

令令和和 77 年年度度末末（（予予定定））  

（（令令和和 77 年年度度予予算算））  

令令和和 66 年年度度末末  

（（令令和和 66 年年度度決決算算処処理理後後））  

令令和和 55 年年度度末末  

（（令令和和 55 年年度度決決算算処処理理後後））  

9,645 9,779 10,170 

（注）特別会計法第 58 条第１項の規定により積み立てられた積立金の残高は、令和５年度末では 8,507 億円、

令和６年度末では 8,732 億円、令和７年度末（予定）では 7,712 億円です。なお、積立金は、現金主義に

基づく金額であり、金利変動準備金は、企業会計原則に準拠した発生主義に基づく金額です。 

 

②② 金金利利変変動動準準備備金金のの目目的的  

毎会計年度の損益計算上に利益が生じた場合、金利変動準備金として積み立て、将来の金利

変動による損失に備えることとされています。 

 

③③ 金金利利変変動動準準備備金金のの上上限限  

金利変動準備金の準備率の上限は、将来大幅な金利変動が生じたとしても財務の健全性を保

つことができる水準として設定されています。 

その具体的な水準は、平成 19 年度で郵便貯金及び年金に対する預託金の払戻しがほぼ終了

し、金利変動リスクが相当程度減少したこと等を勘案し、財政制度等審議会財政投融資分科会

における意見を踏まえて検討した結果、平成 20 年度より、従前の総資産の 100／1000 か

ら総資産の 50／1000 に引き下げています。 

この準備率の上限を超える部分については、原則として、国債残高の圧縮のために国債整理

基金特別会計に繰り入れることとされています。しかし、平成 18 年度以降は、厳しい財政事

情に鑑み、臨時的・特例的な措置として、一般会計及び国債整理基金特別会計への繰入れを行

っています。さらに平成 24 年度から平成 27 年度にかけては、復興債の償還財源として国債

整理基金特別会計へ、令和５年度には防衛財源として一般会計へ繰り入れています（P75、76

参照）。 

 

（参考） 

投資勘定において、投資財源の不足を補足するための原資を確保する趣旨から、昭和 31 年度に投資財源資金が

設置されていますが、平成 21 年度末以降残高はない状況となっています。 
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財財政政投投融融資資特特別別会会計計かからら一一般般会会計計及及びび国国債債整整理理基基金金特特別別会会計計へへのの繰繰入入れれ 
 

○ 一般会計などへの繰入れ 

現行の特別会計法では、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の金利変動準備金の準備率の

上限（現行：総資産の 50/1000）を超える部分については、国債整理基金特別会計に繰り入

れることができることとされています。これは、財政投融資特別会計がストックである積立金

を繰入れ対象としたことから、過去のストックである負債の圧縮に充てるため、国債償還財源

として国債整理基金特別会計に繰り入れることができるとしたものです。 

国債整理基金特別会計への繰入れ規定のなかった平成 18 年度には、厳しい財政事情に鑑

み、臨時的・特例的な措置として、特例法により、12 兆円を国債整理基金特別会計に繰り入

れました。加えて、平成 20 年度に 4 兆 1,580 億円、平成 21 年度に 7 兆 3,350 億円、平

成 22 年度に 4 兆 7,541 億円、平成 23 年度に１兆 588 億円を、それぞれ特例法により、

一般会計に繰り入れました。なお、平成 23 年度の一般会計への繰入れは、東日本大震災への

対応に活用されました。 

また、平成 20 年度には、金利変動準備金の準備率の上限の引下げ（100/1000→

50/1000）に伴い、特別会計法の規定により、7 兆 1,600 億円を国債整理基金特別会計に

繰り入れました。 

 

○ 復興財源への貢献 

「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措

置法」（平 23 法 117）の規定により、平成 24 年度から平成 27 年度までの間、財政投融資

特別会計財政融資資金勘定の積立金を復興債の償還財源として、国債整理基金特別会計へ繰入

れできることとされ、平成 24 年度に 9,967 億円、平成 25 年度に 6,967 億円、平成 27

年度に 5,500 億円を繰り入れました。 

また、「平成 28 年度以降 5 年間を含む復興期間の復旧・復興事業の規模と財源について」

（平成 27 年 6 月 30 日閣議決定）を受け、平成 27 年度に財政融資資金勘定から 2,000 億

円、平成 28 年度に投資勘定から 2,783 億円、平成 29 年度に投資勘定から 554 億円、平

成 30 年度に投資勘定から 634 億円の総額 5,971 億円を一般会計と国債整理基金特別会計

に繰り入れました。 

 

 

■平成 27 年 6 月 30 日の閣議決定に基づく財政投融資特別会計からの復興財源貢献について 

 

H27 H28 H29 H30 H27～H30 合計 

2,000 億円 2,783 億円 554 億円 634 億円 
5,971 億円 

（融資勘定） （投資勘定） （投資勘定） （投資勘定） 

（注）単位未満は四捨五入。    
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○ 防衛財源への貢献 

令和５年度において、「『我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関す

る特別措置法』（令和５法 69。以下、「防衛財源確保法」という。）に基づく防衛力整備計画対

象経費の財源又は防衛力強化資金への繰入れの財源」（以下、「防衛財源」という。）を確保す

るため、財政融資資金勘定の財務の健全性を確保しつつ最大限の貢献を行う観点から、特別の

措置として、同法の規定により同勘定の積立金から2,000億円を一般会計に繰り入れました。 

また、投資勘定においても、特別会計法の規定により、令和５年度に 4,367 億円を一般会

計に繰り入れました。 

 

○ 一般会計などへの繰入れと財政投融資特別会計（財政融資資金勘定）の財務の健全性 

このように、平成 18 年度以降、積立金を臨時的・特例的に一般会計及び国債整理基金特別

会計へ繰り入れた結果、金利変動等に対する対応余力が低下しています。 

令和２年度から令和 4 年度にかけて歳入歳出決算上不足が生じ、積立金から補てんする状

況にありました。今後数年にわたり当該状況は続く見通しであるため、防衛財源確保法附則第

２条により、令和 5 年度から令和 14 年度までの間、財政融資資金勘定の健全な運営を確保

するため、予算で定めるところにより、積立金から同勘定の歳入に繰り入れることができるこ

ととされました。 

今後、財政投融資特別会計が長期にわたり安定的な活動を行っていくことができるよう、将

来生じうる損失への備えについて、十分留意する必要があります。 
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④④  資資産産及及びび負負債債（（令令和和５５年年度度特特別別会会計計財財務務書書類類））  
 
 

財財政政投投融融資資特特別別会会計計財財政政融融資資資資金金勘勘定定貸貸借借対対照照表表  （単位：億円、単位未満切捨） 

 

 

 

 

主な資産は、政策金融機関、独立行政法人、地方公共団体や他の特別会計などへ貸し付けてい

る「貸付金」です。 

主な負債は、貸付金の財源となる「公債」（財投債）や他の特別会計などからの「預託金」で

す。 

資産・負債差額は、金利変動準備金に本年度利益を加えた額（決算処理後の金利変動準備金）

に相当します。 

   

≪4年度≫ ≪5年度≫ ＜ 資 産 の 部 ＞ ＜ 負 債 の 部 ＞ ≪5年度≫ ≪4年度≫

未 払 金 0 0

未 払 費 用 1,125 1,167

預 り 金 44 17

703 751 未 収 収 益 賞 与 引 当 金 2 2

退職給付引当金 28 28

他会計繰戻未済金 4 4

負 債 合 計 1,325,097 1,364,454

0 0 有 形 固 定 資 産

36 32 無 形 固 定 資 産

1,376,954 1,335,269 資 産 合 計 1,335,269 1,376,954

66,156 67,015 現 金 ・ 預 金

1,310,058 1,267,469 貸 付 金

資産・負債差額 10,172 12,500

公 債 945,209 1,008,790

預 託 金 378,682 354,443

負債及び資産・負債差額合計
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財財政政投投融融資資特特別別会会計計投投資資勘勘定定貸貸借借対対照照表表 （単位：億円、単位未満切捨） 

 

 

 

 

 

主な資産は、NTT や（株）日本政策投資銀行などへの出資金です。 

当勘定においては、（株）国際協力銀行の国庫納付金や NTT 株、JT 株等の配当金などを原資

として産業投資（出資及び貸付け）に充てており、負債はわずかしか存在しないことから、「資

産」≒「資産・負債差額」となっています。 

   

≪４年度≫ ≪５年度≫ ＜ 資 産 の 部 ＞ ＜ 負 債 の 部 ＞ ≪５年度≫ ≪４年度≫

6,798 3,336 現金・預金 未 払 金 0 0

(1) (106) 　　うち政府預金 賞 与 引 当 金 0 0

(6,797) (3,230) 　　うち財投預託金 退職給付引当金 0 0

0 0 た な 卸 資 産 負 債 合 計 0 0

0 0 未 収 収 益

571 430 貸 付 金

0 0 無 形 固 定 資 産

170,447 184,759 資 産 合 計 184,759 170,447

170,447
163,077 180,992 出 資 金

資産・負債差額 184,759

負債及び資産・負債差額合計
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財財政政投投融融資資特特別別会会計計特特定定国国有有財財産産整整備備勘勘定定貸貸借借対対照照表表  （単位：億円、単位未満切捨） 

  

  

 

 

主な資産は旧施設であり、新施設整備終了後一般会計から引き継がれた「販売用不動産」が298

億円、引き継ぎ未済の「一般会計からの未引受不動産」が 343 億円となっています。 

主な負債は、PFI 事業により整備した新施設の整備費の未払額である「未払金」です。この「未

払金」には、契約済の「国庫債務負担行為による翌年度以降に係る支出予定額」339 億円（令和

5 年度末）のうち完成済 PFI 事案に係るもののみが計上されています。 

資産・負債差額は、旧施設の売払いに際して売払収入がたな卸資産価格（台帳価格）を上回っ

たことや、上記のとおり「未払金」が施設完成後まで計上されないこと等により発生したもので

す。このため、5 年度末時点では資産が負債を上回る結果となっています。 

   

≪4年度≫ ≪5年度≫ ＜ 資 産 の 部 ＞ ＜ 負 債 の 部 ＞ ≪5年度≫ ≪4年度≫

そ の 他 の 債 務 等 8 31

523 377 た な 卸 資 産

189 78 仕掛品

334 298 販売用不動産 負 債 合 計 337 447

- - 未 収 金

239 343 その他の債権等
239 343 一般会計からの

未引受不動産

0 0 有 形 固 定 資 産

1,266 1,081 資 産 合 計 負債及び資産・負債差額合計 1,081 1,266

31

資産・負債差額 744 819

503 360 現　金　・　預　金 未 払 金 329 415

一般会計からの
受入不動産見返り

8
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（（４４））事事務務及及びび事事業業のの効効率率化化・・財財務務にに関関すするる情情報報のの透透明明化化のの取取組組みみ等等  

 

予算編成・執行プロセスの抜本的な透明化・可視化は重要な課題であり、財政投融資につい

てもこれに積極的に取り組むこととしています。 

具体的には、財政投融資の対象事業の適正な執行の確保、財務の健全性の維持のために、実

地監査や地方公共団体の財務状況把握に取り組むことで、財投機関に対するチェック機能の充

実を図っています。 

 

 

 

財政投融資特別会計についての問い合わせ先 

（財政融資資金勘定） 

財務省理財局財政投融資総括課 電話番号 03-3581-4111 （内線 5241） 

（投資勘定） 

財務省理財局財政投融資総括課 電話番号 03-3581-4111 （内線 2587）  

（特定国有財産整備勘定） 

財務省理財局国有財産調整課  電話番号 03-3581-4111 （内線 69406） 
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６６．．エエネネルルギギーー対対策策特特別別会会計計  
 

（（１１））概概要要  
 

エネルギー対策特別会計は、行政改革推進法に基づき、平成 19 年度に、石油及びエネルギ

ー需給構造高度化対策特別会計と電源開発促進対策特別会計を統合し、エネルギー対策に関す

る経理を明確にするために設置された特別会計であり、エネルギー需給勘定、電源開発促進勘

定、原子力損害賠償支援勘定及び先端半導体・人工知能関連技術勘定に区分経理されていま

す。 

エネルギー需給勘定は、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計で行われていた業

務を承継する勘定です。当初、昭和 42 年に石炭鉱業の安定対策実施等のために設置され（当

時は石炭対策特別会計）、昭和 47 年に石油対策の追加、昭和 55 年に石油代替エネルギー対策

の追加、平成 13 年には石炭対策廃止などの制度改正を実施してきたところです。 

また、電源開発促進勘定は、電源開発促進対策特別会計で行われていた業務を承継する勘定

です。当初、昭和 49 年に電源立地を促進することを目的とし、電源開発促進税の創設と合わ

せて設置され、昭和 55 年に石油代替エネルギーによる発電促進のための電源多様化対策を追

加、平成 15 年に新エネルギー事業を石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に一元

化、平成 24 年に原子力安全規制のための原子力安全規制対策を設置するなどの制度改正を実

施してきたところです。 

さらに、原子力損害賠償支援勘定は、「原子力損害賠償支援機構法」（平 23 法 94）（注）の規

定により行う原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施を確保するための財政上の措置を行うこ

とを目的とし、平成 23 年に設置された勘定です。 

加えて、先端半導体・人工知能関連技術勘定は、「AI・半導体産業基盤強化フレーム」として

令和 12 年度までに合計 10 兆円以上の半導体・AI 分野への公的支援を行うところ、当該支援

に係る経理を明確化するために、令和７年に設置された勘定です。 

なお、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」（令５法 32）の規定によ

り、令和 5 年度から令和 14 年度までの各年度に限り、エネルギー需給勘定の負担において、脱

炭素成長型経済構造移行債（GX 経済移行債）を発行できることとされているとともに、「情報処

理の促進に関する法律」（昭 45 法 90）の規定により、令和７年度から令和 12 年度までの各年

度に限り、先端半導体・人工知能関連技術勘定の負担において、先端半導体・人工知能関連技術

債を発行できることとされています。 

 

（注）原子力損害賠償支援機構を改組し、同機構に事故炉の廃炉支援業務を担わせるため、平成 26 年通常国会に

「原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案」を提出し、同年 5 月 14 日に成立、同年 8 月 18 日

から施行しました。これに伴い、同機構の名称は「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」に変更され、法律名も

「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」に変更されました。 
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エエネネルルギギーー対対策策特特別別会会計計のの仕仕組組みみ  
  

エネルギー対策特別会計のうち石油石炭税を財源とするエネルギー需給勘定と、電源開発促進

税を財源とする電源開発促進勘定は、それぞれの税収を全て一般会計に計上した上で、必要額を

特別会計に繰り入れる仕組みとなっています。なお、GX 経済移行債の発行収入金は、全額をエ

ネルギー需給勘定に計上した上で、必要額を電源開発促進勘定及び先端半導体・人工知能関連技

術勘定に繰り入れることとしています。 

 
 

 

（（２２））具具体体的的なな事事業業のの内内容容  

本特別会計は、エネルギー需給勘定、電源開発促進勘定、原子力損害賠償支援勘定及び先端

半導体・人工知能関連技術勘定に分かれ、それぞれ以下の業務に関する経理を行っています。 

①①  エエネネルルギギーー需需給給勘勘定定  

エネルギー需給勘定は、受益者負担の考え方に基づき行われる燃料安定供給対策及びエネ

ルギー需給構造高度化対策に関する政府の経理を明確にするために設置されています。 

  

（ア）燃料安定供給対策 

石油、天然ガス及び石炭の安定的かつ低廉な供給の確保を図るために、石油及び天然ガ

ス等の開発、石油及び LP ガス等の備蓄等の措置を講じています。 
 

＜＜令令和和７７年年度度予予算算ににおおけけるる主主なな事事業業＞＞  

○ 資源の安定的かつ安価な供給の確保 

－ 石油・天然ガス、石炭の権益確保の推進 

－ 石油・天然ガス等の国内資源開発の推進 等 

○ 強靱なエネルギーサプライチェーンの構築 

－ 製油所等の設備最適化や強靱化、地域における石油・ＬＰガス事業者の経営基盤強化 

－ 石油・LP ガス等の備蓄体制の整備 等    
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（イ）エネルギー需給構造高度化対策 

内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図る

ために、省エネルギー・再生可能エネルギー対策等の措置及びエネルギー起源 CO２排出抑

制対策などの措置を講じています。 
 

＜＜令令和和７７年年度度予予算算ににおおけけるる主主なな事事業業＞＞  

○ 再生可能エネルギーの主力電源化 

－ 最大限の導入拡大と国民負担抑制の両立の実現に向けた課題への対応（地熱・水力

等のポテンシャル調査・開発支援、コスト低減・系統制約の克服・事業化の促進に向

けた研究開発・実証、固定価格買取制度の適切な運用等） 

○ 徹底した省エネルギーの推進 

－ 産業、業務、家庭、運輸部門での省エネルギー対策の強化 等 

○ 水素・アンモニア社会の実現に向けた取組強化 

 － 水素・アンモニア需要の拡大と水素・アンモニア供給体制の構築（水素ステーショ

ンの戦略的整備や低コスト化に向けた研究開発、水素・アンモニアの製造・発電・利

用技術に対しての支援等） 

－ 水素還元製鉄等の革新的技術の研究開発・社会実装の加速に向けた支援【GX 経済

移行債を活用】 

○ 高効率火力発電の開発・活用加速化 

 

②②  電電源源開開発発促促進進勘勘定定  

電源開発促進勘定は、電力利用者の受益者負担の考え方に基づき行われる電源立地対策、

電源利用対策及び原子力安全規制対策に関する政府の経理を明確にするために設置されてい

ます。 

  

（ア）電源立地対策 

発電用施設周辺地域整備法の規定に基づく交付金の交付、その他の発電の用に供する施

設の設置及び運転の円滑化に資するための財政上の措置を講じています。 
 

＜＜令令和和７７年年度度予予算算ににおおけけるる主主なな事事業業＞＞  

○ 発電用施設等と国民・地域との共生 

－ 発電用施設等の立地地域に係る理解促進 

－ 公共用施設の整備等のハード事業や福祉対策措置等のソフト事業 等 

○ 放射線の影響や風評被害防止、原子力政策等に関する広報 

 － 放射線に関する知識の普及 

 － 立地地域等に関する経済支援広報 等 

 

（イ）電源利用対策 

発電用施設の利用の促進及び安全の確保並びに発電用施設による電気の供給の円滑化を

図るための財政上の措置を講じています。 
 

＜＜令令和和７７年年度度予予算算ににおおけけるる主主なな事事業業＞＞  

○ 原子力発電の安全基盤の構築 

－ 原子力発電所の安全対策高度化 

－ 原子力安全等のための人材育成 

－ 放射性廃棄物の処分に向けた取組 等 
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○ 核燃料サイクルの確立 

 － 使用済 MOX 燃料の再処理技術等に係る研究開発事業 等 

○ 次世代革新炉の実証炉に係る研究開発【GX 経済移行債を活用】 

 

（ウ）原子力安全規制対策 

原子力発電施設等に関する安全の確保を図るための措置を講じています。 
 

＜＜令令和和７７年年度度予予算算ににおおけけるる主主なな事事業業＞＞  

○ 東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓や国際基準を踏まえた原子力規制の継続的

改善 

 － 重大事故（シビアアクシデント）対策、地震・津波対策の規制高度化のための 

試験・研究 等 

○ 環境放射線モニタリングの充実・強化 

— 原子力発電施設等の周辺地域におけるモニタリングの実施及び支援 等 

○ 原子力防災対策の充実・強化 

－ 地方自治体が行う原子力防災対策に対する支援 等  

  

③③  原原子子力力損損害害賠賠償償支支援援勘勘定定  

原子力損害賠償支援勘定は、原子力損害賠償支援対策に関する政府の経理を明確にするた

めに設置されています。 

  

（ア）原子力損害賠償支援対策 

「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」の規定により行う原子力損害の賠償の迅速かつ

適切な実施を確保するための財政上の措置を講じています。 

原子力損害賠償は、原子力損害を生じさせた原子力事業者の責任において行われるとこ

ろ、賠償に必要となる資金繰りについては、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」に基づ

き、原子力損害賠償・廃炉等支援機構への交付国債の交付・償還により支援することとさ

れています。同機構の保有する交付国債の償還に係る費用の財源には、原子力損害賠償支

援勘定の原子力損害賠償支援証券及び借入金収入が充てられ、同証券及び借入金の元本分

は、同機構の国庫納付金（納付金は主に原子力事業者の負担金からなります）、利子分は、

一般会計からの原子力損害賠償支援勘定への繰入金を財源として償還されます。 
 

＜＜令令和和７７年年度度予予算算ににおおけけるる主主なな措措置置＞＞  

○ 借入金の償還等に必要な額の国債整理基金特別会計への繰入れ 等 

 

④④  先先端端半半導導体体・・人人工工知知能能関関連連技技術術勘勘定定  

先端半導体・人工知能関連技術勘定は、先端半導体・人工知能関連技術対策に関する政府

の経理を明確にするために設置されています。 
 

（ア）先端半導体・人工知能関連技術対策 

先端的な半導体やデータセンターに係る技術開発や設備投資及び AI 基盤モデルの開発等

を実施するための財政上の措置を講じています。 
 

＜＜令令和和７７年年度度予予算算ににおおけけるる主主なな事事業業＞＞  

○ 次世代半導体の量産等に向けた出資事業 

○ 先端半導体の設計・製造技術の開発、開発拠点の整備 
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○ AI 基盤モデルの開発 等 

 

（（３３））特特別別会会計計のの現現状状  
 

①①  歳歳入入歳歳出出予予算算（（令令和和７７年年度度当当初初予予算算））  
 

  

  

○○歳歳入入総総額額、、歳歳出出総総額額、、（（参参考考））歳歳出出純純計計額額    

勘勘定定  歳歳入入総総額額  歳歳出出総総額額  （（参参考考））歳歳出出純純計計額額  

エネルギー需給勘定 29,846 

（▲221） 

29,846 

（▲221） 

11,592 

（▲2,345） 

電源開発促進勘定 

 

4,209 

（＋308） 

4,209 

（＋308） 

4,209 

（＋308） 

原子力損害賠償支援勘定 121,693 

（▲4,297） 

121,693 

（▲4,297） 

0 

（＋0） 

先端半導体・人工知能関

連技術勘定 

3,328 

（皆増） 

3,328 

（皆増） 

3,328 

（皆増） 

特別会計合計 159,077 

（▲881） 

159,077 

（▲881） 

19,129 

（＋1,292） 

 

○○エエネネルルギギーー需需給給勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                  （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

一般会計より受入 4,565（▲196） 石油石炭税繰入相当額のうち、燃料安定供給対策及び

エネルギー需給構造高度化対策に要する費用の財源に

充てるための一般会計からの受入見込額 

【【  歳歳入入  】】 

（単位：億円） 

【【  歳歳出出  】】 
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脱炭素成長型経済

構造移行公債金 

7,258（＋625） 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する

施策に要する費用の財源に充てるための脱炭素成長型

経済構造移行債に係る公債金収入見込額 

石油証券及借入金

収入 

15,700（＋19） 国家備蓄石油の購入及び国家備蓄施設の設置に要する

費用の財源に充てるための石油証券並びに借入金収入

の見込額 

備蓄石油売払代 300（＋13） 国家備蓄石油の売払代収入の見込額 

雑収入 151（▲545） 石油公団承継株式配当金収入、雑入等の見込額 

脱炭素成長型経済

構造移行推進雑収

入 

0（－） 財政融資資金への預託金の利子収入、返納金等の見込

額 

前年度剰余金受入 1,872（▲137） 前年度の決算上の剰余金見込額 

脱炭素成長型経済

構造移行推進前年

度剰余金受入 

0（皆増） 前年度の決算上の剰余金見込額 

合計 29,846（▲221）  

 

（歳出） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

燃料安定供給対策

費 

2,777（＋9） ① 石油の備蓄の整備のための措置 

② 石油、可燃性天然ガス及び石炭資源の開発の促進

並びにこれらの生産及び流通の合理化のための施

策等 

エネルギー需給構

造高度化対策費 

2,632（▲187） ① 非化石エネルギーの開発・利用の促進及びエネル

ギー利用の高度化の促進のためにとられる施策 

② 内外におけるエネルギー起源二酸化炭素の排出の

抑制のためにとられる施策等           

脱炭素成長型経済

構造移行推進対策

費 

3,041（▲823） 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する

施策等 

国立研究開発法人

新エネルギー・産

業技術総合開発機

構運営費 

1,074（▲218） （国）新エネルギー・産業技術総合開発機構が行う業

務の財源に充てるための運営費交付金の交付 

脱炭素成長型経済

構造移行推進国立

研究開発法人新エ

ネルギー・産業技

術総合開発機構運

営費 

190（▲220） （国）新エネルギー・産業技術総合開発機構が行う研

究開発型スタートアップ支援事業の財源に充てるため

の運営費交付金の交付 

独立行政法人エネ

ルギー・金属鉱物

資源機構運営費 

424（＋60） （独）エネルギー・金属鉱物資源機構が行う業務の財

源に充てるための運営費交付金の交付 

独立行政法人エネ

ルギー・金属鉱物

資源機構出資 

594（▲562） （独）エネルギー・金属鉱物資源機構が行う石油・天

然ガス資源開発支援等に要する資金に充てるための出

資 

脱炭素成長型経済

構造移行推進機構

出資 

800（▲400） 脱炭素成長型経済構造移行推進機構が行う脱炭素成長

型経済構造への円滑な移行に資する事業活動支援等に

要する資金に充てるための出資 
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内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

事務取扱費 67（▲31） 事務取扱いに要する人件費、事務費等 

脱炭素成長型経済

構造移行推進 

電源開発促進勘定

へ繰入 

889（＋326） 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する

施策に要する費用の財源に充てるための電源開発促進

勘定への繰入れ 

石油石炭税財源エ

ネルギー需給構造

高度化対策費 

先端半導体・人工

知能関連技術勘定

へ繰入 

98（皆増） エネルギー需給構造高度化対策に要する費用の財源に

充てるための先端半導体・人工知能関連技術勘定への

繰入れ 

脱炭素成長型経済

構造移行推進 

先端半導体・人工

知能関連技術勘定

へ繰入 

1,797（皆増） 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する

施策に要する費用の財源に充てるための先端半導体・

人工知能関連技術勘定への繰入れ 

諸支出金 0（—） 過誤納に係る返納金等の払戻し 

脱炭素成長型経済

構造移行推進諸支

出金 

0（＋0） 過誤納に係る返納金等の払戻し 

融通証券等事務取

扱費 

一般会計へ繰入 

0（＋0） 石油証券の発行及び償還に要する事務取扱費の額に相

当する金額の一般会計への繰入れ 

脱炭素成長型経済

構造移行推進公債

事務取扱費 

一般会計へ繰入 

0（＋0） 脱炭素成長型経済構造移行債の発行及び償還に要する

事務取扱費の額に相当する金額の一般会計への繰入れ 

国債整理基金特別

会計へ繰入 

14,896（▲15） 借入金の償還金及び利子、石油証券の償還金及び利子

等の支払財源に充てるための国債整理基金特別会計へ

の繰入れ 

脱炭素成長型経済

構造移行推進 

国債整理基金特別

会計へ繰入 

541（▲54） 脱炭素成長型経済構造移行債の利子等の支払財源に充

てるための国債整理基金特別会計への繰入れ 

予備費 27（－） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 29,846（▲221）  

○○電電源源開開発発促促進進勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                  （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

一般会計より受入 3,106（▲33） 電源開発促進税繰入相当額のうち、電源立地対策、電

源利用対策及び原子力安全規制対策に要する費用の財

源に充てるための一般会計からの受入見込額 

脱炭素成長型経済

構造移行推進 

エネルギー需給勘

定より受入 

889（＋326） 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する

施策に要する費用の財源に充てるためのエネルギー需

給勘定からの受入見込額 

雑収入 13（▲1） 返納金、財政融資資金への預託金の利子収入見込額等 
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脱炭素成長型経済

構造移行推進雑収

入 

0（－） 財政融資資金への預託金の利子収入、返納金等の見込

額 

前年度剰余金受入 202（＋17） 前年度の決算上の剰余金見込額 

脱炭素成長型経済

構造移行推進前年

度剰余金受入 

0（皆増） 前年度の決算上の剰余金見込額 

合計 4,209（＋308）  

 

（歳出） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

電源立地対策費 1,734（＋26） 電源立地地域対策交付金の交付等 

電源利用対策費 131（▲35） ① 発電用施設の利用の促進及び安全の確保を図るための

措置 

② 発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための措

置等 

脱炭素成長型経済構造

移行推進対策費 

889（＋326） 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施

策等 

原子力安全規制対策費 252（▲15） 原子力発電施設等に関する安全の確保を図るための措置 

国立研究開発法人日本

原子力研究開発機構運

営費 

932（▲2） （国）日本原子力研究開発機構が行う業務の財源に充て

るための運営費交付金の交付 

事務取扱費 270（＋9） 事務取扱いに要する人件費、事務費等 

諸支出金 0（－） 過誤納に係る返納金等の払戻し 

脱炭素成長型経済構造

移行推進諸支出金 

0（＋0） 過誤納に係る返納金等の払戻し 

予備費 2（－） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 4,209（＋308）  
 

 

○○原原子子力力損損害害賠賠償償支支援援勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

原子力損害賠償支援資

金より受入 

428（＋385） 原子力損害賠償支援資金からの受入見込額 

原子力損害賠償支援証

券及借入金収入 

121,263  

（▲4,682） 

交付国債の償還金の支出に要する費用の財源に充てるた

めの民間からの借入金及び原子力損害賠償支援証券の収

入見込額 

原子力損害賠償・廃炉

等支援機構納付金収入 

0（－） 原子力損害賠償・廃炉等支援機構から納付される納付金

の受入見込額 

雑収入 0（＋0） 財政融資資金への預託金の利子収入見込額等 

前年度剰余金受入 ２（▲1） 前年度の決算上の剰余金見込額 

合計 121,693  

（▲4,297） 

 

 

（歳出） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

事務取扱費 0（＋0） 事務取扱いに要する事務費 
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内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

国債整理基金特別会

計へ繰入 

121,693 

（▲4,297） 

借入金の償還金及び利子、原子力損害賠償支援証券の償

還金及び利子等の支払財源に充てるための国債整理基金

特別会計への繰入れ 

合計 121,693  

（▲4,297） 

 

 
 

○○先先端端半半導導体体・・人人工工知知能能関関連連技技術術勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容           （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

財政投融資特別会計よ

り受入 

1,433 

（皆増） 

先端半導体・人工知能関連技術措置に要する費用の財源

に充てるための財政投融資特別会計投資勘定からの受入

見込額 

エネルギー需給構造高

度化対策財源 

エネルギー需給勘定よ

り受入 

98 

（皆増） 

エネルギー需給構造高度化対策に要する費用及び脱炭素

成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に要

する費用の財源に充てるためのエネルギー需給勘定から

の受入見込額 

脱炭素成長型経済構造

移行推進 

エネルギー需給勘定よ

り受入 

1,797 

（皆増） 

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施

策に要する費用の財源に充てるためのエネルギー需給勘

定からの受入見込額 

合計 3,328 

（皆増） 

 

 

（歳出） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

先端半導体・人工知

能関連技術対策費 

115 

（皆増） 

（国）新エネルギー・産業技術総合開発機構が行うポス

ト 5G 情報通信システム基盤強化研究開発事業に要する

費用に充てるための基金の造成に要する経費の補助 

脱炭素成⻑型経済構

造移行推進対策費 

1,797 

（皆増） 

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施

策等 

国⽴研究開発法人産

業技術総合研究所運

営費 

318 

（皆増） 

（国）産業技術総合研究所が行う先端半導体・人工知能

関連技術対策に係る業務の財源に充てるための運営費交

付金の交付 

エネルギー需給構造

高度化対策国⽴研究

開発法人新エネルギ

ー・産業技術総合開

発機構運営費 

98 

（皆増） 

（国）新エネルギー・産業技術総合開発機構が行う省エ

ネルギー半導体関連技術開発事業の財源に充てるための

運営費交付金の交付 

独立行政法人情報処

理推進機構出資 

1,000 

（皆増） 

（独）情報処理推進機構が行う次世代半導体の量産等に

向けた支援に要する資金に充てるための出資 

合計 3,328 

（皆増） 
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②②  剰剰余余金金  
 

令令和和６６年年度度決決算算  

（単位：億円、単位未満切捨） 

 

令和６年度決算における剰余金は、エネルギー対策特別会計全体で 13,432 億円です。 

当該剰余金は、①翌年度繰越額 8,046 億円、②歳出不用額 1,675 億円、③歳入増加額が

1,733 億円、④前年度剰余金受入増加額 1,977 億円等によって構成されています。このう

ち、④については、令和５年度において生じた歳出不用等が、令和６年度の歳入予算に計上

されず、令和６年度の歳入決算に計上されたものであり、令和６年度において、実際に余っ

た金額ではありません。 

 

 

＜＜エエネネルルギギーー需需給給勘勘定定＞＞  

エネルギー需給勘定における剰余金は、12,452 億円であり、そのうち①翌年度繰越額が

7,522 億円、②歳出不用額が 1,427 億円、③歳入増加額が 1,722 億円、④前年度剰余金受

入増加額が 1,779 億円等です。 

（剰余金が生じた理由） 

・①については、脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金において、事業計画の見直し

により年度内に事業を終了することができなくなったこと等によるものです。 

・②については、非化石エネルギー等導入促進対策費補助金において、補助事業の交付申請

額が予定を下回ったこと等によるものです。 

・③については、石油公団の解散に伴い承継した株式に係る配当金が予定より多かったこと

等によるものです。  

（剰余金の処理の方法） 

特別会計法第 8 条第 1 項の規定により令和７年度の歳入として受け入れ、翌年度以降のエ

ネルギー対策特別会計の財源として活用されます。それにより歳入予算における一般会計か

らの繰入額が抑制されることとなります。 

 

   

勘勘定定  
収収納納済済  

歳歳入入額額  

支支出出済済  

歳歳出出額額  
剰剰余余金金  

翌翌年年度度  

歳歳入入繰繰入入  

積積立立金金積積立立  

資資金金組組入入  

一一般般会会計計へへ

繰繰入入  

エネルギー需給勘定 45,776 33,323 12,452 12,452 - - 

電源開発促進勘定 4,720 3,741 978 978 - - 

原子力損害賠償支援

勘定 
86,133 86,132 １ 1 - - 

特別会計合計 136,630 123,197 13,432 13,432 - - 
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＜＜電電源源開開発発促促進進勘勘定定＞＞  

電源開発促進勘定における剰余金は、978 億円であり、そのうち①翌年度繰越額が 523

億円、②歳出不用額が 245 億円、③歳入増加額が 13 億円、④前年度剰余金受入増加額が

195 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

・①については、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構施設整備費補助金について、高

速実験炉「常陽」の運転再開に向けた新規制基準への対応等の準備を進めていたところ、

新たに検討すべき事項が生じたことにより年度内に事業を終了することができなくなった

こと等によるものです。 

・②については、電源立地等推進対策交付金において、地方公共団体からの交付申請額が予

定を下回ったこと等によるものです。 

・③については、原子力施設等防災対策等交付金等の返納金があったこと等によるもので

す。 

（剰余金の処理の方法） 

特別会計法第 8 条第 1 項の規定により令和 7 年度の歳入として受け入れ、翌年度以降のエ

ネルギー対策特別会計の財源として活用されます。それにより歳入予算における一般会計か

らの繰入額が抑制されることとなります。 

 

 

＜＜原原子子力力損損害害賠賠償償支支援援勘勘定定＞＞  

原子力損害賠償支援勘定における剰余金は、1 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

歳入において、原子力損害賠償・廃炉等支援機構納付金収入等が予定を上回ったこと等に

よるものです。 

（剰余金の処理の方法） 

特別会計法第 8 条第 1 項の規定により令和 7 年度の歳入として受け入れ、翌年度以降のエ

ネルギー対策特別会計の財源として活用されます。 

 

※先端半導体・人工知能関連技術勘定は令和７年度に新設された勘定のため、令和６年度決算における剰余金は

ありません。 
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③③  積積立立金金等等  
 

原原子子力力損損害害賠賠償償支支援援資資金金（（原原子子力力損損害害賠賠償償支支援援勘勘定定））  

①① 資資金金のの残残高高                                                        （単位：億円） 

令令和和７７年年度度末末（（予予定定））  
（（令令和和７７年年度度予予算算））  

令令和和６６年年度度末末  
（（令令和和６６年年度度決決算算処処理理後後））  

令令和和５５年年度度末末  
（（令令和和５５年年度度決決算算処処理理後後））  

144 572 583 

  

②② 資資金金のの目目的的  

エネルギー対策特別会計原子力損害賠償支援勘定においては、特別会計法第 92 条の 2 第

1 項の規定に基づき原子力損害賠償支援資金を置き、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に交

付された国債の償還金及び当該国債の償還に関する諸費の支出として、国債整理基金特別会

計への繰入を円滑に実施するために要する費用を確保することとしています。 

 

③③ 資資金金のの水水準準  

市場金利の変動やその他の要因を勘案し、国債整理基金特別会計への繰入れを円滑に実施

するために必要な金額を積み立てています。 

令和７年度予算においては、当該年度の金利負担に要する費用に充てるため、428 億円を

取り崩すこととしております。 

  

（参考） 

電源開発促進勘定において、電源立地の進展に伴って将来発生する周辺地域整備交付金その他の発電の用に

供する施設の設置及び運転の円滑化に資するための財政上の措置に要する費用を確保する趣旨から、平成 15

年度に周辺地域整備資金が設置されていますが、令和 2 年度末以降残高はない状況となっています。 
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④④   資資産産及及びび負負債債（（令令和和５５年年度度特特別別会会計計財財務務書書類類））  
 

エエネネルルギギーー対対策策特特別別会会計計貸貸借借対対照照表表    （単位：億円、単位未満切捨） 

 

 

  

主な資産は、将来のリスクに備える国家石油備蓄等（1 兆 3,845 億円、たな卸資産）、東京

電力ホールディングス（株）へ資金援助を行う原子力損害賠償・廃炉等支援機構に対し、将来

の資金援助の財源として交付した国債の償還費用（2 兆 3,954 億円、前払費用）、国家石油備

蓄基地に係る工作物等（3,673 億円、有形固定資産）があります。この他、旧石油公団から承

継した有価証券（9,532 億円、有価証券）や政策目的による独立行政法人等に対する出資金

（1 兆 4,509 億円、出資金）等があります。 

資産・負債差額は、借入金（8 兆 6,381 億円）によって発生しています。これは、原子力損

害賠償支援勘定において、原子力損害賠償・廃炉等支援機構への交付国債の償還の進捗により、

当該償還のための財源に係る借入金が増加したためです。 

  

《４年度》 《５年度》 ＜資産の部＞ ＜負債の部＞ 《５年度》 《４年度》

未払金 30 3

未払費用 0 0

賞与引当金 5 5

37 15 未収金

395 447 貸付金

- 330 他会計繰入未収金

333 333 他会計繰戻未収金

▲ 15 ▲ 15 貸倒引当金

3,828 3,673 有形固定資産

1 1 無形固定資産

75,182 80,351 資産合計

退職給付引当金 44 42

その他の債務等 4 －

負債合計 148,463 124,494

負債及び資産・負債差額合計 80,351 75,182

出資金

▲ 49,312 ▲ 68,111 資産・負債差額

(エネ需分）

公債 50,390 27,726

借入金 86,381 85,110

27,726 23,954 前払費用

14,050 13,845 たな卸資産

13,087 14,509

政府短期証券 11,605 11,607

9,302 13,723 現金･預金

6,435 9,532 有価証券
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（（４４））事事務務及及びび事事業業のの効効率率化化・・財財務務にに関関すするる情情報報のの透透明明化化のの取取組組みみ等等  
 

エネルギー需給勘定について、再生可能エネルギーの普及・省エネルギー対策の促進に係る

分野について、令和７年度の概算要求前に関係省庁で調整し、経済産業省及び環境省がそれぞ

れ各省庁と連携して事業を行うことで、事務及び事業の効率化を図っています。 

また、エネルギー対策特別会計の財務に関する情報については、資源エネルギー庁のホーム

ページに特別会計財務書類を毎年度公表しています。 

 

 

エネルギー対策特別会計についての問い合わせ先 

   内 閣 府 大臣官房 会計課 

電話番号 03-3581-4610 

経済産業省 資源エネルギー庁 長官官房 総務課 

                 電話番号 03-3501-2669 

文部科学省 研究開発局 開発企画課            

                 電話番号 03-6734-4126 

環 境 省 地球環境局 地球温暖化対策課           

                 電話番号 03-6457-9099 

原子力規制委員会 原子力規制庁 長官官房会計部門 

電話番号 03-5114-2103 
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７７．．労労働働保保険険特特別別会会計計  
 

（（１１））概概要要  
 

労働保険特別会計は、昭和 22 年に失業保険事業等の経理を明確にするため設置された失業保

険特別会計及び労働者災害補償保険特別会計が、昭和 47 年に一元化され設置されたものです。 

さらに、昭和 50 年から従来の失業保険制度に代わり、失業補償機能を発展的に継承するとと

もに、雇用構造の改善等雇用に関する総合的機能を有する雇用保険制度が新設されたところです。 

労働保険特別会計は、労災保険事業を経理する労災勘定、雇用保険事業を経理する雇用勘定及

び労働保険料の徴収に係る業務を経理する徴収勘定の 3 勘定に区分されています。 

 

 

労労働働保保険険特特別別会会計計のの仕仕組組みみ  

労災保険及び雇用保険に係る保険料は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」（昭 44

法 84）に基づく労働保険料として一括徴収されており、それぞれ労災保険率及び雇用保険

率が定められています。 

徴収勘定の歳入に計上された労働保険料のうち、労災保険率及び雇用保険率に相当する部

分の額は、徴収勘定から労災勘定、雇用勘定及び子ども・子育て支援特別会計育児休業等給

付勘定の歳入として繰り入れられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども・子育て支援
特別会計（育児休業
等給付勘定） 

 

徴収勘定

事業主等 

労災勘定 

雇用勘定 

 一般会計 

国庫負担金 

被災労働者等 国庫補助 

保険料等受入 

失業者等 

労働保険 
特別会計 （歳入） （歳出） 

事業主等

保険料等 

保険給付費 

失業等給付等 

雇用安定等事業費 

保険料等繰入 

財源受入 
業務取扱費等 

社会復帰促進等事業費 

一般会計 

徴収勘定 

国庫負担金 
一般会計 

徴収勘定 

子ども・子育て支援
特別会計（育児休業
等給付勘定） 

雇用勘定 

労災勘定 

子ども・子育て支援
特別会計（育児休業
等給付勘定） 

財源受入 
業務取扱費等 

雇用勘定 

労災勘定 
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（（２２））具具体体的的なな事事業業のの内内容容  
 

本特別会計は、労災勘定、雇用勘定及び徴収勘定に区分され、それぞれ以下の事業等に関する

経理を行います。 

①①  労労災災勘勘定定  

労災勘定は、「労働者災害補償保険法」（昭 22 法 50）による労災保険事業に関する政府の

経理を明確にすることを目的とし、業務上の事由等による労働者の負傷等に対して迅速かつ公

正な保護をするための保険給付及び被災労働者の社会復帰の促進等を図るための社会復帰促

進等事業を行っています。 

（参考資料）「労災補償」 

（ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/index.html ） 

 

②②  雇雇用用勘勘定定  

雇用勘定は、「雇用保険法」（昭 49 法 116）による雇用保険事業に関する政府の経理を明

確にすることを目的とし、失業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業（雇用保険

二事業）を行っています。 

（参考資料）「雇用保険」 

（ https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001512409.pdf ） 

 

 

③③  徴徴収収勘勘定定  

徴収勘定は、労働保険料の徴収に係る業務を経理する勘定であり、「労働保険の保険料の徴

収等に関する法律」（昭 44 法 84）により労災・雇用保険事業に係る労働保険料を一元的に徴

収し、徴収した労働保険料等の労災勘定、雇用勘定及び子ども・子育て支援特別会計育児休業

等給付勘定への繰入れを行っています。 
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労労働働保保険険特特別別会会計計のの仕仕組組みみ（（令令和和７７年年度度予予算算ベベーースス））  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【財源】 
保険料 
保険料率  3.5/1,000 
（事業主負担） 

積 立 金 

保険給付等 

療養のため休業する場合 

就職支援法事業 

求職者給付 

就職促進給付 

雇用保険二事業 

 労働者災害補償保険制度（労災勘定）  雇用保険制度（雇用勘定） 

・療養（補償）等給付 
・休業（補償）等給付 
・傷病（補償）等年金 

死亡した場合 

・遺族（補償）等給付 
・葬祭料等（葬祭給付） 

・一般求職者給付 
・高年齢求職者給付 
・短期雇用特例求職者給付 
・日雇労働求職者給付 

・就業促進手当 

・高年齢雇用継続給付 
・介護休業給付 

積 立 金 

雇用安定資金 

【財源】 
保険料 
平均保険料率 
 4.4/1,000 
（全額事業主負担） 

一部国庫補助 ・障害（補償）等給付 

障害が残った場合 

常時又は随時 
介護を要する場合 

・介護（補償）等給付 

脳・心臓疾患に関連する
異常所見を有する場合 

・二次健康診断等給付 

失業等給付 

【財源】 
保険料 
保険料率 7/1,000 

（労使折半） 
一部国庫負担 ※1,2 

【財源】 
保険料 
保険料率 7/1,000 

（労使折半） 
国庫負担 1/2 ※2,3 

・教育訓練給付金 
・教育訓練支援給付金 
・教育訓練休暇給付金 

※1 雇用情勢及び雇用保険の財政状況が悪化している場合には 1/4（日雇労働

求職者給付金は1/3）、それ以外の場合は1/40（日雇労働求職者給付金は1/30） 

※2  定率負担とは別に、失業等給付及び就職支援法事業に要する費用に充てる

ため、一定の要件の下で、機動的に国庫から繰り入れることができる。 

※3 国庫負担率は、当分の間、時限的に本来負担すべき額の 55％に引下げ 

教育訓練給付 

雇用継続給付 

社会復帰促進等事業 

社会復帰促進事業 

安全衛生確保等事業 

被災労働者等援護事業 

雇用安定事業 

能力開発事業 
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（（３３））特特別別会会計計のの現現状状    
 

①①  歳歳入入歳歳出出予予算算（（令令和和７７年年度度当当初初予予算算））  

（単位：億円） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○歳歳入入総総額額、、歳歳出出総総額額、、（（参参考考））歳歳出出純純計計額額                  （単位：億円） 

勘勘定定  歳歳入入総総額額  歳歳出出総総額額  （（参参考考））歳歳出出純純計計額額  

労災勘定 12,602（＋0） 11,064（＋163） 10,490（＋154） 

雇用勘定 23,947（▲2,785） 21,917（▲1,428） 21,729（＋528） 

徴収勘定 42,577（▲225） 42,577（▲225） 939（＋64） 

特別会計合計 79,126（▲3,010） 75,558（▲1,490） 33,158（＋746） 

 

○○労労災災勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                        （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額    説説明明（（増増減減理理由由））  

保険収入 11,502（＋36）  

 

 

 

 

徴収勘定より受入 9,591（＋24） 保険給付費等に相当する金額の徴収勘定からの受入見

込額（労働保険料収入） 

一般会計より受入 0（▲0） 労働者災害補償保険事業に要する費用に充てるための

国庫補助金の一般会計からの受入見込額 

支払備金受入 1,631（▲14） 既に業務災害等を受けた労働者等に対し支払われるべ

き給付見込相当額の前年度からの受入見込額 

未経過保険料受入 280（＋26） 既に収納された有期事業に係る保険料のうち、当該年

度に係る保険料見込額の前年度からの受入見込額 

運用収入 902（▲17） 財政融資資金への預託金の利子収入見込額 

雑収入等 198（▲19） 第三者行為災害に係る損害賠償金等の収入見込額 

合計 12,602（＋0）  

（注）歳入歳出差額が、3,568 億円あります。労災勘定の歳入歳出差額 1,538 億円は、歳出予算にて当年度の

保険給付費等支払見込額を計上する一方で、歳入予算には翌年度以降へ繰り越して使用する支払備金等を含

めて計上していることによるものです。また、雇用勘定の歳入歳出差額 2,030 億円は、保険料収入見込額

が当年度の保険給付費等支払見込額を上回ったことによるものです。 

【【  歳歳出出  】】 【【  歳歳入入  】】 

業務取扱費等 1,506（▲1,933） 

 

（（３３））特特別別会会計計のの現現状状    
 

①①  歳歳入入歳歳出出予予算算（（令令和和７７年年度度当当初初予予算算））  

（単位：億円） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○歳歳入入総総額額、、歳歳出出総総額額、、（（参参考考））歳歳出出純純計計額額                  （単位：億円） 

勘勘定定  歳歳入入総総額額  歳歳出出総総額額  （（参参考考））歳歳出出純純計計額額  

労災勘定 12,602（＋0） 11,064（＋163） 10,490（＋154） 

雇用勘定 23,947（▲2,785） 21,917（▲1,428） 21,729（＋528） 

徴収勘定 42,577（▲225） 42,577（▲225） 939（＋64） 

特別会計合計 79,126（▲3,010） 75,558（▲1,490） 33,158（＋746） 

 

○○労労災災勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                        （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額    説説明明（（増増減減理理由由））  

保険収入 11,502（＋36）  

 

 

 

 

徴収勘定より受入 9,591（＋24） 保険給付費等に相当する金額の徴収勘定からの受入見

込額（労働保険料収入） 

一般会計より受入 0（▲0） 労働者災害補償保険事業に要する費用に充てるための

国庫補助金の一般会計からの受入見込額 

支払備金受入 1,631（▲14） 既に業務災害等を受けた労働者等に対し支払われるべ

き給付見込相当額の前年度からの受入見込額 

未経過保険料受入 280（＋26） 既に収納された有期事業に係る保険料のうち、当該年

度に係る保険料見込額の前年度からの受入見込額 

運用収入 902（▲17） 財政融資資金への預託金の利子収入見込額 

雑収入等 198（▲19） 第三者行為災害に係る損害賠償金等の収入見込額 

合計 12,602（＋0）  

（注）歳入歳出差額が、3,568 億円あります。労災勘定の歳入歳出差額 1,538 億円は、歳出予算にて当年度の

保険給付費等支払見込額を計上する一方で、歳入予算には翌年度以降へ繰り越して使用する支払備金等を含

めて計上していることによるものです。また、雇用勘定の歳入歳出差額 2,030 億円は、保険料収入見込額

が当年度の保険給付費等支払見込額を上回ったことによるものです。 

【【  歳歳出出  】】 【【  歳歳入入  】】 

業務取扱費等 1,506（▲1,933） 

 

（（３３））特特別別会会計計のの現現状状    
 

①①  歳歳入入歳歳出出予予算算（（令令和和７７年年度度当当初初予予算算））  

（単位：億円） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○歳歳入入総総額額、、歳歳出出総総額額、、（（参参考考））歳歳出出純純計計額額                  （単位：億円） 

勘勘定定  歳歳入入総総額額  歳歳出出総総額額  （（参参考考））歳歳出出純純計計額額  

労災勘定 12,602（＋0） 11,064（＋163） 10,490（＋154） 

雇用勘定 23,947（▲2,785） 21,917（▲1,428） 21,729（＋528） 

徴収勘定 42,577（▲225） 42,577（▲225） 939（＋64） 

特別会計合計 79,126（▲3,010） 75,558（▲1,490） 33,158（＋746） 

 

○○労労災災勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                        （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額    説説明明（（増増減減理理由由））  

保険収入 11,502（＋36）  

 

 

 

 

徴収勘定より受入 9,591（＋24） 保険給付費等に相当する金額の徴収勘定からの受入見

込額（労働保険料収入） 

一般会計より受入 0（▲0） 労働者災害補償保険事業に要する費用に充てるための

国庫補助金の一般会計からの受入見込額 

支払備金受入 1,631（▲14） 既に業務災害等を受けた労働者等に対し支払われるべ

き給付見込相当額の前年度からの受入見込額 

未経過保険料受入 280（＋26） 既に収納された有期事業に係る保険料のうち、当該年

度に係る保険料見込額の前年度からの受入見込額 

運用収入 902（▲17） 財政融資資金への預託金の利子収入見込額 

雑収入等 198（▲19） 第三者行為災害に係る損害賠償金等の収入見込額 

合計 12,602（＋0）  

（注）歳入歳出差額が、3,568 億円あります。労災勘定の歳入歳出差額 1,538 億円は、歳出予算にて当年度の

保険給付費等支払見込額を計上する一方で、歳入予算には翌年度以降へ繰り越して使用する支払備金等を含

めて計上していることによるものです。また、雇用勘定の歳入歳出差額 2,030 億円は、保険料収入見込額

が当年度の保険給付費等支払見込額を上回ったことによるものです。 

【【  歳歳出出  】】 【【  歳歳入入  】】 

業務取扱費等 1,506（▲1,933） 
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（歳出） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減理理由由））  

保険給付費等  8,639（▲46） 業務災害等を受けた労働者に対する保険給付費等 

職務上年金給付費 

年金特別会計へ繰入 

51（▲3） 職務上年金給付費に相当する金額の年金特別会計厚生

年金勘定への繰入れのための経費 

職務上年金給付費等

交付金 

45（▲0） 職務上年金給付費等の全国健康保険協会への交付のた

めの経費 

社会復帰促進等事業

費 

914（＋106） 社会復帰促進等事業として行う被災労働者の円滑な社

会復帰の促進等を実施するための経費 

業務取扱費等 871（＋94） 業務取扱いに必要な人件費、事務費及び労働基準監督

署庁舎等の施設整備費等 

保険料返還金等 

徴収勘定へ繰入 

520（＋13） 保険料の過誤納の返還金及び労働保険適用事業主から

保険料を徴収する費用に充てるため、徴収勘定へ繰り

入れる経費 

予備費 23（－） 予見し難い予算の不足に充てるための経費 

合計 11,064（＋163）  

 

○○雇雇用用勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                        （単位：億円） 

（歳入）  

内内容容  額額  説説明明（（増増減減理理由由））  

徴収勘定より受入 23,277（▲788） 失業等給付費、就職支援法事業費、雇用保険二

事業費等に相当する金額の徴収勘定からの受入

見込額（労働保険料収入） 

一般会計より受入 273（＋20） 失業等給付（求職者給付及び介護休業給付金等）

及び就職支援法事業等に要する費用に充てるた

めの国庫負担金の一般会計からの受入見込額 

その他の収入 396（▲2,016） 財政融資資金への預託金利子の収入見込額等 

合計 23,947（▲2,785）  

 

（歳出） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減理理由由））  

失業等給付費 13,357（＋642） 失業等給付の支給に必要な経費 

雇用安定事業費及び能力開

発事業費等 

6,567（▲74） 雇用保険二事業等に必要な経費 

 地域雇用機会創出等対

策費 

1,151（▲260） 雇用安定事業として行う雇用調整助成金の支給

等 

高齢者等雇用安定・促

進費 

2,240（▲45） 雇用安定事業として行うキャリアアップ助成金

の支給等 

就職支援法事業費 

 

233（＋1） 就職支援法事業として行う職業訓練受講給付金

の支給等 

職業能力開発強化費 656（＋6） 能力開発事業として行う総合的職業能力開発プ

ログラム推進事業の都道府県への委託及び中高

年世代の就職対策費等 
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 独立行政法人高齢・障

害・求職者雇用支援機

構運営費 

744（＋22） （独）高齢・障害・求職者雇用支援機構の行う業

務の財源に充てるための交付金 

その他 1,543（＋203） 雇用安定事業として行う職業紹介事業の実施等 

業務取扱費等 1,318（＋22） 雇用保険事業の業務取扱いに必要な人件費、事

務費及び庁舎等の施設整備費等 

保険料返還金等 

徴収勘定へ繰入 

187（＋8） 保険料の過誤納の返還金及び労働保険適用事業

主から保険料を徴収する費用に充てるため、徴

収勘定へ繰り入れる経費 

防衛力強化 

一般会計へ繰入 

－（▲1,964） 「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必

要な財源の確保に関する特別措置法」（令 5 法

69）に基づく防衛力整備計画対象経費の財源に

充てるため、一般会計へ繰り入れる経費 

予備費 487（▲63） 予見し難い予算の不足に充てるための経費 

合計 21,917（▲1,428）  

 

○○徴徴収収勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                        （単位：億円） 

（歳入）  

内内容容  額額  説説明明（（増増減減理理由由））  

保険収入 40,941（▲679） 

 

労災保険料及び雇用保険料（印紙収入を含む）収入の

見込額 

他会計より受入 74（＋9） 

 

 

 一般会計より受

入 

3（＋0） 石綿（アスベスト）健康被害者の救済費用に充てるた

め、労災保険適用事業主から一般拠出金を徴収する費

用の一部について、一般会計からの受入見込額 

子ども・子育て支

援特別会計より

受入 

71（＋9） 保険料返還金、業務取扱費及び附属諸費の子ども・子

育て支援特別会計育児休業等給付勘定からの受入見込

額 

一般拠出金収入 44（＋1） 

 

石綿（アスベスト）健康被害者の救済費用に充てるた

め、労災保険適用事業主から徴収する一般拠出金収入

見込額 

他勘定より受入 707（＋21） 

 

保険料返還金、業務取扱費及び附属諸費の労災勘定及

び雇用勘定からの受入見込額 

雑収入 13（▲3） 延滞金、追徴金、返納金、預託金利子収入見込額等 

前年度剰余金受入 798（＋425） 前年度の決算上の剰余金見込額 

合計 42,577（▲225）  

 

（歳出） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減理理由由））  

業務取扱費 445（＋49） 業務取扱いに必要な人件費及び事務費等 

保険給付費等財源 

労災勘定へ繰入 

9,591（＋24） 保険給付費等に相当する金額の労災勘定への繰入れ 

失業等給付費等財源 

雇用勘定へ繰入 

23,277（▲788） 失業等給付費、就職支援法事業費、雇用保険二事業費

等に相当する金額の雇用勘定への繰入れ 

諸支出金 493（＋15） 保険料の精算による返還金の支払及び過誤納等払戻金

に必要な経費 
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育児休業給付費等 

子ども・子育て支援

特別会計へ繰入 

8,769（＋474） 育児休業給付費等に相当する金額の子ども・子育て支

援特別会計育児休業等給付勘定への繰入れ 

予備費 1（－） 予見し難い予算の不足に充てるための経費 

合計 42,577（▲225）  
 
 
 
 
 
 
 

②②  剰剰余余金金  
 

令令和和６６年年度度決決算算  

    （単位：億円、単位未満切捨） 

勘勘定定  
収収納納済済  
歳歳入入額額  

支支出出済済  
歳歳出出額額  

剰剰余余金金  
翌翌年年度度  

歳歳入入繰繰入入  
積積立立金金積積立立  
資資金金組組入入  

一一般般会会計計へへ  
繰繰入入  

労災勘定 12,888 10,185 2,702 1,943 758 — 

雇用勘定 36,250 29,440 6,809 76 6,733 — 

徴収勘定 43,865 42,679 1,185 1,185 — — 

特別会計合計 93,004 82,306 10,697 3,206 7,491 — 

令和６年度決算における剰余金は、労働保険特別会計全体で 10,697 億円です。 

 

＜＜労労災災勘勘定定＞＞  

労災勘定における剰余金は、2,702 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

予算時に見込まれていた歳入歳出差額（1,670 億円）（労災勘定の歳出予算には当年度の保

険給付費等支払見込額を計上している一方で、歳入予算には翌年度以降へ繰り越して使用する

支払備金等を含めて計上していることによるもの）に加え、独立行政法人労働者健康安全機構

納付金が予定を上回ったこと等により歳入増（286 億円増）となった一方で、休業補償給付

及び療養補償給付の支給額が予定を下回ったこと等により歳出減（746 億円減）となったた

めです。 

（剰余金の処理の方法） 

翌年度の歳入に繰り入れる必要のある、支払備金に相当する額（業務上の事由、複数事業労

働者の二以上の業務を要因とする事由又は通勤により災害を被った労働者に対する保険給付

費等のうち、支払時期が未到来等のため翌年度以降に繰り越される保険給付費等に相当する

額）、未経過保険料に相当する額（年度をまたがって行われる建設工事等の有期事業に係る概

算保険料のうち、次年度以降の未経過期間分に係る保険料）及び翌年度への繰越額（例えば、

庁舎建設事業が工期の遅れ等の理由から年度内に完了しないため、その経費の支出が年度内に

行えず、翌年度に持ち越して使用するもの）の合計 1,943 億円を特別会計法第 8 条第 1 項の

規定により翌年度の歳入に繰り入れ、残額 758 億円を特別会計法第 103 条第１項の規定に

より積立金として積み立てることとしています。 
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＜＜雇雇用用勘勘定定＞＞  

雇用勘定における剰余金は、6,809 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

予算時に見込まれていた歳入歳出差額（3,379 億円）に加え、雇用安定等給付金の支給額が

予定を下回ったこと等により歳出が減少（3,486 億円減）したためです。 

（剰余金の処理の方法） 

① 雇用保険事業の失業等給付費等に係る剰余金の処理 

雇用保険事業の失業等給付費等に充当する歳入と歳出における決算上の差額（3,275 億

円）については、翌年度への繰越額（11 億円）及び一般会計からの受入超過額（3 億円）

の合計 14 億円を特別会計法第 8 条第 1 項の規定により翌年度の歳入に繰り入れ、残額

3,261 億円を特別会計法第 103 条第３項の規定により積立金として積み立てることとし

ています。 

 

② 雇用保険事業の育児休業給付費に係る剰余金の処理 

雇用保険事業の育児休業給付費に充当する歳入と歳出における決算上の差額（610 億円）

については、翌年度への繰越額（78 百万円）及び一般会計からの受入超過額（22 億円）の

合計 23 億円を子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令 6 法 47）附則第 16 条

第１項の規定により子ども・子育て支援特別会計育児休業等給付勘定の令和７年度の歳入に

繰り入れ、残額 587 億円は同法附則第 16 条第３項の規定により子ども・子育て支援特別

会計育児休業等給付勘定の育児休業給付資金へ組み入れられたものとみなされることとな

ります。 

 

③ 雇用保険二事業（雇用安定事業及び能力開発事業）費に係る剰余金の処理 

雇用保険二事業費に充当する歳入と歳出における決算上の差額（2,923 億円）について

は、翌年度への繰越額（38 億円）を特別会計法第 8 条第 1 項の規定により翌年度の歳入に

繰り入れ、残額 2,884 億円を、特別会計法附則第 20 条の 3 第６項の規定により 1,442

億円を積立金へ、特別会計法第 104 条第３項の規定により 1,442 億円を雇用安定資金へ

組み入れることとしています。 

  

＜＜徴徴収収勘勘定定＞＞  

徴収勘定における剰余金は、1,185 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

予算時に見込まれる歳入のうち保険料収入が予定を上回ったこと（273 億円増）等、歳出

においては、保険料返還金が予定を下回ったこと（99 億円減）等のためです。 

（剰余金の処理の方法） 

特別会計法第 8 条第 1 項の規定により翌年度の歳入へ繰り入れることとしています。なお、

翌年度の歳入へ繰り入れた剰余金は、特別会計法第 102 条第 1 項及び第 2 項の規定による

他の勘定への繰入れ、特別会計法第 10２条の３の規定による子ども・子育て支援特別会計育

児休業等給付勘定への繰入れ、労働保険料の返還金、業務取扱費並びに「石綿による健康被害

の救済に関する法律」（平 18 法 4）第 36 条の規定による交付金に充てることとしています。 
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③③  積積立立金金等等  

  

積積立立金金（（労労災災勘勘定定））  

①① 積積立立金金のの残残高高  （単位：億円） 

令令和和７７年年度度末末（（予予定定））  

（（令令和和７７年年度度当当初初予予算算））  

令令和和６６年年度度末末  

（（令令和和６６年年度度決決算算処処理理後後））  

令令和和５５年年度度末末  

（（令令和和５５年年度度決決算算処処理理後後））  

79,086 79,213 78,454 
  

②② 積積立立金金のの目目的的  

特別会計法第 103 条第 1 項の規定により、労災勘定において生じた剰余金のうち「労災保

険事業の保険給付費及び社会復帰促進等事業費（特別支給金に充てるためのものに限る。）に

充てるために必要な金額」を積立金として積み立てることとしており、労災年金債務の履行等

に充てるために必要な金額を勘案して、将来の給付等のため、徴収勘定から繰り入れられた労

働保険料の一部を積立金として積み立てることとしています。 

すなわち、積立金は、既裁定の労災年金受給者に対する将来の年金給付に必要な金額（＝責

任準備金（負債））の財源とするために積み立てているものです。 
 

③③ 積積立立金金のの水水準準  

積立金の必要水準は、責任準備金として、年金の種類ごとに以下の方法により推計して得た

額を合計したものです。 

（1）既裁定の年金受給者の将来各年度における残存数を推計 

（2）将来各年度の残存している年金受給者に対する給付額を推計 

推計に当たっては、各年度の給付額を賃金上昇率分によって増やすとともに、運用利回

りで割り引く。 

令和６年度末において、数理計算により算定される責任準備金の額は、7 兆 8,214 億円と

見込んでいます。（注） 

（注）責任準備金（7 兆 8,214 億円）に対して積立金（7 兆 9,213 億円）は概ね同水準（対比で 101.3%）とな

っています。 

（参考資料）「労災保険制度における積立金について」 

（ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000036593.html ） 

 

積積立立金金（（雇雇用用勘勘定定））  

①① 積積立立金金のの残残高高  （単位：億円）  

令令和和７７年年度度末末（（予予定定））  

（（令令和和７７年年度度当当初初予予算算））  

令令和和６６年年度度末末  

（（令令和和６６年年度度決決算算処処理理後後））  

令令和和５５年年度度末末  

（（令令和和５５年年度度決決算算処処理理後後））  

23,347 25,042 20,339 
 

②② 積積立立金金のの目目的的  

特別会計法第 103 条第 3 項の規定により、雇用保険事業の失業等給付費等に係る剰余金の

うち「雇用保険事業の失業等給付費（就職支援法事業に要する費用を含む。）に充てるために必

要な金額」を積立金として積み立てることとしており、徴収勘定から繰り入れられた労働保険

料の一部を積立金として積み立てることとしています。 
  

③③ 積積立立金金のの水水準準  

将来の不況期の失業等給付費や保険料水準を維持するための財源として、好況期に積み立て

る資金であり、毎会計年度の歳入額（雇用保険二事業充当分を除く）から歳出額（雇用保険二
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事業費を除く）を控除した残余を、積立金として積み立てています。これは、雇用保険制度の

安定的な運営の確保の重要性を勘案して、雇用失業情勢が悪化した場合でも、失業等給付の支

給に支障が生じないようにするものです。 
 

（参考資料）「雇用保険制度における積立金等について」 

（ https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken06/index.html ） 

 

育育児児休休業業給給付付資資金金（（雇雇用用勘勘定定））  

※ 「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」（令６法 47）附則第 16 条第３項の規定

により、同法第 17 条の規定による改正前の特別会計法に基づく労働保険特別会計雇用勘定の

令和６年度の出納の完結の際、同勘定に所属する育児休業給付資金が、子ども・子育て支援特

別会計育児休業等給付勘定に所属する育児休業給付資金として組み入れられたものとみなさ

れます。 

なお、令和７年度末（予定）の残高は、子ども・子育て支援特別会計育児休業等給付勘定の

育児休業給付資金の額です。 

 

①① 育育児児休休業業給給付付資資金金のの残残高高                                （単位：億円）  

【【参参考考】】令令和和７７年年度度末末（（予予定定））  

（（令令和和７７年年度度当当初初予予算算））  

【【参参考考】】令令和和６６年年度度末末  

（（令令和和６６年年度度決決算算処処理理後後））  

令令和和５５年年度度末末  

（（令令和和５５年年度度決決算算処処理理後後））  

5,022 4,744 3,492 
 

②② 育育児児休休業業給給付付資資金金のの目目的的  

「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」（令６法 47）第 17 条の規定による改正

前の特別会計法第 103 条の 2 第１項の規定により、予算で定めるところによる繰入金及び育

児休業給付費に係る剰余金のうち育児休業給付費に充てるために必要な組入金をもって充て

る育児休業給付資金を置くこととしており、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」

（令６法 47）第 17 条の規定による改正前の特別会計法第 103 条の 2 第 3 項の規定によ

り、将来の育児休業給付費に充てるために徴収勘定から繰り入れられた労働保険料の一部を育

児休業給付資金に組み入れることとしています。 
 

③③ 育育児児休休業業給給付付資資金金のの水水準準  

保険料収入の減少や育児休業給付費の増大により歳入額（育児休業給付費充当分）が歳出額

（育児休業給付費に係るもの）を下回る場合に備えて積み立てる資金であり、毎会計年度の歳

入額（育児休業給付費充当分）から歳出額（育児休業給付費に係るもの）を控除した残余を、

育児休業給付資金へ組み入れています。 

 

雇雇用用安安定定資資金金（（雇雇用用勘勘定定））  

①① 雇雇用用安安定定資資金金のの残残高高  （単位：億円）  

令令和和７７年年度度末末（（予予定定））  

（（令令和和７７年年度度当当初初予予算算））  

令令和和６６年年度度末末  

（（令令和和６６年年度度決決算算処処理理後後））  

令令和和５５年年度度末末  

（（令令和和５５年年度度決決算算処処理理後後））  

657 1,442 — 
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②② 雇雇用用安安定定資資金金のの目目的的  

特別会計法第 104 条第１項の規定により、予算で定めるところによる繰入金及び雇用安定

事業等に係る剰余金のうち雇用安定事業費に充てるために必要な組入金をもって充てる雇用

安定資金を置くこととしており、特別会計法第 104 条第 3 項の規定により、将来の雇用安定

事業費に充てるために徴収勘定から繰り入れられた労働保険料の一部を雇用安定資金に組み

入れることとしています。 
  

③③ 雇雇用用安安定定資資金金のの水水準準  

不況期に機動的かつ集中的に雇用対策を実施するための財源として、平常時に積み立てる資

金であり、毎会計年度の歳入額（雇用保険二事業充当分）から歳出額（雇用保険二事業費に係

るもの）を控除した残余を、雇用安定資金へ組み入れています。これは、雇用失業情勢の変動

に応じて雇用安定事業を機動的に運営するために必要な金額を確保するものです。 
 

 

（参考資料）「雇用保険制度における積立金等について」 

（ https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken06/index.html ）  
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④④  資資産産及及びび負負債債（（令令和和５５年年度度特特別別会会計計財財務務書書類類））    
  

労労働働保保険険特特別別会会計計貸貸借借対対照照表表  （単位：億円、単位未満切捨） 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な資産は、現金・預金 10 兆 7,537 億円、主な負債は、労災勘定の労災保険給付費の責任

準備金 7 兆 7,167 億円です。 

資産・負債差額の太宗は雇用勘定（2 兆 5,912 億円）であり、当該資産・負債差額は、将来

の不況期の失業等給付費や保険料水準を維持するための財源として、好況期に積み立てる資金で

ある積立金を設けていること等により生じています。 

 

 

労災保険率は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」（昭 44 法 84）第 12 条第 2 項等

の規定により、事業の種類ごとに、将来にわたる労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことが

できるように過去 3 年間の災害率等を考慮して設定するものとされており、令和６年 4 月 1 日

の労災保険率改定では 2.5/1,000～88/1,000 の範囲で設定されました。労災保険率は原則と

して３年ごとに改定しており、次回の改定は令和９年度の予定です。 

短期給付分については、給付に要する費用に見合う収入となるように純賦課方式により、長期

給付分については、新規年金受給者の将来分を含む給付費用総額に見合う収入となるように充足

賦課方式により、各々算定しています。 

 

⑤⑤  保保険険料料率率のの根根拠拠及及びび保保険険料料率率をを見見直直すす仕仕組組みみのの内内容容等等    

負債及び資産・負債差額合計 114,231 107,543

4,123 3,897 出 資 金

107,543 114,231 資 産 合 計

50 50 物 品

550 646 無 形 固 定 資 産

資 産 ・ 負 債 差 額 31,201 24,317
0 1 建 設 仮 勘 定

544 524 建 物

104 95 工 作 物

623 642 土 地

7 6 立 木 竹

1,330 1,321 有 形 固 定 資 産

国 有 財 産
1,280 1,270

(公共用財産を除く）

△ 393 △ 539 貸 倒 引 当 金 負 債 合 計 83,030 83,226

0 前 払 金

0 0 前 払 費 用

他会計繰入未済金 8 9
228 218 未 収 収 益

他会計繰戻未済金 2,115 -
-

91,327 うち財投預 託金

847 1,150 未 収 金

未 経 過 保 険 料 284 258
7,532 16,209 う ち 政 府 預 金

賞 与 引 当 金 48 46
93,323

100,856 107,537 現 金 ・ 預 金
前 受 金 7 1,983

未 払 金 9 9

支 払 備 金 2,691 2,672

(単位：億円)

＜ 資 産 の 部 ＞ ＜ 負 債 の 部 ＞《4年度》 《5年度》 《5年度》 《4年度》

77,167 77,540

退 職 給 付 引 当 金 697 705

責 任 準 備 金
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雇用保険率は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」（昭 44 法 84）第 12 条第 4 項等

の規定により、失業等給付、育児休業給付及び雇用保険二事業に係る分がそれぞれ設定されてい

ます。雇用保険率は、積立金が一定の水準を超えた場合には失業等給付に係る保険料率を、雇用

安定資金が一定の水準を超えた場合には雇用保険二事業に係る保険料率を、それぞれ法律の改正

を要さずに弾力的に一定の率を引き下げる仕組みとなっています（弾力条項）。この仕組みの下、

令和 7 年度の失業等給付に係る雇用保険料率は 1/1,000 引き下げられ、7/1,000 とされてい

ます。 

財源負担については、労災勘定は使用者が、雇用勘定は労使が負担する保険料のほか、一部を

国庫が負担（補助）しています。労災保険給付は、労働者の負傷等に対して迅速かつ公正な保護

をするために必要な保険給付を行うとともに、「労働基準法」（昭 22 法 49）に基づく使用者の

災害補償責任を担保する目的もあることから、使用者負担が原則となっています。雇用保険の失

業等給付等は、政府の経済対策・雇用対策とも関係が深く、政府もその責任を担うべきであると

の考え方から、労使が負担する保険料のほかに国庫負担が導入されています。雇用保険の国庫負

担は、雇用失業情勢等を勘案し、職業訓練受講給付金については、当分の間、本来の負担額の 55％

に引き下げられています。なお、｢雇用保険法等の一部を改正する法律｣（令 6 法 26）の成立・

施行により、介護休業給付金については、令和 8 年度まで本来の負担額の 10％に引き下げられ

ています。また、主要国の財源負担のあり方をみると、労災保険制度については、使用者のみの

負担が基本であり、失業保険制度については、労使の負担が基本となっています。 

 

（（４４））事事務務及及びび事事業業のの効効率率化化・・財財務務にに関関すするる情情報報のの透透明明化化のの取取組組みみ等等    
 

労災勘定及び雇用勘定の事務及び事業（以下「事業」といいます。）については、事業毎に定め

た目標に沿って効果的・効率的に行われているかを社会復帰促進等事業に関する検討会及び雇用

保険二事業に関する懇談会において定期的に確認することとしており、ＰＤＣＡサイクルによる

不断の見直しを行っております。引き続き、事業の必要性、効率性について徹底的に精査し、無

駄の削減を行ってまいります。 

 

労働保険特別会計についての問い合わせ先 

（労災勘定） 

厚生労働省労働基準局労災管理課      電話番号 03-5253-1111（5442） 

（雇用勘定） 

厚生労働省職業安定局雇用保険課      電話番号 03-5253-1111（5757） 

（徴収勘定） 

厚生労働省労働基準局労働保険徴収課    電話番号 03-5253-1111（5154） 

第Ⅱ－７ 労働保険特別会計

107



 

88．．年年金金特特別別会会計計    
 

（（11））概概要要  
 

昭和 19 年に労働者の年金保険事業（厚生年金保険）や健康保険事業（政管健保）等を経理す

るために、厚生保険特別会計が設置されました。また、昭和 36 年に自営業者等の年金事業（国

民年金）等を経理するために国民年金特別会計が設置され、昭和 61 年には各制度共通の基礎年

金制度の導入に伴い、基礎年金勘定が加えられました。 

行政改革推進法に基づく特別会計改革により、厚生保険特別会計と国民年金特別会計を統合し、

年金特別会計が平成 19 年度に設置されました（船員保険特別会計の廃止に伴い、平成 22 年 1

月からは、船員保険事業の一部についても年金特別会計において経理することとなりました。）。 

また、平成 26 年 4 月 1 日に施行された特会改革法により、平成 26 年度より年金特別会計

福祉年金勘定は国民年金勘定に統合され、平成 27 年 4 月 1 日に本格施行された「子ども・子

育て支援法」（平 24 法 65）等により、平成 27 年度より年金特別会計は、内閣府と厚生労働省

による共管の特別会計になりました。 

さらに、令和７年４月１日に施行された「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」（令

6 法 47）により、令和７年度から子ども・子育て支援特別会計が創設（年金特別会計の子ども・

子育て支援勘定と労働保険特別会計の雇用勘定（育児休業給付関係）が統合）されたことに伴い、

年金特別会計の子ども・子育て支援勘定は廃止され、年金特別会計は厚生労働省の単独の所管と

なりました。 

年年金金特特別別会会計計のの仕仕組組みみ  
  

国民年金・厚生年金に関して、事業主及び被保険者の支払う保険料、積立金及び積立金か

ら生じる運用収入並びに国庫負担金を財源として、年金受給者への給付を行っています。健

康保険・船員保険に関しては、事業主等から徴収する健康保険料及び船員保険料等を財源と

して、主に、健康保険事業及び船員保険事業を行っている全国健康保険協会に交付金を交付

しています。なお、年金等の適用・徴収・給付に関する人件費、事務費等に必要な財源につ

いては、国庫負担金及び保険料により賄われています。 
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（（22））具具体体的的なな事事業業のの内内容容  
 

本特別会計は、基礎年金勘定、国民年金勘定、厚生年金勘定、健康勘定及び業務勘定に区分さ

れ、それぞれ以下の事業等に関する経理を行います。 

 

①①  基基礎礎年年金金勘勘定定  

基礎年金事業の収支を経理するもので、基礎年金給付費（老齢基礎年金、障害基礎年金及び

遺族基礎年金）及び基礎年金相当給付費（昭和 61 年 4 月前の旧法による給付のうち、基礎

年金に相当する部分）に充てるため、国民年金勘定及び厚生年金勘定からの拠出金並びに実施

機関たる国家公務員共済組合連合会等の共済組合及び私学事業団（以下「共済組合等」といい

ます。）からの拠出金を主な財源として、基礎年金給付等を行っています。 

基礎年金は、老後生活の基礎的部分を保障するため、全国民共通の給付を行うものです。そ

の費用は、国民全体で公平に負担する仕組みとなっており、具体的には、基礎年金給付費総額

を各制度に属する被保険者（加入者）数等に応じて負担しています。 

②②  国国民民年年金金勘勘定定  

国民年金事業、福祉年金事業及び特別障害給付金事業の収支を経理するもので、国民年金事

業においては、自営業者等の被保険者から徴収した保険料（令和 7 年度の保険料額は月額

17,510 円）、積立金の運用収入及び国庫負担金を主な財源として、基礎年金勘定への拠出及

び付加年金、死亡一時金の支給等を行っています。また、基礎年金勘定からの交付金を財源と

して、昭和 61 年 4 月前に受給権が発生した者に対する老齢、障害または死亡についての基

礎年金に相当する給付を行っています。 

事業主・船舶所有者・被保険者 年金積立金 一般会計 

・国民年金保険料 

・厚生年金保険料 

・健康保険料 

・船員保険料 

・子ども・子育て拠出金 

・積立金 

・運用収入 

・年金の国庫負担 

・特別障害給付金の国庫負担 

・事務費の国庫負担等 

年 金 特 別 会 計 

・年金給付 

・特別障害給付金給付 

・保険料等交付金 

全国健康保険協会 
 

保険医療機関等 

子ども・子育て支援特別会計 

被保険者・受給者等 

・療養の給付等 

・現金給付 

・児童手当等子ども・ 

子育て支援特別会計 

へ繰入 
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福祉年金事業及び特別障害給付金事業においては、国庫負担金を財源として、老齢福祉年金

及び特別障害給付金の給付等を行っています。 

福祉年金事業は、国民年金制度発足時に既に高齢であった人に対しての年金の保障として老

齢福祉年金を支給しています。また、特別障害給付金事業は、国民年金の任意加入期間に加入

しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障害者に対して、特別障害給付金の支

給を行っています。 

③③  厚厚生生年年金金勘勘定定  

厚生年金保険事業の収支を経理するもので、被保険者及び事業主が折半で負担する保険料

（保険料率は 18.300％）、積立金の運用収入及び国庫負担金を主な財源として、基礎年金勘

定への拠出や、基礎年金の上乗せとして報酬比例の年金、特別支給の老齢厚生年金、厚生年金

の被保険者期間中の病気やけがによる障害年金及び被保険者等が死亡した際にその遺族に支

払う遺族年金の給付等を行っています。さらに、基礎年金勘定からの交付金を財源として、昭

和 61 年 4 月前に受給権が発生した者に対する老齢、障害または死亡についての基礎年金に

相当する給付を行っています。 

また、平成 27 年 10 月から被用者年金制度が一元化され、厚生年金に公務員及び私学教職

員も加入することとなり、被用者年金は厚生年金に統一されました。厚生年金事業の実施に当

たっては、保険料の徴収及び保険給付の裁定等を行う機関として、厚生労働大臣に加えて、共

済組合等が規定されています。 

なお、厚生年金の保険給付に要する費用等は、それぞれの機関が徴収した厚生年金保険料及

び管理運用する積立金等に応じて分担しています。そのため、共済組合等は厚生年金勘定へ拠

出金を納付し、厚生年金勘定は共済組合等が行う厚生年金の保険給付に要する費用等について、

共済組合等に交付金を交付しています。 

④④  健健康康勘勘定定  

医療保険制度のうち「健康保険法」（大 11 法 70）及び「船員保険法」（昭 14 法 73）に

基づき全国健康保険協会が実施するものに関し、政府が行う業務の収支を経理するもので、事

業主等から徴収する保険料を主な財源として、全国健康保険協会への交付金の交付等を行って

います。 

なお、交付先の全国健康保険協会は、健康保険組合に加入していない被用者の健康保険事業

及び船員保険事業を行う保険者であり、各種保険給付や健診事業等を行っています。 

⑤⑤  業業務務勘勘定定  

基礎年金事業、国民年金事業、厚生年金保険事業、福祉年金事業、特別障害給付金事業及び

健康保険並びに船員保険に関し政府が行う適用・徴収に係る事務、子ども・子育て拠出金の徴

収業務等に係る収支を経理しています。なお、これらの事務・事業等で、平成 22 年 1 月に設

立された日本年金機構が行う業務に係る経費については、交付金を交付することとしています。 
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（（33）） 特特別別会会計計のの現現状状  
  

①①   歳歳入入歳歳出出予予算算（（令令和和７７年年度度当当初初予予算算））  

 

 

 

 

 

  

○○歳歳入入総総額額、、歳歳出出総総額額、、（（参参考考））歳歳出出純純計計額額 （単位：億円） 

勘勘定定  歳歳入入総総額額  歳歳出出総総額額  （（参参考考））歳歳出出純純計計額額  

基礎年金勘定 285,574  

（▲17,876） 
285,574  

（▲17,876） 

284,674  

（▲16,746） 

国民年金勘定 43,125（＋683） 43,125（＋683） 2,596（▲392） 

厚生年金勘定 524,329  

（＋8,557） 

524,329  

（＋8,557） 

306,615  

（＋2,004） 

健康勘定 137,685（＋9,676） 137,685（＋9,676） 122,660（＋9,534） 

業務勘定 12,462（＋7,523） 12,462（＋7,523） 5,241（＋303） 

特別会計合計 1,003,175 

 （＋8,564） 

1,003,175  

（＋8,564） 

721,786  

（▲5,298） 

 

  

基礎年金勘定

厚生年金勘定

健康勘定

国民年金勘定

業務勘定

1,003,175億円

（＋8,564）

拠出金等収入

280,136

(+8,038)

積立金より受入

5,292(▲25,947)

雑収入

146(+33)保険収入

35,423(+459)

積立金より受入

3,836(▲1,479)

独立行政法人納付金等

3,866(+1,703)

保険収入

521,957

(+13,583)

雑収入

136（+8）

独立行政法人納付金

904（▲1,129）

積立金より受入

1,333（▲3,906）

保険収入

118,539

（＋5,943）

借入金

14,348（▲19）

前年度剰余金受入等

4,798（+3,752）

他会計より受入 1,128 （+64）

他勘定より受入 3,915 (+233）

拠出金収入 7,220 (+7,220)

前年度剰余金受入等 199 (+6）

1,003,175億円

（＋8,564）

基礎年金勘定

厚生年金勘定

健康勘定

業務勘定

国民年金勘定

社会保険オンラインシステム費 1,138 （▲128）

日本年金機構運営費 3,677 (+424）

児童手当等子ども・子育て支援

特別会計へ繰入 7,220 （＋7,220）

業務取扱費等 427 （+7）

基礎年金相当給付費他勘定へ繰入及交付金

1,247(▲1,218)

予備費等

577(▲30)

国民年金給付費 1,877 (▲436）

基礎年金給付費等基礎年金勘定へ繰入 39,821 (+1,013）

年金相談事業費等業務勘定へ繰入 707 (+63）

諸支出金等 720 (+43）

保険給付費

256,579

(+3,134)

実施機関保険給付費等交付金

49,362

(▲1,160)

基礎年金給付費等基礎年金勘定へ繰入

214,902

(+6,333)

年金相談事業費等業務勘定へ繰入

2,761(+198)

諸支出金

216(+43)

予備費

510(+10) 保険料等交付金

122,593

(+9,530)

国債整理基金特別会計へ繰入

14,578(+153)

業務取扱費等業務勘定へ繰入等

514(▲6)

基礎年金給付費

283,750

(▲16,627)

【 歳入 】 【 歳出 】 （単位：億円） 
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○○基基礎礎年年金金勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                     （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

拠出金等収入 280,128  

（＋8,031） 

基礎年金給付等に要する費用に充てるための国民年金勘定、

厚生年金勘定及び共済組合等からの受入見込額（前々年度の

基礎年金拠出金の過不足に係る精算（拠出超過による減額調

整の減少）による増） 

運用収入 8（＋7） 

 

財政融資資金に預け入れている支払元受高余裕金及び積立

金の運用利子収入見込額 

積立金より受入 5,292  

（▲25,947） 

基礎年金給付費等の財源に充てるための積立金からの受入

見込額（前々年度の基礎年金拠出金の過不足に係る精算額

（拠出超過による減額調整）の減） 

雑収入 146（＋33） 基礎年金給付費の返納金収入見込額等 

合計 285,574  

（▲17,876） 

 

 

（歳出） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

基礎年金給付費 283,750  

（▲16,627） 

被保険者、被保険者であった者等に対する基礎年金給付費 

（被保険者、被保険者であった者等の減少による減） 

基礎年金相当給付

費 

他勘定へ繰入及び

交付金 

1,247  

（▲1,218） 

基礎年金相当給付費に充てるための国民年金勘定、厚生年金

勘定及び共済組合等への交付金等（昭和 61 年 4 月前に受

給権が発生した者の減少に伴う基礎年金相当給付費の減少

による減） 

諸支出金 ７（＋0） 過誤納に係る返納金の払戻し等 

予備費 570  

（▲30） 

予見し難い予算の不足に充てるための経費 

合計 285,574  

（▲17,876） 

 

  

○○国国民民年年金金勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                     （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

保険料収入 12,921  

（＋599） 

国民年金第 1 号被保険者から徴収した国民年金保険料収入

見込額（保険料月額の引上げ等による増） 

一般会計より受入 22,254  

（＋326） 

基礎年金の給付に要する費用等の一部に充てるための国庫

負担金の一般会計からの受入見込額（前々年度の基礎年金拠

出金の過不足に係る精算による増） 

基礎年金勘定より受

入 

246  

（▲467） 

 

基礎年金相当給付費に充てるための基礎年金勘定からの受

入見込額（昭和 61 年 4 月前に受給権が発生した者の減少

等に伴う基礎年金相当給付費の減少による減） 

運用収入 1（＋1） 

 

財政融資資金に預け入れている支払元受高余裕金の運用利

子収入の受入見込額 

積立金より受入  3,836  

（▲1,479） 

国民年金給付費、基礎年金勘定への拠出金の財源に充てるた

めの積立金からの受入見込額（年金積立金管理運用独立行政

法人納付金の増加等による減） 

年金積立金管理運用

独立行政法人納付金 

3,844  

（＋1,707） 

年金積立金管理運用独立行政法人から納付される納付金の

受入見込額 

独立行政法人福祉医

療機構納付金 

15（▲3） 

 

（独）福祉医療機構から納付される納付金の受入見込額 

雑収入 6（▲1） 国民年金給付費の返納金の受入見込額等 

前年度剰余金受入 0（＋0） 前年度の決算上の剰余金見込額 
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合計 43,125  

（＋683） 

 

 
（歳出） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

特別障害給付金給付費 23（▲1） 特定障害者に対する給付費（受給者数の減少等による減） 

福祉年金給付費 0（▲0） 

 

福祉年金受給者に対する給付費（受給者数の減少等によ

る減） 

国民年金給付費 1,877  

（▲436） 

 

昭和 61 年 4 月前に受給権が発生した者に対する老齢・

障害または死亡についての年金給付費及び付加年金、死

亡一時金等の給付費（受給者数の減少等による減） 

基礎年金給付費等 

基礎年金勘定へ繰入 

39,821  

（＋1,013） 

基礎年金給付費及び基礎年金相当給付費に充てるための

基礎年金勘定への繰入金（前々年度の基礎年金拠出金の

過不足に係る精算による増） 

年金相談事業費等 

業務勘定へ繰入 

707  

（＋63） 

年金相談事業費等に充てるための業務勘定への繰入金 

諸支出金 693（＋45） 過誤納に係る保険料の払戻し等 

予備費 4（▲1） 予見し難い予算の不足に充てるための経費 

合計 43,125  

（＋683） 

 

  

○○厚厚生生年年金金勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                     （単位：億円） 

（歳入）  

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

保険料収入 366,028  

（＋13,743） 

事業主等から徴収した厚生年金保険料収入見込額（１人当た

り保険料の増加等による増） 

一般会計より受入 

 

109,502  

（＋2,360） 

基礎年金の給付に要する費用等の一部に充てるための国庫

負担金の一般会計からの受入見込額（前々年度の基礎年金拠

出金の過不足に係る精算による増） 

労働保険特別会計

より受入 

51（▲3） 

 

職務上年金給付費に相当する金額の労働保険特別会計から

の受入見込額 

基礎年金勘定より

受入 

647  

（▲662） 

基礎年金相当給付費に充てるための基礎年金勘定からの受

入見込額（昭和 61 年 4 月前に受給権が発生した者の減少

等に伴う基礎年金相当給付費の減少による減） 

存続厚生年金基金

等徴収金 

8（▲1） 

 

老齢年金給付の現価に相当する額の存続厚生年金基金等か

らの受入見込額 

解散厚生年金基金

等徴収金 

224  

（＋58） 

責任準備金相当額及び減額責任準備金相当額の解散厚生年

金基金等からの受入見込額（責任準備金相当額の受入見込額

の増加による増） 

実施機関拠出金収

入 

45,221  

（▲1,888） 

厚生年金保険給付費等に充てるための共済組合等からの拠

出金の受入見込額（厚生年金保険給付費等の見込額の増加に

よる増）  

存続組合等納付金 256 

（▲43） 

旧適用法人共済組合員期間に係る年金給付のうち職域等費

用に相当する額の原資として存続組合等が納付する納付金

の受入見込額 

運用収入 20（＋20） 

 

財政融資資金に預け入れている支払元受高余裕金の運用利

子収入見込額 

積立金より受入 1,333  

（▲3,906） 

保険給付費、基礎年金勘定への拠出金の財源に充てるための

積立金からの受入見込額（保険料収入の増加等による減） 

年金積立金管理運

用独立行政法人納

付金 

625  

（▲1,075） 

年金積立金管理運用独立行政法人から納付される納付金の

受入見込額 

独立行政法人福祉

医療機構納付金 

279  

（▲54） 

（独）福祉医療機構から納付される納付金の受入見込額 
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雑収入 136（＋8） 保険給付費の返納金の受入見込額等 

合計 524,329  

（＋8,557） 

 

 

（歳出） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

保険給付費 256,579  

（＋3,134） 

被保険者、被保険者であった者等に対する保険給付費等

（保険給付費の増加等による増） 

実施機関保険給付

費等交付金 

49,362  

（▲1,160） 

厚生年金保険給付費等の共済組合等への交付金 

基礎年金給付費等 

基礎年金勘定へ繰

入 

214,902  

（＋6,333） 

基礎年金給付費及び基礎年金相当給付費に充てるための

基礎年金勘定への繰入金（前々年度の基礎年金拠出金の過

不足に係る精算による増） 

年金相談事業費等 

業務勘定へ繰入 

2,761 

（＋198） 

年金相談事業費等に充てるための業務勘定への繰入金 

諸支出金 216（＋43） 過誤納に係る保険料の払戻し等 

予備費 510（＋10） 予見し難い予算の不足に充てるための経費 

合計 524,329  

（＋8,557） 

 

 

○○健健康康勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                       （単位：億円） 

（歳入）  

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

保険料収入 118,307  

（＋5,770） 

被保険者・事業主から徴収した健康保険料収入見込額等（1

人当たり保険料の増加等による増） 

一般会計より受入 230（＋172） 旧政府管掌健康保険の累積債務に係る借入金の利子補塡の

ための一般会計からの受入見込額 

業務勘定より受入 0（▲0） 

 

（独）福祉医療機構から業務勘定へ納付される納付金の業

務勘定からの受入見込額等 

借入金 14,348  

（▲19） 

旧政府管掌健康保険の累積債務に係る借入見込額 

前年度剰余金受入 4,798  

（＋3,752） 

前年度の決算上の剰余金見込額（前年度の保険料等交付金

の交付額が保険料収入を下回ったこと等による増） 

その他の収入 2（＋1） 日雇拠出金収入等 

合計 137,685  

（＋9,676） 

 

（歳出） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

保険料等交付金 122,593  

（＋9,530） 

健康保険料収入等の全国健康保険協会への交付金（保険料収

入の増加等による増） 

業務取扱費等 

業務勘定へ繰入 

447（▲11） 

 

国及び日本年金機構で行う健康保険の適用・徴収に係る業務

取扱費等の業務勘定への繰入れ 

諸支出金 67（＋4） 過誤納に係る保険料の払戻し等 

国債整理基金特別

会計へ繰入 

14,578  

（＋153） 

旧政府管掌健康保険の累積債務に係る借入金償還及び利子

の支払いのための国債整理基金特別会計への繰入れ 

合計 137,685  

（＋9,676） 
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○○業業務務勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                       （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

他会計より受入 1,128（＋64）  

 一般会計より

受入 

1,107（＋43） 厚生年金保険事業、国民年金事業等の事務に要する費用に

充てるための国庫負担金の一般会計からの受入見込額 

子ども・子育て

支援特別会計

より受入 

21（皆増） 事業主からの拠出金の徴収に要する費用に充てるための子

ども・子育て支援特別会計子ども・子育て支援勘定からの受

入見込額 

他勘定より受入 3,915  

（＋233） 

年金相談事業等に要する費用に充てるための国民年金勘

定、厚生年金勘定及び健康勘定からの受入見込額 

特別保健福祉事

業資金より受入 

1（＋０） 特別保健福祉事業資金の清算に係る当該資金の残余の受入

見込額 

拠出金収入 7,220（皆増） 子ども・子育て支援法に基づく厚生年金保険の適用を受け

る事業所の被用者数等を基礎として算出した、事業主拠出

金収入見込額 

独立行政法人福祉

医療機構納付金 

０（▲0） 

 

（独）福祉医療機構から納付される納付金の受入見込額 

雑収入 11（▲34） 国民年金保険料等の延滞金の受入見込額等 

前年度剰余金受

入 

187（＋39） 前年度の決算上の剰余金見込額 

合計 12,462  

（＋7,523） 

 

 

（歳出） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

業務取扱費 422（＋3） 

 

国が支出する職員人件費、国民年金等事務取扱交付金、内部

管理事務経費等及び国民年金事業・厚生年金保険事業等の

業務に係る事務費 

社会保険オンラ

インシステム費 

1,138 

（▲128） 

国が支出する年金給付・記録管理システムの運用等の経費 

日本年金機構運

営費 

3,677 

（＋424） 

日本年金機構の行う業務に要する費用に充てるための同機

構に対する運営費交付金 

独立行政法人福

祉医療機構納付

金等相当財源健

康勘定へ繰入 

0（▲0） （独）福祉医療機構から納付される納付金等相当額の健康

勘定への繰入れ 

諸支出金 3（皆増） 過誤納に係る拠出金の払戻し 

一般会計へ繰入 

 

1（＋0） 

 

特別保健福祉事業資金を清算したことによる残余の一般会

計への繰入れ 

児童手当等 

子ども・子育て支

援特別会計へ繰

入 

7,220（皆増） 児童手当の支給に要する費用に充てるため等の子ども・子

育て支援特別会計子ども・子育て支援勘定への繰入れ 

予備費 0（－） 予見し難い予算の不足に充てるための経費 

合計 12,462  

（＋7,523） 
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②②  剰剰余余金金  

 

令令和和６６年年度度決決算算  

（単位：億円、単位未満切捨） 

勘勘定定  
収収納納済済  

歳歳入入額額  

支支出出済済  

歳歳出出額額  
剰剰余余金金  

翌翌年年度度  

歳歳入入繰繰入入  

積積立立金金積積立立  

資資金金組組入入  

一一

般般

会会

計計

へへ  

繰繰

入入  

基 礎 年 金 勘

定 

262,494 257,264 5,230 － 5,230 － 

国 民 年 金 勘

定 

37,632 37,349 282 0 282 － 

厚 生 年 金 勘

定 

503,537 

 

472,802 

 

30,735 

 

－ 30,735 

 

－ 

健康勘定 136,019 128,019 8,000 8,000 － － 

子ども・子育 

て支援勘定 

40,973 36,623 4,350 3,217 1,132 － 

業務勘定 5,442 4,557 884 450 433 － 

特 別 会 計 合

計 

986,100 936,616 49,483 11,669 37,814 － 

令和６年度決算における剰余金は、年金特別会計全体で 4 兆 9,483 億円です。 
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＜＜基基礎礎年年金金勘勘定定＞＞  

基礎年金勘定の剰余金は、5,230 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

一人当たり給付費が予定を下回ったこと等により、基礎年金給付費が予定を下回ったこと及

び予備費が未使用であったこと等によるものです。 

その詳細は、基礎年金給付費の不用額４兆 5,572 億円、予備費の未使用額 600 億円及び

拠出金等収入４兆 496 億円の減少などです（なお、上記の予備費の不用に伴い、積立金より

受入を 493 億円減額しています）。 

（剰余金の処理の方法） 

特別会計法附則第 22 条第 1 項の規定により、積立金として積み立てることとしています。 

 

＜＜国国民民年年金金勘勘定定＞＞  

国民年金勘定の剰余金は、282 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

国民年金給付費が予定を下回ったこと、基礎年金給付費を要することが予定より少なかった

ことにより、基礎年金勘定へ繰入が予定を下回ったこと、予備費が未使用であったこと、保険

料収入及び年金積立金管理運用独立行政法人納付金が予定を上回ったこと等によるものです。 

その詳細は、国民年金給付費の不用額 551 億円、基礎年金勘定へ繰入の不用額 4,432 億

円、予備費の未使用額 5 億円、保険料収入 1,666 億円の増加及び年金積立金管理運用独立行

政法人納付金 1,064 億円の増加などです（なお、上記の収支状況等を勘案し、国民年金給付

費の財源となる積立金より受入（予定額 5,314 億円）については、受入を行いませんでした）。 

（剰余金の処理の方法） 

特別会計法第 115 条第 1 項の規定により、剰余金のうち、必要な額を積立金として積み立

て、残額を特別会計法第 8 条第 1 項の規定により翌年度の歳入へ繰り入れることとしていま

す。 

 

＜＜厚厚生生年年金金勘勘定定＞＞  

厚生年金勘定の剰余金は、3 兆 735 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

一人当たり給付費が予定を下回ったこと等により保険給付費が予定を下回ったこと、基礎年

金給付費を要することが予定より少なかったことにより基礎年金勘定へ繰入が予定を下回っ

たこと、予備費が未使用であったこと及び保険料収入が予定を上回ったこと等によるものです。 

その詳細は、保険給付費の不用額 7,288 億円、基礎年金勘定へ繰入の不用額 3 兆 2,361

億円、予備費の未使用額 500 億円、保険料収入 1 兆 1,260 億円の増加などです（なお、上

記の収支状況等を勘案し、保険給付費の財源となる積立金より受入（予定額 5,238 億円）に

ついては、受入を行いませんでした）。 

（剰余金の処理の方法） 

特別会計法第 116 条第 1 項の規定により、積立金として積み立てることとしています。 
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＜＜健健康康勘勘定定＞＞  

健康勘定の剰余金は、8,000 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

保険料等交付金の交付額が保険料収入を下回ったこと及び前年度剰余金の受入が予定より

多かったこと等によるものです。 

その詳細は、保険料等交付金の交付額が 11 兆 3,063 億円、保険料収入が 11 兆 6,803

億円、前年度剰余金の増加額が 3,698 億円などです。 

（剰余金の処理の方法） 

特別会計法第 8 条第 1 項の規定により翌年度の歳入へ繰り入れることとしています。 

 

＜＜子子どどもも・・子子育育てて支支援援勘勘定定＞＞  

子ども・子育て支援勘定の剰余金は、4,350 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

前年度剰余金の受入が予定より多かったこと、児童手当の支給対象児童が予定を下回ったこ

と等により児童手当交付金を要することが少なかったこと等によるものです。 

その詳細は、前年度剰余金の増加額 1,106 億円、児童手当交付金に係る不用額 1,152 億

円などです。 

（剰余金の処理の方法） 

｢子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律｣（令６法 47）第 17 条の規定による改正

前の特別会計法第 118 条第 1 項の規定により、歳入歳出差額のうち児童手当交付金、子ども

のための教育・保育給付交付金並びに子ども・子育て支援交付金及び仕事・子育て両立支援事

業費の財源に充てるために必要となる事業主拠出金の剰余金を積立金として積み立て、残額を

｢子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律｣（令６法 47）附則第 17 条第 1 項の規定に

より子ども・子育て支援特別会計子ども・子育て支援勘定の令和７年度の歳入に繰り入れるこ

ととしています。 

  

＜＜業業務務勘勘定定＞＞  

業務勘定の剰余金は、884 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

歳入面においては日本年金機構からの国庫納付があったこと及び前年度剰余金の受入が予

定より多かったこと、歳出面においては調達計画の見直しによる事業計画の変更をしたこと、

契約価格が予定を下回ったこと等により、社会保険オンラインシステム業務庁費を要すること

が少なかったこと等によるものです。 

その詳細は、前年度剰余金の増加額 186 億円、日本年金機構納付金 193 億円などの歳入

が予定を上回ったこと並びに業務取扱費に係る不用額 34 億円及び社会保険オンラインシス

テム費に係る不用額 351 億円などです。 

（剰余金の処理の方法） 

特別会計法第 119 条及び第 8 条第 1 項等の規定により、剰余金のうち、保険料財源及び

特別保健福祉事業に係る剰余金は国民年金勘定等の積立金等に組み入れ、残額（国庫財源分）

を特別会計法第 8 条第 1 項の規定により翌年度の歳入に繰り入れることとしています。 
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③③  積積立立金金等等  
 

積積立立金金（（基基礎礎年年金金勘勘定定））  

①① 積積立立金金のの残残高高 （単位：億円）  

令令和和 77 年年度度末末（（予予定定））  
（（令令和和 77 年年度度当当初初予予算算））  

令令和和 66 年年度度末末  
（（令令和和 66 年年度度決決算算処処理理後後））  

令令和和 55 年年度度末末  
（（令令和和 55 年年度度決決算算処処理理後後））  

2,292 13,289 38,804 

  

②② 積積立立金金のの目目的的  

特別会計法附則第 22 条第 1 項の規定により、基礎年金給付費、国民年金勘定及び厚生年

金勘定への繰入金並びに共済組合等への交付金の財源に充てるために積立金として積み立て

ることとしています。 

 

③③ 積積立立金金のの水水準準  

基礎年金給付費、国民年金勘定及び厚生年金勘定への繰入金並びに共済組合等への交付金の

財源に充てるとともに、予備費等として、将来の基礎年金の給付に充てるものです。 

 

積積立立金金（（国国民民年年金金勘勘定定））  

①① 積積立立金金のの残残高高 （単位：億円）  

令令和和 77 年年度度末末（（予予定定））  
（（令令和和 77 年年度度当当初初予予算算））  

令令和和 66 年年度度末末  
（（令令和和 66 年年度度決決算算処処理理後後））  

令令和和 55 年年度度末末  
（（令令和和 55 年年度度決決算算処処理理後後））  

75,449 81,578 81,232 

  

②② 積積立立金金のの目目的的  

特別会計法第 115 条第 1 項の規定により、国民年金事業の給付費及び基礎年金勘定への繰

入金の財源に充てるために必要な金額を積立金として積み立てることとしており、その財源は

被保険者から徴収された保険料の一部であることから、将来の給付費の財源となるものであり、

長期的に財政の均衡を保つために必要な金額を積み立てることとしています。 

  

③③ 積積立立金金のの水水準準  

給付と負担の均衡を図るべき期間、すでに生まれている世代がおおむね年金受給を終えるま

での期間を 100 年程度（財政均衡期間）と設定し、この期間について給付と負担の均衡を図

ることとしており、積立金の水準目標は、財政均衡期間の最終年度（おおむね 100 年後）に

おいて給付費の 1 年分程度の保有となるように有限均衡方式が採られています。 
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積積立立金金（（厚厚生生年年金金勘勘定定））  

①① 積積立立金金のの残残高高 （単位：億円）  

令令和和 77 年年度度末末（（予予定定））  
（（令令和和 77 年年度度当当初初予予算算））  

令令和和 66 年年度度末末  
（（令令和和 66 年年度度決決算算処処理理後後））  

令令和和 55 年年度度末末  
（（令令和和 55 年年度度決決算算処処理理後後））  

1,164,832 1,202,415 1,171,309 

  

②② 積積立立金金のの目目的的  

特別会計法第 116 条第 1 項の規定により、厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金

保険事業の保険給付費及び基礎年金勘定への繰入金の財源に充てるために必要な金額を積立

金として積み立てることとしており、その財源は被保険者から徴収された保険料の一部である

ことから、将来の給付費の財源となるものであり、長期的に財政の均衡を保つために必要な金

額を積み立てています。 

  

③③ 積積立立金金のの水水準準  

給付と負担の均衡を図るべき期間、すでに生まれている世代がおおむね年金受給を終えるま

での期間を 100 年程度（財政均衡期間）と設定し、この期間について給付と負担の均衡を図

ることとしており、積立金の水準目標は、財政均衡期間の最終年度（おおむね 100 年後）に

おいて給付費の 1 年分程度の保有となるように有限均衡方式が採られています。 

 

積積立立金金（（子子どどもも・・子子育育てて支支援援勘勘定定））  

※ ｢子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律｣（令６法 47）附則第 17 条第 3 項の規

定により、同法第 17 条の規定による改正前の特別会計法に基づく年金特別会計子ども・子

育て支援勘定の令和 6 年度の出納の完結の際、同勘定に所属する積立金が、子ども・子育て

支援特別会計子ども・子育て支援勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなさ

れます。 

なお、令和 7 年度末（予定）の残高は、子ども・子育て支援特別会計子ども・子育て支援

勘定の積立金の額です。 

 

①① 積積立立金金のの残残高高 （単位：億円）  

【【参参考考】】令令和和７７年年度度末末（（予予定定））  
（（令令和和７７年年度度当当初初予予算算））  

【【参参考考】】令令和和６６年年度度末末  
（（令令和和６６年年度度決決算算処処理理後後））  

令令和和５５年年度度末末  
（（令令和和５５年年度度決決算算処処理理後後））  

3,146 5,558 5,989 

  

②② 積積立立金金のの目目的的  

｢子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律｣（令６法 47）第 17 条の規定による改正

前の特別会計法第 118 条第 1 項の規定により、児童手当交付金、子どものための教育・保育

給付交付金並びに子ども・子育て支援交付金及び仕事・子育て両立支援事業費の財源に充てる

ために必要な金額として、「児童手当法」（昭 46 法 73）及び「子ども・子育て支援法」（平

24 法 65）に基づく一般事業主からの拠出金の一部を積立金として積み立てることとしてお

り、子ども・子育て支援制度の安定的な運営の確保のために必要な将来の給付等に充てること

を目的としています。 
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③③ 積積立立金金のの水水準準  

拠出金収入の減により歳入が歳出を下回る場合や、拠出金収入の少ない年度当初に子どもの

ための教育・保育給付など一定規模の支出が見込まれる場合に備えているものです。また、決

算を経て事業主拠出金に係る剰余金が結果的に積立金として積み立てられる仕組みとなって

おり、現在（令和 6 年度決算結了後）、5,558 億円を積み立てていますが、これは令和 6 年

度支出実績の 2 割程度です。 
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④④ 資資産産及及びび負負債債（（令令和和５５年年度度特特別別会会計計財財務務書書類類））  
 
 

年年金金特特別別会会計計貸貸借借対対照照表表  （単位：億円、単位未満切捨） 

 

 

主な資産は、運用寄託金 115 兆 6,297 億円です。これは、国民年金勘定及び厚生年金勘定

から年金積立金管理運用独立行政法人への寄託額であり、法人が定めた運用方針に従って、国内

外の債券、株式等に分散して運用しています。 

主な負債は、公的年金預り金 125 兆 5,065 億円です。これは、将来の年金給付財源の一部

を積立金等の資産として保有しているため、当該資産に見合う金額を「公的年金預り金」として

計上しているものです。 

なお、借入金は、政府管掌健康保険の昭和 48 年度末累積債務及び昭和 59 年度末日雇労働者

健康保険事業累積債務に係る借入金であり、財政融資資金より借入金の元本を借り入れています。

これらの累積債務については、一般会計からの繰入れで償還することとされており、また、これ

らの累積債務が増大しないよう、その利子の全額を一般会計からの繰入れで補塡しています。 

資産・負債差額は、主に基礎年金勘定の剰余金及び積立金が含まれています。 

  

《4年度》 《5年度》 < 資 産 の 部 > < 負 債 の 部 > 《5年度》 《4年度》

147,192 148,916 現 金 ・ 預 金

83,925 105,409 うち政府預金

63,266 43,507 うち財投預託金

6,858 6,886 未 収 金 未 払 費 用 0 －

1 0 未 収 収 益 賞 与 引 当 金 2 2

49,185 48,842 未 収 保 険 料

0 0 前 払 費 用

55,416 56,443 他会計繰入未収金

▲ 12,125 ▲ 10,673 貸 倒 引 当 金

77 76 有 形 固 定 資 産 退職給付引当金 36 38

76 75 国 有 財 産
(公共用財産を除く)

負債合計 1,360,546 1,334,091

71 71 土　地

0 0 立木竹

4 3 建　物

0 0 工作物

0 0 物 品

234 338 無 形 固 定 資 産

58,257 59,364 出 資 金

1,452,263 1,466,494 資産合計 負債及び資産・負債差額合計 1,466,494 1,452,263

1,147,166 1,156,297 運用寄託金

資産・負債差額 105,948

公的年金預り金 1,255,065 1,230,310

118,172

未 払 金 91,093 89,373

借入金 14,348 14,367
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⑤⑤  保保険険料料率率のの根根拠拠及及びび保保険険料料率率をを見見直直すす仕仕組組みみのの内内容容等等  

（（国国民民年年金金勘勘定定及及びび厚厚生生年年金金勘勘定定））  

平成 16 年の年金制度改正において保険料水準固定方式が導入され、保険料率については最

終的な保険料の水準を法律で定め、その負担の範囲内で給付を行うこととしています。 

また、定期的（5 年ごと）に、その時点における長期的な財政収支の見通しを計算し、給付

水準の調整を行う必要性の有無等の検証（財政検証）を行うこととなっています。 

（（健健康康勘勘定定））  

「健康保険法」（大 11 法 70）第 160 条の規定により、全国健康保険協会が管掌する健康

保険の一般保険料率（都道府県単位保険料率）は、30/1000 から 130/1000 までの範囲内

において全国健康保険協会が決定するものとされており、毎事業年度において財政の均衡を保つ

ことができるものとなるよう政令で定めるところにより算定するものとされています（平成 24

年 3 月以降の一般保険料率は全国平均で 100.0/1000）。 

また、船員保険においても、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるものとなるよ

う政令で定めるところにより算定するものとされています（令和 7 年 3 月以降の疾病保険料率

は 100.0/1000、災害保健福祉保険料率は 10.5/1000）。 

 

（（44））事事務務及及びび事事業業のの効効率率化化・・財財務務にに関関すするる情情報報のの透透明明化化のの取取組組みみ等等    
 

年金特別会計における事業内容の見直し等に係る取組みについては、平成 16 年の年金制度改

正において、少子化等の社会経済の変動に対応した持続可能な制度を構築し、制度に対する信頼

の確保を図るため、保険料率の引上げ、財政均衡期間に係る有限均衡方式の下で給付水準をマク

ロ経済スライドにより自動的に調整する仕組みの導入、安定財源を確保した上での基礎年金国庫

負担割合の引上げ等の制度改革が行われたところです。 

さらに、平成 24 年には社会保障・税一体改革により、基礎年金国庫負担割合 2 分の 1 の恒

久化や被用者年金の一元化等の年金制度改正が行われ、これにより、平成 16 年の年金制度改正

によって導入された長期的な給付と負担を均衡させるための年金財政フレームが完成するとと

もに、社会経済状況の変化に対応した社会保障のセーフティネット強化の取組にも着手すること

となっています。 

 

年金特別会計についての問い合わせ先 

（基礎年金勘定・国民年金勘定・厚生年金勘定） 

厚生労働省年金局総務課      電話番号 03-5253-1111（内線 3646） 

（健康勘定） 

厚生労働省保険局保険課      電話番号 03-5253-1111（内線 3152） 

（子ども・子育て支援勘定） 

こども家庭庁成育局参事官（事業調整担当）    電話番号 03-6863-0074 

（業務勘定） 

厚生労働省年金局事業企画課会計室 電話番号 03-5253-1111（内線 3546） 
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９９．．子子どどもも・・子子育育てて支支援援特特別別会会計計  
 

（（１１））概概要要  
 

子ども・子育て支援特別会計は、こども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進める

ため、年金特別会計の子ども・子育て支援勘定及び労働保険特別会計の雇用勘定（育児休業給付

関係）を統合し、令和 7 年度に設置されました。 

本特別会計は、子ども・子育て支援に係る事業を経理する子ども・子育て支援勘定及び育児休

業等給付に係る事業を経理する育児休業等給付勘定に区分されており、内閣府と厚生労働省の共

管となっています。 

なお、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」（令６法 47）の規定により、令和６

年度から令和 10 年度までの各年度に限り、子ども・子育て支援勘定（令和６年度においては、

年金特別会計の子ども・子育て支援勘定）の負担において、子ども・子育て支援特例公債を発行

できることとされています。 

子子どどもも・・子子育育てて支支援援特特別別会会計計のの仕仕組組みみ  
  

「児童手当法」（昭46法73）及び「子ども・子育て支援法」（平24法65）に関する収支

を経理するため、子ども・子育て拠出金、子ども・子育て支援納付金及び国庫負担金を主な財

源として、児童手当や子どものための教育・保育給付等の事業を行うとともに、「雇用保険

法」（昭49法116）による育児休業等給付に関する収支を経理するため、雇用保険料、子ど

も・子育て支援納付金及び国庫負担金を主な財源として、育児休業給付金等の給付を行って

います。  
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（（２２））具具体体的的なな事事業業のの内内容容  
 

本特別会計は、子ども・子育て支援勘定及び育児休業等給付勘定に区分され、それぞれ以下の

事業等に関する経理を行っています。 

 

①①  子子どどもも・・子子育育てて支支援援勘勘定定  

「児童手当法」（昭 46 法 73）及び「子ども・子育て支援法」（平 24 法 65）に関する収

支を経理するもので、子ども・子育て拠出金、子ども・子育て支援納付金（注）及び国庫負担金

を主な財源として、児童手当等の支給に要する費用の地方公共団体に対する交付金の交付や、

平成 27 年度から施行された「子ども・子育て支援法」（平 24 法 65）の下、子どものための

教育・保育給付により、就学前の質の高い教育・保育等の実現を図るほか、放課後児童健全育

成事業をはじめとした地域子ども・子育て支援事業により、地域の多様な子育てニーズに沿っ

た支援を推進しています。さらに、平成 28 年度から仕事・子育て両立支援事業を創設し、事

業所内保育等の企業主導型の多様な保育サービスの拡大を支援しています。 

また、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」（令 6 法 47）において、令和 7 年

度から「子ども・子育て支援法」（平 24 法 65）に、妊婦等の経済的支援を実施する「妊婦の

ための支援給付」を、児童福祉法（昭 22 法 164）に、主に妊婦・その配偶者等に対して面談

等により情報提供や相談に応じる「妊婦等包括相談支援事業」を創設し、妊娠期からの切れ目

ない支援や必要な支援につなぐ伴走型相談支援の推進を行っています。 

（注）令和 7 年度は子ども・子育て支援金（支援納付金）の収納開始（令和 8 年度から）前のため、つなぎとして

発行される子ども・子育て支援特例公債を活用します。（以下同じ） 

（参考資料）「子ども・子育て支援勘定」 

（https://www.cfa.go.jp/policies/budget/tokubetsukaikei/kodomokosodate） 

 

②②  育育児児休休業業等等給給付付勘勘定定  

雇用保険法（昭 49 法 116）による育児休業等給付に関する収支を経理するもので、雇用

保険料、子ども・子育て支援納付金及び国庫負担金を主な財源として、育児休業給付金等の給

付を行っています。 

具体的には、雇用保険の被保険者が原則 1 歳未満の子を養育するために育児休業した場合

等に支給する育児休業給付のほか、令和７年度より、子の出生直後の一定期間に、両親ともに

（配偶者が就労していない場合などは本人が）、14 日以上の育児休業を取得した場合に支給

する出生後休業支援給付や、２歳に満たない子を養育するために時短勤務を実施した際に、育

児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たす場合に支給する育児時短就業給

付を行っています。 

（参考資料）「育児休業等給付勘定」 

（https://www.cfa.go.jp/policies/budget/tokubetsukaikei/ikujikyugyo） 
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（（３３））特特別別会会計計のの現現状状    
 

①①   歳歳入入歳歳出出予予算算（（令令和和７７年年度度当当初初予予算算））  

（単位：億円） 

  

 

○○歳歳入入総総額額、、歳歳出出総総額額、、（（参参考考））歳歳出出純純計計額額                  （単位：億円） 

勘勘定定  歳歳入入総総額額  歳歳出出総総額額  （（参参考考））歳歳出出純純計計額額  

子ども・子育て

支援勘定 
47,114（＋9,541） 47,114（＋9,541） 46,120（＋8,592） 

育児休業等給付

勘定 
10,687（＋1,312） 10,687（＋1,312） 10,616（＋1,303） 

特別会計合計 57,801 

 （＋10,854） 

57,801 

 （＋10,854） 

56,736  

（＋9,895） 

  

○○子子どどもも・・子子育育てて支支援援勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                 （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

年金特別会計より

受入 

7,220  

（皆増） 

児童手当の支給等に係る事業主拠出金の年金特別会計業務

勘定からの受入見込額 

事業主拠出金収入 294  

（▲7,015） 

児童手当の支給等に係る事業主拠出金の受入見込額（歳入

項目が「年金特別会計より受入」と分割されたことによる

減） 

一般会計より受入 26,093  

（▲104） 

児童手当の支給、子どものための教育・保育給付等及び地域

子ども・子育て支援事業に係る国庫負担金等並びに当該給

付事務に必要な経費の受入見込額 

積立金より受入 1,280  

（＋245） 

事業主負担に係る子どものための教育・保育給付等の財源

に充てるための積立金からの受入見込額 

子ども・子育て支

援特例公債金 

11,397  

（＋9,178） 

児童手当の支給等に係る子ども・子育て支援特例公債金の

収入見込額（児童手当の抜本的拡充（令和６年 10 月施行）

の平年度化等による増） 

雑収入 140（＋36） 児童手当等に係る返納金の受入見込額等 

【【  歳歳出出  】】 【【  歳歳入入  】】 
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前年度剰余金受入 690  

（▲19） 

前年度決算上の剰余金の受入見込額 

合計 47,114 

（＋9,541） 

 

 

（歳出） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

児童手当交付金 21,666 

（＋6,420） 

児童手当の支給に係る交付金（児童手当の抜本的拡充（令和

６年 10 月施行）の平年度化による増） 

妊婦のための支

援給付費 

838  

（皆増） 

妊婦のための支援給付に係る交付金等 

子ども・子育て支

援推進費 

18,934 

（＋1,311） 

子どものための教育・保育給付に係る交付金等（保育士等の

処遇改善に伴う子どものための教育・保育給付等の増） 

地域子ども・子育

て支援及仕事・子

育て両立支援事

業費 

4,614 

（＋22） 

地域子ども・子育て支援及び仕事・子育て両立支援事業に必

要な経費 

業務取扱費 45（＋4） 児童手当等に関する事務に必要な人件費、事務費等 

出生後休業支援

等給付費等 

育児休業等給付

勘定へ繰入 

805 

（皆増） 

雇用保険法に基づく出生後休業支援等給付費等 

諸支出金 4（＋0） 過誤納に係る拠出金の払戻し等 

子ども・子育て支

援特例公債事務

取扱費 

一般会計へ繰入 

0（▲0） 子ども・子育て支援特例公債の発行及び償還に要する事務

取扱費の額に相当する金額の一般会計への繰入れ 

国債整理基金特

別会計へ繰入 

168（＋141） 子ども・子育て支援特例公債の利子等の支払財源に充てる

ための国債整理基金特別会計への繰入れ 

予備費 40（±０） 予見し難い予算の不足に充てるための経費 

合計 47,114 

（＋9,541） 

 

 

○○育育児児休休業業等等給給付付勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                   （単位：億円） 

（歳入）  

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

労働保険特別会

計より受入 

8,769  

（＋474） 

育児休業給付費等に相当する金額の労働保険特別会計徴収

勘定からの受入見込額 

一般会計より受

入 

1,108  

（＋38） 

育児休業給付等に要する費用に充てるための国庫負担金の

一般会計からの受入見込額 

他勘定より受入 805  

（皆増） 

出生後休業支援等給付費等に相当する金額の子ども・子育

て支援勘定からの受入見込額 

その他の収入 5（▲4） 財政融資資金への預託金利子の収入見込額等 

合計 10,687  

（＋1,312） 
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（歳出） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

育児休業給付費 8,857  

（＋301） 

育児休業給付の支給に必要な経費 

出生後休業支援

等給付費 

792 

（皆増） 

出生後休業支援給付及び育児時短就業給付の支給に必要な

経費 

業務取扱費 89 

（▲3） 

育児休業給付の事務に必要な人件費、事務費等 

出生後休業支援

等給付業務費 

13  

（皆増） 

出生後休業支援等給付業務の実施に必要な事務費 

育児休業給付資

金へ繰入 

865  

（＋200） 

育児休業給付資金への繰入れ 

保険料返還金等 

労働保険特別会

計へ繰入 

 71  

   （＋9） 

保険料の過誤納の返還金及び労働保険適用事業主から保険

料を徴収する費用に充てるため、労働保険特別会計徴収勘

定へ繰り入れる経費 

合計 10,687  

（＋1,312） 
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②②  剰剰余余金金  
 

（注）令和７年度に新設された特別会計のため、令和６年度決算における剰余金はありません。 

 

③③  積積立立金金等等  

  

積積立立金金（（子子どどもも・・子子育育てて支支援援勘勘定定））  

※ ｢子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律｣（令６法 47）附則第 17 条第 3 項の規

定により、同法第 17 条の規定による改正前の特別会計法に基づく年金特別会計子ども・子

育て支援勘定の令和 6 年度の出納の完結の際、同勘定に所属する積立金が、この勘定に所属

する積立金として積み立てられたものとみなされます。 

  なお、令和５年度末の残高は、年金特別会計子ども・子育て支援勘定の積立金の額です。 

 

①① 積積立立金金のの残残高高  （単位：億円） 

令令和和７７年年度度末末（（予予定定））  

（（令令和和７７年年度度当当初初予予算算））  

令令和和６６年年度度末末  

（（令令和和６６年年度度決決算算処処理理後後））  

【【参参考考】】令令和和５５年年度度末末  

（（令令和和５５年年度度決決算算処処理理後後））  

3,146 5,558 5,989 

  

②② 積積立立金金のの目目的的  

特別会計法第 123 条の 10 第 1 項の規定により、児童手当交付金、子どものための教育・

保育給付交付金並びに子ども・子育て支援交付金及び仕事・子育て両立支援事業費の財源に充

てるために必要な金額として、「児童手当法」（昭 46 法 73）及び「子ども・子育て支援法」

（平 24 法 65）に基づく一般事業主からの拠出金の一部を積立金として積み立てることとし

ており、子ども・子育て支援制度の安定的な運営の確保のために必要な将来の給付等に充てる

ことを目的としています。 

  

③③ 積積立立金金のの水水準準  

拠出金収入の減により歳入が歳出を下回る場合や、拠出金収入の少ない年度当初に子どもの

ための教育・保育給付など一定規模の支出が見込まれる場合に備えているものです。また、決

算を経て子ども・子育て拠出金に係る剰余金が結果的に積立金として積み立てられる仕組みと

なっており、現在（令和６年度決算結了後）、5,558 億円を積み立てていますが、これは令和

６年度支出実績の 2 割程度です。 

 

育育児児休休業業給給付付資資金金（（育育児児休休業業等等給給付付勘勘定定））  

※ 「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」（令６法 47）附則第 16 条第３項の規

定により、同法第 17 条の規定による改正前の特別会計法に基づく労働保険特別会計雇用勘

定の令和６年度の出納の完結の際、同勘定に所属する育児休業給付資金が、この勘定に所属

する育児休業給付資金として組み入れられたものとみなされます。 

  なお、令和５年度末の残高は、労働保険特別会計雇用勘定の育児休業給付資金の額です。 
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①①  育育児児休休業業給給付付資資金金のの残残高高  （単位：億円）  

令令和和７７年年度度末末（（予予定定））  

（（令令和和７７年年度度当当初初予予算算））  

令令和和６６年年度度末末  

（（令令和和６６年年度度決決算算処処理理後後））  

【【参参考考】】令令和和５５年年度度末末  

（（令令和和５５年年度度決決算算処処理理後後））  

5,022 4,744 3,492 

 

②②  育育児児休休業業給給付付資資金金のの目目的的  

特別会計法第 123 条の 12 第１項の規定により、予算で定めるところによる繰入金及び育

児休業給付費に係る剰余金のうち育児休業給付費に充てるために必要な組入金をもって充て

る育児休業給付資金を置くこととしており、特別会計法第 123 条の 12 第 3 項の規定によ

り、将来の育児休業給付費に充てるために労働保険特別会計徴収勘定から繰り入れられた労働

保険料の一部を育児休業給付資金に組み入れることとしています。 

 

③③  育育児児休休業業給給付付資資金金のの水水準準  

保険料収入の減少や育児休業給付費の増大により歳入額（育児休業給付費充当分）が歳出額

（育児休業給付費に係るもの）を下回る場合に備えて積み立てる資金であり、毎会計年度の歳

入額（育児休業給付費充当分）から歳出額（育児休業給付費に係るもの）を控除した残余を、

育児休業給付資金へ組み入れています。 

（参考資料）「雇用保険制度における積立金等について」 

（https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken06/index.html） 

 

④④  資資産産及及びび負負債債（（令令和和 55 年年度度特特別別会会計計財財務務書書類類））  
  

 
（注）令和７年度に新設された特別会計のため、令和 5 年度特別会計財務書類は作成してい

ません。 

 

⑤⑤  保保険険料料率率のの根根拠拠及及びび保保険険料料率率をを見見直直すす仕仕組組みみのの内内容容等等  
 

（（子子どどもも・・子子育育てて支支援援勘勘定定））  

子ども・子育て拠出金率については、「子ども・子育て支援法」（平 24 法 65）第 70 条の規

定により、3 歳未満の子を持つ被用者に係る児童手当の給付見込み額の２/５や子どものための

教育・保育給付、地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業に係る費用の額等

を踏まえ、おおむね 5 年を通じ財政の均衡を保つことができるものとなるよう政令で定めると

ころにより算定するものとされています（令和７年度の拠出金率は 3.6/1000）。 

 

（（育育児児休休業業等等給給付付勘勘定定））  

 育児休業給付に係る雇用保険料率については、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」（昭

44 法 84）第 12 条第４項第２号の規定により 5/1,000 とされていますが、令和７年４月１

日より「雇用保険法等の一部を改正する法律」（令６法 26）において、育児休業給付資金が一定

の水準を超えた場合には、法律の改正を要さずに弾力的に一定の率引き下げる仕組み（弾力条項）

を導入したところです。この仕組みの下、令和７年度の育児休業給付に係る雇用保険料率は

4/1,000 とされています。 
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（（４４））事事務務及及びび事事業業のの効効率率化化・・財財務務にに関関すするる情情報報のの透透明明化化のの取取組組みみ等等    
 

子ども・子育て拠出金充当対象事業が効率的に行われているか等について、全国的な事業主の

団体との協議の場を設置し、定期的に意見交換をすることとしています。 

また、子ども・子育て支援特別会計の財務に関する情報については、こども家庭庁のホームペ

ージに予算に関する情報等を公表しており、今後、特別会計財務書類も公表する予定です。 

 

 

子ども・子育て支援特別会計についての問い合わせ先 

（子ども・子育て支援勘定） 

こども家庭庁成育局参事官（事業調整担当）  電話番号 03-6863-0074 

（育児休業等給付勘定） 

厚生労働省職業安定局雇用保険課 電話番号 03-5253-1111（内線 5757） 
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1100．．食食料料安安定定供供給給特特別別会会計計  
 

（（１１））概概要要  
 

食料安定供給特別会計は、平成 19 年度から導入した水田・畑作経営所得安定対策（平成 25

年度から経営所得安定対策）を軸とする食料安定供給施策を一体的に推進するため、①米・麦の

買入れ、売渡し等の経理を行う食糧管理特別会計と、②農地の担い手への利用集積等に必要な資

金の貸付け等の経理を行う農業経営基盤強化措置特別会計を平成 19 年度に統合し、農業経営基

盤強化事業、農業経営安定事業、食糧の需給及び価格の安定のための事業に係る経理を行うため

に設置されました。 

 

平成 26 年 4 月 1 日に施行された特会

改革法により、食料安定供給特別会計に農

業共済再保険特別会計、漁船再保険及び漁

業共済保険特別会計が統合され、各特別会

計内の勘定構成の合理化（統廃合）等が図

られました。 

改正後の本特別会計は、食料の安定供給

を図るために相互に関連付けられる、①農

業経営安定事業（経営所得安定対策の交付

金の交付等）、②食糧の需給及び価格の安

定のために行う事業（備蓄米・外国産米麦

の売買等）、③農業共済再保険事業等（自然

災害等による農作物の減収等を保険の仕

組みにより補塡）、④漁船再保険事業（漁船

の座礁や運航に伴う不慮の費用負担等に

よる損失を保険の仕組みにより補塡）、⑤

漁業共済保険事業（異常な事象による漁獲

減少等の損失を保険の仕組みにより補

塡）、⑥国営土地改良事業（国営土地改良事

業の工事等）に関する政府の経理を明確に

するため、一般会計と区分して経理するこ

とを目的として設置しています。 

  

食食料料安安定定供供給給特特別別会会計計、、農農業業共共済済再再保保険険特特別別会会計計、、

漁漁船船再再保保険険及及びび漁漁業業共共済済保保険険特特別別会会計計のの再再編編  
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食食料料安安定定供供給給特特別別会会計計のの仕仕組組みみ（（資資金金のの流流れれ））  

 

 

なお、農業共済再保険勘定については、平成 30 年 4 月に施行された「農業災害補償法の一部

を改正する法律」（平 29 法 74）により、農業経営収入保険（農産物の需給変動等による農業収

入の減少を保険の仕組みにより補塡）の再保険事業を経理に加えたことから、勘定名を農業再保

険勘定に変更しています。 

また、国営土地改良事業勘定は、「土地改良法」（昭 24 法 195）に基づく国営土地改良事業

等に関する経理を行うために設けられた国営土地改良事業特別会計が、平成 20 年度より一般会

計に統合されたことに伴い、平成 10 年度以前に事業費の一部について借入金を財源として新規

着工した事業のうち、平成 19 年度末までに工事が完了しなかった事業（以下「未完了借入事業」

といいます。）について、全ての事業の工事が完了する年度までの経過措置として設置されてい

ます。 
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国国営営土土地地改改良良事事業業勘勘定定のの仕仕組組みみ（（資資金金のの流流れれ））  
  

国営土地改良事業勘定では、農業生産基盤の整備等を図るため、国及び受益者が負担する

部分は一般会計からの繰入金等、道県が負担する部分は財政融資資金からの借入金を財源と

して事業を実施しています。 

なお、事業実施の後に、道県及び受益者が負担する部分については、本勘定を通じて一般

会計への繰入れ及び財政融資資金への償還を行っています。  

 

          

 

 
 

（（２２））具具体体的的なな事事業業のの内内容容  
 

本特別会計は、農業経営安定勘定、食糧管理勘定、農業再保険勘定、漁船再保険勘定及び漁業

共済保険勘定の各事業勘定と、各事業勘定に共通する事務人件費等を経理する業務勘定に区分さ

れ、それぞれ以下の事業等に関する経理を行います。 

また、国営土地改良事業勘定において、国営土地改良事業のうち未完了借入事業に関する経理

を行います。 

 

    

 道   県 

 

財政融資資金 

国 営 土 地 改 良  事 業 勘 定 

 

（国庫負担分） 
受益者 
負担分 （道県負担分） 

繰
入
金 

繰
入
金 

借
入
金 

負
担
金
繰
入 

借
入
金
償
還 

負担金 

負
担
金 

負
担
金 

受益者 

   一  般  会  計   
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①①  農農業業経経営営安安定定勘勘定定  

経営所得安定対策のうち、「農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する

法律」（平 18 法 88）に基づく、（ア）畑作物の直接支払交付金の交付及び（イ）収入減少影

響緩和交付金の交付に関する事業に係る経理を行っています。 

（参考資料）「経営所得安定対策」 

（ https://www.maff.go.jp/j/seisaku_tokatu/antei/keiei_antei.html ）  

  

②②  食食糧糧管管理理勘勘定定  

「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」（平 6 法 113。以下「食糧法」といいま

す。）に基づく米穀の備蓄の円滑な運営を図るための国内産米穀の買入れ・売渡し、輸入を目的

とする米穀の買入れ・売渡し、麦の需給見通しに基づく輸入食糧麦の買入れ・売渡し及び「飼

料需給安定法」（昭 27 法 356）に規定する飼料需給計画に基づく輸入飼料の買入れ・売渡し

等を行っています。 

政府所有米穀の販売・保管・運送等の一連の業務については、民間事業体に包括的に委託し

ています。 

また、不測の事態に備えるため、製粉企業等が外国産食糧用小麦の需要量の 2.3 か月分を備

蓄する場合に、1.8 か月分の保管料を助成しています。 

（参考資料）「米（稲）・麦・大豆」 

（ https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/index.html ） 

  

    倉庫内での米穀の備蓄 輸入港での小麦の荷揚げ 船内の小麦 

（イ） 収入減少影響緩和交付金

・ 米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょの当年産の販売収

入が標準的収入を下回った場合に、その差額の９割を国からの交付金

と農業者の積み立てた積立金で補てんします。

対策加入者があらかじめ一定額の積立金を拠出（20％の収入減少に

備えた額が上限。）する必要があります。

都道府県等地域単位で算定

標標準準的的収収入入

当当年年産産収収入入

収収入入減減少少

補補ててんん金金
収収入入減減のの
９９割割ままでで
補補 てて んん

農農 業業 者者１１：： 国国３３ のの 割割合合でで
拠拠出出ししたた積積立立金金かからら補補ててんん

過去５年のうち、
最高・最低を除
く３年の平均収
入 （５中３）

品目ごとの収入
差額を合算相殺
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③③  農農業業再再保保険険勘勘定定  

「農業保険法」（昭 22 法 185）に基づく農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済及

び園芸施設共済並びに農業経営収入保険に関する再保険事業等に係る経理を行っています。 

 

農農業業保保険険制制度度のの仕仕組組みみ  

 農業再保険勘定では、基本的には農業共済組合連合会から再保険料を受け入れ、大きな災害等の

発生時に農業共済組合連合会に再保険金を支払います。この再保険金は、農業共済組合連合会や農

業共済組合等の支払額と合計され、共済金や保険金として農業者に支払われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）全国連合会は全国を区域、都道府県連合会は都道府県を区域とする農業共済組合連合会 

です。農業共済組合に代わり、市町村が農業共済事業を行うこともできる制度のため、 

「組合」ではなく「組合等」としています。 

 

 

 

 

◇ 農業災害の事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［農作物共済］ 

冷害による不稔もみ（実の数が少なく、つい

ているもみも実が入っていない）と変色もみの

発生 

[果樹共済] 

風害によるりんごの落果 

 

[園芸施設共済] 

風害による園芸施設の被害 

 

共済関係 保険関係 再保険関係 

共済掛金 保 険 料 

共 済 金 
保 険 金 再保険金 

農 

業 

者 

組 

合 

等 

都
道
府
県
連
合
会 

 

国
�
�
�
会
�
� 

連 合 会 等 交 付 金 

保 険 料 再保険料 

再保険金 保 険 金 

再保険関係 保険関係 

連 合 会 等 交 付 金 

農

業

共

済 

全
国
連
合
会 

再保険料 

農
業
経
営
収
入
保
険 

農業再保険勘定 
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④④  漁漁船船再再保保険険勘勘定定  

「漁船損害等補償法」（昭 27 法 28）による漁船保険等に関する再保険事業に係る経理を行

っています。 

 

・全国約 20 万隻（令和 5 年末漁船登録隻数及び 1

トン未満の登録義務が無い無動力漁船を含む。）の

漁船を対象に、不慮の事故による損害を復旧する

ための漁船保険（令和 5 年度加入実績：約 15 万

隻） 

・漁船の運航に伴う不慮の費用の負担及び責任等の

発生により漁業経営が困難となることを防止する

ための漁船船主責任保険（令和 5 年度加入実績：

約 15 万隻） 

・漁船に積載した漁獲物等の不慮の事故による損害

を補塡するための漁船積荷保険（令和 5 年度加入

実績：372 隻）

 

 

 

 

漁船再保険勘定では、漁船損害等補償制度の安定化を図るため、漁船保険組合から再保険料を

受け入れ、事故等の発生により漁船保険組合の支払上限を超えた場合等に再保険金を支払います。

この再保険金は、漁船保険組合の支払額と合計され、保険金として漁業者に支払われます。  

 

 

 

 

  

漁漁船船保保険険制制度度のの仕仕組組みみ  

漁船の座礁による事故 
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⑤⑤  漁漁業業共共済済保保険険勘勘定定  

「漁業災害補償法」（昭 39 法 158）に基づき、

中小漁業者の営む漁業につき異常の事象又は不慮

の事故による損失を補塡するための漁業共済保険

事業に関する経理を行っています。 

（令和 5 年度契約実績：7,316 億円） 

 

 

 

 

 

 

漁業共済保険勘定では、漁業災害補償制度の安定化を図るため、漁業共済組合連合会から保

険料を受け入れ、事故等の発生により漁業共済組合連合会の支払上限を超えた場合に保険金を

支払います。この保険金は、漁業共済組合連合会と漁業共済組合の支払額と合計され、共済金

として漁業者に支払われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

⑥⑥  業業務務勘勘定定  

農業経営安定勘定、食糧管理勘定、農業再保険勘定、漁船再保険勘定及び漁業共済保険勘定

に共通する事務人件費等の経理を行っています。 

具体的には、各勘定から事業に係る事務人件費等に 

要する財源を受け入れ、これを歳出に充てることとし 

ています。 

⑦⑦  国国営営土土地地改改良良事事業業勘勘定定 

国営土地改良事業の負担金の徴収の確保等のため、 

各工事別に区分して未完了借入事業の工事等に係る経 

理を取り扱っています。 

その経理については、事業費のうち国及び受益者が 

負担する部分は一般会計からの繰入金等を充てており、 

道県が負担する部分は借入金を充てています。 頭首工：河川から農業用水を安定的に取水する施設 

漁漁業業共共済済制制度度のの仕仕組組みみ  

養殖ふぐの病害による被害 
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（（３３））特特別別会会計計のの現現状状  
 

①①   歳歳入入歳歳出出予予算算（（令令和和７７年年度度当当初初予予算算））  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

○○  歳歳入入総総額額、、歳歳出出総総額額、、（（参参考考））歳歳出出純純計計額額 （単位：億円） 

勘勘定定  歳歳入入総総額額  歳歳出出総総額額  （（参参考考））歳歳出出純純計計額額  

農業経営安定勘定 2,473（＋59）  2,473（＋59） 2,471（＋58） 

食糧管理勘定 9,398（▲1,886） 9,398（▲1,886） 7,276（▲73） 

農業再保険勘定 1,009（＋15） 968（＋12） 958（＋12） 

漁船再保険勘定 79（▲2） 69（▲1） 64（▲1） 

漁業共済保険勘定   270（▲18） 115（▲10） 90（▲10） 

業務勘定 241（＋7） 241（＋7） 89（＋12） 

国営土地改良事業勘定 84（＋8） 84（＋8） 48（＋12） 

特別会計合計 13,555（▲1,816） 13,348（▲1,810） 10,997（＋11） 

    

13,555
（▲1,816）

漁船再保険勘定
国営土地改良事業勘定

そそのの他他
557788（（++6688））

漁業共済保険勘定

13,348
（▲1,810）

食糧管理勘定

農業再保険勘定

国営土地改良事業勘定

予備費等
820（-）

漁業共済保険勘定 業務勘定

食糧管理勘定

農業経営
安定勘定

農業経営
安定勘定

漁船再保険勘定

業務勘定

土地改良事業費 42（+12）
その他 42（▲4）

一般会計より受入 38（+10）
その他 46（▲1）

漁業共済保険費及交付金等 92（▲10）
国債整理基金特別会計へ繰入 23(-)

漁船再保険費及交付金等 69（▲1）

一般会計より受入 114（▲10）
その他 156（▲8）

一般会計より受入 68（▲2）
その他 11（▲0）

農業再保険費及交付金等
968（+12）

農業再保険勘定

事務取扱費 240（+7） 予備費 2（-）
他勘定より受入等 241（+7）

農業経営安定事業費

2,470(+58)
その他 2（+1）

一一般般会会計計よよりり受受入入
11,,553322（（++554400））

他他勘勘定定よよりり受受入入
336633  （（▲▲555500））

そそのの他他
111177（（▲▲00））

食糧証券収入
2,748（▲1,248）

一般会計より受入

843（▲479）

食糧売払代
5,691（▲159）

国債整理基金
特別会計へ繰入

1,536（▲1,269）

交付金等他勘定へ繰入

587（▲544）

食糧管理費

387（+11）

食糧買入費
6,068（▲83）

一般会計より受入 543（+４）
その他 466（+11）

（注）歳入歳出差額が 207 億円（農業再保険勘定 41 億円、漁船再保険勘定 10 億円、漁業共済保険勘定

155 億円）あります。 

 これらは、歳出予算では当年度の（再）保険金等支払見込額を計上する一方で、歳入予算に次年度へ

繰り越して使用する未経過（再）保険料等を含めて計上していることによるものです。 

 

【 歳入 】 【 歳出 】 
（単位：億円） 
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○○  農農業業経経営営安安定定勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                   （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

食糧管理勘定より

受入 

363 

（▲550） 

国が輸入した麦の売買差益収入見込額（畑作物の直接支払

交付金財源） 

一般会計より受入 1,532 

（＋540） 

農業経営安定事業等に要する経費の財源不足受入見込額（ 

農業経営安定事業に要する経費の財源に充てるための受

入見込額の増加） 

独立行政法人農畜

産業振興機構納付

金 

122（＋12） 輸入糖等からの調整金収入の国庫納付金の受入見込額 

雑収入 0（－） 交付金に係る過年度収入 

前年度剰余金受入 456（＋56） 剰余金受入見込額（収入減少影響緩和交付金由来の剰余金

等の増加） 

合計   2,473 

（＋59） 

 

 
（歳出） 

 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

畑作物の直接支

払交付金 

2,024（＋31） 諸外国との生産条件の格差により不利がある国産農産物

（麦、大豆等）の生産・販売を行う農業者に対して、販売

価格と生産費の差額に相当する交付金の直接交付 

収入減少影響緩

和対策 

446（＋27） 農業収入の減少が農業者の農業経営に及ぼす影響を緩和

するための交付金等 

事務取扱費 

業務勘定へ繰入 

  1（＋1） 農業経営安定事業に係る人件費、事務費等に要する財源の

業務勘定への繰入れ 

予備費 1（－） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 2,473 

（＋59） 

 

○○  食食糧糧管管理理勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                     （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

食糧売払代 5,691 

 （▲159） 

売却予定数量、政府売渡予定価格等を基礎として算出した

米穀等、食糧麦等及び輸入飼料の売払収入見込額 

輸入食糧納付金 5（＋0） 米穀等、食糧麦等及び輸入飼料の輸入に係る納付金の受入

見込額 

一般会計より受入 843 

（▲479） 

調整資金の財源に充てるための一般会計からの受入見込

額 

食糧証券収入 2,748  

（▲1,248） 

主要食糧及び輸入飼料の買入代金の財源に充てるための

特別会計法に基づく食糧証券の収入見込額（食糧証券償還

のための国債整理基金特別会計へ繰入の減少） 

雑収入 

 

  111（▲0） 米穀等、食糧麦等及び輸入飼料の売払いに伴う違約金等の

受入見込額等 

合計 9,398 

（▲1,886） 
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（歳出）  
 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

食糧買入費 6,068 

（▲83） 

 

食糧法に基づき買い入れる米等の買入代金及び食糧麦等の

買入代金並びに飼料需給安定法の規定により買い入れる輸

入飼料の買入代金（国際相場の変動等を勘案したことに伴う

食糧買入費の減少） 

食糧管理費 387（＋11） 

 

米の販売・管理業務に要する経費の民間団体への委託及び食

糧麦備蓄対策事業に要する経費の民間団体に対する補助等 

交付金等他勘定

へ繰入 

587  

（▲544） 

 

農業経営安定事業に係る交付金に要する財源の農業経営安

定勘定への繰入れ並びに食糧の需給及び価格の安定のため

に行う事業に係る人件費、事務費等に要する財源の業務勘定

への繰入れ 

融通証券等事務

取扱費 

一般会計へ繰入 

0（—） 食糧証券の発行及び償還に必要な事務取扱費の支払財源に

充てるための一般会計への繰入れ 

国債整理基金特

別会計へ繰入 

1,536 

（▲1,269） 

 

食糧証券の償還金及び利子等の支払財源に充てるための国

債整理基金特別会計への繰入れ（食糧証券償還のための国債

整理基金特別会計へ繰入の減少） 

予備費 820（—） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 9,398 

（▲1,886） 

 

○○  農農業業再再保保険険勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                   （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

再保険料 2（▲6） 農業共済組合連合会等から納入される再保険料収入の見

込額等 

一般会計より受入 543 

（＋4） 

農業保険法に基づく共済掛金国庫負担金、農業経営収入保

険料国庫負担金、家畜共済損害防止事業交付金及び事務取

扱いに必要な人件費、事務費等の財源の一般会計からの受

入見込額 

前年度繰越資金受

入 

73（＋18） 未経過の再保険期間に対する再保険料として前年度から

繰り越される資金の受入見込額等 

積立金より受入 388（▲4） 再保険金等の財源に充てるための積立金からの受入見込

額 

雑収入 3（＋2） 財政融資資金への預託金の利子収入見込額等 

合計 1,009 

（＋15） 

 

 
（歳出） 

 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

農業再保険費及

び交付金 

787（▲16） 農業保険法に基づく共済掛金国庫負担金及び農業経営収

入保険料国庫負担金の農業共済組合連合会等への交付や

再保険金の支払等 

事務取扱費 

業務勘定へ繰入 

10（＋1） 農業再保険事業等に係る人件費、事務費等に要する財源の

業務勘定への繰入れ 

予備費 171（＋28） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 968 

（＋12） 
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○○  漁漁船船再再保保険険勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                    （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

再保険料 0（—） 漁船保険組合からの漁船保険等に係る再保険料収入見込

額 

一般会計より受入  68（▲2） 漁船損害等補償法に基づく保険料国庫負担金の財源及び

事務取扱いに必要な人件費、事務費等の財源の一般会計か

らの受入見込額 

前年度繰越資金受

入 

10（▲0） 未経過の再保険期間に対する再保険料として前年度から

繰り越される資金の受入見込額等 

積立金より受入 1（▲0） 再保険金等の財源に充てるための積立金からの受入見込

額 

雑収入 0（＋0） 財政融資資金への預託金の利子収入見込額等 

合合計計  79（▲2）  
 

（歳出） 
 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

漁船再保険費及

び交付金 

  63（▲1） 漁船損害等補償法に基づく保険料国庫負担金の漁船保険

組合への交付や再保険金の支払等 

事務取扱費 

業務勘定へ繰入 

5（▲0） 

 

漁船再保険事業に係る人件費、事務費等に要する財源の業

務勘定への繰入れ 

予備費  1（—） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 69（▲1）  

○○  漁漁業業共共済済保保険険勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                   （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

保険料 0（—） 漁業共済組合連合会からの漁業共済保険に係る保険料収

入見込額 

一般会計より受入 114（▲10） 漁業災害補償法に基づく共済掛金国庫補助金の財源並び

に事務取扱いに必要な人件費及び事務費の財源の一般会

計からの受入見込額 

前年度繰越資金受

入 

156（▲8） 未経過の保険期間に対する保険料として前年度から繰り

越される資金の受入見込額等 

雑収入 0（—） 財政融資資金への預託金の利子収入見込額等 

合計 270（▲18）  
 

（歳出） 
 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

漁業共済保険費

及び交付金 

90（▲10） 漁業災害補償法に基づく共済掛金国庫補助金の漁業共済

組合連合会への交付や保険金の支払等 

事務取扱費 

業務勘定へ繰入 

1（▲0） 漁業共済保険事業に係る人件費及び事務費に要する財源

の業務勘定への繰入れ 

国債整理基金特

別会計へ繰入 

23（—） 

 

借入金の償還金の支払財源に充てるための国債整理基金

特別会計への繰入れ 

予備費 1（—） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 115（▲10）  
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○○  業業務務勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                      （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

他勘定より受入 241（＋7） 人件費、事務費等に要する財源に充てるための各事業勘定

（国営土地改良事業勘定除く）からの受入見込額 

雑収入 0（▲0） 労働保険料の被保険者負担金等の受入見込額等 

合計 241（＋7）  

 
（歳出） 

 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

事務取扱費 240（＋7） 事務取扱いに必要な人件費、事務費等 

予備費 2（—） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 241（＋7）  

○○  国国営営土土地地改改良良事事業業勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

一般会計より受入 38（＋10） 土地改良工事に要する経費の財源に充てるための一般会

計からの受入見込額 

土地改良事業費負

担金収入 

36（▲4） 国営土地改良工事に必要な経費のうち、道県が負担する

負担金の受入見込額 

借入金 9（＋2） 土地改良工事に要する経費の財源に充てるための財政融

資資金からの借入見込額 

前年度剰余金受入

等 

1（＋1） 前年度の決算上の剰余金及び雑収入見込額 

合計 84（＋8）  
 

（歳出） 
 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

土地改良事業費 42（＋12） 国が施行するかんがい排水事業（2 地区）の施行 

土地改良事業工事

諸費 

4（▲0） 国営土地改良事業に必要な現場事務所の人件費、事務費 

土地改良事業費

負担金等収入 

一般会計へ繰入 

7（＋0） 土地改良事業費負担金収入の一般会計への繰入れ 

東日本大震災復

興土地改良事業

費負担金等収入 

一般会計へ繰入 

0（－） 土地改良事業費負担金収入の一般会計への繰入れ 

東日本大震災復興

土地改良事業費負

担金等収入 

東日本大震災復興

特別会計へ繰入 

0（－） 

 

土地改良事業費負担金収入の東日本大震災復興特別会計

への繰入れ 

国債整理基金特

別会計へ繰入 

28（▲4） 借入金の償還金及び利子の支払財源に充てるための国債

整理基金特別会計への繰入れ 

予備費 2（－） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 84（＋8）  
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②②   剰剰余余金金  
 

令令和和６６年年度度決決算算  

＜＜食食料料安安定定供供給給特特別別会会計計＞＞                                   （単位：億円、単位未満切捨） 

勘勘定定  
収収納納済済  
歳歳入入額額  

支支出出済済  
歳歳出出額額  

剰剰余余金金  
翌翌年年度度  

歳歳入入繰繰入入  
積積立立金金積積立立  
  資資金金組組入入  

一一般般会会計計へへ
繰繰入入  

そそのの他他  

農業経営安定勘定 2,498 1,948 550 550 － －  －  

食糧管理勘定 7,718 7,091 627 627 － －  －  

農業再保険勘定 636 575 61 42 18 －  － 

漁船再保険勘定 94 46 48 29 － 18 － 

漁業共済保険勘定 121 117 3 102 － － ▲98 

業務勘定 141 141 0 0 － －  － 

国営土地改良事業勘定 93 90 2 2 － － － 

特別会計合計 11,305 10,011 1,294 1,355 18 18 ▲98 

令和 6 年度決算における剰余金は、食料安定供給特別会計全体で 1,294 億円です。 

令和 6 年度決算における不足金は、食料安定供給特別会計全体で 98 億円です。 

 

＜＜農農業業経経営営安安定定勘勘定定＞＞  

農業経営安定勘定における剰余金は、550 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

農業者の収入減少の幅が小さかったことにより、農業経営安定事業収入減少影響緩和対策交付

金を要することが少なかったこと（395 億円減）等によるものです。 

（剰余金の処理の方法） 

特別会計法第 8 条第 1 項の規定により農業経営安定勘定の翌年度の歳入に繰り入れ、農業経

営安定事業収入減少影響緩和対策交付金等の財源に充てることとしています。 

 

＜＜食食糧糧管管理理勘勘定定＞＞  

食糧管理勘定における剰余金は、627 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

輸入麦等の買入れにおいて翌年度への繰越しが発生したこと等によるものです。 

なお、不用額が 3,130 億円生じていますが、これは麦の買入価格及び買入数量が予定より少

なかったこと等によるものであり、その際、この財源に充てる資金受入（食糧証券の発行収入）

も減少することから、剰余金の発生にはつながりません。 

（剰余金の処理の方法） 

特別会計法第 8 条第 1 項の規定により食糧管理勘定の翌年度の歳入に繰り入れ、翌年度当初

の米麦の買入費等の財源に充てることとしています。 
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＜＜農農業業再再保保険険勘勘定定＞＞  

農業再保険勘定における剰余金は、61 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

保険事故等が少なかったことにより、再保険金を要することが少なかったこと等によるもので

す。 

その詳細は、未経過再保険料受入増 1 億円のほか、再保険金に係る不用額 189 億円等です。 

（剰余金の処理の方法） 

剰余金から未経過再保険料及び支払備金に相当する金額として42億円を差し引くと歳入歳出

の差額は 18 億円です。 

特別会計法第 134 条第 1 項の規定により積立金として 18 億円を積み立て、未経過再保険料

及び支払備金に相当する金額として 42 億円を特別会計法第 8 条第 1 項の規定により翌年度の

歳入に繰り入れることとしています。 

  

＜＜漁漁船船再再保保険険勘勘定定＞＞  

漁船再保険勘定における剰余金は、48 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

歳入において、令和 5 年度において保険事故が少なかったこと等により、予算上見込んでいな

かった前年度剰余金受入があったこと、歳出において保険事故が少なかったこと等により再保険

金を要することが少なかったこと等によるものです。 

その詳細は、前年度剰余金受入 18 億円のほか、再保険金に係る不用額 20 億円等です。 

（剰余金の処理の方法） 

剰余金から未経過再保険料に相当する金額として 9 億円を差し引くと歳入歳出の差額は 38

億円です。 

「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」（平 23 法 40）第

34 条第 2 項の規定により令和 7 年度特別会計予算予算総則で定める金額 18 億円を一般会計

に繰り入れ、未経過再保険料に相当する金額 9 億円と残額 19 億円は、特別会計法第 8 条第 1

項の規定により翌年度の歳入に繰り入れることとしています。 

 

＜＜漁漁業業共共済済保保険険勘勘定定＞＞  

漁業共済保険勘定における剰余金は、3 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

歳出において共済事故が少なかったことにより、保険金を要することが少なかったこと等によ

るものです。 

その詳細は、保険金に係る不用額 2 億円等です。 

（剰余金の処理の方法） 

剰余金から未経過保険料及び支払備金に相当する金額として 102 億円を差し引くと 98 億円

の不足が生じました。 

この不足金は、補足すべき積立金がないので繰越損失となります。 
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＜＜業業務務勘勘定定＞＞  

業務勘定における剰余金は、23 百万円です。 

（剰余金が生じた理由） 

定年引上げに伴い年度内に退職する予定であった者が翌年度までの勤務意思を表明したため、

退職手当を繰り越したことによるものです。 

（剰余金の処理の方法） 

特別会計法第８条第１項の規定により業務勘定の翌年度の歳入に繰り入れ、事務取扱費の財源 

に充てることとしています。 

なお、不用額が 91 億円生じていますが、これは事務人件費等が予定より少なかったことによ

るものであり、その際、この財源に充てる資金受入（各事業勘定からの受入）も同額減少するこ

とから、剰余金の発生にはつながりません。 

 

＜＜国国営営土土地地改改良良事事業業勘勘定定＞＞  

国営土地改良事業勘定における剰余金は、2 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

事業計画の変更に係る地元関係機関との調整が難航したことにより、年度内の工事完了が困難

になったこと等によるものです。 

その詳細は、土地改良事業費に係る翌年度への繰越額 1 億円、不用額 24 百万円等です。 

なお、土地改良事業費に係る不用額が上記のほか 20 百万円生じていますが、これは事業計画

の変更等により、土地改良事業費等が予定より少なかったことによるものであり、その際、この

財源に充てる資金受入（一般会計より受入等）も減少することから、剰余金の発生にはつながり

ません。 

（剰余金の処理の方法） 

特別会計法附則第 67 条第 3 項において読み替えられた特別会計法第 8 条第１項の規定によ

り、国営土地改良事業勘定の翌年度の歳入に繰り入れ、翌年度以降の事業費等の財源に充てるこ

ととしています。 

 

③③     積積立立金金等等  

積積立立金金（（農農業業再再保保険険勘勘定定））  

①①  積積立立金金のの残残高高                                                  （単位：億円） 

令令和和 77 年年度度末末（（予予定定））  
（（令令和和 77 年年度度予予算算））  

令令和和 66 年年度度末末  
（（令令和和 66 年年度度決決算算処処理理後後））  

令令和和 55 年年度度末末  
（（令令和和 55 年年度度決決算算処処理理後後））  

945 1,743 1,734 

②②  積積立立金金のの目目的的  

農業再保険勘定の財務の健全性の観点から、将来発生し得る通常の予測を超える危険が発生

した場合においても再保険金等の十分な支払能力を確保するため、毎会計年度の歳入歳出の決

算上剰余金が生じた場合には、再保険金等に充てるために必要な金額を、積立金として積み立

てることとしています。 

③③  積積立立金金のの水水準準  

令和 6 年度決算による積立金の金額を踏まえ、ソルベンシー・マージン比率を試算したとこ

ろ、約 115％となります。過去（平成 5 年度）には 4,000 億円を超える再保険金の支払いが
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あったことを勘案すれば、積立金が過大とはいえません。 

 

 

※ ソルベンシー・マージン比率（保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率）とは、民間保

険会社が、大規模災害による保険金支払いの急激な増加や運用環境の悪化など「通常の予測を

超えるリスク」に対して、どの程度自己資本・準備金などの「支払余力（マージン）」を有す

るかを示す経営健全性の指標です。 

 

 

 

 

特別会計ガイドブックでは、再保険金等に充てるために積み立てられた積立金の水準につき、

このソルベンシー・マージン比率を、保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超

える危険に相当する額の計算方法等を定める件（平 8 大蔵省告示 50）を参考に、試算してい

ます。 
 
 

  

積積立立金金（（漁漁船船再再保保険険勘勘定定））  

①①  積積立立金金のの残残高高                              （単位：億円） 

令令和和 77 年年度度末末（（予予定定））  
（（令令和和 77 年年度度予予算算））  

令令和和 66 年年度度末末  
（（令令和和 66 年年度度決決算算処処理理後後））  

令令和和 55 年年度度末末  
（（令令和和 55 年年度度決決算算処処理理後後））  

56 57 57 

  ②②  積積立立金金のの目目的的  

漁船再保険勘定の財務の健全性の観点から、将来発生し得る通常の予測を超える危険が発生

した場合においても再保険金等の十分な支払能力を確保することを目的としています。  

③③  積積立立金金のの水水準準  

令和 6 年度決算による積立金の金額を踏まえ、ソルベンシー・マージン比率を試算したとこ

ろ、約 18％となります。本勘定は、平成 26 年 4 月 1 日に施行された特会改革法による勘定

統合により積立金を保有しているものの、一方で東日本大震災被害に係る再保険金の支払財源

の不足分を、一般会計からの繰入金で手当したことによる一般会計繰入未済金 36 億円（令和

6 年度決算処理後）を有しているため、今後、一般会計繰入未済金の解消を図った上で、ソル

ベンシー・マージン比率を勘案し適正と考えられる水準まで積み立てていくこととしています。 

（注）ソルベンシー・マージン比率の考え方については、「農業再保険勘定の③積立金の水準」をご覧下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     マージンの総額 
ソルベンシー・マージン比率（％）＝                × 100 
                     1／2×リスクの総額 
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積積立立金金（（漁漁業業共共済済保保険険勘勘定定））  

①①  積積立立金金のの残残高高                            （単位：億円） 

令令和和 77 年年度度末末（（予予定定））  
（（令令和和 77 年年度度予予算算））  

令令和和 66 年年度度末末  
（（令令和和 66 年年度度決決算算処処理理後後））  

令令和和 55 年年度度末末  
（（令令和和 55 年年度度決決算算処処理理後後））  

－ －  －  

②②  積積立立金金のの目目的的  

漁業共済保険勘定の財務の健全性の観点から、将来発生し得る通常の予測を超える危険が発

生した場合においても保険金の十分な支払能力を確保することを目的としています。 

③③  積積立立金金のの水水準準  

本勘定においては、過去に、漁業資源の減少や東日本大震災等による多額の保険金の支払が

発生し、これらの支払財源の不足に充てるため、法律に基づき一般会計から財源を繰り入れて

います。本勘定において決算剰余金が生じた場合には、法律の規定により、繰入金額に達する

まで一般会計へ繰り入れることとされており、一般会計繰入未済金 254 億円（令和 6 年度決

算処理後）を有しているため、現在、残高はなく、ソルベンシー・マージン比率はマイナスと

なっています。今後、一般会計繰入未済金の解消を図った上で、ソルベンシー・マージン比率

を勘案し適正と考えられる水準まで積み立てていくこととしています。 

（注）ソルベンシー・マージン比率の考え方については、「農業再保険勘定の③積立金の水準」をご覧下さい。 

 

 

 調調整整資資金金（（食食糧糧管管理理勘勘定定） 

①①  調調整整資資金金のの残残高高                            （単位：億円） 

令令和和 77 年年度度末末（（予予定定））  
（（令令和和 77 年年度度予予算算））  

令令和和 66 年年度度末末  
（（令令和和 66 年年度度決決算算処処理理後後））  

令令和和 55 年年度度末末  
（（令令和和 55 年年度度決決算算処処理理後後））  

95 879 301 

 

②②  調調整整資資金金のの目目的的  

特別会計法第 133 条の規定により食糧管理勘定の運営の健全化に資するために置かれた調

整資金は、食糧管理勘定で生じた損益と業務勘定から移し整理された損益を整理する機能を持

ち、必要に応じて一般会計から必要額を受け入れることにより米麦の売買等に係る食糧管理勘

定の赤字繰越しを行わないこととしています。 

なお、各年度末の調整資金残高は、国が備蓄・保有する米麦（貸付米含む）の市場価格によ

る評価額等から、食糧証券等の負債を差し引いて得られた額であり、現金で保有しているもの

ではありません。  

③③  調調整整資資金金のの水水準準  

各年度の予算編成において設定する年度末の調整資金の水準は、主要食糧の需給及び価格が

年度の途中において随時変動することを考慮して、米麦の売買等に係る食糧管理勘定に赤字繰

越しが生じることのないよう決定しています。 
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④④      資資産産及及びび負負債債（（令令和和５５年年度度特特別別会会計計財財務務書書類類））  
 
 
 

食食料料安安定定供供給給特特別別会会計計貸貸借借対対照照表表（単位：億円、単位未満切捨） 

  

 

主な資産は、現金・預金 2,555 億円とたな卸資産 790 億円です。 

なお、土地等の国有財産は、食糧管理勘定において管理する旧政府倉庫であり、また、業務勘

定で管理する旧食糧事務所庁舎等です。 

主な負債は、米麦の買入代金の手当てのために発行した政府短期証券（食糧証券）1,730 億円

です。 

なお、借入金は、国営土地改良事業勘定において、道県が負担する部分について財政融資資金

から借り入れを行い、土地改良事業に要する費用の財源としています。 

資産・負債差額は、主に現金・預金及び貸付米が含まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

《令和4年度》 《令和5年度》 << 負負 債債 のの 部部 >> 《令和5年度》 《令和4年度》

未 払 金 40 54
支 払 備 金 143 175

1,017 767 う ち 政 府 預 金 未 払 費 用 0 0
1,973 1,788 うち財投預託金 前 受 金 26 27

未 経 過 ( 再 ) 保 険 料 67 80
373 295 賞 与 引 当 金 1 1

0 0
0 0 退 職 給 付 引 当 金 25 27

101 105
0 0

負 債 合 計 2,683 3,446

▲0 ▲0
24 12

7 7 土 地
0 0 立 木 竹
2 2 建 物
0 0 工 作 物

14 3
14 3 建 設 仮 勘 定
0 0
2 3

5,420 4,731 4,731 5,420

2,990 2,555 現 金 ・ 預 金

275

691

未 収 金

貸 付 米

国 有 財 産
（公共用財産を除く）

<< 資資 産産 のの 部部 >>

資 産 合 計

借 入 金

他 会 計 繰 戻 未 済 金前 払 費 用
前 払 金

た な 卸 資 産

無 形 固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

公 共 用 財 産

物 品

未 収 収 益

売 掛 金

未 収 ( 再 ) 保 険 料

資 産 ・ 負 債 差 額

負債及び資産・負債差額合計

2,340

貸 倒 引 当 金

796

10 9

409

239

政 府 短 期 証 券 1,730

1,9742,047

297

440

800

330

790
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⑤⑤      保保険険料料率率のの根根拠拠及及びび保保険険料料率率をを見見直直すす仕仕組組みみのの内内容容等等  
 

保保険険料料率率のの算算定定根根拠拠 

＜＜農農業業再再保保険険勘勘定定＞＞  

① 農業共済の共済掛金率は、「農業保険法」（昭 22 法 185）に基づき、農林水産大臣が定め

る共済掛金標準率を基礎として、組合等が危険段階ごとに事業規程等で定めることとされて

います。 

また、農林水産大臣が共済掛金標準率を定める際には、過去 20 年間（家畜共済について

は原則 3 年間）の被害率を基礎に、長期的に収支が均衡するように定めることとしています。 

② 農業経営収入保険の保険料率は、「農業保険法」（昭 22 法 185）に基づき、農林水産大臣    

が定める保険料標準率を基礎として、全国農業共済組合連合会が危険段階ごとに事業規程で 

定めることとされています。 

また、農林水産大臣が保険料標準率を定める際には、過去 10 年間（制度開始当初は過去  

8 年間）の被害率を基礎に、長期的に収支が均衡するように定めることとしています。 

 

＜＜漁漁船船再再保保険険勘勘定定及及びび漁漁業業共共済済保保険険勘勘定定＞＞  

① 漁船保険等の保険料率は、「漁船損害等補償法」（昭 27 法 28）に基づき、農林水産大臣が

定める期間における危険率を基礎として、農林水産大臣が危険区分ごとに定めることとして

います。 

また、農林水産大臣が保険料率を定める際には、過去 20 年間の危険率を基礎に、長期的

に収支が均衡するように定めることとしています。 

② 漁業共済の共済掛金率は、「漁業災害補償法」（昭 39 法 158）に基づき、農林水産大臣が

定める基準共済掛金率を下らない範囲で組合が共済規程で定めることとされています。 

また、農林水産大臣が基準共済掛金率を定める際には、過去 10 年間の被害率を基礎に、

長期的に収支が均衡するように定めることとしています。 

保保険険料料率率をを見見直直すす仕仕組組みみ  

＜＜農農業業再再保保険険勘勘定定＞＞  

共済掛金標準率及び保険料標準率は、「農業保険法」（昭 22 法 185）に基づき、原則として 3

年ごとに見直すこととされています。 

＜＜漁漁船船再再保保険険勘勘定定及及びび漁漁業業共共済済保保険険勘勘定定＞＞  

保険料率（漁業共済については基準共済掛金率）は、概ね 3 年ごとに危険率（漁業共済につい

ては被害率）の見直しを行い、必要に応じて改定することとしています。 
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（（４４））事事務務及及びび事事業業のの効効率率化化・・財財務務にに関関すするる情情報報のの透透明明化化のの取取組組みみ等等  
 

食料安定供給特別会計に関する情報開示については、農業経営安定事業においては「事業者の

加入申請状況」や「事業者への支払実績」等を、また、食糧の需給及び価格の安定のために行う

事業において「備蓄米の在庫状況」や「米麦の売買に関する情報」を、さらに、農業再保険、漁

船再保険及び漁業共済保険の各保険事業等では、加入実績等を公表する「統計表」等により、各

事業の運用状況に関する情報の公開を詳細にわたって行っています。  

農業再保険勘定に関しては、農業者の農業収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩和するため

の農業経営収入保険制度を導入するとともに、農業者の減少・高齢化等時代の変化を踏まえ、農

業者へのサービスの向上及び効率的な事業執行による農業者の負担軽減の観点から、農業共済制

度の見直しをするため、「農業災害補償法の一部を改正する法律」（平 29 法 74）が平成 30 年

4 月 1 日に施行されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食料安定供給特別会計についての問い合わせ先 

（業務勘定） 

農林水産省大臣官房予算課       電話番号 03-3502-8111（内線 3348） 

（農業経営安定勘定） 

農林水産省農産局穀物課経営安定対策室 電話番号 03-3502-8111（内線 5155） 

（食糧管理勘定） 

農林水産省農産局総務課会計室       電話番号 03-3502-8111（内線 4979） 

（農業再保険勘定） 

農林水産省経営局保険課        電話番号 03-3502-8111（内線 5269）  

（漁船再保険・漁業共済保険勘定） 

農林水産省水産庁漁政部漁業保険管理官 電話番号 03-3502-8111（内線 6639）  

（国営土地改良事業勘定） 

農林水産省農村振興局総務課      電話番号 03-3502-8111（内線 5472） 
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1111．．国国有有林林野野事事業業債債務務管管理理特特別別会会計計  
 

（（１１））概概要要  
 

平成 24 年 1 月 24 日に閣議決定された「特別会計改革の基本方針」において、「国有林野事

業特別会計については、平成 24 年度末において廃止し、一般会計へ移管するものとする。ただ

し、債務を国民の負担とせず、林産物収入等によって返済することを明確にするため、国有林野

事業債務返済特別会計（仮称）を設置し、当該債務を承継するものとする。」とされ、これらを内

容とする「国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法

律等の一部を改正する等の法律」が平成 24 年 6 月 27 日に公布されました。（施行日は平成 25

年 4 月 1 日） 

この法律により、国有林野事業債務管理特別会計は、旧国有林野事業特別会計から承継した約

1.3 兆円の借入金債務の処理に関する経理を行うことを目的として、平成 25 年度から暫定的に

設置されました。 

この借入金債務は、一般会計からの繰入金を財源として償還を行い、令和 30 年度までに償還

を完了する予定です。 

 
 

国国有有林林野野事事業業債債務務管管理理特特別別会会計計のの仕仕組組みみ  
  

借入金の元本償還の財源と支払利子等の財源を一般会計から繰入れ、償還額に満たない金

額については民間金融機関から借入れを行います。これらの歳入を財源として国債整理基金

特別会計へ繰入れを行い、借入金の償還と利子の支払い等を行います。 

なお、民間金融機関からの借入れは全て借換借入金であり、債務が増加するものではあり

ません。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

歳 入          歳 出 

 

 

 

一般会計より受入    

 

国債整理基金特別 

              会計へ繰入 

 

 

借入金（借換）     

一一 般般 会会 計計  

元元本本償償還還財財源源  

支支払払利利子子財財源源  

一一時時借借入入金金支支払払利利子子財財源源  

民民間間金金融融機機関関  

国有林野事業債務管理特別会計 

国国債債整整理理基基金金

特特別別会会計計  
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（（２２））具具体体的的なな事事業業のの内内容容  
 

①① 一一般般会会計計かかららのの繰繰入入れれ  

本特別会計に属する借入金債務（令和 7 年度期首残高１兆 641 億円）を償還するため、一般

会計における、国有林野から産出される林産物等の売払収入や、国有林野の管理処分によって得

られる収入等（国有林野事業収入）から、その収入を得るために必要な経費を差し引いた額が本

特別会計に繰り入れられ、借入金の元本償還金、借入金の利子の支払財源及び一時借入金の利子

の支払い財源に充てられています（特別会計法附則第 206 条の 5）。 

 

 

②② 借借換換借借入入金金  

単年度に一般会計から繰り入れる借入金の償還財源のみでは、当該年度における借入金の償還

金額の総額には達しませんので、その残額を借換借入金として、民間金融機関から 5 年間を償還

期限として利率競争入札方式により調達します。この借換借入金は、既存の借入金の償還時に借

入れ（借換）を行いますので、借入金債務が増加するものではありません。 
      

（（３３））特特別別会会計計のの現現状状  
  

①①  歳歳入入歳歳出出予予算算（（令令和和 77 年年度度当当初初予予算算））  
 

 

 

 

○○歳歳入入総総額額、、歳歳出出総総額額、、（（参参考考））歳歳出出純純計計額額 （単位：億円） 

歳歳入入総総額額  歳歳出出総総額額  （（参参考考））歳歳出出純純計計額額  

3,347（▲54） 3,347（▲54） －（－） 

 

【 歳入 】 【 歳出 】 （単位：億円） 

33,,334477

((▲▲5544))

一般会計より受入334(+76)

うち債務償還 295(+54)

うち利子財源 38（+22)

借借入入金金

（（借借換換））

33,,001133((▲▲113300))

33,,334477

((▲▲5544))

国国債債整整理理基基金金

特特別別会会計計へへ繰繰入入

33,,334477((▲▲5544))
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○○歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                             （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

一般会計より受入    334（+76） 借入金の償還金、支払利子及び一時借入金の支払利子の

財源に充てるための一般会計からの受入見込額 

借入金 3,013（▲130） 借入金の償還のための借換借入金見込額 

合計 3,347（▲54）  

 

（歳出） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

国債整理基金特別

会計へ繰入 

3,347（▲54） 借入金の償還金、支払利子及び一時借入金の支払利子の

財源に充てるための国債整理基金特別会計への繰入額 

合計 3,347（▲54）  

 

②②  剰剰余余金金  
 

（注）この特別会計は、国債整理基金特別会計へ繰入れするための必要額に限って、一般会計からの繰入れ及び民

間金融機関からの借入れを行っていることから、剰余金は発生しない仕組みとなっております。 

  

③③  資資産産及及びび負負債債（（令令和和 55 年年度度特特別別会会計計財財務務書書類類））  
 

国国有有林林野野事事業業債債務務管管理理特特別別会会計計貸貸借借対対照照表表  （単位：億円、単位未満切捨） 

資産はありません。 

主な負債は、民間金融機関等からの借入金です。なお、この借入金は、旧国有林野事業特別

会計から承継した債務です。 

 

（（44））事事務務及及びび事事業業のの効効率率化化・・財財務務にに関関すするる情情報報のの透透明明化化のの取取組組みみ等等    

 

国有林野事業債務管理特別会計においては、借入金の償還に関する情報開示に努めており、

具体的には、「国有林野事業に係る債務の処理に関する施策の実施の状況」について国会へ報告

を行っています。 

 

国有林野事業債務管理特別会計についての問い合わせ先 

農林水産省林野庁国有林野部管理課   電話番号 03-3502-8111（内線 6253） 

0

《4年度》 《5年度》 < 資 産 の 部 > < 負 債 の 部 > 《5年度》 《4年度》

未 払 費 用 1

資産・負債差額
▲11,250 ▲10,883

11,250

借 入 金 10,882 11,250

負債合計 10,883

負債及び資産・負債差額合計 - -
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1122．．特特許許特特別別会会計計  

（（11））概概要要  
 

特許特別会計は、技術進歩に伴う審査内容の高度化や出願件数の増加等により、審査期間が長

期化していた状況の下、受益と負担の関係を明確にしつつ、技術革新に併せて不断に特許事務が

高度化される体制を構築し、財源としての手数料等の適切な改定を行う観点から昭和 59 年に設

置された特別会計です。なお、一部業務についてはアウトソーシングが行われています。 

 

特特許許特特別別会会計計のの仕仕組組みみ  
  

特許特別会計では、出願人から出願料、審査請求料、特許料等を徴収し、審査・審判を行

い、また権利の登録等の事務を行うために必要な人件費、審査・審判関係費等に支出してい

ます。 

なお、特許特別会計は、収支相償の下で運営されており、これまで一般会計に依存したこ

とはありません。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（22））具具体体的的なな事事業業のの内内容容  
 

特許特別会計は、特許等工業所有権に関する事務の遂行に資するとともに、その経理を明確に

するため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理しているものです。 

令和７年度予算においては、歳出削減を徹底しつつ、知財活動を支える世界最速・最高品質の

審査体制の確保に取り組むとともに、イノベーション創出・経営力強化に向けた知財活動を重点

的に支援しています。 

 

(ア) 世界最速・最高品質の審査体制の確保 

世界最速・最高品質の審査を実現するため、審査業務等の充実化、システムの効率化を図

ります。 

(a) 先行技術調査の充実化等による世界最速・最高品質の審査の実現 

(b) 情報システム刷新及び運用の効率化を徹底  

・人件費
・審査・審判関係費
・情報システム関係費
・普及啓発・施設費

等

・人件費
・審査・審判関係費
・情報システム関係費
・普及啓発・施設費

等

特

許

特

別

会

計

特

許

特

別

会

計

特許等の出願特許等の出願

審査・審判、権利付与審査・審判、権利付与

特

許

出

願

者

等

特

許

出

願

者

等

出願料、審査請求料、特許料 等 

1122．．特特許許特特別別会会計計  

（（11））概概要要  
 

特許特別会計は、技術進歩に伴う審査内容の高度化や出願件数の増加等により、審査期間が長

期化していた状況の下、受益と負担の関係を明確にしつつ、技術革新に併せて不断に特許事務が

高度化される体制を構築し、財源としての手数料等の適切な改定を行う観点から昭和 59 年に設

置された特別会計です。なお、一部業務についてはアウトソーシングが行われています。 

 

特特許許特特別別会会計計のの仕仕組組みみ  
  

特許特別会計では、出願人から出願料、審査請求料、特許料等を徴収し、審査・審判を行

い、また権利の登録等の事務を行うために必要な人件費、審査・審判関係費等に支出してい

ます。 

なお、特許特別会計は、収支相償の下で運営されており、これまで一般会計に依存したこ

とはありません。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（22））具具体体的的なな事事業業のの内内容容  
 

特許特別会計は、特許等工業所有権に関する事務の遂行に資するとともに、その経理を明確に

するため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理しているものです。 

令和７年度予算においては、歳出削減を徹底しつつ、知財活動を支える世界最速・最高品質の

審査体制の確保に取り組むとともに、イノベーション創出・経営力強化に向けた知財活動を重点

的に支援しています。 

 

(ア) 世界最速・最高品質の審査体制の確保 

世界最速・最高品質の審査を実現するため、審査業務等の充実化、システムの効率化を図

ります。 

(a) 先行技術調査の充実化等による世界最速・最高品質の審査の実現 

(b) 情報システム刷新及び運用の効率化を徹底  

出願料、審査請求料、特許料 等 
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(イ) イノベーション創出・経営力強化のための知財活用支援 

スタートアップ・大学・中堅・中小企業等のイノベーション創出・経営力強化に向けた知

財活用の支援を拡充・強化します。 

(a) 優れた技術・アイディアを市場獲得・更なる成長に繋げる知財活用支援の強化  

(b) 地域の中小企業へのワンストップ支援や情報発信を通じた知財エコシステムの裾野拡大  

 

 
 

（（３３））特特別別会会計計のの現現状状    
 

①①  歳歳入入歳歳出出予予算算（（令令和和７７年年度度当当初初予予算算））  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○○歳歳入入総総額額、、歳歳出出総総額額、、（（参参考考））歳歳出出純純計計額額                       （単位：億円） 

歳歳入入総総額額  歳歳出出総総額額  （（参参考考））歳歳出出純純計計額額  

2,627（＋258） 1,544（＋23） 1,542（＋23） 

 

 

 

 

 

 

 

【 歳出 】 （単位：億円） 【 歳入 】 

（注）歳入歳出差額が、1083 億円あります。これは、歳出予算では当年度の審査・審判等に要する費用を計

上する一方で、歳入予算には、特許審査の効率化・迅速化や情報システムに係る設備投資等、今後見込ま

れる支出に充当すべく確保している前年度末の剰余金を繰り入れて計上していることによるものです。 

審審査査審審判判関関係係経経費費

554466（（++2277））

特特許許事事務務のの機機械械化化

にに必必要要なな経経費費

333377（（▲▲3311））

施施設設整整備備費費

1111（（++11））

事事務務費費等等

553300（（++2222））

((独独))工工業業所所有有権権

情情報報･･研研修修館館

運運営営費費交交付付金金

112200（（++44））

11,,554444
（（++2233））

特特許許印印紙紙収収入入

2255（（▲▲77））

特特許許料料等等収収入入

11,,558800（（++7744））

一一般般会会計計よよりり受受入入

11（（++00））

雑雑収収入入

33（（++00））

前前年年度度剰剰余余金金受受入入

11001199（（++223300））

22,,662277
（（＋＋225588））
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○○歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                                                         （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

特許料等収入 1,605（＋67） 出願料、審査請求料、特許料等の収入見込額 

他会計より受入 1（＋0） 工業所有権に関する事務並びに登録免許税の納付の確認並

びに課税標準及び税額の認定の事務に要する経費の財源に

充てるための一般会計からの受入見込額 

雑収入 3（＋0） 建物及物件貸付料、不用物品売払代等の収入見込額 

前年度剰余金受入 1019（＋230） 前年度の決算上の剰余金見込額 

独立行政法人納付金

収入 

－（▲40） （独）工業所有権情報・研修館から納付される納付金の受入

見込額（前年度限りの収入のため） 

合計 2,627（＋258）  

 

（歳出） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

独立行政法人工業所

有権情報・研修館運営

費交付金に必要な経

費 

120（＋4） （独）工業所有権情報･研修館の行う業務の財源の一部に充て

るための交付金 

 

事務取扱いに必要な

経費 

529（＋22） 特許行政の運営に必要な人件費、事務費等 

工業所有権の審査審

判等の処理促進に必

要な経費 

546（＋27） 特許等工業所有権に関する審査審判等の処理促進に必要な経

費 

特許事務の機械化に

必要な経費 

337（▲31） 

 

特許事務システムの開発及び運用に必要な経費 

施設整備費 11（＋1） 特許庁庁舎の施設整備に伴う工事等を行うために必要な経費 

予備費 1（－） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 1,544（＋23）  
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②②  剰剰余余金金  
  
令令和和 66 年年度度決決算算  

（単位：億円、単位未満切捨）  

収収納納済済歳歳入入額額  支支出出済済歳歳出出額額  剰剰余余金金  
翌翌年年度度  

歳歳入入繰繰入入  
積積立立金金積積立立  
資資金金組組入入  

一一般般会会計計へへ  
繰繰入入  

2,661 1,442 1,219 1,219 — — 

令和 6 年度決算における剰余金は、1,219 億円です。 

（剰余金の生じた理由） 

特許特別会計は、産業財産権制度（特許、実用新案、意匠、商標）の利用者（＝受益者）によ

る負担を明確にし、歳入と歳出が均衡して運営されること（＝収支相償）を確保するために創設

された特別会計であり、具体的には、出願人から料金（出願料、審査請求料、特許料等）を徴収

し、産業財産権の審査審判に要する人件費、情報システム経費、外注経費等に支出することとし

ています。剰余金は、審査・審判に順番待ち期間等があり、出願人から納付された手数料が支出

（審査）されずに残っていることや、特許審査の効率化・迅速化等のための情報システムに係る

設備投資の費用などに充当すべく確保しているものです。 

 

（剰余金の処理の方法） 

特許特別会計の剰余金については上記の性格を有することから、年度末に審査待ちとなってい

る案件を翌年度以降に審査処理するために必要な費用や情報システムに係る設備投資の費用な

どの財源として、特別会計法第 8 条第 1 項により特許特別会計の翌年度歳入に繰り入れること

としています。  
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③③  資資産産及及びび負負債債（（令令和和５５年年度度特特別別会会計計財財務務書書類類））  

特特許許特特別別会会計計貸貸借借対対照照表表    （単位：億円、単位未満切捨）  

  

 

特許特別会計の資産のうち、有形固定資産 921 億円は、特許庁庁舎の土地・建物等であり、

無形固定資産 399 億円は、事業に使用するソフトウェア等です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特許特別会計の資産のうち、有形固定資産 921 億円は、特許庁庁舎の土地・建物等であり、

無形固定資産 399 億円は、事業に使用するソフトウェア等です。 

資産・負債差額は、これらの資産に加え、現金・預金について、審査の効率化・迅速化等のた

めの情報システムに係る設備投資の費用などに充当すべく確保しているものです。 

 

（（44））事事務務及及びび事事業業のの効効率率化化・・財財務務にに関関すするる情情報報のの透透明明化化のの取取組組みみ等等  
 

特許特別会計は、出願内容の高度化・複雑化、先行技術文献調査の対象となる蓄積文献数の増

加等、審査処理の負担が増加している中で、効果的・効率的に事務を実施するため、先行技術調

査のアウトソーシングや、新たな情報システムの構築等に取り組んでいます。 

また、特許登録件数の増減等に伴う事務負担の変化にあわせ、料金を調整することにより、剰

余金の取扱を含め、適切に特許特別会計の運営を図っています。 

なお、特許特別会計の財務に関する情報については、特許庁のホームページに特別会計財務書

類を公表しています。また、特許庁の財政情報である予算、決算及び財務書類等を、知的財産権

の利用者や国民のみなさまに対してわかりやすく説明するため、2022 年度より「特許特別会計

レポート」を毎年度作成し、特許庁ホームページで公表しています。 

 

 「特許特別会計レポート」 

 （https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/yosan/tokubetukaikei.html） 

 

特許特別会計についての問い合わせ先 

特許庁総務部総務課 電話番号 03-3581-1101 

《４年度》 《５年度》 《５年度》 《４年度》

未 払 金 0 0

748 978

498 278 前 受 金 425 456

250 700

前 受 収 益 0 0

0 0 賞 与 引 当 金 22 21

0 0

0 0

0 0 負 債 合 計 733 762

▲0 ▲0

913 921

913 921

872 884 土 地

0 0 立 木 竹

35 33 建 物

4 2 工 作 物

0 0

392 399

10 10

2,065 2,309 2,309 2,065

1,576 1,302

284 283

未 収 金

〈 資 産 の 部 〉 〈 負 債 の 部 〉

現 金 ・ 預 金
うち政府預金

うち財投預託金

負債及び資産・負債差額合計

未 収 収 益

前 払 費 用

貸 付 金

貸 倒 引 当 金

有 形 固 定 資 産
国 有 財 産
（公共用財産を除く）

物 品

無 形 固 定 資 産

出 資 金

資 産 合 計

退職給付引当金

資産・負債差額
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1133．．自自動動車車安安全全特特別別会会計計  
 

（（１１））概概要要  
 

自動車安全特別会計は、行政改革推進法の方針に従い、特別会計法に基づき、平成 20 年度に

自動車検査登録特別会計（昭和 39 年設置）及び自動車損害賠償保障事業特別会計（昭和 30 年

設置）の 2 特別会計を統合し、設置された特別会計です。また、社会資本整備事業特別会計の廃

止に伴い、平成 26 年 4 月 1 日から借入金償還完了年度の末日までの間の経過措置として、空

港整備事業等に関する経理を自動車安全特別会計において行うこととされました。さらに、令和

5 年 4 月 1 日に施行された「自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正す

る法律」（令 4 法 65）により、令和 5 年度より自動車事故対策勘定と保障勘定は統合されまし

た。 

本特別会計は、自動車ユーザーからの賦課金、積立金として管理している自賠責保険の再保険

契約に係る再保険料の運用益、自動車ユーザーからの検査・登録手数料等を財源として、自動車

事故による重度後遺障害者等の被害者保護増進対策、自動車事故発生防止対策、ひき逃げ・無保

険車事故の被害者救済対策、再保険金の支払い、自動車の検査・登録業務、基準適合性の審査等

を実施しています。また、航空運送事業者等からの空港使用料収入や一般会計からの繰入金等を

財源として、空港等の維持運営や空港整備事業等を実施しています。 

 

自自動動車車安安全全特特別別会会計計のの仕仕組組みみ  
  

この特別会計は、自動車事故対策勘定、自動車検査登録勘定及び空港整備勘定の各勘定に区分

され、それぞれ、自動車事故対策事業等、自動車検査登録業務及び空港整備事業等に係る歳入歳

出を経理しています。 
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（（２２））具具体体的的なな事事業業のの内内容容  
 

本特別会計は、３勘定に区分され、それぞれ以下の事業等に関する経理を行います。 

①①  自自動動車車事事故故対対策策勘勘定定  

自動車事故対策事業等に係る歳入歳出を経理しています。 

具体的には、自賠責保険料の一部に含まれる賦課金を財源として、ひき逃げ・無保険車事故

の被害者への自賠責保険金に代わる保障金の支払い等に必要な経費の支出を実施しています。

また、賦課金に加え、政府再保険制度時代に積み立てられた積立金の累積運用益等を財源とし

て、「自動車損害賠償保障法」（昭 30 法 97）に基づく被害者保護増進等計画に規定する自動

車事故による重度後遺障害者等の被害者保護増進対策及び自動車事故発生防止対策を実施す

るために必要な経費の支出を実施しています。さらに、経過措置として、政府再保険制度時代

に積み立てられた積立金等を財源として再保険金等の支払い等に必要な経費の支出を実施し

ています。 

 

 

 

 

 

  

②②  自自動動車車検検査査登登録録勘勘定定  

自動車検査登録業務に係る歳入歳出を経理しています。 

具体的には、自動車ユーザーからの検査・登録手数料等を財源として、自動車の安全確保・

環境保全対策等に必要な経費の支出を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③③  空空港港整整備備勘勘定定  

空港整備事業等に係る歳入歳出を経理しています。 

具体的には、航空運送事業者等からの空港使用料収入や一般会計からの繰入金（航空機燃料

税収入の空港整備事業に要する経費の財源相当額）等を財源として、空港整備事業、環境対策

事業、航空路整備事業、空港等の維持運営等を実施しています。 

令和 7 年度においては、首都圏空港の国際競争力強化のため、東京国際空港（羽田）の機能

拡充に必要な事業等を重点的に実施するとともに、中部国際空港においては、現滑走路の大規

模補修に向けた代替滑走路の整備を実施することとしています。また、空港における防災・減

災、国土強靱化対策の推進等に必要な事業を計画的に実施することとしています。 
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＜東京国際空港（羽田）の機能拡充に必要な事業＞ 

・アクセス利便性向上のための京急空港線引上線及び JR 東日本羽田空港アクセス線の鉄道

基盤施設の整備 

・人工地盤の整備、旧整備場地区の再編整備、地上支援車両レベル４自動運転の実装のため

の整備 等 
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（（３３））特特別別会会計計のの現現状状  
  

①①  歳歳入入歳歳出出予予算算（（令令和和 77 年年度度当当初初予予算算））  
 
 

○自自動動車車安安全全特特別別会会計計（（空空港港整整備備勘勘定定をを除除くく）） 

 

 

（注）歳入歳出差額が、613 億円あります。自動車事故対策勘定の歳入歳出差額 599 億円は、主に自動車ユーザ

ーから徴収した賦課金の未支出分が累積計上されたものです。また、自動車検査登録勘定の歳入歳出差額 14

億円は、主に自動車ユーザーから徴収した検査登録手数料の未支出分等が累積計上されたものです。 

 

  

○自自動動車車安安全全特特別別会会計計（（空空港港整整備備勘勘定定）） 

 

 

    

659
（＋0）

再保険及保険費
1（▲0）

自動車検査登録

勘定へ繰入等
12(▲0）

業務取扱費
379（＋0）

施設整備費等
25（＋7）

自動車検査
登録勘定

自動車事故
対策勘定

被害者保護増進等事業費
102（＋4）

自動車損害賠償

保障事業費
13（▲0）

1,272
（▲17）

賦課金収入
104（▲1）

積立金より受入
28（＋1）

検査登録

手数料

収入
385(＋8)

自動車事故
対策勘定

自動車検査
登録勘定

前年度

剰余金受入
610（▲6）

前年度剰余金受入
49（▲21）

雑収入等
15（＋2）

他勘定より受入等
13（▲0）

（独）自動車技術
総合機構運営費交付

金・施設整備費
32（▲8）

一般会計より
受入
3（▲0）

一般会計より受入
65（－）

（独）自動車事故対策機構
運営費交付金・施設整備費

95（▲3）

（単位：億円） 

（単位：億円） 

【 歳入 】 【 歳出 】 

【 歳入 】 【 歳出 】 
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○○歳歳入入総総額額、、歳歳出出総総額額、、（（参参考考））歳歳出出純純計計額額                    （単位：億円） 

勘勘定定  歳歳入入総総額額  歳歳出出総総額額  （（参参考考））歳歳出出純純計計額額  

自動車事故対策勘定 822（▲4） 223（＋0） 211（＋0） 

自動車検査登録勘定 450（▲13） 436（▲0） 435（＋0） 

空港整備勘定 3,890（▲55） 3,890（▲55） 3,560（▲52） 

特別会計合計 5,161（▲72） 4,549（▲55） 4,205（▲52） 

 

○○自自動動車車事事故故対対策策勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                     （単位：億円） 

（歳入）                                

内内容容  額額  説説明明  

賦課金収入 104（▲1） 自動車事故対策事業の財源として自動車ユーザーから徴収

した賦課金の収入見込額 

積立金より受入 28（＋1） 被害者保護増進等事業費及び再保険及保険費等の財源に充

てるための積立金からの受入見込額 

一般会計より受入 65（－） ｢平成 6 年度における財政運営のための国債整理基金に充

てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律｣第 7 条第 2

項及び｢平成 7 年度における財政運営のための国債整理基

金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律｣第 10

条第 2 項の規定による一般会計からの受入見込額 

償還金収入 4（▲1） （独）自動車事故対策機構貸付金の償還見込額 

雑収入 11（＋3） 財政融資資金への預託金の利子収入見込額等 

前年度剰余金受入 610（▲6） 前年度の決算上の剰余金見込額 

合計 822（▲4）  

 

（歳出） 

内内容容  額額  説説明明  

被害者保護増進等事業

費  

102（＋4）  自動車事故による重度後遺症障害者等の被害者保護増進対

策及び自動車事故発生防止対策の実施に要する経費の

（独）自動車事故対策機構等に対する補助等  

独立行政法人自動車事

故対策機構運営費  

90（▲6）  （独）自動車事故対策機構が行う業務の財源の一部に充て

るための運営費交付金の交付  

独立行政法人自動車事

故対策機構施設整備費  

5（＋3）  （独）自動車事故対策機構が施行する療護施設の整備費の

補助  

自動車損害賠償保障事

業費 

13（▲0） ひき逃げ・無保険車事故による被害者に対する自賠責保険

金に代わる保障金の支払等 

業務取扱費自動車検査

登録勘定へ繰入 

12（▲0） 自動車事故対策事業及び自動車損害賠償責任再保険事業等

に係る業務取扱費の財源の自動車検査登録勘定への繰入れ 

再保険及保険費 1（▲0） 保険事故の発生による再保険金の支払及び共済事故の発生

による保険金の支払 

予備費 1（－） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 223（＋0）  
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○○自自動動車車検検査査登登録録勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                   （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明  

検査登録印紙収入 267（＋42） 自動車の検査・登録業務による手数料の印紙収入見込額 

検査登録手数料収入 119（▲34） 自動車の検査・登録業務による手数料の現金収入見込額 

一般会計より受入 3（▲0） 自動車重量税の納付の確認及び税額の認定に要する人件費

及び事務費の財源に充てるための一般会計からの受入見込

額 

他勘定より受入 12（▲0） 業務取扱費の財源に充てるための自動車事故対策勘定から

の受入見込額 

雑収入 1（＋0） 用地貸付料、建物貸付料見込額等 

前年度剰余金受入 49（▲21） 前年度の決算上の剰余金見込額 

合計 450（▲13）  

 

（歳出） 

内内容容  額額  説説明明  

独立行政法人自動車技

術総合機構運営費 

17（▲4） （独）自動車技術総合機構が行う業務の財源の一部に充て

るための運営費交付金の交付 

独立行政法人自動車技

術総合機構施設整備費 

 15（▲3） （独）自動車技術総合機構が施行する自動車等審査施設の

整備費の補助 

業務取扱費 379（＋0） 自動車検査登録等事務、自動車損害賠償保障事業等に必要

な人件費、事務費等並びに自動車の環境対策及び安全対策

に必要な技術の評価手法及び基準策定のための調査等 

施設整備費 24（＋7） 自動車検査登録事務所等の施設の整備 

予備費  1（－） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 436（▲0）  
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○○空空港港整整備備勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                      （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明  

空港使用料収入 2,438（＋218） 着陸料、航行援助施設利用料等の収入見込額 

一般会計より受入 383（＋88） 空港整備事業に要する費用の財源に充てるための一般会

計からの受入見込額 

地方公共団体工事費負

担金収入 

79（▲9） 国管理空港等の空港整備に必要な経費のうち、地方公共

団体が負担する負担金の受入見込額 

借入金 112（▲248） 特別会計法の規定による空港整備事業に係る施設の整備

の財源に充てるための財政融資資金からの借入見込額 

償還金収入 92（＋0） 関西国際空港整備事業資金貸付金等の償還見込額 

空港等財産処分収入 13（＋11） 土地等の売払いによる収入見込額 

雑収入 553（▲2） 公共施設等運営権対価、用地等の貸付料収入見込額等 

前年度剰余金受入 220（▲113） 前年度の決算上の剰余金見込額 

受託工事納付金収入 －（▲1） 空港関係受託工事に係る納付金の受入見込額 

合計 3,890（▲55）  

 

（歳出） 

内内容容  額額  説説明明  

空港等維持運営費 1,581（＋20） 国管理空港等における滑走路・誘導路・エプロン等の空

港関係施設の維持運営、地方管理空港も含めた空港・航

空路に係る航空管制の維持運営、ハイジャック・テロ対

策等に係る人件費・事務費等 

空港整備事業費 1,548（▲113） ・羽田空港整備 

・一般空港整備 

・空港周辺環境対策（住宅防音工事、移転補償等）等 

航空路整備事業費 273（＋7） レーダー・通信施設等の整備等 

成田国際空港等整備事

業資金貸付金 

109（＋8） 空港整備事業に要する資金の貸付け 

空港等整備事業工事諸

費 

18（＋1） 空港等整備事業に必要な現場事務所等の人件費及び事務

費 

空港等災害復旧事業費 28（＋25） 国が施行する空港等災害復旧事業及び地方公共団体が施

行する空港災害復旧事業に必要な事業費の補助 

国債整理基金特別会計

へ繰入 

330（▲3） 羽田空港整備に係る借入金の元利償還等の支払財源に充

てるための繰入れ 

受託工事費 －（▲1） 地方公共団体からの委託により施行する空港関係受託工

事 

予備費 3（－） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 3,890（▲55）  
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②②  剰剰余余金金  
 
令令和和 66 年年度度決決算算  

（単位：億円、単位未満切捨） 

勘勘定定  
収収納納済済  
歳歳入入額額  

支支出出済済  
歳歳出出額額  

剰剰余余金金  
翌翌年年度度  

歳歳入入繰繰入入  
積積立立金金積積立立  
資資金金組組入入  

一一般般会会計計へへ  
繰繰入入  

自動車事故対策勘定  873 210 663 638 25 － 

自動車検査登録勘定 482 412 69 69 － － 

空港整備勘定 4,806 3,517 1,288 1,288 — — 

特別会計合計 6,162 4,140 2,021 1,996 25 － 

令和 6 年度決算における剰余金は、自動車安全特別会計全体で 2,021 億円です。 

＜＜自自動動車車事事故故対対策策勘勘定定＞＞  

自動車事故対策勘定における剰余金は、663 億円です。  

（剰余金が生じた理由）  

自動車ユーザーから徴収した自動車事故対策事業賦課金収入の未支出分等が 638 億円累積計

上されているためです。 

なお、不用額が 31 億円生じていますが、これは被害者保護増進等事業費補助金を要すること

が少なかったこと等のためです。 

（剰余金の処理の方法） 

特別会計法附則第 56 条の規定により読み替えて適用する同法第 218 条の 2 第 1 項の規定

により、被害者保護増進等計画を安定的に実施するために必要な金額及び再保険金等の支払い等

に必要な金額については積立金に積み立て、残額については同法第８条第 1 項の規定により同

勘定の翌年度の歳入に繰り入れ、今後の自動車損害賠償保障事業等の原資として活用することと

しています。 

 

＜＜自自動動車車検検査査登登録録勘勘定定＞＞  

自動車検査登録勘定における剰余金は、69 億円です。  

（剰余金が生じた理由） 

自動車ユーザーから徴収した検査登録印紙収入等に対する未支出分等が69億円累積計上され

ているためです。 

なお、不用額が 16 億円生じていますが、これは契約価格が予定を下回ったこと、業務内容の

見直しによる業務計画の変更をしたこと等により、情報処理業務庁費を要することが少なかった

こと等のためです。 

（剰余金の処理の方法） 

特別会計法第 8 条第 1 項の規定により翌年度の歳入に繰り入れ、自動車検査登録関係業務に

活用することとしています。 
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＜＜空空港港整整備備勘勘定定＞＞ 

空港整備勘定における剰余金は、1,288 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

事業計画の変更等により、空港整備事業費において翌年度への繰越工事があったこと等のため

です。 

なお、不用額が 186 億円生じていますが、このうち空港整備事業費が予定より少なかったこ

と等によるものについては、その財源となる借入金等も減少することから、剰余金の発生にはつ

ながりません。 

（剰余金の処理の方法） 

特別会計法第８条第１項の規定により翌年度の歳入に繰り入れ、繰越工事の財源等に充てるこ

ととしています。 
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③③  積積立立金金等等  
 
 

  積積立立金金（（自自動動車車事事故故対対策策勘勘定定） 

①①   積積立立金金のの残残高高  （単位：億円） 

令令和和 77 年年度度末末（（予予定定））  

（（令令和和 77 年年度度当当初初予予算算））  

令令和和 66 年年度度末末  

（（令令和和 66 年年度度決決算算処処理理後後））  

令令和和 55 年年度度末末  

（（令令和和 55 年年度度決決算算処処理理後後））  

1,531 1,588 1,585 

②②  積積立立金金のの目目的的  

自動車事故の被害者保護増進等を図るため、政府再保険制度廃止以前に締結された再保険契

約に係る再保険料の運用益を財源として、自動車事故による重度後遺障害者等の被害者保護増

進対策及び自動車事故発生防止対策を安定的に実施するための積立金並びに政府再保険制度

を廃止した平成13年度以前に締結された再保険契約に基づく再保険金の支払い等を行うため

に、政府再保険制度廃止以前に締結された再保険契約に係る再保険料等を積み立てた積立金で

す。 

③③  積積立立金金のの水水準準  

本勘定の積立金は、「自動車損害賠償保障法」（昭 30 法 97）に規定する被害者保護増進等

計画を安定的に実施するために必要となる金額及び政府再保険制度廃止以前に締結された再

保険契約に係る今後の再保険金の支払い等を勘案し、将来において必要となる金額を積み立て

ています。 

なお、本勘定から一般会計へ繰り入れており、令和 6 年度末時点で、 5,771 億円（利子相

当額を含む）が一般会計から同勘定に繰り戻されていませんが、後日、繰り戻されることが法

律に定められているところです。 
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④④  資資産産及及びび負負債債（（令令和和 55 年年度度特特別別会会計計財財務務書書類類））  
 

自自動動車車安安全全特特別別会会計計貸貸借借対対照照表表  （単位：億円、単位未満切捨） 

 

 

主な資産は、空港に係る用地・工作物等を計上している「有形固定資産」、政策目的による特殊

会社等に対する「出資金」などがあります。 

主な負債は、財政融資資金及び地方公共団体からの借入金を計上している「借入金」、国管理空

港特定運営事業に係る前受公共施設等運営権対価収入を計上している｢前受収益｣などがありま

す。  

資産・負債差額は、空港に係る用地・工作物等の有形固定資産や、政策目的による特殊会社等

に対する出資金等が含まれています。  

  

《4年度》 《5年度》 《5年度》 《4年度》

182 200

7 5

902 1,072 0 0

2,148 2,110 35 34

523 539 10 23

4,677 4,528 47 10

64 23 6,112 6,336

0 0 45 44

724 727

20 27

14,735 14,116

▲ 383 ▲ 368

20,484 21,114

国有財産（公共

用財産を除く）

11,110 11,717

32 30

766 759

6,762 6,661

54 41

803 864

953 1,038

429 451

7,914 7,932

43,669 44,477 44,477 43,669

29,741

4,847

物 品

無 形 固 定 資 産

出 資 金

資資  産産  のの  部部    合合  計計 負負債債及及びび資資産産・・負負債債差差額額のの部部合合計計

建設仮勘定

資産・負債差額
29,552

貸 倒 引 当 金

有 形 固 定 資 産

19,531 20,075

土 地

立 木 竹

建 物

4,847 他会計繰戻未収金

退職給付引当金

そ の 他 の 債 務

負負  債債  のの  部部　　合合  計計

航 空 機

工 作 物

2,060 2,225 貸 付 金 借 入 金 7,548 6,705

未 収 金 未 経 過 賦 課 金

未 収 収 益 前 受 収 益

前 払 費 用 賞 与 引 当 金

うち政府預金 未 払 費 用

うち財投預託金 保 管 金 等

た な 卸 資 産 前 受 金

<< 資資 産産 のの 部部 >> << 負負 債債 のの 部部 >>

3,050 3,182 現 金 ・ 預 金
未 払 金

支 払 備 金
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（（４４））事事務務及及びび事事業業のの効効率率化化・・財財務務にに関関すするる情情報報のの透透明明化化のの取取組組みみ等等    
 

自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定の改革については、「独立行政法人改革等に関する基

本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）において、自動車検査登録業務のうち、登録基

準の適合性審査に係る調査・確認事務を自動車検査独立行政法人に移管し、これに伴い所要の人員

を同法人に移管し、事務及び人員の移管は、平成 28 年度から順次速やかに実施し、平成 30 年度

開始までに完了するものとするとされ、平成 27 年 6 月には、「道路運送車両法及び自動車検査独

立行政法人法の一部を改正する法律」（平 27 法 44）が公布され、次の項目等が盛り込まれまし

た。 

① 自動車検査独立行政法人及び独立行政法人交通安全環境研究所を統合し、新たに独立行政法

人自動車技術総合機構を設立 

② 国の自動車登録業務のうち、登録のために必要な確認調査に関する事務及び人員を独立行政

法人自動車技術総合機構に移管 

 

また、旧社会資本整備事業特別会計におかれていた空港整備勘定については、特会改革法により、

同特会廃止後、借入金償還完了年度の末日までの間、自動車安全特別会計におくこととされていま

す。 

 

さらに、自動車事故の被害者保護増進対策及び自動車事故発生防止対策に係る事業については、

令和 5 年 4 月 1 日に施行された「自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正

する法律」（令 4 法 65）により、被害者保護増進等事業として安定的に実施していくこととされ

ました。 

 

 
 

 

自動車安全特別会計についての問い合わせ先 

（自動車事故対策勘定・自動車検査登録勘定）  

国土交通省物流・自動車局総務課 電話番号 03-5253-8111（内線 41137、41133） 

（空港整備勘定）  

国土交通省航空局予算・管財室 電話番号 03-5253-8111（内線 48616） 
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1144．．東東日日本本大大震震災災復復興興特特別別会会計計  
  
（（１１））概概要要  

 

東日本大震災復興特別会計は、東日本大震災からの復興に係る国の資金の流れの透明化を図る

とともに復興債の償還を適切に管理するために、平成 24 年度に設置されました。 

＜参照条文＞ 特別会計法 

（目的）  

第 222 条第 1 項 東日本大震災復興特別会計は、東日本大震災（平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平

洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。）からの復興に係る国の資金の流れの透

明化を図るとともに復興債の償還を適切に管理するため、復興事業に関する経理を明確にすることを目的とする。 

 

東東日日本本大大震震災災復復興興特特別別会会計計のの仕仕組組みみ（（資資金金のの流流れれ））  
  

東日本大震災復興特別会計では、復興特別所得税、復興債発行収入及び復興税外収入を主

な財源として、復興事業に必要な経費について事業を行う各省庁等に予算を配分して復興事

業を行うこと及び復興債の償還に必要な経費を国債整理基金特別会計に繰り入れることとし

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   

 

1144．．東東日日本本大大震震災災復復興興特特別別会会計計  
  
（（１１））概概要要  

 

東日本大震災復興特別会計は、東日本大震災からの復興に係る国の資金の流れの透明化を図る

とともに復興債の償還を適切に管理するために、平成 24 年度に設置されました。 

＜参照条文＞ 特別会計法 

（目的）  

第 222 条第 1 項 東日本大震災復興特別会計は、東日本大震災（平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平

洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。）からの復興に係る国の資金の流れの透

明化を図るとともに復興債の償還を適切に管理するため、復興事業に関する経理を明確にすることを目的とする。 

 

東東日日本本大大震震災災復復興興特特別別会会計計のの仕仕組組みみ（（資資金金のの流流れれ））  
  

東日本大震災復興特別会計では、復興特別所得税、復興債発行収入及び復興税外収入を主

な財源として、復興事業に必要な経費について事業を行う各省庁等に予算を配分して復興事

業を行うこと及び復興債の償還に必要な経費を国債整理基金特別会計に繰り入れることとし

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   

  

復興債発行収入  

復興特別所得税  

復興税外収入等  

復興事業 

国債整理基金  
特別会計へ繰入れ  

東京メトロ・日本郵政株式売却収入等 

（国債整理基金特会） 

復興債償還 

（歳入）  （歳出） 

復興費用 
※ 予備費を含む。 

交付税及び譲与税配付金 

特別会計へ繰入れ 
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（（２２））具具体体的的なな事事業業のの内内容容  
 

本特別会計は、東日本大震災に係る災害救助等関係事業、復興関係公共事業等、災害関連融資

関係事業、復興事業に係る地方負担等を措置するための地方交付税交付金及び原子力災害からの

復興関係事業に係る経費のほか、復興債の償還等のための国債整理基金特別会計への繰入金等を

計上しています。具体的な事業内容は以下のとおりです。 

 

① 災害救助等関係事業 

「災害救助法」（昭 22 法 118）に基づく災害救助や、被災者緊急支援に関係する事業です。 

② 復興関係公共事業等 

公共施設の復旧・復興等の事業です。 

③ 災害関連融資関係事業 

被災中小企業者の事業再建及び経営安定並びに被災農林漁業者等の経営再建等のための融

資の実施等のための事業です。 

④ 地方交付税交付金 

東日本大震災からの復興事業に係る地方負担等について震災復興特別交付税を措置するた

めに必要な経費です。 

⑤ 原子力災害復興関係事業 

除染・汚染廃棄物処理の事業や福島の再生を加速するため特定復興再生拠点整備や放射線不

安を払拭する生活環境向上等を実施するための事業等です。 

⑥ その他 

福島国際研究教育機構関連の事業や福島県の避難指示解除区域等を対象に、雇用の創出、産

業集積等を図り、今後の自立・帰還支援を加速するための立地補助金等があります。 
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（（３３））特特別別会会計計のの現現状状  
 

①①   歳歳入入歳歳出出予予算算（（令令和和７７年年度度当当初初予予算算））  

  

○○  歳歳入入総総額額、、歳歳出出総総額額、、（（参参考考））歳歳出出純純計計額額 （単位：億円） 

歳歳入入総総額額  歳歳出出総総額額  （（参参考考））歳歳出出純純計計額額  

6,462（＋132） 6,462（＋132） 5,534（＋28） 
 

○○  歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                           （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明  

復興特別所得税 4,760  

（＋1,000） 

「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために

必要な財源の確保に関する特別措置法」（平 23 法 117。以

下「復興財源確保法」といいます。）に基づく、復興特別所得

税収の見込額 

一般会計より受入 2 

（▲55） 

特別会計法第 227 条に基づく復興費用及び復興債の償還費

用の財源に充てるための一般会計からの受入見込額 

特別会計より受入 0 

（—） 

特別会計法附則第 231 条第 13 項に基づく食料安定供給特

別会計から受け入れる受入見込額 

復興公債金 1,211  

（▲250） 

復興財源確保法第 69 条第 4 項に基づき発行する復興債に

係る公債金収入の見込額 

公共事業費負担金

収入 

0 

（▲0） 

国が施行する公共事業に必要な経費のうち、地方公共団体等

が負担する負担金の受入見込額 

雑収入 489  

（▲563） 

 

「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地

震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質

による環境の汚染への対処に関する特別措置法」（平 23 法

110）第 44 条第１項に基づき関係原子力事業者が負担する

費用の受入見込額等 

合計 6,462  

（＋132） 
 

（単位：億円） 【 歳入 】 【 歳出 】 
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（歳出） 

内内容容  額額  説説明明  

災害救助等関係経

費 

27  

（▲4） 

災害救助費及び被災者緊急支援に必要な経費 

 

 

災害救助費 4  

（▲0） 

 

「災害救助法」（昭 22 法 118）に基づき、県が提供する応急

仮設住宅の供与期間の延長に伴い必要となる、民間賃貸住宅を

活用した仮設住宅の家賃の支払等に要する費用の負担に必要

な経費 

被災者緊急支

援経費 

23  

（▲3） 

東日本大震災により被災した児童生徒等の心のケア等を行う

ためのスクールカウンセラー等の活用等に必要な経費 

復興関係公共事業

等 

681  

（＋121） 

災害復旧及び一般公共事業等に必要な経費 

 

 

 

災害復旧等事

業費 

78  

（＋7） 

東日本大震災により被害を受けた公共土木施設等の災害復旧

事業に必要な経費 

一般公共事業

関係費 

579  

（＋133） 

東日本大震災からの復興事業として治山事業、住宅対策、農業

農村整備事業、森林整備事業、社会資本総合整備事業等を推進

するために必要な経費 

施設費等 24  

（▲19） 

東日本大震災により被害を受けた保健衛生施設等の整備等に

必要な経費 

災害関連融資関係

経費 

11  

（▲2） 

中小企業者等への融資の実施等に必要な経費 

 

 

中小企業等関

係費 

1  

（▲0） 

東日本大震災による被災中小企業者の事業再建及び経営安定

のための融資の実施に必要な経費 

農林漁業者等

関係費 

10  

（▲1） 

東日本大震災による被災農林漁業者等の経営再建等のための

融資の実施等に必要な経費 

地方交付税交付金 659  

（＋89） 

 

東日本大震災からの復興事業に係る地方負担等について震災

復興特別交付税を措置するために必要な経費（地方交付税交付

金財源を交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰入れ） 

原子力災害復興関

係経費 

3,348  

（＋21） 

除去土壌等の適正管理・原状回復等及び福島の再生を加速する

ために必要な経費 

 

除去土壌等の

適正管理・原状

回復等 

1,658  

（＋53） 

「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震

に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質によ

る環境の汚染への対処に関する特別措置法」（平 23 法 110）

等に基づき行う除去土壌等の適正管理・原状回復等に必要な経

費 

福島再生加速

化交付金等 

1,691   

（▲31） 

 

福島の再生を加速するため、特定帰還居住区域や特定復興再生

拠点の整備、放射線不安を払拭する生活環境の向上、健康管理、

産業再開に向けた環境整備等の施策の実施等に必要な経費 

その他の東日本大

震災関係経費 

796  

（＋21） 

福島国際研究教育機構関連事業及び立地補助金等に必要な経

費 

  

  
被災者生活再

建支援金補助

金 

7  

（▲5） 

東日本大震災により住宅が全壊した世帯等に対し支給される

被災者生活再建支援金に要する費用の補助に必要な経費 

警察・消防活動

経費等 

4  

（＋2） 

東日本大震災により被害を受けた地域における警察活動、消防

活動等に必要な経費 

教育支援等 16  

（▲2） 

 

心のケアが必要な被災児童生徒に対する学習支援等に取り組

むための教職員定数の措置、福島イノベーション・コースト構

想を担う人材の育成基盤の構築等に必要な経費 

医療・介護等 74  

（＋5） 

医療保険制度等の保険料減免等に対する特別措置及び地域医

療再生対策等に必要な経費 
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農林業関係 62  

（▲4） 

 

福島県の農林水産業の復興創生に向けたブランドの確立と産

地競争力の強化、国内外の販売促進等、生産から流通・販売に

至るまでの総合的な支援等に必要な経費 

水産業関係 122  

（＋43） 

東日本大震災により被害を受けた漁業者等の漁業活動再開・継

続、福島県をはじめとした被災地水産物の販路回復や販売促進

等を支援するために必要な経費 

中小企業対策 16  

（＋0） 

 

東日本大震災により被害を受けた中小企業等の支援のため、施

設等の復旧・整備に要する費用に対し補助金を交付する県に対

する補助及び二重ローン対策の窓口業務等に必要な経費 

立地補助金 110  

（▲12） 

 

福島県の避難指示解除区域等を対象に、雇用の創出、産業集積

等を図り、今後の自立・帰還支援を加速するための企業立地補

助に必要な経費 

福島国際研究

教育機構関連

事業費 

164  

（＋10） 

創造的復興の中核拠点となる福島国際研究教育機構の運営費

等の支援に必要な経費 

その他 224  

（▲17） 

 

被災者支援総合交付金、除去土壌等の適正管理・原状回復等の

実施及び放射性廃棄物等の処理に伴う体制の強化、復興庁の運

営、風評払拭・リスクコミュニケーション強化及び環境モニタ

リング調査等に必要な経費 

国債整理基金特別

会計への繰入等 

270  

（＋15） 

復興債の利子の支払に必要な経費と、復興債の償還及び発行に

関する諸費を国債整理基金特別会計へ繰り入れるもの等に必

要な経費 

復興加速化・福島

再生予備費 

670 

（▲130） 

東日本大震災に係る復旧及び復興に関連する経費の予見し難

い予算の不足に充てるための予備費 

合計  6,462  

（＋132） 

 

 

②②  剰剰余余金金  
 
令令和和６６年年度度決決算算  

（単位：億円、単位未満切捨） 

収収納納済済歳歳入入額額  支支出出済済歳歳出出額額  剰剰余余金金  
翌翌年年度度  

歳歳入入繰繰入入  
積積立立金金積積立立  
資資金金組組入入  

一一般般会会計計へへ
繰繰入入  

  7,881 5,650 2,230 2,230 — — 

 

令和６年度決算における剰余金は、2,230 億円です。 

 

（剰余金が生じた理由） 

予備費を使用しなかったこと等により不用が生じたことや特定帰還居住区域整備事業におい

て計画に関する諸条件により事業の実施に不測の日数を要したこと等により翌年度に繰越が生

じたこと等によるものです。 

（剰余金の処理の方法） 

特別会計法第 8 条第 1 項の規定により、翌年度の東日本大震災復興特別会計の歳入に繰り入

れることとしています。 
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③③  資資産産及及びび負負債債（（令令和和５５年年度度特特別別会会計計財財務務書書類類））  

 

主な資産は現金・預金 1,573 億円であり、これは、復興事業を翌年度へ繰り越して実施する

こと等により生じた剰余金です。なお、出資金は主に被災中小企業者等の経営安定等に資する、

株式会社日本政策金融公庫の行う融資事業等に要する資金に充てるため、同公庫に出資している

ものです。 

また、主な負債は公債４兆 8,775 億円であり、これは、復興財源確保法第 69 条の規定に基

づき、復興費用の財源に充てるために発行した復興債の残高です。 

資産・負債差額は、負債に計上されている公債により生じたものです。 

  

≪4年度≫ ≪5年度≫ ≪5年度≫ ≪4年度≫

3 6
3 0
4 4

1 2
181 133

0 0
302 224

3 3
30 28

▲0 ▲0
▲0 ▲0
209 219

- 2
0 0

204 208
4 7
2 0

7,592 7,819
3,592 3,380

14,112 13,384

▲ 37,771 ▲35,443 38 40
1 1

48,827 51,883
13,384 14,112

負 債 合 計

負債及び資産・負債差額合計

土 地

現 金 ・ 預 金

償 還 免 除 引 当 金

貸 倒 引 当 金

無 形 固 定 資 産

出 資 金

国 債 整 理 基 金

資 産 合 計

資 産 ・ 負 債 差 額 退 職 給 付 引 当 金

そ の 他 の 債 務 等

51,829
建 物

建 設 仮 勘 定

物 品

有 形 固 定 資 産

205 211
国 有 財 産
（ 公 共 用 財 産 除 く ）

48,775

賞 与 引 当 金

未 収 金

公 債

前 払 金

前 払 費 用

貸 付 金

他 会 計 繰 戻 未 収 金

そ の 他 の 債 権 等

東日本大震災復興特別会計貸借対照表　　　　（単位：億円、単位未満切捨）

＜ 資 産 の 部 ＞ ＜ 負 債 の 部 ＞

2,195 1,573

未 払 金

未 払 費 用

第Ⅱ－ 14 東日本大震災復興特別会計

177



 

（（４４））そそのの他他  
 

本特別会計は全省庁共管となっていますが、東日本大震災からの復興に関する事業に係る経費

のうち、被災地の復興に係る経費については「復興庁設置法」（平 23 法 125）第 4 条第 2 項

の規定により、各府省予算を復興庁所管の予算として一括計上しています。 

 

＜参照条文＞ 復興庁設置法 

（所掌事務） 

第 4 条第 2 項第 3 号イ 東日本大震災からの復興に関する事業のうち政令で定める事業に必要な予算を、前号の方

針に基づき、一括して要求し、確保すること。 

 

また、復興事業を統括している復興庁については、令和 2 年 6 月に成立した「復興庁設置法

等の一部を改正する法律」による改正後の復興庁設置法第 21 条の規定に基づき「別に法律で定

めるところにより、令和１３年 3 月 31 日までに廃止するものとする。」こととされています。

復興庁が廃止されたときは、本特別会計についても、別に法律で定めるところにより、廃止する

こととしています。 

 

＜参照条文 1＞ 改正後の復興庁設置法（平 23 法 125）  

（復興庁の廃止） 

第 21 条 復興庁は、別に法律で定めるところにより、令和十三年三月三十一日までに廃止するものとする。 

 

＜参照条文２＞ 特別会計に関する法律の一部を改正する法律（平 24 法 15） 

 附 則 

（東日本大震災復興特別会計の廃止等） 

第 2 条第 1 項 復興庁設置法（平成二十三年法律第百二十五号）第二十一条の規定により復興庁が廃止されたときは、

東日本大震災復興特別会計は、別に法律で定めるところにより、廃止するものとする。 
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東日本大震災復興特別会計についての問い合わせ先 

（国会所管） 

衆議院庶務部会計課 電話番号 03-3581-5111（内線 34301） 

参議院庶務部会計課 電話番号 03-3581-3111（内線 74309） 

国立国会図書館総務部会計課 電話番号 03-3581-2331（内線 20620） 

（裁判所所管） 

最高裁判所事務総局経理局主計課 電話番号 03-3264-8111（内線 3424） 

（会計検査院所管） 

会計検査院事務総長官房会計課 電話番号 03-3581-3251（内線 2521） 

（内閣・内閣府所管（警察庁を除く）） 

内閣府大臣官房会計課 電話番号 03-5253-2111（内線 82310） 

（内閣府所管（警察庁）） 

警察庁長官官房会計課 電話番号 03-3581-0141（内線 2219） 

（デジタル庁所管） 

デジタル庁戦略・組織グループ会計担当 電話番号 03-4477-6775 

（復興庁所管） 

復興庁予算会計企画班 電話番号 03-6328-1111（内線 1115） 

（総務省所管） 

総務省大臣官房会計課 電話番号 03-5253-5126 

（法務省所管） 

法務省大臣官房会計課 電話番号 03-3580-4111（内線 5897） 

（外務省所管） 

外務省大臣官房会計課 電話番号 03-3580-3311（内線 3262） 

（財務省所管） 

財務省大臣官房会計課 電話番号 03-3581-4111（内線 2121） 

（文部科学省所管） 

文部科学省大臣官房会計課 電話番号 03-5253-4111（内線 2191） 

（厚生労働省所管） 

厚生労働省大臣官房会計課 電話番号 03-5253-1111（内線 7167） 

（農林水産省所管） 

農林水産省大臣官房予算課 電話番号 03-3502-8111（内線 3163） 

（経済産業省所管） 

経済産業省大臣官房会計課 電話番号 03-3501-1511（内線 2232） 

（国土交通省所管） 

国土交通省大臣官房会計課 電話番号 03-5253-8111（内線 21635） 

（環境省所管） 

環境省大臣官房会計課 電話番号 03-5521-8218 

（防衛省所管） 

防衛省大臣官房会計課 電話番号 03-3268-3111（内線 25591） 
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第第ⅢⅢ編編  特特別別会会計計参参考考デデーータタ集集  

 

 

 

１． 特別会計の新設・廃止の推移（昭和 20 年度以降） 

２． 特別会計歳入・歳出総額の推移（令和２年度～令和７年度） 

３． 特別会計歳入の内訳（令和７年度当初予算） 

４． 特別会計歳出の内訳（令和７年度当初予算） 

５． 各特別会計の剰余金の処理（令和６年度決算） 

６． 各特別会計の積立金等の状況（令和６年度決算処理後） 

７． 令和５年度特別会計財務書類の概要（資産及び負債の状況） 

８． 特定財源について 

９． 特定財源一覧（令和７年度当初予算） 

10．特定財源の資金の流れ（令和７年度当初予算） 

11．特別会計改革に関するとりまとめ（平成 25 年 6 月 5 日行政改

革推進会議） 

12．特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律（概要） 

13．独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成 25 年 12 月

24 日閣議決定）（抄） 

第Ⅲ編　特別会計参考データ集

181



１１．．特特別別会会計計のの新新設設・・廃廃止止のの推推移移（（昭昭和和2200年年度度以以降降））  

年度 
特別会計の新設 特別会計の廃止 対前年度 

増△減 
年度末 
特会数 新設数 新 設 会 計 廃止数 廃 止 会 計 名  

２０   〔１〕  〔・臨時軍事費〕 △ １ ３９ 

２１ ４ 

 ・自作農創設特別措置 
 ・財産税等収入金 
 ・開拓者資金融通 
 ・貿易資金 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１７ 

 ・陸軍造兵廠 
 ・陸軍製絨廠 
 ・海軍工廠資金 
 ・海軍火薬廠 
 ・海軍燃料廠 
 ・政府出資 
 ・営繕用品資金 
 ・関東局 
 ・樺太庁 
 ・南洋庁 
 ・朝鮮総督府 
 ・朝鮮鉄道用品資金 
 ・朝鮮食糧管理 
 ・朝鮮簡易生命保険及郵便年金 
 ・台湾総督府 
 ・台湾食糧管理 
 ・台湾事業用品資金 

△１３ ２６ 

２２ ５ 

 ・アルコール専売事業 
 ・船員保険 
 ・国有林野事業 
 ・失業保険 
 
 （国有鉄道事業） 
 （印刷局） 
 （専売局） 
 （労働者災害補償保険） 
 （薪炭需給調節） 
 （通信事業） 

６ 

 ・公債金 
 ・為替交易調整 
 ・燃料局 
 ・学校 
 ・特殊財産資金 
 （帝国鉄道） 
 （印刷局（作業会計)) 
 （専売局（作業会計)) 
  (労働者災害扶助責任保険) 
 （薪炭需給調節） 
 （通信事業） 

△ １ ２５ 

２３ ４ 

 ・外国貿易特別円資金 
 ・不正保有物資等特別措置 
 ・国営競馬 
 ・地方配付税配付金 

１ 

 ・地方分与税分与金 
 

＋ ３ ２８ 

２４ ６ 

 ・貴金属 
 ・郵政事業 
 ・外国為替 
 ・米国対日援助見返資金 
 ・国立病院 
 ・輸出信用保険 
 （電気通信事業） 
 （貿易） 
 （国営競馬） 
 （印刷庁） 
 （造幣庁） 

３ 

 ・金資金 
 ・専売局 
 ・国有鉄道事業 
 
 
 
 （通信事業） 
 （貿易資金） 
 （国営競馬） 
 （印刷局） 
 （造幣局） 

＋ ３ ３１ 

２５ ４ 

 ・解散団体財産収入金 
 ・米国対日援助物資等処理 
 ・中小企業信用保険 
 ・特別鉱害復旧 
 （造幣庁） 

３ 

 ・薪炭需給調節 
 ・外国貿易特別円資金 
 ・地方配付税配付金 
 
 （造幣庁） 

＋ １ ３２ 

２６ ４ 

 ・緊要物資輸入基金 
 ・郵便貯金 
 ・農林漁業資金融通 
 ・糸価安定 
 （外国為替資金） 
 （資金運用部） 

２ 

 ・貿易 
 ・不正保有物資等特別措置 
 
 
 （外国為替） 
 （大蔵省預金部） 

＋ ２ ３４ 

２７ ２ 

 ・特定道路整備事業 
 ・中小漁業融資保証保険 
 （印刷局） 
 （造幣局） 

２ 

 ・財産税等収入金 
 ・電気通信事業 
 （印刷庁） 
 （造幣庁） 

０ ３４ 

２８ ２ 

 ・産業投資 
 ・木船再保険 
 
 （輸出保険） 

３ 

 ・解散団体財産収入金 
 ・農林漁業資金融通 
 ・米国対日援助見返資金 
 （輸出信用保険） 

△ １ ３３ 

２９ ２ 
 ・交付税及び譲与税配付金 
 ・経済援助資金 

２ 
 ・米国対日援助物資等処理 
 ・緊要物資輸入基金 

０ ３３ 

３０ ３ 
 ・あへん 
 ・自動車損害賠償責任再保険 
 ・余剰農産物資金融通 

１ 
 ・国営競馬 
 
 

＋ ２ ３５ 

３１ ２ 
 ・賠償等特殊債務処理 
 ・特定物資納付金処理 

１ 
 ・特定道路整備事業 
 

＋ １ ３６ 

３２ ４ 

 ・国有財産特殊整理資金 
 ・特定土地改良工事 
 ・臨時受託調達 
 ・特定多目的ダム建設工事 

 

 

＋ ４ ４０ 
 
 

３３ １  ・道路整備  １  ・中小企業信用保険 ０ ４０ 
３４ １  ・特定港湾施設工事 １  ・特別鉱害復旧 ０ ４０ 

３５ １ 
 ・治水 

２ 
 ・特定多目的ダム建設工事 
 ・臨時受託調達 

△ １ ３９ 
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年度 
特別会計の新設 特別会計の廃止 対前年度 

増△減 
年度末 
特会数 新設数 新 設 会 計 廃止数 廃 止 会 計 名  

３６ ３ 

 ・国民年金 
 ・機械類賦払信用保険 
 ・港湾整備 
 （森林保険） 

１ 

 ・特定港湾施設工事 
 
 
 （森林火災保険） 

＋ ２ ４１ 

３８ １  ・中小企業高度化資金融通 １  ・特定物資納付金処理 ０ ４１ 

３９ ２ 
 ・国立学校 
 ・自動車検査登録 

 
 

＋ ２ ４３ 

４１ ２ 
 ・都市開発資金融通 
 ・地震再保険 

 
 

＋ ２ ４５ 

４２ １ 
 ・石炭対策 
 （漁船再保険及漁業共済保険） 

１ 
 ・中小企業高度化資金融通 
 （漁船再保険） 

０ ４５ 

４３ 
 
 

 
２ 

 ・経済援助資金 
 ・余剰農産物資金融通 

△ ２ ４３ 

４４  
 

（特定国有財産整備） 
１ 

 ・糸価安定 
 （国有財産特殊整理資金） 

△ １ ４２ 

４５ １ 
 ・空港整備 
 （機械類信用保険） 

 
 

 
 （機械類賦払信用保険） 

＋ １ ４３ 

４７ １ 

 ・労働保険 
 
 
 （石炭及び石油対策） 

３ 

 ・労働者災害補償保険 
 ・失業保険 
 ・開拓者資金融通 
 （石炭対策） 

△ ２ ４１ 

４９ １  ・電源開発促進対策   ＋ １ ４２ 
５０   １ ・木船再保険 △ １ ４１ 
５１   １ ・中小漁業融資保証保険 △ １ ４０ 
５２   １ ・貴金属 △ １ ３９ 
５４   １ ・賠償等特殊債務処理 △ １ ３８ 

５５  
石炭並びに石油及び石油代替エ 
ネルギー対策 

 
（石炭及び石油対策） 

 
 ３８ 

５９ １  ・特許 １  ・機械類信用保険 ０ ３８ 

６０ １ 
 ・登記 
 （農業経営基盤強化措置） 

１ 
 ・あへん 
 （自作農創設特別措置） 

０ ３８ 

６１   （国営土地改良事業）   （特定土地改良事業）  ３８ 
６２   （貿易保険）   （輸出保険）  ３８ 
２   （簡易生命保険）   （簡易生命保険及び郵便年金）  ３８ 

５  
 石炭並びに石油及びエネルギー 
需給構造高度化対策 

 
 石炭並びに石油及び石油代替エ 

ネルギー対策 
 ３８ 

１３ 
 
 

 
 
 

（財政融資資金） 
（貿易再保険） 

１ 
 ・アルコール専売事業 
 （資金運用部） 
 （貿易保険） 

△ １ ３７ 

１４  
石油及びエネルギー需給構造高 
度化対策 

 （自動車損害賠償保障事業） 
 

 石炭並びに石油及びエネルギー 
需給構造高度化対策 

 （自動車損害賠償責任再保険） 
 ３７ 

１５  

 

５ 

 ・郵政事業  
 ・郵便貯金  
・簡易生命保険 
 ・造幣局 
 ・印刷局 

△ ５ ３２ 

１６  
 
 （国立高度専門医療センター） 

１ 
 ・国立学校 
 （国立病院） 

△ １ ３１ 

１９ ３ 

 ・年金 
 
 ・食料安定供給 
 
 ・エネルギー対策 

６ 

 ・厚生保険 
 ・国民年金 
 ・食糧管理 
 ・農業経営基盤強化措置 
 ・電源開発促進対策 
 ・石油及びエネルギー需給構造高度 
化対策 

△ ３ ２８ 

２０ ３ 

 ・財政投融資 
 
 ・社会資本整備事業 
 
 
 
 
 ・自動車安全 

１０ 

 ・財政融資資金 
 ・産業投資 
 ・道路整備 
 ・治水 
 ・港湾整備 
 ・空港整備 
 ・都市開発資金融通 
 ・自動車損害賠償保障事業 
 ・自動車検査登録 
 ・国営土地改良事業 

 
△ ７ 

 
２１ 

２１   １  ・船員保険 △ １ ２０ 

２２  
 

２ 
 ・特定国有財産整備 
 ・国立高度専門医療センター 

△ ２ １８ 

２３   １  ・登記 △ １ １７ 
２４ １  ・東日本大震災復興   ＋ １ １８ 
２５ １  ・国有林野事業債務管理 １  ・国有林野事業 ０ １８ 

２６  
  
 ３ 

・農業共済再保険 
 ・漁船再保険及び漁業共済保険 
 ・社会資本整備事業 

 
△ ３ 

 
１５ 

２７   １ ・森林保険 △ １ １４ 

２９   １ ・貿易再保険 △ １ １３ 

７ １ ・子ども・子育て支援   ＋ １ １４ 
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２２．．特特別別会会計計歳歳入入・・歳歳出出総総額額のの推推移移（（令令和和２２年年度度～～令令和和７７年年度度））
(単位：億円)

歳　入 歳　出 歳　入 歳　出 歳　入 歳　出 歳　入 歳　出 歳　入 歳　出 歳　入 歳　出

516,313 507,193 525,737 518,671 511,770 495,436 514,191 499,551 519,818 518,047 517,821 515,872

1,174 1,174 1,133 1,133 1,090 1,090 1,100 1,100 1,074 1,074 1,239 1,239

2,221,185 2,221,185 2,251,390 2,251,390 2,394,737 2,394,737 2,457,915 2,457,915 2,467,893 2,467,893 1,930,242 1,930,242

49,430 15,458 44,630 13,172 29,881 24,193 24,906 11,475 24,650 10,793 31,544 9,845

225,304 224,941 266,851 266,414 249,883 249,374 488,324 485,941 728,983 726,240 251,343 250,823

財政融資資金勘定 216,382 216,382 258,969 258,969 239,016 239,016 480,625 478,552 721,780 719,331 243,429 243,394

投資勘定 8,518 8,518 7,362 7,362 10,167 10,167 7,164 7,164 6,728 6,728 7,274 7,274

特定国有財産整備勘定 404 41 519 83 700 191 535 225 475 180 640 155

159,077 159,077 159,959 159,959 140,594 140,594 137,760 137,760 140,541 140,541 143,382 143,382

エネルギー需給勘定 29,846 29,846 30,067 30,067 27,871 27,871 22,368 22,368 22,196 22,196 22,442 22,442

電源開発促進勘定 4,209 4,209 3,901 3,901 3,345 3,345 3,224 3,224 3,298 3,298 3,320 3,320

原子力損害賠償支援勘定 121,693 121,693 125,991 125,991 109,378 109,378 112,168 112,168 115,047 115,047 117,620 117,620

先端半導体・人工知能関連技術勘定 3,328 3,328 - - - - - - - - - -

79,126 75,558 91,511 86,423 89,517 86,565 79,551 78,583 76,855 76,094 69,064 67,611

労災勘定 12,602 11,064 12,602 10,901 12,232 10,692 11,748 10,780 11,687 10,926 12,347 10,893

雇用勘定 23,947 21,917 36,106 32,720 36,488 35,076 35,937 35,937 38,204 38,204 29,178 29,178

徴収勘定 42,577 42,577 42,803 42,803 40,797 40,797 31,866 31,866 26,963 26,963 27,539 27,539

1,003,175 1,003,175 1,032,184 1,032,184 995,058 995,058 969,115 969,115 965,123 965,123 952,688 952,688

基礎年金勘定 285,574 285,574 303,450 303,450 288,550 288,550 276,681 276,681 270,874 270,874 264,565 264,565

国民年金勘定 43,125 43,125 42,441 42,441 39,258 39,258 38,119 38,119 38,289 38,289 37,440 37,440

厚生年金勘定 524,329 524,329 515,772 515,772 504,087 504,087 493,381 493,381 494,976 494,976 488,899 488,899

健康勘定 137,685 137,685 128,009 128,009 125,149 125,149 124,004 124,004 124,213 124,213 125,166 125,166

子ども・子育て支援勘定 - - 37,572 37,572 33,447 33,447 32,738 32,738 32,450 32,450 32,394 32,394

業務勘定 12,462 12,462 4,939 4,939 4,567 4,567 4,192 4,192 4,320 4,320 4,224 4,224

57,801 57,801 - - - - - - - - - -

子ども・子育て支援勘定 47,114 47,114 - - - - - - - - - -

育児休業等給付勘定 10,687 10,687 - - - - - - - - - -

13,555 13,348 15,371 15,158 15,310 15,280 13,423 13,406 12,250 12,164 12,732 12,676

農業経営安定勘定 2,473 2,473 2,414 2,414 2,514 2,514 2,744 2,744 2,643 2,643 2,810 2,810

食糧管理勘定 9,398 9,398 11,284 11,284 11,267 11,267 9,155 9,155 8,151 8,151 8,517 8,517

農業再保険勘定 1,009 968 994 956 1,044 1,042 930 925 916 875 841 815

漁船再保険勘定 79 69 81 70 80 69 81 72 84 74 87 76

漁業共済保険勘定 270 115 288 125 146 129 244 242 140 105 124 104

業務勘定 241 241 234 234 148 148 124 124 145 145 152 152

国営土地改良事業勘定 84 84 76 76 111 111 144 144 171 171 201 201

3,347 3,347 3,401 3,401 3,440 3,440 3,546 3,546 3,616 3,616 3,646 3,646

2,627 1,544 2,369 1,521 2,181 1,454 1,898 1,541 1,838 1,562 2,162 1,649

5,161 4,549 5,233 4,604 5,215 4,564 5,189 4,478 5,297 4,528 7,992 7,179

自動車事故対策勘定 822 223 825 223 830 224 631 24 636 26 631 25

自動車検査登録勘定 450 436 463 436 458 413 527 424 587 428 583 376

(旧)自動車事故対策勘定 - - - - - - 147 147 144 144 144 144

空港整備勘定 3,890 3,890 3,945 3,945 3,928 3,928 3,883 3,883 3,930 3,930 6,634 6,634

6,462 6,462 6,331 6,331 7,301 7,301 8,413 8,413 9,318 9,318 20,739 20,739

4,343,739 4,294,812 4,406,099 4,360,362 4,445,979 4,419,088 4,705,331 4,672,824 4,957,255 4,936,992 3,944,594 3,917,591

（注2）「情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律」（令７法30）に基づき、令和７年度より、エネルギー対策特別会計において先端半導体・人工知能関連技術勘定を新設。

自動車安全

東日本大震災復興

　　　　　　　合計

（注1）「自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律」（令４法65）に基づき、令和５年度より、自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定は廃止されるとともに、保障勘定から名称変更された自動車事故対策勘定に統合。

（注3）「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」（令６法47）に基づき、令和７年度より、年金特別会計の子ども・子育て支援勘定及び労働保険特別会計の雇用勘定（育児休業給付関係）が統合され、子ども・子育て支援特別会計を新設。

財政投融資

エネルギー対策

労働保険

年金

食料安定供給

国有林野事業債務管理

特許

子ども・子育て支援

交付税及び譲与税配付金

地震再保険

国債整理基金

外国為替資金

令和２年度当初予算額
特別会計・勘定

令和７年度当初予算額 令和６年度当初予算額 令和５年度当初予算額 令和４年度当初予算額 令和３年度当初予算額
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（単位：億円）

うち、
特定財源

うち、復興財源
（復興特会より
受入）

516,313 189,200 471 2,659 659 824 - 255,178 68,453 324,455

1,174 - - - - - 840 - 335 840

2,221,185 282,171 - 568,839 270 1,149 - 1,362,231 6,795 5,667

49,430 - - - - - - - 49,430 49,430

225,304 - - - - - - 100,000 125,304 223,999

159,077 7,671 7,671 4,217 - - - 144,221 2,968 147,189

79,126 276 - 33,647 - - 41,219 - 3,984 44,298

1,003,175 133,092 - 259,662 - - 504,463 14,348 91,610 610,391

57,801 27,201 - 16,794 - - - 11,397 2,409 13,800

13,555 3,138 - 604 - - 87 2,757 6,968 9,810

3,347 334 295 - - - - 3,013 - 3,013

2,627 1 - - - - - - 2,626 2,625

5,161 450 383 12 - - - 112 4,587 4,694

6,462 2 - 0 - 4,760 - 1,211 489 6,460

4,343,739 643,536 8,820 886,434 928 6,733 546,609 1,894,469 365,959 1,446,672

子ども・子育て支援

東日本大震災復興

合計

３３．．特特別別会会計計歳歳入入のの内内訳訳（（令令和和７７年年度度当当初初予予算算））

労働保険

年金

食料安定供給

国有林野事業債務管理

特許

自動車安全

交付税及び譲与税配付金

地震再保険

国債整理基金

外国為替資金

財政投融資

エネルギー対策

特 別 会 計 歳入総額
歳入

純計額
一般会計
より受入

他特会・他勘定
より受入

特定財源
直入分

保険料及び再保
険料収入

借入金等
その他（資金等
より受入、利子
等収入等）
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４４．．特特別別会会計計歳歳出出のの内内訳訳（（令令和和７７年年度度当当初初予予算算））
           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：億円）

区　分 歳出総額
一般会計への

繰入
他会計・他勘

定へ繰入
借換債償還 純計額

債務償還費・
利払費

地方交付税
交付金等

財政融資
資金への繰入

年金・健保
給付金等

歳出純計額か
ら国債償還

費・社会保障
給付費等を除

いた額

対前年度
増減

交付税及び譲与税配付金 507,193 - 291,653 - 215,540 - 215,509 - - 31 △ 0

地震再保険 1,174 - - - 1,174 - - - - 1,174 41

国債整理基金 2,221,185 - 3,578 1,362,231 855,376 855,374 - - - 2 2

外国為替資金 15,458 0 7,886 - 7,572 - - - - 7,572 △ 708

財政投融資 224,941 282 116,612 - 108,046 3,129 - 100,000 - 4,918 4

エネルギー対策 159,077 33 139,914 - 19,129 - - - - 19,129 1,292

労働保険 75,558 4 42,396 - 33,158 - - - 21,159 11,999 167

年金 1,003,175 2 281,388 - 721,786 - - - 714,538 7,248 352

子ども・子育て支援 57,801 0 1,065 - 56,736 - - - 53,203 3,533 190

食料安定供給 13,348 159 2,192 - 10,997 - - - - 10,997 11

国有林野事業債務管理 3,347 - 3,347 - - - - - - - -

特許 1,544 2 - - 1,542 - - - - 1,542 23

自動車安全 4,549 1 342 - 4,205 - - - - 4,205 △ 52

東日本大震災復興 6,462 0 928 - 5,534 - - - - 5,534 28

合計 4,294,812 484 891,301 1,362,231 2,040,797 858,503 215,509 100,000 788,900 77,885 1,350

特 別 会 計

歳出純計額か
ら国債償還

費、社会保障
給付費等を除

いた額

事務費 人件費 事業費 予備費

交 付 税 及 び 譲 与 税 配 付 金 31 3 0 3 25

地 震 再 保 険 1,174 0 1 1,173 0

国 債 整 理 基 金 2 - - 2 -

外 国 為 替 資 金 7,572 27 5 4,540 3,000

財 政 投 融 資 4,918 41 39 4,836 2

エ ネ ル ギ ー 対 策 19,129 202 102 18,797 29

労 働 保 険 11,999 2,061 951 8,476 511

年 金 7,248 216 206 5,742 1,084

子 ど も ・ 子 育 て 支 援 3,533 115 14 3,363 40

食 料 安 定 供 給 10,997 72 20 9,908 997

国 有 林 野 事 業 債 務 管 理 - - - - -

特 許 1,542 1,037 373 131 1

自 動 車 安 全 4,205 242 772 3,187 5

東 日 本 大 震 災 復 興 5,534 42 100 4,722 670

合　　計 77,885 4,058 2,584 64,880 6,363

（（歳歳出出純純計計額額かからら国国債債償償還還費費、、社社会会保保障障給給付付費費等等をを除除いいたた額額のの内内訳訳））

（注）新設の子ども・子育て支援特別会計における対前年度増減の記載は、年金特別会計の子ども・子育て支援勘定及び労働保険特別会計の雇用勘定（育児休業給付関係）を統合したことによるもの。
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（単位:億円、単位未満切捨て）

令和
７年度
歳入予算
計上

歳出の
繰越

支払
備金等
(注1)

その他

544,341 532,209 12,131 - 12,131 5,017 7,114 - - - - 7,240

1,136 43 1,092 1,092 - - - - - - - 1,089

2,168,343 2,137,088 31,254 - 31,254 - 30,858 - 396 - - 68,335

57,128 3,525 53,603 13,717 7,878 - - - 7,878 32,007 - 9,646

238,894 234,323 4,570 225 4,345 3,867 403 - 75 - - 1,984

財 政 融 資 資 金 勘 定 229,836 229,611 225 225 - - - - - - - 1,221

投 資 勘 定 8,685 4,636 4,049 - 4,049 3,584 390 - 75 - - 758

特 定 国 有 財 産 整 備 勘 定 371 76 295 - 295 282 13 - - - - 5

136,630 123,197 13,432 - 13,432 2,075 8,046 - 3,310 - - 47,288

エ ネ ル ギ ー 需 給 勘 定 45,776 33,323 12,452 - 12,452 1,872 7,522 - 3,057 - - 7,184

電 源 開 発 促 進 勘 定 4,720 3,741 978 - 978 201 523 - 253 - - 245

原子力損害賠償支援勘定 86,133 86,132 1 - 1 1 - - - - - 39,858

93,004 82,306 10,697 7,491 3,206 798 63 1,957 387 - - 4,328

労 災 勘 定 12,888 10,185 2,702 758 1,943 - 11 1,932 - - - 740

雇 用 勘 定 （ 注 2 ） 36,250 29,440 6,809 6,733 76 - 50 25 - - - 3,465

徴 収 勘 定 43,865 42,679 1,185 - 1,185 798 0 - 387 - - 122

986,100 936,616 49,483 37,814 11,669 5,674 877 - 5,117 - - 97,066

基 礎 年 金 勘 定 262,494 257,264 5,230 5,230 - - - - - - - 46,185

国 民 年 金 勘 定 37,632 37,349 282 282 0 0 - - 0 - - 5,091

厚 生 年 金 勘 定 503,537 472,802 30,735 30,735 - - - - - - - 42,970

健 康 勘 定 136,019 128,019 8,000 - 8,000 4,797 - - 3,202 - - 24

子ども・子育て支援勘定（注2） 40,973 36,623 4,350 1,132 3,217 689 877 - 1,651 - - 2,409

業 務 勘 定 5,442 4,557 884 433 450 186 - - 264 - - 385

11,305 10,011 1,294 18 1,355 456 126 154 618 18 △98 4,102

農 業 経 営 安 定 勘 定 2,498 1,948 550 - 550 455 - - 94 - - 465

食 糧 管 理 勘 定 7,718 7,091 627 - 627 - 123 - 503 - - 3,130

農 業 再 保 険 勘 定 636 575 61 18 42 - - 42 - - - 379

漁 船 再 保 険 勘 定 94 46 48 - 29 - - 9 19 18 - 23

漁 業 共 済 保 険 勘 定 121 117 3 - 102 - - 102 - - △98 7

業 務 勘 定 141 141 0 - 0 - 0 - - - - 91

国 営 土 地 改 良 事 業 勘 定 93 90 2 - 2 0 2 - - - - 3

3,395 3,395 - - - - - - - - - 0

2,661 1,442 1,219 - 1,219 1,018 2 - 197 - - 94

6,162 4,140 2,021 25 1,996 878 930 - 187 - - 235

自 動 車 事 故 対 策 勘 定 873 210 663 25 638 610 19 - 8 - - 31

自 動 車 検 査 登 録 勘 定 482 412 69 - 69 48 8 - 12 - - 16

空 港 整 備 勘 定 4,806 3,517 1,288 - 1,288 220 902 - 166 - - 186

7,881 5,650 2,230 - 2,230 - 625 - 1,604 - - 1,100東 日 本 大 震 災 復 興

（注１）保険事故が既に発生し支払うべき債務で、令和７年度以降の保険金支払に充てるため、令和７年度歳入に繰り入れる必要があるもの等。
（注２）令和７年度の子ども・子育て支援特別会計の創設により、労働保険特別会計及び年金特別会計の剰余金額の一部については、令和７年度子ども・子育て支援
　　　　 特別会計歳入への繰入れ等の処理を行うこととしている。
（注３）食料安定供給特別会計漁業共済保険勘定の「その他」欄には、令和６年度決算における不足金98億円を記載。

５５．．各各特特別別会会計計のの剰剰余余金金のの処処理理（（令令和和66年年度度決決算算））

収納済
歳入額
(A)

支出済
歳出額
(B)

(A-B)
（参考）
不用額

積立金
として
積立、
資金に
組入

令和
７年度
特会歳入
に繰入

その他
（注3）

交 付 税 及 び 譲 与 税 配 付 金

自 動 車 安 全

特 許

国 有 林 野 事 業 債 務 管 理

令和
７年度
一般会計
へ繰入

特別会計

外 国 為 替 資 金

財 政 投 融 資

年 金

食 料 安 定 供 給

地 震 再 保 険

国 債 整 理 基 金

労 働 保 険

エ ネ ル ギ ー 対 策

第Ⅲ編　特別会計参考データ集

187



６６．．各各特特別別会会計計のの積積立立金金等等のの状状況況（（令令和和66年年度度決決算算処処理理後後））

（単位：億円、単位未満四捨五入）

積立金 21,893
保険料収入を財源として、将来の巨大地震の発生の際に、被保険者に対する再保険金を支払うた
めに設けられているものである。

国債整理基金 30,313

国債整理基金特別会計は、一般会計において発行された国債を含め、国全体の債務の整理状況を
明らかにすることを目的とした整理区分会計であるとともに、定率繰入れ等の形で一般会計及び
特別会計から資金を繰入れ、普通国債等の償還財源として備える「減債基金」の役割を担ってい
る。

財政融資資金勘定 積立金 8,732
毎会計年度の剰余金が生じた場合、積立金に積み立て、将来生じうる損失に備えることとされて
いる。

投資勘定 投資財源資金 －
投資の財源の一部を補足すべき原資の確保を図るために資金を設置しており、一般会計からの繰
入金及び投資財源資金の運用による利益金をそれに充てることとしている。

電源開発促進勘定
周辺地域整備

資金
－

電源立地の進展に伴って、将来発生する電源立地地域対策交付金その他発電の用に供する施設の
設置及び運転の円滑化に資するための財政上の措置に要する費用を確保するため、資金を設置し
ている。

原子力損害賠償支援勘定
原子力損害賠
償支援資金

572
原子力損害賠償・廃炉等支援機構に交付された国債の償還金及び当該国債の償還に関する諸費の
支出として、国債整理基金特別会計への繰入を円滑に実施するために要する費用を確保すること
としている。

労災勘定 積立金 79,213
収入のうち当該年度の給付に要した分以外は、積立金として保有している。
将来の年金給付の原資であり、いわば責任準備金としての性格を有するものである。

積立金 25,042
雇用失業情勢が悪化した際にも安定的な給付を行うため、好況期に資金を積み立て、不況期にこ
れを財源として使用するものであり、将来の失業等給付費に充てるため、雇用保険制度の安定的
な運営の確保の重要性を勘案して必要な金額を積み立てることとしている。

雇用安定資金 1,442

不況期に雇用安定事業の経費として機動的・集中的に支出しうるため、平常時に将来必要となる
資金を積極的に積み立て、雇用安定事業をその目的に則して円滑に実施しようとするものであ
り、将来の雇用安定事業費に充てるため、雇用失業情勢の変動に応じて雇用安定事業を機動的に
運営するために必要な金額を勘案して組み入れている。

基礎年金勘定 積立金 13,289

国民年金勘定 積立金 81,578

厚生年金勘定 積立金 1,202,415

業務勘定
特別保健福祉

事業資金
0
老人保健制度に係る被用者保険の拠出金負担軽減を図るため、平成元年に設置。平成２０年度よ
り新たな高齢者医療制度が施行されたことに伴い事業を廃止し、平成２１年度において資金を清
算。平成２２年度以降は、過去の事業に係る返還金の受入・精算を行っている。

子ども・子育て支援勘定 積立金（注１） 5,558

児童手当交付金、子どものための教育・保育給付交付金並びに子ども・子育て支援交付金及び仕
事・子育て両立支援事業費の財源に充てるために必要な金額を積立金として積み立てることとし
ており、子ども・子育て支援制度の安定的な運営の確保の重要性を勘案して将来の給付等のた
め、一般事業主からの拠出金の一部を積立金として積み立てている。

育児休業等給付勘定
育児休業給付
資金（注２）

4,744
子を養育するために休業した労働者の生活及び雇用の安定を図るために積み立てる資金であり、
将来の育児休業給付費の増大に充てるため、中期的に収支のバランスが取れるよう必要な金額を
組み入れることとしている。

食糧管理勘定 調整資金 879
米麦の売買に必要な自己資金として、利益は調整資金に組み入れ、損失はその損失額を限度とし
て調整資金の減額を行い、食糧管理勘定の運営の健全化に資するため設置している。

農業再保険勘定 積立金 1,743
保険料率は、過去の被害率を基に長期的に収支が均衡するよう制度設計されているが、自然災害
の発生状況により、単年度でみれば剰余や不足が生じることとなる。そこで、将来の再保険金等
の支払の不足に備え、剰余金を積み立てている。

漁船再保険勘定 積立金 57
保険料率は、過去の危険率を基に長期的に収支が均衡するよう制度設計されているが、事故や自
然災害の発生状況により、単年度でみれば剰余や不足が生じることとなる。そこで、将来の再保
険金等の支払の不足に備え、剰余金を積み立てている。

漁業共済保険勘定 積立金 －
保険料率は、過去の危険率を基に長期的に収支が均衡するよう制度設計されているが、事故や自
然災害の発生状況により、単年度でみれば剰余や不足が生じることとなる。そこで、将来の保険
金等の支払の不足に備え、剰余金を積み立てることとしている。

自動車事故対策勘定 積立金 1,588
事故による重度後遺障害者等の被害者救済対策及び事故発生防止対策等の実施のため積み立てて
いる。

1,479,060

（注１）令和７年度より子ども・子育て支援特別会計が創設されることに伴い、令和６年度をもって年金特別会計子ども・子育て支援勘定が廃止され、同勘定に所属して
        いた積立金は子ども・子育て支援特別会計子ども・子育て支援勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなされる。
（注２）令和７年度より子ども・子育て支援特別会計が創設されることに伴い、令和６年度をもって労働保険特別会計雇用勘定において雇用保険事業から育児休業等給付
        事業が除かれたので、同勘定に所属していた育児休業給付資金は子ども・子育て支援特別会計育児休業等給付勘定に所属する育児休業給付資金として組み入れら
        れたものとみなされる。

財政投融資

合　計

食料安定供給

エネルギー対策

労働保険

雇用勘定

年金等の将来給付に充てるため、積み立てている。

年金

自動車安全

子ども・子育て
支援

国債整理基金

特別会計・勘定
積立金等
の名称

令和６年度
決算処理後残高

積立金等の性格

地震再保険
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７７．．令令和和55年年度度特特別別会会計計財財務務書書類類のの概概要要（（資資産産及及びび負負債債のの状状況況））
（単位：兆円）

資産・負債差額
資産額 負債額

一般会計 △ 755.8 330.0 1,085.8
交付税及び譲与税配付金特別会計 △ 30.5 1.8 32.3
地震再保険特別会計 0.0 2.1 2.1
国債整理基金特別会計 27.9 27.9 -
外国為替資金特別会計 65.4 189.6 124.2
財政投融資特別会計 19.6 151.8 132.2
エネルギー対策特別会計 △ 6.8 8.0 14.8
労働保険特別会計 3.1 11.4 8.3
年金特別会計 10.6 146.6 136.1
食料安定供給特別会計 0.2 0.5 0.3
国有林野事業債務管理特別会計 △ 1.1 - 1.1
特許特別会計 0.2 0.2 0.1
自動車安全特別会計 3.0 4.4 1.5

△ 3.5 1.3 4.9

区分

東日本大震災復興特別会計

（注1）計数は小数第2位を四捨五入したもの。また、単位未満の計数がある場合には「0.0」、皆無の場合は「－」
で表示している。

（注2）会計間の債権・債務等を相殺する必要があるため、特別会計の「資産・負債差額」「資産額」及び「負債額」の合
計は算定していない。
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８８．．特特定定財財源源ににつついいてて  

 

 

 特定財源とは、一般に、特定の歳出に充てることとされている特定の歳入を

指す。明確な定義があるわけではないが、代表的な分類を取り上げると、通例

以下のようになる。 

 

１）税法で使途が特定されているもの（いわゆる目的税等） 

 

 税法上その使途が特定されているもの。国税では、電源開発促進税及び消費

税などが該当する。 

電源開発促進税は、特定の経費に充てることを目的として課されるいわゆ

る目的税として、その税収は、一般会計に組み入れた上でエネルギー対策特別

会計に繰り入れられる。 

 また、消費税の税収は、地方交付税に充当することとされている分を除き、

一般会計を経由して社会保障四経費（制度として確立された年金、医療及び介

護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費）に充て

ることとされている。 

 

２）譲与税法で使途が特定されているもの 

 

 課税根拠となる税法とは別に譲与税法で、使途が特定されているもの。航空

機燃料税の地方譲与税分がこれに該当する。その税収は交付税及び譲与税配

付金特別会計へ直入される。 

 

３）特別会計に関する法律等で使途が特定されているもの 

 

 特別会計に関する法律や個別の法律等で使途が特定されているもの。税だ

けでなく、電波利用料のようなものも含まれる。基本的には、一般会計を経由

する。 
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99..  主主なな特特定定財財源源一一覧覧（（令令和和７７年年度度予予算算））  

 

分類 財源 使途特定の根拠法 受入方法等 繰入額 使途 

１．税法で使途が特定

されているもの（い

わゆる目的税等）

(国税分) 

電源開発促進税 電源開発促進税法 一般会計からエネル

ギー対策特別会計（電

源開発促進勘定）へ繰

入れ 

電源開発促進税収入額

の一部に相当する額 

電源立地対策、電源利用対策及び原子

力安全規制対策 

消費税 消費税法 一般会計 消費税収から地方交付

税交付金（法定率分）に

相当する金額を除いた

額 

社会保障四経費（年金、医療、介護、

少子化対策） 

森林環境税 

 

森林環境税及び森林環境

譲与税に関する法律 

交付税及び譲与税配

付金特別会計へ直入 

森林環境税の収入額 森林の整備及びその促進に関する施

策 

２．譲与税法で使途が

特定されているも

の 

航空機燃料税 

（地方譲与分） 

航空機燃料譲与税法 交付税及び譲与税配

付金特別会計へ直入 

航空機燃料税の収入額

の航空機燃料譲与税に

相当する額 

騒音による障害防止及び空港整備等 

３．特会法及び実体法

で使途が特定され

ているもの 

 

イ）税 

航空機燃料税 

 

特別会計に関する法律 一般会計から自動車

安全特別会計（空港整

備勘定）へ繰入れ 

航空機燃料税収入額の

空港整備事業に要する

費用の財源に相当する

額 

空港の緊急な整備等 

石油石炭税 

 

 

特別会計に関する法律 一般会計からエネル

ギー対策特別会計（エ

ネルギー需給勘定）へ

繰入れ 

石油石炭税収入額の一

部に相当する額 

燃料安定供給対策及びエネルギー需

給構造高度化対策 

たばこ特別税 一般会計における債務の

承継等に伴い必要な財源

の確保に係る特別措置に

関する法律 

国債整理基金特別会

計へ直入 

たばこ特別税の収入額 公債償還等 

自動車重量税 公害健康被害の補償等に

関する法律 

一般会計 自動車重量税の収入見

込額の一部に相当する

額 

公害補償対策 

復興特別所得税 東日本大震災からの復興

のための施策を実施する

ために必要な財源の確保

に関する特別措置法 

東日本大震災復興特

別会計へ直入 

復興特別所得税の収入

額 

復興施策及び復興債の償還 

国際観光旅客税 外国人観光旅客の来訪の

促進等による国際観光の

振興に関する法律 

一般会計 国際観光旅客税の収入

見込額に相当する金額 

国際観光振興施策 

ロ）関税 牛肉等関税 肉用子牛生産安定等特別

措置法 

一般会計 牛肉等関税の収入見込

額のうち予算額に相当

する金額 

肉用子牛等対策 

 

ハ）税以外 日本中央競馬会納

付金 

日本中央競馬会法 一般会計 国庫納付金の額に相当

する金額 

畜産振興事業 

社会福祉事業 

交通反則者納金 道路交通法 一般会計から交付税

及び譲与税配付金特

別会計へ繰入れ 

反則金の全額 交通安全対策 

 

電波利用料 

 

 

電波法 一般会計 電波利用料収入額の予

算額に相当する金額 

電波利用共益費用 

特定基地局開設料 電波法 一般会計 特定基地局開設料の収

入見込額に相当する金

額 

電波を使用する高度情報通信ネット

ワークの整備を促進するために必要

な施策等 

日本スポーツ振興

センター納付金 

独立行政法人日本スポー

ツ振興センター法 

一般会計 国庫納付金の額に相当

する金額 

教育及び文化の振興に関する事業等 

国有林野事業収入 特別会計に関する法律 一般会計から国有林

野事業債務管理特別

会計へ繰入れ 

国有林野事業収入額の

一部に相当する額 

国有林野事業債務管理特別会計に属

する借入金償還金及び一時借入金利

子 
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（単位：億円）

消費税（国分） 社会保障四経費（年金、医療、介護、少子化対策）

200,509

電源開発促進税

エネルギー対策特別会計

石油石炭税 （石油石炭税・電源開発促進税） 7,671 ◆

自動車重量税 公害健康被害補償対策 60

国際観光旅客税 490

牛肉等関税 肉用子牛等対策 569

日本中央競馬会 畜産振興事業等に必要な経費及び民間

納付金 の社会福祉事業の振興のために必要な

経費の財源の一部 3,715

交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰入

交通反則者納金 都道府県及び市町村

（道路交通安全施設の設置管理費用） 471 ◆

電波利用料 電波利用共益費 750

特定基地局開設料

整備を促進するために必要な施策等 136

97

国有林野事業収入 国有林野事業債務管理特別会計 295 ◆

自動車安全特別会計

航空機燃料税 （空港整備勘定） 383 ◆

・直入（全額） 824 ☆

森林環境税

たばこ特別税

・直入（全額） 1,149 ☆

復興特別所得税

・直入（全額） 4,760 ☆

☆（特別会計直入）：計 6,733 億円 ◆（一般会計から特別会計へ繰入）（※）：計 8,820 億円

（注）予算額は、衆議院における予算修正後の計数を記載している。

※消費税（国分）のうち、年金特会等に繰り入れられているものは除く。

東日本大震災復興特別
会計

1100..  主主なな特特定定財財源源のの資資金金のの流流れれ（（令令和和77年年度度予予算算））

一 般 会 計

国際観光振興施策

電波を使用する高度情報通信ネットワークの

空港整備事業に要する
経費の財源に相当する額

航空機燃料譲与税に
相当する額

交付税及び譲与税配付
金特別会計

国債整理基金特別会計

日本スポーツ振興
センター納付金

教育及び文化の振興に関する事業等

空港関係市町村及び空港関係都道府県
（空港対策費用）
市町村及び都道府県
（森林整備等費用）
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平成 25 年 6 月 5日 
行政改革推進会議 

 
特別会計改革に関するとりまとめ 

 

 特別会計については、「行政改革の重要方針」（平成 17 年 12 月 24 日閣議決定）で

示された改革方針の下、平成 19 年に制定された「特別会計に関する法律」に基づく

会計の統廃合などの改革や剰余金等の活用、歳出の見直しの取組が着実に進展して

いる。 

 

 当会議では、これまでの改革の内容を検証し、制度本来の趣旨に即し現下の経済

社会情勢に対応した特別会計とするため、 

１ 特別会計で行われる事務・事業について、引き続き国が実施するのではなく、

民間や独立行政法人が実施した方が良いものがあるのではないか 

２ 特別会計やその勘定は、できる限り一般会計化すべきか。それとも、受益と負

担の関係の明確化の観点から、特別会計・勘定を存置して区分経理すべきか 

３ 特別会計における剰余金について、一般会計への活用が適切に行われているか。

また、積立金等について、その規模・水準が適正であるか 

の３つの視点から改めて総括・点検を行った。 

 

 その結果、個々の特別会計の在り方に至るまで、相当程度の議論が積み重ねられ

ていると認められるところであり、当会議としては、従来からの取組を引き継ぎ、

以下の①～④の方針に沿って改革を実現すべきと考える。 

改革に当たっては、制度本来の趣旨、すなわち、「財政法」第 13 条２項（特別会

計の設置要件を規定）や「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に

関する法律」第 18 条（特別会計の取扱いの原則を規定）の趣旨に則り、国の財政の

一層の効率化・透明化に向けて、事務事業の在り方を踏まえた会計・勘定数のスリ

ム化を図るべきである。あわせて、特定の歳入があること等に起因する無駄の排除

を引き続き徹底していくこととする。これらをもって、特別会計改革の集大成とす

べきである。 

制度の見直しは、可能なものから速やかに法改正を行い、平成 26 年度から順次の

実施を目指すべきである。 

① 国が自ら事業を行う必要性の検証 

・ 国が自ら事業を実施している特別会計・勘定について、国が実施主体となるこ

とが必要不可欠であるものを除き、民間又は独立行政法人等に事業を移管した上

で廃止するなど、見直しを行う。 

・ 具体的な改革案は、事業を担う法人の在り方と一体で検討する。 

  

1111．．特特別別会会計計改改革革にに関関すするるととりりままととめめ  
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② 区分経理の必要性の検証 

・ 一般会計からの一般財源繰入れの比重が大きいなど、区分経理の必要性が乏し

くなっている特別会計・勘定は廃止し、一般会計化する。 

・ いわゆる目的税や特定財源を充てて行う事業について、特別会計で区分経理す

る必要性がある場合でも、税収やそれに準ずる歳入は原則として一般会計経由で

繰り入れることとし、不必要な勘定は廃止する。 

 

③ 経理区分の適正化 

・ 特別会計・勘定における区分経理が必要な場合でも、会計・勘定が細分化され、

縦割り的な予算執行や非効率な資産保有といった弊害が生じることがないよう、

適正な経理区分に見直す。 

④ 剰余金等の活用 

・ 活用可能な財源が無尽蔵に存在するといった誤解を招かないようにするととも

に、国全体の資金管理の効率化を図る観点から、積立金等に係る制度について必

要な見直しを行う。 

・ 特別会計・勘定の剰余金等は、引き続き、「特別会計に関する法律」第 8 条第 2

項等に基づき、可能な限り一般会計等の財源として活用する。 
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特特別別会会計計にに関関すするる法法律律等等のの一一部部をを改改正正すするる等等のの法法律律（（平平成成2255年年法法律律第第7766号号））  

 

１１．．法法律律のの趣趣旨旨  

  国全体の財政の一層の効率化・透明化を図るため、特別会計及びその勘定等につい

て、廃止・統合等の措置を講ずる。 

 

２２．．法法律律のの概概要要  

「「特特別別会会計計にに関関すするる法法律律のの一一部部改改正正」」  

（（１１））基基本本理理念念規規定定のの創創設設  

特別会計の設置、管理及び経理に関する以下の基本理念規定を創設。 

① 経済社会情勢の変化に対応して効果的・効率的に事務・事業を実施。 

② 区分経理の必要性を不断に見直し、必要性がない場合は一般会計へ統合するとと

もに、特別会計の歳出の財源となる租税収入についても一般会計へ計上し、国全体

の財政状況の総覧性を確保。 

③ 特別会計としての区分経理が必要な場合においても、経理の区分の在り方につい

て不断に見直し。 

④ 必要以上の資産を保有しないよう、剰余金を適切に処理。 

⑤ 財務に関する情報を広く国民に公開。 

（（２２））特特別別会会計計及及びび勘勘定定のの廃廃止止・・統統合合等等  

・ 交付税及び譲与税配付金特別会計交通安全対策特別交付金勘定を廃止。 

・ 年金特別会計の国民年金勘定に、福祉年金勘定を統合。 

・ 食料安定供給特別会計に、農業共済再保険特別会計、漁船再保険及び漁業共済保

険特別会計を統合。また、関連する勘定を統合するとともに、農業経営基盤強化勘

定を一般会計化。 

・ 社会資本整備事業特別会計を一般会計化（空港整備勘定は経過勘定として自動車

安全特別会計に統合）。 

・ 国債整理基金特別会計の事務費を一般会計へ移管するとともに、前倒債の発行収

入金の翌年度歳入化の規定を整備。 

・ 外国為替資金特別会計の積立金を廃止するとともに、金融市場の進展等を踏まえ

た運用効率の向上のための規定を整備。 

 

   ※  この他、「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸

命令の措置に関する法律」を一部改正（別途整理を終了）し、また、「経済基盤強

化のための資金に関する法律」を廃止（同資金を廃止）。 

 

３３．．施施行行期期日日  

  平成26年 4月 1日（平成26年度の予算から適用） 

1122．．特特別別会会計計にに関関すするる法法律律等等のの一一部部をを改改正正すするる等等のの法法律律（（概概要要））  
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独立行政法人改革等に関する基本的な方針

（抄）（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定） 

 

 

（別紙）各法人等について講ずべき措置 

【森林総合研究所、森林保険特別会計】 

○ 森林保険特別会計を平成 26 年度末までに廃止

し、森林保険業務は森林総合研究所に移管する。 

 

【日本貿易保険、貿易再保険特別会計】 

○ 貿易再保険特別会計は、平成 28 年度末までに

廃止し、その資産及び負債は本法人に承継する。 

 

【自動車安全特別会計・自動車検査登録勘定】 

○ 自動車検査登録業務のうち、登録基準の適合性

審査に係る調査・確認事務を自動車検査独立行政

法人に移管し、これに伴い所要の人員を同法人に

移管する。事務及び人員の移管は、平成 28 年度

から順次速やかに実施し、平成 30 年度開始まで

に完了するものとする。 

○ 今後とも、無駄の排除を徹底するとともに、区

分経理の必要性等につき不断の見直しを行う。 
 

1133．．独独立立行行政政法法人人改改革革等等にに関関すするる基基本本的的なな方方針針  
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問い合わせ先
財務省主計局法規課
〒 110-8940 東京都千代田区霞が関 3-1-1
TEL.03-3581-4111（代表）

　


	文書名令和７年度　特別会計ガイドブック (1).pdf
	令和７年度　特別会計ガイドブック.pdf



